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１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人日本学術振興会 
評価対象事業年

度 
年度評価 令和元年度（第 4 期） 
中期目標期間 平成 30 年～令和 4 年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 研究振興局 担当課、責任者 振興企画課、坂口昭一郎 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、坂本修一 

 
 
３．評価の実施に関する事項 
令和 2 年 7 月 13 日 独立行政法人日本学術振興会の評価等に関する有識者会合第１回を開催し、評価項目等の確認を得るとともに、自己評価結果について、日本学術振興会の役員（理事長、理事、監

事）及び職員（担当事業部長）からヒアリングを実施し、有識者会合委員から意見を聴取した。 
令和 2 年 7 月 16 日～27 日 本評価書（案）について、有識者会合委員から書面にて意見を聴取した。 
令和 2 年 8 月 5 日 有識者会合第２回を開催し、有識者会合委員から寄せられた意見を反映した本評価書（案）について、同委員の確認を得た。 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし 
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１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

A （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
A A    

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、全体として中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められるため。 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 ○日本学術振興会は、長い歴史の中で構築した数多くの研究機関及び研究者とのネットワークを活用しつつ、効果的かつ効率的な業務運営を行っており、研究者の知的探求心 

や自由な発想を源泉とする「学術研究」の振興を目的とし、学術研究における多様な特性・ニーズに応じた支援を行う我が国唯一のファンディングエージェンシーとしての 
役割を十分に果たしている。 
○科学研究費助成事業（科研費）においては応募研究課題数が年々増加している中、令和 2 年 4 月 1 日交付内定予定であった種目について、計画通りのスケジュールで交付内

定通知を出しており、極めて迅速かつ円滑・適切に審査業務が実施されたと認められる。また、若手研究（２回目）の応募者の基盤研究（S・A・B）との重複応募制限を緩和

するなど若手研究者の挑戦を促す改善策や、研究者の海外渡航時における科研費の中断・再開を認めるための制度改善を令和元年度から導入するなど、研究者の立場にたった

改善策が積極的に講じられていることも高く評価できる。 
○特別研究員事業において、限られたスケジュールの中で業務を着実に実施しつつ、審査方針の不断の見直しや国費を原資としない奨学金等を研究専念義務の範囲内で受給可

能とするなど、研究者のニーズを踏まえ、優秀な若手研究者の確保に資する更なる制度改善を実施している点は評価できる。 
○国際共同研究事業において、スイス科学財団（SNSF）と将来のリードエージェンシー方式導入を見据えた合同審査を実施したことは、SNSF との協力関係を一層強固にする

取組であるとともに、今後のリードエージェンシー方式の実施拡大に向けて重要な取組であり、高く評価できる。また、新規同窓会の設立要望を踏まえ積極的に支援を行い、

北欧とアジア各一つずつ同窓会を新設したことや、諸外国の学術振興機関との会合等に積極的に参画し、着実にパートナーシップを強化している点も評価できる。 
○大学教育改革の支援では、国の定めた制度・方針を踏まえ、迅速に事務体制を整えながら、事業ごとに専門家による委員会等を設置し、各事業における審査・評価業務をす 
べて滞りなく実施したことは評価できる。また、博士課程教育リーディングプログラムにおいて、補助期間の終了に当たり、修了者の各界での活躍状況等をまとめた広報用成

果報告書を経団連の会員企業 1,433 社に配布するなど、各界における博士号取得者の活用を促すための取組を積極的に講じたこと、卓越大学院プログラムにおいて、審査・評

価の着実な実施に留まらず、委員等へのアンケート調査により課題を抽出するなど、今後の高等教育政策も見据えた事業の改善に積極的に貢献したことも高く評価できる。 
○特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な業務運営が行われていることが認められる。 
 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
新型コロナウイルス感染症の影響に対し、各事業において研究者のニーズを踏まえながら柔軟な対応を行った点は高く評価できる。 
・海外特別研究員事業において、渡航や現地での研究実施が困難となった採用者に対して渡航延期などの措置を講じたこと 
・科研費において、令和元年度末の繰越申請件数・補助事業期間延長承認申請が増大したことに対し、提出期限を延長するなどの弾力的な運用を行ったこと 等 
 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
○平成 30 年度科研費（平成 29 年 9 月公募）から適用した新たな審査システムについて、すでに検証作業に着手し更なる改善に努めるなど、科研費改革の着実な実施に向けた

取組が認められる。引き続き、科研費制度全体の改善に向け、学術システム研究センター等も活用し検討を進めることを期待する。（P20） 
○引き続き、学術システム研究センターや外部有識者による会議、日本学術振興会のＨＰの問合せフォームに寄せられる提案等を活用して、より一層研究者の知見を取り入れ 
るとともに、学術情報分析センターによるエビデンスに基づく分析も活用し、各事業についての検証を行い改善に努めることを期待する。（P7,P48,P109） 

その他改善事項 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、各事業においては引き続き状況に応じて柔軟な対応を検討し、研究者が研究に専念できるよう、環境整備や支援に努めていただき

たい。 
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主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
特になし 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特になし 

 
その他特記事項 特になし 

 
※ 評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 
Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 
Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 
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１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中期目標（中期計画） 
年度評価 項目別

調書№ 
備考   

中期目標（中期計画） 
年度評価 項目別

調書№ 
備考 

平成 

３０ 

年度 

令和 

元 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

  平成 

３０ 

年度 

令和 

元 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項   ６．総合的な学術情報分析基盤の構築 B B    Ⅰ－６  
 １．総合的事項 B B    Ⅰ－１     （１）情報の一元的な集積・管理 (b) (b)    

 
 

 （１）研究者等の意見を取り入れた業務

運営 
(b) (b) 

 
  

  
  （２）総合的な学術情報分析の推進 

(b) (b)      

（２）第一線級の研究者の配置による審

査・評価機能の強化 
(a) (a) 

 
      （３）学術動向に関する調査研究の推

進 
(b) (b)      

（３）学術研究の多様性の確保等 (b) (b)        ７．横断的事項 B B 
   

Ⅰ－７ 
 

２．世界レベルの多様な知の創造 A○重 A○重    Ⅰ－２    

 

（１）電子申請等の推進 (b) (b)      

 
 （１）科学研究費助成事業の充実・強化

に資する取組の推進 
(s○重) (s○重)    

    （２）情報発信の充実 
(b) (b)      

 
（２）研究の国際化と国際的な共同研究

等の推進 
(a○重) (a○重)    

    （３）学術の社会的連携・協力の推進 
(b) (b)      

 （３）学術の応用に関する研究等の実施 (b○重) (b○重)        （４）研究公正の推進 (b) (b)      
 ３．知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養

成 
B○重 B○重  

 
 Ⅰ－３    （５）業務の点検・評価の推進 

(b) (b)      

  （１）自立して研究に専念できる環境の

確保 
(a○重) (a○重)       Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 B B    Ⅱ  

 （２）国際舞台で活躍する研究者の養成 (b○重) (b○重)        １．組織の編成及び業務運営 ― ―      
（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供 (b○重) (b○重)        ２．一般管理費等の効率化 ― ―      
（４）研究者のキャリアパスの提示 (b○重) (b○重)        ３．調達等の合理化 ― ―      

 ４．大学等の強みを生かした教育研究機能の

強化 
A A    Ⅰ－４    ４．業務システムの合理化・効率化 ― ―     

 

 
 （１）世界最高水準の研究拠点の形成促

進 
(b) (b)       Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 B B    Ⅲ  

 （２）大学教育改革の支援 (a) (a)       Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 B B    Ⅳ  

 （３）大学のグローバル化の支援 (a) (a)        １．内部統制の充実・強化 ― ―      

 ５．強固な国際研究基盤の構築 B 重 B 重    Ⅰ－５    ２．情報セキュリティへの対応 ― ―      
  （１）事業の国際化と戦略的展開 (a 重) (b 重)        ３．施設・設備 ― ―      
 （２）諸外国の学術振興機関との協働 (b 重) (b 重)        ４．人事 ― ―      

 
（３）在外研究者コミュニティの形成と

協働 
(b 重) (a 重)    

    ５．中期目標期間を超える債務負担 ― ―      

 （４）海外研究連絡センター等の展開 (b 重) (b 重)        ６．積立金の使途 ― ―      
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※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、令和元年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成

果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずる必要があると認めた場合）。 

なお、「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」、「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」及び「Ⅳ．その他の事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標と

している場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の評定とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ １ 総合的事項 

（１）研究者等の意見を取り入れた業務運営 

 （２）第一線級の研究者の配置による審査・評価機能の強化 

 （３）学術研究の多様性の確保等 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標８  

科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

施策目標８－２ 

イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 13 条、第 15 条第 6号、第 9号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185  

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度  

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

        

 予算額（千円） 307,581 311,768    

 決算額（千円） 469,094 537,880    

 経常費用（千円） 470,181 494,890    

 経常利益（千円） 862 △24,991    

 行政コスト（千円） - 522,600    

 
行政サービス実施 

コスト（千円） 
472,961 -    

 従事人員数 4 4    

注１）予算額、決算額は「１ 総合的事項」の支出額を記載。人件費については共通経費部分を除き各業務に配賦した後の金

額を記載。 

注２）従事人員数については「１ 総合的事項」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 我が国の学術

振興の中核機関

として、研究者の

活動を安定的・継

続的に支援する

役割を十分に果

たすため、研究者

を中心とする幅

広い関係者の意

見を取り入れる

とともに、研究者

の自由な発想と

研究の多様性、長

期的視点、継続性

等の学術研究の

特性に基づき、挑

戦性、総合性、融

合性及び国際性

の観点を踏まえ

た業務運営を行

う。 

 

 

    

 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況

については、下記の理由により、中期計

画通り、中期目標に向かって順調に実績

を上げていると言えることから、評定を

Bとする。 

・評議員会の開催等を通して、研究者の

意見を取り入れた業務運営が図られた。 

・学術システム研究センターでは、全て

の学問領域をカバーしたうえで、男女比

のバランス、所属機関の形態、地域的な

バランス等、多様性の確保に配慮しなが

ら第一線で活躍中の研究者を幅広く選任

し、事業改善の提案・助言や業務運営を

適切に行っている。 

また、特に集中的に審議が必要な重要

な課題等についてワーキンググループ等

を開催し、研究者の視点に立ち積極的に

検討を行った。 

・学術研究の多様性の確保や、学術研究

の現代的要請を踏まえた業務運営を行う

という目標達成に向けた取組が着実に行

われている。 

・振興会の諸事業における男女共同参画

の推進に向けた取組が着実に行われてい

る。 

 

＜課題と対応＞ 

・令和元年度は中期計画通り実施してお

り、引き続き評議員会の開催等を通して、

研究者の意見を取り入れた業務運営を図

る。 

・今後も引き続きワーキンググループや

タスクフォースを必要に応じて開催し、

科研費やその他の事業の透明性、公平性

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

自己評価報告書の「B」との評価結果が妥当

であると確認できた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

引き続き、評議員会等を活用して、より一層

研究者の知見を取り入れるとともに、エビデ

ンスに基づいて分析・検証し、業務運営状況

が改善されていくことを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

第一線の研究者による主任研究員会議、専門

調査班会議、ワーキンググループ、タスクフ

ォースなど多様なチャンネルから研究現場

の声を吸い上げており、研究者に寄り添った

形の運営がされており、高く評価できる。 
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の確保に貢献し、新たな課題等への柔軟

な対応に努める。 

・「独立行政法人日本学術振興会の事業

に係る男女共同参画推進基本指針」に基

づき取組を進めるとともに、取組状況の

フォローアップを行っていく。 

 

 

 （１）研究者等の

意見を取り入れ

た業務運営 

学術の振興を

目的とする振興

会の事業の特性

に配慮し、評議員

会や学術研究に

対する高い識見

を持つ学識経験

者の意見を反映

させるとともに、

学術研究を実際

に行う研究者の

意見を取り入れ

ることにより、研

究者コミュニテ

ィの信頼を得つ

つ、効果的な業務

運営を行う。 

（１）研究者等の意

見を取り入れた業

務運営 

研究者の自由な

発想に基づく学術

研究の成果は、人類

社会共通の知的資

産として文化的価

値を形成するもの

であり、学問領域を

限定せず、分野の性

格に応じた適切な

支援方法により、幅

広くバランスをと

って振興する必要

がある。特に、長期

にわたる試行錯誤

を必要とする知的

創造活動としての

基礎研究への支援

や、将来の学術研究

を担う優秀な研究

者の養成について

十分配慮する必要

がある。このため、

学術研究を実際に

行う研究者の意見

を取り入れた業務

運営を行う。 

業務運営に関す

る重要事項を諮問

するための評議員

（１）研究者等の意

見を取り入れた業

務運営 

学術研究を実際

に行う研究者を含

めた各界の学識経

験者から成る評議

員会を平成 31 年度

（2019年度）中に２

回開催する。評議員

会では、年度計画、

予算案等の重要事

項や各事業の実施

状況を審議するこ

とにより、学術研究

の特性を踏まえ、研

究者の意見を取り

入れた業務運営を

図る。 

また、学術研究に

対する特に高い見

識を有する学識経

験者を学術顧問に

委嘱し、振興会の業

務に関する特定の

事項について、専門

的な助言を求める。 

【評価指標】 

１－１ 研究者等の

意見聴取状況（評議

員会の開催実績等

を参考に判断） 

 

 

【目標水準の考え

方】 

１－１ 研究者等の

意見を取り入れる

機会を確保し、業務

運営に適切に反映

されたか、評議員会

の開催実績や学識

経験者からの意見

聴取実績及びそれ

ら意見を踏まえた

業務運営状況を参

考に判断する。 

 

【評議員会】 

・評議員は、理事長の諮問に応じ、学術界、産業界、大学

等を代表する学識経験者で構成されており、学術研究支援

に関する政策にも通じたメンバーを含んでいる。 

・評議員会は令和元年 10月 31 日に開催した。 

・評議員会では、平成 30 年度における業務の実績に関す

る評価、令和 2年度概算要求の概要、各事業部における最

近の主な動き等について審議した。 

・評議員会での意見を参考として、学術国際活動に関する

基本方針（JSPS 国際戦略）を振興会の全事業にわたる戦

略となるよう改正した他、特別研究員事業の申請書につい

て「研究成果」の項目をこれまでの研究活動を踏まえて申

請者自身の研究遂行能力を述べる形に改正する等、業務運

営の改善を図った。 

・評議員会の議事要録は外部 HP で公開している。 

・令和元年度事業に関する「学術研究の多様性の確保等を

踏まえた業務運営状況の報告」について、令和 2年 4月 10

日に開催する評議員会において意見を聴取し、業務運営に

反映する。 

 

●令和元年度評議員（第 8 期。任期は令和 2年 2月 29 日

まで） 

石川 冬木 
京都大学大学院生命科学研究科 教

授、日本学術会議第二部長 

大野 英男 
東北大学 総長、日本学術会議第三

部長 

五神 真  東京大学 総長 

小林 喜光 

（R元.5.31まで） 
経済同友会 代表幹事 

櫻田 謙悟 

（R元.6.1～） 
経済同友会 代表幹事 

（１）研究者等の意見を取り入れた業務

運営 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況

については、下記の理由により、中期計

画通り、中期目標に向かって順調に実績

を上げていると言えることから、補助評

定を bとする。 

・以下の評価指標に対する自己評価に記

載のとおり、評議員会の開催及び学術顧

問との意見交換を通して、研究者の意見

を取り入れた業務運営が図られ、計画通

りに実施された。 

 

＜課題と対応＞ 

・令和元年度は中期計画通り実施してお

り、引き続き評議員会の開催等を通して、

研究者の意見を取り入れた業務運営を図

る。 

 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である１－１については、学

術研究を行う研究者を含めた評議員会を

開催するとともに、役員が学術顧問と意

見交換を行うことにより、研究者等の意

見を取り入れる機会を確保した。また、

評議員会での意見を参考として事業運営

の改善を行うなど、研究者の意見を取り

入れた業務運営が図られたと言えること

から、計画通りに実施されたと判断する。 

（１）研究者等の意見を取り入れた業務運営 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

評議員会について評議員との日程調整の都

合により令和元年度中には 1 回の開催とな

っているが、令和 2年 4月に令和元年度に開

催予定だった 2回目の評議員会が開催され、

評議員の意見を取り入れる機会は確保でき

ている。引き続き評議員の意見を取り入れる

機会を確保するよう努めることが望まれる。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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会については、各

界・各層からの学識

経験者で構成し、定

期的に開催する。事

業実施に当たって

は、評議員会等での

幅広く高い識見に

基づく審議及び意

見を参考とし、効果

的に成果が上がる

よう業務運営に反

映させる。 

佐藤 岩夫 

（R元.11.19 ま

で） 

東京大学社会科学研究所 教授、日本

学術会議第一部長 

永田 恭介 筑波大学 学長 

中西 宏明 日本経済団体連合会 会長 

原山 優子 
前総合科学技術・イノベーション会

議 議員、東北大学名誉教授 

日比谷 潤子 国際基督教大学 学長 

平野 眞一 
上海交通大学 講席教授、平野材料創

新研究所 所長 

町村 敬志 

（R元.11.20～） 

一橋大学社会学研究科 教授、日本

学術会議第一部長 

宮浦 千里 東京農工大学 副学長 

村田 治 関西学院大学 学長 

室伏 きみ子 お茶の水女子大学 学長 

森 重文 京都大学高等研究院 院長 

山極 壽一 京都大学 総長、日本学術会議 会長 

 

 

【学術顧問】 

・学術の振興に係る諸課題について、理事長をはじめ役員

や事業担当が必要に応じて各学術顧問と個別に意見交換

を行い、学術研究に特に高い識見を持つ立場からの専門的

な助言を聴取した。例えば、学術研究支援のあり方や若手

研究者の支援のあり方についての助言をいただいた。 

 

 

●令和元年度学術顧問 

吉川 弘之 （学術最高顧問）科学技術振興機
構特別顧問 

佐藤 禎一 （学術特別顧問）元ユネスコ日
本政府代表部特命全権大使 

浅島  誠 帝京大学特任教授 

飯野 正子 津田塾大学名誉教授 

大隅 良典 東京工業大学栄誉教授 

郷 通子 
 

名古屋大学理事 

小林  誠 高エネルギー加速器研究機構
特別栄誉教授 

佐々木 毅 国土緑化推進機構理事長 

野依 良治 科学技術振興機構研究開発戦略
センター長 

本庶 佑 京都大学高等研究院副院長、特別
教授 
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 （２）第一線級の

研究者の配置に

よる審査・評価機

能の強化 

学術システム

研究センターに

第一線級の研究

者を配置し、事業

の実施に必要な

調査・研究機能や

審査・評価業務に

係る機能を充実・

強化する。また、

新たな課題への

提案・助言を機動

的な運営体制の

下で行う。 

（２）第一線級の研

究者の配置による

審査・評価機能の強

化 

学術システム研

究センターに第一

線級の研究者を配

置し、学問領域の専

門的な知見に基づ

き、学術振興策や学

術動向に関する調

査・研究、事業にお

ける審査・評価業

務、業務全般に対す

る提案・助言等を行

う。特に、新たな課

題への提案・助言を

機動的な運営体制

の下で行うよう努

める。 

同センターの組

織運営に当たって

は、運営委員会にお

ける高い識見に基

づく審議及び意見

を参考とし、その

際、各種事業への提

案・助言が適切に行

われたかについて

も、同委員会におい

て意見を得る。 

さらに、同センタ

ーの業務内容の透

明性の向上を図る

観点から、同センタ

ーの活動について

分かりやすく積極

的な情報発信を行

う。 

（２）第一線級の研

究者の配置による

審査・評価機能の強

化 

学術システム研

究センターに第一

線級の研究者を所

長、副所長、主任研

究員及び専門研究

員として配置する

ことにより、人文

学、社会科学から自

然科学に至る全て

の学問領域をカバ

ーする体制を整備

する。その上で、学

術振興策や学術動

向に関する調査・研

究、事業における審

査・評価業務、業務

全般に対する提案・

助言等を行う。 

重要でかつ継続

的に審議が必要な

課題に対し、必要に

応じてワーキング

グループやタスク

フォースを設置し、

機動的に対応する。

特に、新たな課題へ

の提案・助言を機動

的な運営体制の下

で行うよう努める

とともに、各種事業

への提案・助言が適

切に行われたかに

ついて、運営委員会

において意見を得

る。 

【評価指標】 

１－２ 学術システ

ム研究センターに

よる各種事業への

提案・助言の状況

（有識者の意見を

踏まえ判断） 

 

【目標水準の考え

方】 

１－２ 第一線級の

研究者の知見を生

かした、各種事業へ

の提案・助言が行わ

れたか、有識者の意

見を踏まえ判断す

る。 

 

【学術システム研究センター】 

■学術システム研究センターの体制 

・9つの専門調査班（人文学、社会科学、数物系科学、化

学、工学系科学、情報学、生物系科学、農学・環境学、医

歯薬学）を置くことにより、全ての研究分野に研究員を配

置し、全ての学問領域をカバーしている。 

研究員の選考にあたっては、独立行政法人や民間の研究

機関を含む、科研費に応募可能な研究機関の長に推薦を依

頼している。選考の際には前任者と同一の機関からの選任

を行わないようにするとともに、国・公・私立大学及び大

学共同利用機関等、組織形態のバランス、地域的バランス、

男女比バランスに配慮している。また、選考過程において

外部の学識経験者に意見を聴取することにより第一線で

活躍中の研究者を確保している。 

 

 

所長（1人） 佐藤 勝彦 
副所長（3人） 西村 いくこ 

永原 裕子 
岸本 美緒 

・主任研究員 21 人 

・専門研究員 108 人 

 計 129 人（うち、独法等：1名） 

 

・令和元年度に就任した新規研究員 45 名は、所属機関の

形態や地域的なバランスに配慮しつつ、特に男女比のバラ

ンスを勘案し、女性研究員 23名、研究員全体で 17％にな

り、前年度より女性研究員 4名増となった。（平成 30 年度

は、女性研究員 19名、研究員全体で 15％） 

 

（２）第一線級の研究者の配置による審

査・評価機能の強化 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況

については、下記の理由により、中期計

画を上回って履行し、中期目標を上回る

ペースで実績を上げていると言えること

から、補助評定を aとする。 

・全ての学問領域をカバーしたうえで、

多様な視点からの意見を活かすため、男

女比のバランス、所属機関の形態、地域

的なバランス等、多様性の確保に配慮し

ながら第一線で活躍中の研究者を幅広く

選任し、事業改善の提案･助言や業務運営

を行っている。 

特に、副所長 3人全員が女性となり、

また女性研究員の割合が前年度よりも向

上したことは特筆に値する。 

さらに研究員の選考基準については、

運営委員会での検討後公開するなど、透

明性の強化に努めながら体制を整備して

いることは高く評価できる。 

・定期的に開催される主任研究員会議や

専門調査班会議のほか、特に集中的に審

議が必要な重要な課題について検討を行

うため、科学研究費助成事業（科研費）

及び特別研究員事業でワーキンググルー

プを開催するとともに、短期的・集中的

に審議が必要な特定の課題に対して意見

をとりまとめ、提言するためのタスクフ

ォースを年間 11 回開催し、研究者の視点

に立ち、以下に述べるような検討を極め

て積極的に行った。これは、科研費やそ

の他の事業の透明性、公平性の確保に大

きく貢献しており、新たな課題等に柔軟

に対応し、第一線級の研究者が学術研究

に対する真摯な議論を行う学術システム

研究センターならではのものとして、極

（２）第一線級の研究者の配置による審査・

評価機能の強化 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた以

上の業務の進捗が認められるため。 

 

全ての学問領域をカバーするとともに、組織

形態や地域・男女比バランスにも配慮した学

術システム研究センターの体制整備を行っ

ており、特に、女性研究員の割合が、前年度

より向上する等、積極的に女性の登用が進め

られている点が評価できる。 

また、当該体制による各種事業への提案・助

言に対し、有識者から構成される運営委員会

より、提案・助言の適切性を評価する意見が

得られていることから、質の高い提案等がさ

れていることも認められる。 

特に、科学研究費助成事業（以下「科研費」

という）において、若手研究者がより大規模

な研究へ挑戦すること等を促進するため、重

複応募・重複制限の緩和の検討に当たり、研

究者の視点で助言を行ったことは、現場の意

見が制度に反映されることに繋がるもので、

高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

   ■会議開催実績 

・学術システム研究センターに以下の会議等を設置し、こ

れらの会議の議論を踏まえて科学研究費助成事業、研究者

養成事業、学術国際交流事業の各事業について提案・助言

等を行うとともに、各事業の審査・評価業務に専門的な見

地から関与した。 

・また、単なる提案・助言にとどまらず、各事業への実装

の状況から、各種会議において再度検証を行い更なる事業

改善に繋げる PDCA サイクルを絶えず回し、よりよい審査・

評価制度へ継続的に取り組んでいる。 
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さらに、事業におけ

る審査・評価等のプ

ロセス等を含め、同

センターの活動に

ついて分かりやす

く積極的な情報発

信を行う。 

 

＞主任研究員会議：20回（原則月 2回） 

＞専門調査班会議：108 回（月 1回・1専門調査班、9班

がそれぞれ実施） 

＞科学研究費事業改善のためのワーキンググループ（以

下「科研費 WG」という。）：15回 

平成 31 年 4 月 15 日に開催された文部科学省の科学

技術・学術審議会学術分科会研究費部会科研費改革に

関する作業部会からの要請を受け、以下の事項につい

て検討を行った。令和元年 6 月 25 日の同部会に報告

し、令和 2年度公募からの制度改善事項として採用さ

れた。 

【主な検討事項】 

・より大規模な研究への若手研究者による挑戦を

促進するため、「若手研究（2 回目）」と「基盤研

究（S・A・B）」との重複応募制限を緩和するとと

もに、「研究活動スタート支援」と他研究種目との

重複受給制限を緩和 

 

・より幅広い研究者層の挑戦を促進するため、「挑

戦的研究（開拓）」と「基盤研究（B）」との重複応

募、受給制限を緩和 

 

・令和元（2019）年度公募から研究計画調書にお

ける「研究業績」欄を「応募者の研究遂行能力及

び研究環境」欄に変更したことについて、変更の

趣旨等が必ずしも十分に浸透しなかったことを

踏まえ、「応募者の研究遂行能力及び研究環境」欄

において、適切な研究業績を応募者が選択し記載

することが可能であることなど、変更等の趣旨を

改めて明確にした 

 

＞特別研究員等審査システム改善のためのワーキング

グループ：9回 

【主な検討事項】 

・特別研究員事業の審査方針について検討を行い、

変更内容を令和 2 年度（2020 年度）採用分の募

集要項に反映した。 

 

 

＞審査委員等選考支援システム合同タスクフォース：2

回 

めて高く評価できる。 

-科研費のより大規模な研究への若手研

究者による挑戦促進のための重複受給制

限の緩和、より幅広い研究者層の挑戦の

促進のための重複応募、重複制限の緩和

などに係るきめ細かい検討、特別研究員

制度における制度や申請書の改善に対す

る適切な助言を行ったことは高く評価で

きる。 

-近年の科研費の特別推進研究及び基盤

研究(S) 応募数増大に伴う審査意見書作

成者選考について、研究員の負担の軽減

と業務の質の担保の双方の課題に対し、

センター機能の効率化と質の向上に貢献

したことは、高く評価できる。 

-上半期には、科研費の各種目の効果的・

効率的な助成について、文部科学省の審

議会の関連部会等からの複数の要請に対

し、制度に精通した研究員が短期間で現

実的な検討を重ね、効果のある報告をま

とめ、令和 2（2020）年度公募分の募集に

反映できたことは、非常に高く評価でき

る。 

 また、下半期は科研費審査システム改

革 2018 の改革の中心であった「審査区分

表」の見直しに取りかかり、文部科学省

の審議会の関連部会等へ報告を行ったこ

とは高く評価できる。 

・運営委員会における、外部有識者とし

ての委員の意見を業務改善に繋げる体制

の強化に取り組んでいることは高く評価

できる。 

・推薦説明会（11回）、センターの活動に

関する事業説明等（5 回）も着実に行わ

れ、新型コロナウイルス感染症の影響で

説明会を中止せざるを得なくなった際

も、よりアクセスしやすい方法に切り替

えるなど、柔軟に対応しながら着実に業

務に取り組んでいる。 
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近年より増大している研究員の業務量を軽減すべ

く、学術システム研究センターと学術情報分析センタ

ー双方の研究員からなる合同タスクフォースを令和

元年度も引き続き設置した。研究員の主な業務の一つ

である特別推進研究及び基盤研究(S)に係る審査委員

候補者等選考の際に、研究員の判断を支援するための

システム（審査意見書作成候補者選考支援システム）

を開発した。令和元年度は前年度に利用した研究員を

対象としたアンケートを元に改善を加えた。 

 

＞科研費改革推進タスクフォース：9回 

科研費改革推進タスクフォースを前年度に引き続

き設置し文部科学省からの検討要請事項の検討を中

心となって行った。 

・科研費 WG に記載した事項は、まず、本タスクフォ

ースが中心となり、検討を行った。 

   ・科研費審査システム改革 2018 によって、平成 30 

  年度助成に係る審査から適用されている科学研究 

  費助成事業「審査区分表」について、令和 5年度助 

  成を目処として中間的な検証を行って必要な見直 

    しを図ることが科学技術・学術審議会学術分科会科  

    学研究費補助金審査部会から要請されている。 

   そこで、本タスクフォースでは、審査システム改  

  革から 3回の公募、2 回の審査を行って得られたデ 

  ータから、現行の「審査区分表」で公正な審査が行  

  えているかという観点で検証を行った。それらの検 

  証結果を踏まえつつ、令和元年 7月から令和 2年 1 

    月まで検討を行い、令和 2年 1月 23 日の科学研究  

  費補助金審査部会において、「審査区分表」の見直 

  しに当たっての基本的な方向性の報告を行い、了承 

  された。 

 

・審査・評価業務のプロセス等、センタ

ーの活動について、図を用いる等分かり

やすい情報発信に努めており、またリー

フレットに研究員の体験を掲載すること

は、センターの活動の透明性及び信頼性

を高めており、高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・今後も引き続きワーキンググループや

タスクフォースを必要に応じて開催し、

科研費やその他の事業の透明性、公平性

の確保に貢献し、新たな課題等への柔軟

な対応に努める。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である１－２については、第

一線級の研究者から構成されるセンター

研究員による主任研究員会議、専門研究

班会議、各種ワーキンググループ、及び

各種タスクフォースにおける検討・議論

を経て各種事業に対する提案・助言が行

われた。これらの提案・助言に対し、有

識者から構成される運営委員会に於い

て、提案・助言の適切性を評価する意見

を得ており高く評価できる。 

 

 

 

     ■運営委員会の実施 

・センターの運営及び業務実施に関する方針等を策定す

るにあたって、多様な視点からの意見を反映できるように

審議を行った（令和元年度は 3回開催）。運営委員会では、

所長及び副所長の人事、学術動向調査のあり方、さらには

センター業務の透明性、センターによる各種事業への提

案・助言の適切性について審議を行った。その審議結果を
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もとに、業務の改善に取り組むとともに、研究員の選考を

含むセンター全体の体制整備にも反映させるなど、外部有

識者による適切な意見を参考にする体制を整備した。令和

元年度は、引き続き文部科学省での関連委員会などへの現

場視点からの意見表明など適切に行うように、とセンター

が適切な提案・助言、業務運営を行っている旨、有識者の

意見を得た。 

 

●運営委員会名簿（令和 2 年 3月現在） 

川村 光 大阪大学大学院理学研究科教授 

栗原 和枝 東北大学未来科学技術共同研究セ
ンター教授 

田井 一郎 株式会社東芝 元取締役・代表執

行役 

瀧澤 美奈子 科学ジャーナリスト 

田代 和生 慶應義塾大学名誉教授 

永田 恭介 筑波大学学長 

八田 英二 
（委員長） 

学校法人同志社総長・理事長 

宮嶌 和男 金沢工業大学産学連携室教授 

山本 正幸 
（委員長代理） 

東京大学名誉教授、自然科学研究機
構基礎生物学研究所名誉教授 

吉野 彰 旭化成株式会社名誉フェロー 

  

     ■事業における審査・評価等のプロセス等のウェブサイト

による情報発信 

・センター業務の具体的な内容についてはウェブサイト

において図表を用いて公表しており、業務の内容ごと（審

査委員の選考業務や審査の検証業務等）に整理し、そのプ

ロセスについても可能な限り公表している。 

https://www.jsps.go.jp/j-center/gyoumu_jyosei.html  

 

審査の検証業務に関する記述は以下のとおり。 

科研費審査の検証 

 

学術システム研究センターにおいては、審査の質を高め

るため、審査終了後、審査の検証を行い、その結果を翌

年度の審査委員の選考に適切に反映しています。 

 

具体的な作業内容 

 

審査区分ごとに、複数の研究員を割り当て、専門的見地

から、審査内容一つ一つについて下記のように検証を行
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います。 

(1)審査結果の内容について、評点や審査意見が未記入な

どの不備がないか、利益誘導が行われていないか、「審査

の手引き」で示した基準・方法等に基づいた審査が行わ

れているか、他の審査委員の判断に役に立ち審査を行っ

ているか等について検証を行う。 

(2)各専門調査班会議において、検証結果を合議する。 

(3)各専門調査班での検証結果について、主任研究員会議

において検討、対応等を決定する。 
 

     ■説明会の実施 

・令和 2 年 4 月就任の研究員に係る候補者の推薦を大学

等の関係各研究機関へ依頼するにあたり、東京において説

明会を実施した。 

・令和 3 年度 4 月就任の研究員に係る候補者の推薦につ

いては、令和 2年の東京オリンピック・パラリンピック開

催期間中の業務フローの検討の結果、例年よりも 1ヶ月推

薦受付を早めた。推薦依頼開始を早めたことにより、国立

大学協会各地区支部会議、公立大学協会総会、私立大学連

盟、大学共同利用機関機構長会合、RU11 会合において、合

計 11 回の推薦説明を実施した。また、本会においても 3

月に推薦説明会を 2回実施することを予定していたが、新

型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、説明会の開

催を取りやめ、その代替としてスライド及び音声をウェブ

にアップロードすることによる説明をはじめて行った。 

・学術システム研究センターの活動について、研究者等か

らの一層の理解と協力を得るため大学や学会等で事業説

明・意見交換会を実施した（令和元年度 5 回）。また、セ

ンター研究員には所属する研究機関や、所属学会等で個別

説明を行うよう依頼しており、センターの活動に対する理

解だけでなく、科学研究費助成事業、特別研究員事業など

の振興会事業についても広く周知を図るよう努めている。 

 

  

     ■リーフレットの配付 

・審査・評価業務に関するプロセス等センターの活動をイ

メージしやすい言葉や視覚に訴え理解しやすい図で示す

とともに、主任・専門研究員経験者から研究員としての現

場の体験についてのコメントを掲載するなど、活動内容を

分かりやすくしたリーフレットを配付した。 
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 （３）学術研究の

多様性の確保等 

年齢や性別、分

野、機関にかかわ

らず研究者が自

らの能力を発揮

できるよう多様

性を確保すると

ともに、研究の長

期的視点、継続性

等を踏まえて事

業を推進する。ま

た、学術研究の現

代的要請である

挑戦性、総合性、

融合性及び国際

性の観点を踏ま

えた業務運営を

行う。 

（３）学術研究の多

様性の確保等 

研究者が、年齢、

性別、分野、機関に

かかわらず自らの

能力を発揮するこ

とができるよう、事

業の推進に当たっ

ては、学術研究の多

様性を確保すると

ともに、学術研究が

無限の発展可能性

を有していること

を踏まえ、長期的視

点を加えた継続的

かつ着実な支援に

努める。また、学術

研究の現代的要請

である挑戦性、総合

性、融合性及び国際

性の観点を踏まえ

た支援を行うとと

もに、我が国として

途絶えさせてはな

らない学問分野の

継承などに配慮す

る。 

幅広い分野等へ

の支援や女性研究

者の参画促進、学術

研究の現代的要請

を踏まえた業務運

営が適切になされ

ているか、評議員会

において意見を得

る。 

また、振興会の諸

事業における女性

研究者の参画や支

援の状況について、

（３）学術研究の多

様性の確保等 

各事業において

多様な分野、研究機

関等を支援対象と

することを募集の

段階から周知する

とともに多様な審

査委員を確保し、学

術研究の現代的要

請である挑戦性、総

合性、融合性及び国

際性の観点を踏ま

えた支援を行うと

ともに、我が国とし

て途絶えさせては

ならない学問分野

の継承に配慮する。

平成 31 年度（2019

年度）中に開催する

評議員会において、

各事業の実施状況

を審議し、学術研究

の多様性や挑戦性

等が確保されてい

るか確認する。 

加えて、振興会の

諸事業における女

性研究者の参画や

支援の状況につい

て、男女共同参画推

進委員会において

検証し、必要な改善

方策に向けた検討

を行う。 

【評価指標】 

１－３ 学術研究の

多様性の確保と現

代的要請を踏まえ

た業務運営状況（有

識者の意見を踏ま

え判断） 

 

【目標水準の考え

方】 

１－３ 学術研究の

多様性を確保する

観点から、幅広い分

野等への支援や女

性研究者の参画を

促進するとともに、

学術研究の現代的

要請を踏まえた業

務運営が行われて

いるか、有識者の意

見を踏まえ判断す

る。 

【学術研究の多様性の確保等】 

・中期目標に定められた、学術研究の多様性の確保や、学

術研究の現代的要請である挑戦性、総合性、融合性及び国

際性の観点を踏まえた業務運営の状況について明らかに

するため、「学術研究の多様性の確保等を踏まえた業務運

営状況の報告」を平成 30 年度に引き続き、令和元年度に

おいても取りまとめ、令和 2 年 4 月 10 日の評議員会にお

いて報告した。本報告書は、令和元年度を含む最近 5年間

を中心として振興会の諸事業の実施状況を取りまとめた

もので、学術研究の多様性の確保に係る業務運営状況とし

て、事業に参画する者等の多様性に係る状況を性別、年齢、

研究分野、研究機関、国際性の観点から示した。また、学

術研究の現代的要請を踏まえた業務運営状況として、挑戦

性、総合性、融合性及び国際性の各観点から、取組実績等

を取りまとめた。 

・評議員会では、学術研究の多様性の確保に係る業務運営

状況について、概ね良好と判断できるとの意見を得た。事

業に参画する者の多様性に関しては、性別、年齢、研究分

野、研究機関、国際性の各観点から着実に進捗していると

評価され、今後も若手研究者への支援の充実や多様な研究

者が応募しやすい事業運営の工夫等により、振興会が学術

研究の多様性の確保に貢献していくことへの期待が示さ

れた。審査委員等の多様性に関しては、十分な配慮がなさ

れていると評価され、特に母集団の割合を踏まえながら女

性の参画に努めることや、審査・評価の質の維持・向上を

確保しつつ外国人の参画に引き続き努力することを期待

する旨が示された。 

学術研究の現代的要請を踏まえた業務運営状況について

は、いずれの観点においても取組が成果を上げつつあると

評価され、引き続き種々の取組を展開していくべきとされ

た。また、これまでにない学術領域を創出するために、今

後も、優れた研究を見出し、後押しする業務運営の継続を

望む旨が示された。 

（３）学術研究の多様性の確保等 

補助評定：b 

令和元年度における中期計画の実施状況

については、下記の理由により、中期計

画通り、中期目標に向かって順調に実績

を上げていると言えることから、補助評

定を bとする。 

・左記の通り、評議員会において、学術

研究の多様性の確保や、学術研究の現代

的要請を踏まえた業務運営を行うという

目標達成に向けた取組が行われているこ

とが確認された。 

・出産・育児等のライフイベントを経験

した研究者を取り巻く状況の把握するた

めのアンケートの実施や、「独立行政法人

日本学術振興会の事業に係る男女共同参

画推進基本指針」の策定等、振興会の諸

事業における男女共同参画の推進に向け

た取組が着実に行われていると言える。 

 

＜課題と対応＞ 

・「独立行政法人日本学術振興会の事業

に係る男女共同参画推進基本指針」に基

づき取組を進めるとともに、取組状況の

フォローアップを行っていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である１－３については、学

識経験者から構成される評議員会におい

て、目標達成に向けた取組が行われてい

るとの意見を得た。 

 

 

 

 

 

 

（３）学術研究の多様性の確保等 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

女性や外国人の参画も含め、引き続き学術研

究の多様性の確保に貢献していくことを期

待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

学術研究の多様性の確保と、現代的要請に応

える業務運営は、最も重要かつ困難な課題で

ある。そのため、我が国の学術研究の状況を

分析して、適宜、修正を加える柔軟性が求め

られる。そういった意味でも、学術システム

研究センター等の役割が今後も重要である。 

評議員における女性比率は 23.5%と一定の

配慮がなされているほか、審査組織等におい

ても多様性が十分に図られていると思われ

る。なお、組織全体としてさらなる多様性を

確保するためには、例えば、評議員会や運営

委員会等の構成員において、女性及び外国人

の登用をより積極的に図っていくことが考

えられる。 

また、RPD・RRA の採用者・経験者を対象に行

ったアンケートの結果を踏まえ、今後の施策

に活かしていただきたい。 

    【男女共同参画の推進】 

・振興会事業における男女共同参画推進の在り方につい

ての検討にあたり、特に出産・育児等のライフイベントを

経験している研究者を取り巻く状況を把握し、本会事業の

検証・改善方策の検討に資するよう、出産・育児等のライ
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男女共同参画推進

委員会において検

証し、必要な改善方

策を検討する。 

フイベントを経験した若手研究者等に対して下表の通り

アンケート調査を実施した。 

 

●出産・育児等のライフイベントと研究活動に関するアン

ケート 

実施期間 令和元年 12 月 6 日～令和 2

年 1月 5日（31 日間） 

対象者 特別研究員-RPD 及び特別研

究員-RPD 経験者 

海外特別研究員-RRA 及び海

外特別研究員-RRA 経験者 

回答方法 Web サイト上で回答 

回答数 

（アンケート送付数） 

375 件（699 件） 

回答率 53.6% 

 

・学術の振興を目的とする振興会として、学術分野におけ

る男女共同参画の更なる推進を重要課題と位置付け、研究

者の活動を安定的・継続的に支援するという役割を一層果

たしていくため、第 4回男女共同参画推進作業部会（令和

2 年 2月 14 日）、第 5 回男女共同参画推進委員会（令和 2

年 3月 27 日）での審議を経て、「独立行政法人日本学術振

興会の事業に係る男女共同参画推進基本指針」を取りまと

め、振興会ウェブサイトで公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-gender_equality/data/r02/danjo_shishin.pdf  

 

・研究とライフイベントの両立に係る各種情報を広く発

信するため、振興会ウェブサイトに「男女共同参画の取組」

ページを開設した。 

https://www.jsps.go.jp/j-gender_equality/index.html 

       

 

４．その他参考情報 

予算・決算の乖離については、学術動向調査研究委託費等の増による。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ ２ 世界レベルの多様な知の創造 

（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進 

（２）研究の国際化と国際的な共同研究等の推進 

（３）学術の応用に関する研究等の実施 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標７ イノベーション創出に向けたシステム改革 

施策目標７－２ 科学技術の国際活動の戦略的推進 

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第 1 号、第 3 号、

第 4号、第 18 条 

当該項目の重要度、

難易度 

 

 

【重要度：高】【難易度：高】 

世界レベルの多様な知の創造を目的とした研究支援業務は、学術の振興を目的とする資

金配分機関としての根幹をなすものであり、我が国の研究者が国内外で学術研究を先導

していくための取組として極めて重要である。また、その実施に当たっては、膨大な研

究課題の中から極めて効果的かつ効率的な手法により、短期間で公正性、透明性を確保

した審査を行い、優れた研究課題を選定することや、前例のない国際共同研究への新た

な支援枠組みの導入に際しては、相手国との間で、異なる諸制度の調整を行い、研究者

にとって使いやすい仕組みを構築する必要があることから難易度は高い。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185、0203 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度  

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

関連指標   予算額（千円） 233,780,728 239,967,471    

科学技術の状況に係る

総合的意識調査（文部

科学省科学技術・学術

政策研究所）における

科研費に関する調査

（※）結果 

－ 5.6 5.3 5.2    

 決算額（千円） 231,037,989 233,863,847    

 

経常費用（千円） 230,612,528 233,875,032    

経常利益（千円） 105,729 -16,074    

行政コスト（千円） - 233,993,662    

行政サービス実施 

コスト（千円） 
229,820,121 -    

従事人員数 62 59    

事後評価を行う科研費

の研究種目において、

期待どおり、あるいは

それ以上の成果を上げ

た課題の割合 

－ 73％ 70％ 77％   
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二国間共同研究・セミ

ナーのうち、次のステ

ージとなる共同研究に

結び付いた発展的な成

果を出したと研究者自

身が評価する共同研究

及びセミナーの割合 

－ 75％ 78% 78%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事後評価を行う国際的

な共同研究等を支援す

る事業において、想定

どおり、あるいはそれ

以上の成果を上げた課

題の割合 

－ 84％ 92.9％ 100％     

注１）予算額、決算額は「２ 世界レベルの多様な知の創造」の支出額を記載。人件費については共通経費部分を除き各業務

に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「２ 世界レベルの多様な知の創造」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 

  

（※）「科学研究費助成事業は、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することに十分に寄与していると思いますか」という質問 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 我が国が世界

の学術研究を先

導していくた

め、研究者の自

由な発想に基づ

く独創的・先駆

的な研究を支援

することによ

り、研究者が世

界レベルの多様

な知を創造でき

る環境を創出す

る。 

学術研究を支援す

る我が国唯一の資金

配分機関として、研

究者が世界レベルの

多様な知を創造でき

る環境を創出するた

め、科学研究費助成

事業を確実に実施す

るとともに、研究の

国際化と国際的な共

同研究等を推進す

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

評定 A 評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画を上回って履行し、中期目

標を上回るペースで実績を上げてい

ると言えることから評定を Aとする。 

・科研費の審査業務については、文部

科学省が定める基本的考え方・役割

分担に基づき着実に実施されてお

り、かつ、近年応募件数が増大し、膨

大な応募研究課題を受け付けている

中においても、研究者が研究を早期

に開始することができるよう交付内

定を発出するため、計画通りに審査

を実施した点は高く評価できる。ま

た、公正かつ適切な審査制度を構築

するとともに、科学研究費委員会に

置かれた各部会において、それぞれ

の研究種目の目的・性格に応じ、厳正

に実施している。 

また、学術システム研究センター

と連携し、積極的に制度改善を図る

など、審査・評価業務の充実、募集業

務・交付業務の円滑な実施について、

質の高い業務実績を上げており、更

なる制度改善を着実に進めたものと

して、極めて高く評価できる。 

・国際的な共同研究等を推進するた

め、二国間交流事業においては新た

な交流の形態であるオープンパート

ナーシップセミナー（大学間連携）を

新設し募集を行う等、研究者や大学

等のニーズに対応する形で多様な国

との共同研究やセミナーを実施する

とともに、国際共同研究事業におい

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた

以上の業務の進捗が認められるため。 

 

科研費事業の充実・強化に資する取組とし

て下記取組を講じている点が評価できる。 

・科研費の公募・審査業務において、令和 2

年 4 月 1 日交付内定予定であった種目につ

いて、計画通りのスケジュールで交付内定

通知を発出するなど、着実に審査業務を実

施していること 

・審査員の選考において、「若手研究」、「若

手研究(Ｂ)」の採択経験者の審査委員候補

者データベースへの登録を開始し、新規登

録者数を充実（前年度比 22.6%増）させると

ともに、学術システム研究センター研究員

においては、約 38万件にも及ぶ前年度の審

査について検証した上で、令和元年度の審

査委員の選考を行うなど、審査員の量的・質

的な充実を図っていること 

・募集事業（公募）において、公募要領全体

の英語版を例年より 1 週間程度早く公表し

たり、若手研究（２回目）の応募者の基盤研

究（Ｓ・Ａ・Ｂ）との重複応募制限を緩和す

ることにより若手研究者の挑戦を促すなど

の改善策を講じたこと 

・交付業務において、新型コロナウイルス

感染症拡大に伴い、令和元年度末の繰越申

請件数・補助事業期間延長承認申請が増大

したことについて、提出期限を延長するな

ど弾力的な運用を行ったこと 

・研究者の海外渡航時における科研費の中

断・再開を認めるための制度改善を令和元

年度から導入し、研究者のグローバルな活

動を促進したこと 
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ては、相手国の学術振興機関と将来

のリードエージェンシー方式導入を

見据え、審査を合同で実施し、新規課

題を遅滞なく採択できたことによ

り、両機関の相互理解と協力関係が

一層強固になるなど、計画を上回る

実績を上げた。 

研究拠点形成事業においては、多

国間交流の枠組みによる研究交流拠

点の構築や若手研究者の育成を図る

など、業務を着実に実施した。 

以上のとおり、国際的な共同研究

等を中期計画通り着実に実施してい

ると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・科学研究費助成事業について、学術

研究の特性を踏まえ、より効率的・効

果的な助成制度となるよう、引き続

き不断の見直しを行っていく。 

・研究終了後の公開情報の更なる充実に向

け、研究成果報告などの様式を見直すなど、

国民の理解促進に資する取組 

 

研究の国際化と国際的な共同研究等の推進

に資する取組として、下記取組を講じてい

る点が評価できる。 

・二国間交流事業について、オープンパー

トナーシップセミナーに大学コンソーシア

ム等の組織的な取組への支援として大学間

連携の新設・募集をするなど、更なる二国間

の国際共同研究、研究者交流、人材育成等の

推進、今後の二国間協力のプラットフォー

ム形成に資する取組 

・国際共同研究事業について、中国国家自

然科学基金委員会（NSFC）との新たなプログ

ラムを実施し国際協力関係の構築に努める

とともに、スイス科学財団（SNSF）と将来の

リードエージェンシー方式導入を見据えた

合同審査を実施するなど、協力関係を一層

強固にし、今後のリードエージェンシー方

式の実施拡大に向けた取組 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

平成 30 年度（平成 29年 9 月公募）から適

用した新たな審査システムについて、すで

に検証作業に着手し更なる改善に努めるな

ど、科研費改革の着実な実施に向けた取組

が認められる。引き続き、科研費制度全体の

改善に向け、学術システム研究センター等

も活用し検討を進めることを期待する。 

 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大等に伴い、早期に柔軟な対応を取ったこ

とは評価できる。引き続き、研究者のニーズ

や社会情勢等に応じて柔軟な対応を行うこ

とを期待する。 

 

さらに、課題設定による先導的人文学・社会

科学研究推進事業については、終了した研
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究テーマは、先導的な共同研究事例として

積極的に研究者等に成果発信していく必要

があることから、引き続き、シンポジウムの

開催など、情報発信に取り組んでほしい。 

また、人文学・社会科学分野の特性を踏まえ

た評価システムの検討については、成果発

表のシンポジウムを活用するなど、積極的

な取組が認められる。引き続きそうした取

組を通じ、評価システムを確立することを

期待する。 

あわせて、人文学・社会科学データインフラ

ストラクチャー構築推進事業については、

拠点機関及び国立情報学研究所と緊密に連

携し、より幅広い分野横断的なデータカタ

ログの整備、データ寄託を円滑に推進する

ためのガイドラインの策定などのデータ利

用環境の向上に資する取組を実施すること

で、人文学・社会科学におけるデータの共

有・利用を促進させることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 （１）科学研究

費助成事業の充

実・強化に資す

る取組の推進 

科学研究費助

成事業（科研費

事業）により、人

文学、社会科学、

自然科学の各学

問分野の独創

的・先駆的な学

術研究に対する

幅広い助成を行

い、創造的で優

れた学術研究の

発展に寄与す

る。科研費事業

（１）科学研究費助

成事業の充実・強化

に資する取組の推進  

科学研究費助成事

業（科研費事業）に

ついては、科学研究

費補助金事業及び学

術研究助成基金事業

により実施する。事

業の実施に当たって

は、文部科学省が定

める基本的考え方・

役割分担に基づき、

以下により、滞りな

く確実に実施する。 

・科研費事業の配分

審査、研究評価等を

（１）科学研究費助成

事業の充実・強化に資

する取組の推進 

科学研究費助成事業

（科研費事業）につい

ては、科学研究費補助

金事業及び学術研究助

成基金事業により実施

する。事業の実施に当

たっては、文部科学省

が定める基本的考え

方・役割分担に基づき、

以下により、滞りなく

確実に実施する。また、

文部科学省が直接審査

に係る業務を行ってい

る新学術領域研究につ

【評価指標】 

２－１ 科研費の審査・

評価の公正性、透明性

（有識者の意見を踏ま

え判断） 

 

２－２ 科研費の交付処

理状況（Ｂ水準：ヒアリ

ング審査等の必要な研

究課題を除き４月上旬

に交付内定を通知） 

 

 

【関連指標】 

２－Ａ 科学技術の状況

に係る総合的意識調査

（文部科学省科学技術・

・科学研究費助成事業（科研費）の実施に当たっては、

文部科学省が定める基本的考え方・役割分担に基づ

き、以下のとおり滞りなく確実に実施した。また、文

部科学省が公募・審査・評価業務を行っている新学術

領域研究を見直して創設された学術変革領域研究に

ついて、日本学術振興会に対しスムーズに移管が行え

るよう文部科学省と連携の上、検討を行った。 

 

・科研費改革は、①審査システムの見直し、②研究種

目・枠組みの見直し、③柔軟かつ適正な研究費使用の

促進の三つの取組を柱として推進している。平成30年

度助成（平成 29 年 9 月公募）から導入した新たな「審

査区分表」を適用するとともに、同一の審査委員によ

る書面審査と合議審査を実施する「総合審査」方式及

び同一の審査委員が2段階にわたり書面審査を実施す

る「2 段階書面審査」方式により審査を着実に実施し

た。 

（１）科学研究費助成事業の充実・強

化に資する取組の推進 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画を質的に上回って履行し、

中期目標を上回るペースで実績を上

げ質的に顕著な成果が得られている

と言えることから評定を sとする。 

・科学研究費助成事業（科研費）業務

については、中期計画に記載されて

いる事項（科研費委員会の開催や透

明性の高い審査・評価システムの構

築、研究費の交付）を着実に実施する

のみならず、並行して、新たな制度設

計を行うなど科研費制度の不断の見

（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資

する取組の推進 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた

以上の業務の顕著な進捗が認められるた

め。 

 

①審査・評価の充実 

科研費の公募・審査業務においては、令和 2

年 4 月 1 日交付内定予定であった種目につ

いて、計画通りのスケジュールで交付内定

通知を出しており、着実に審査業務が実施

されたと認められる。 

また、学術システム研究センターを中心に

科研費制度改革の進め方の検討を積極的に

行い、科研費制度の改善に資したと認めら
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は、科学研究費

補助金事業及び

学術研究助成基

金事業（文部科

学大臣が財務大

臣と協議して定

める基金運用方

針に規定する事

業）により実施

する。その際、国

の事業としての

一体性を確保

し、それぞれの

研究種目に応じ

て長期的観点や

国際的な観点も

考慮して審査・

評価業務を適

切、公正に行う

とともに、研究

の進捗状況に応

じた柔軟な運用

を確保しつつ早

期の交付に努め

る。 

科 研 費 の 公

募・審査の在り

方を抜本的に見

直した科研費審

査システム改革

について、研究

者コミュニティ

における新たな

審査システムの

理解向上に資す

る取組を行いそ

の定着を図りつ

つ、課題等の把

握に努める。ま

た、中期目標期

行うために、学術研

究に対する高い識見

を有する者で構成す

る科学研究費委員会

を置く。 

・科研費事業の交付

等の手続きに関する

業務は、文部科学省

が定めた規程、通知

に従って行う。 

・科学研究費委員会

において、科研費事

業の毎年度の審査方

針等を、文部科学省

科学技術・学術審議

会が示す審査の基本

的考え方を踏まえて

決定する。 

文部科学省が直接

業務を行っている新

学術領域研究につい

て、文部科学省との

連携の下、振興会へ

の一元化を行うため

の体制の整備を図

る。 

 

①審査・評価の充実 

学術システム研究

センター等の機能を

活用し、公正な審査

委員の選考、透明性

の高い審査・評価シ

ステムの構築を行

う。 

公募に当たって

は、科学研究費委員

会において決定した

審査方針等につい

て、研究者等が応募

いて、文部科学省との

連携の下、振興会への

一元化を行うための体

制の整備へ向けた検討

を行う。 

学術政策研究所）におけ

る科研費に関する調査

（※）結果 

（※）「科学研究費助成

事業は、研究者が新たな

課題を積極的に探索し、

挑戦することに十分に

寄与していると思いま

すか」という質問 

 

２－Ｂ 事後評価を行う

科研費の研究種目にお

いて、期待どおり、ある

いはそれ以上の成果を

上げた課題の割合 

 

 

【目標水準の考え方】 

２－１ 資金配分機関と

して公正性、透明性を確

保した適切な審査等が

行われたか、有識者の意

見を踏まえ判断する。 

 

２－２ 交付処理の迅速

性を確保する観点から、

ヒアリング審査等の必

要な研究課題を除き４

月上旬に交付内定を通

知することを達成水準

とする。 

 

２－Ａ 卓越した研究成

果が持続的に生み出さ

れるための環境の整備

状況を把握するため、当

該指標について毎年度

確認を行うとともに、平

成28 年度調査における

実績（指数 5.6（※））を

令和元年度は、文部科学省の「科研費改革に関する作

業部会」における審議に際し、次の点について学術シ

ステム研究センターを中心に検討した上で提案・報告

等を行った。 

・「若手研究者の大型種目への応募促進」について

は、「若手研究」見直し後の若手研究者の応募動向

等からは、若手研究の目的の一つである「基盤研

究」への円滑な移行、特に「より大きな規模の研究

種目への挑戦」という部分に課題があったことを

受け、「若手研究」の趣旨やこれまでの制度の変遷

等を踏まえて検討を行った。検討の結果、優秀な若

手研究者に対して、より大規模な研究への挑戦を

促すため、「若手研究（2回目）」の応募要件を満た

す者が、基盤研究（S・A・B）に応募する場合は、

「若手研究（2 回目）」との重複応募を可能とする

こととした。 

・「挑戦的な研究の促進」については、「挑戦的研究

（開拓）」の重複応募・重複受給が大型種目にのみ

可能となっており応募研究者層に偏りがあったこ

とから、より幅広い層からの応募を可能にし、新

興・融合領域の開拓を一層強化する観点から、「挑

戦的研究（開拓）」と「基盤研究（B）」の重複応募・

重複受給を可能とすることとした。 

・「審査委員の負担軽減や適切な判断に資する審査

情報の取扱い」については、平成 31 年度公募から

研究計画調書における「研究業績欄」を「応募者の

研究遂行能力及び研究環境」欄に変更したことに

ついて、変更の趣旨が応募者、審査委員双方に十分

に浸透していなかったことから、「応募者の研究遂

行能力及び研究環境」欄において、適切な研究業績

を応募者が選択し記載することが可能であること

や論文等を記載する際の書き方の例など、変更の

趣旨を改めて明確にすることとした。 

これらの改善提案は、科学技術・学術審議会学術分科

会研究費部会での審議を経て、令和 2年度の各研究種

目の公募内容に反映された。 

また、平成 30 年度助成にかかる審査より適用されて

いる「審査区分表」については、令和 5年度助成を目

処として中間的な検証を行って必要な見直しを図る

こととなっており、学術システム研究センターに設置

直し・改善を行っている。 

特に、「科研費改革推進タスクフォ

ース」を設置することで、現状の分

析、検証、改善を行い、若手研究者の

挑戦機会の拡大等を図ったほか、検

証結果を文部科学省科学技術・学術

審議会学術分科会研究費部会等に対

し報告することで、今後の科研費制

度改革の進め方の検討を積極的に行

っており、これは科研費制度を改善

していく上で大変重要なことであ

り、高く評価できる。 

【審査・評価の充実】 

・文部科学省が定める基本的考え方

を踏まえ、適切な審査方針等を決定

し、年度計画通り着実に審査が実施

されている。科研費の審査は、約 10

万件の膨大な応募研究課題を受け付

け、応募件数が増加し続けている中

でも、応募が締め切られた 11月から

3 月の約 5 ヶ月という短期間で約

7,000 名にも及ぶ審査委員がピアレ

ビューにより優れた研究課題を選定

している。膨大な件数の中から優れ

た研究課題を迅速に選定し、研究者

が研究を継続的かつ早期に開始する

ことができるよう交付内定通知を発

出するために、着実に審査を実施し

ていることは高く評価できる。 

特に、国際共同研究加速基金につい

ては、審査評定を見直したことで、研

究種目の目的・性格に応じた審査を

より効果的に行うことが可能となっ

た。 

・審査委員の選考にあたり、令和元年

度から「若手研究」「若手研究（B）」

の採択経験者についても審査委員候

補者データベースへの登録を開始

し、委員候補者の新規登録者数を着

実に充実（登録者総数 125,635(対前

れる。 

 審査委員の選考については、「若手研究」、

「若手研究(Ｂ)」の採択経験者の審査委員

候補者データベースへの登録を開始し、新

規登録者数を充実（前年度比 22.6%増）させ

るとともに、学術システム研究センター研

究員においては、約 38万件にも及ぶ前年度

の審査について検証した上で、令和元年度

の審査委員の選考を行うなど、審査員の量

的・質的な充実を図っていると認められる。 

また、科研費審査システムの検証や改善の

ため、審査会での意見交換や審査委員に対

するアンケートの実施等を通じ、審査シス

テムの改善に向けて継続的に取り組んでい

ることは評価できる。 

評価業務については、年度計画に定められ

た取組を着実に実施していると認められ

る。 

 

②助成業務の円滑な実施 

募集事業（公募）においては、公募要領全体

の英語版を例年より 1 週間程度早く公表す

るなど、日本人研究者のみならず、外国人研

究者の利便性向上を図るための取組を着実

に実施していると認められる。 

また、若手研究（２回目）の応募者の基盤研

究（Ｓ・Ａ・Ｂ）との重複応募制限を緩和す

るなど若手研究者の挑戦を促す改善を行っ

たことは高く評価できる。 

加えて、「科学研究費助成事業説明会」にお

いて、より多くの関係者に科研費制度につ

いての理解を深めてもらうために開催箇所

を増やすとともに個別の質疑ブースを設け

るなど理解の促進を積極的に図ったと認め

られる。 

交付業務においては、新型コロナウイルス

感染症拡大に伴い、令和元年度末の繰越申

請件数・補助事業期間延長承認申請が増大

したことについて、提出期限を延長するな

ど弾力的な運用を行ったことは高く評価で
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間中に新たな審

査システムの評

価を行い、その

結果を踏まえて

必要な改善に取

り組む。 

科研費事業の

うち、文部科学

省が直接業務を

行っている新学

術領域研究につ

いて、業務の効

率化と研究者の

利便性の向上を

図る観点から、

中期目標期間中

に振興会への業

務の一元化を行

うための体制を

整備する。 

前に確認できるよう

広く公表する。 

審査・評価に当た

っては、科学研究費

委員会に置かれた各

部会において、それ

ぞれの研究種目の目

的・性格に応じ、厳

正に実施する。 

科研費審査システ

ム改革については、

新たな審査システム

の理解向上を図るた

め、審査委員等研究

者に向けた説明会

等、普及活動を実施

する。また、審査等

を通じて新たな審査

システムの課題等を

把握し、中期目標期

間中に新たな審査シ

ステムの評価を行っ

た上で、その結果を

踏まえた必要な改善

に取り組む。 

審査・評価につい

ては、科学研究費委

員会において、その

公正性、透明性につ

いての意見を得る。 

基準とした状況変化を

評価において考慮する。 

（※）指数 5.5 以上で、

最も高い水準である「状

況に問題はない」とされ

る。 

 

２－Ｂ 独創的・先駆的

な学術研究への支援状

況を把握するため、当該

指標について毎年度確

認を行うとともに、前中

期目標期間における実

績（平成 25～28 年度の

評価において、期待どお

り、あるいはそれ以上の

成果を上げたと評価さ

れた課題の割合：73％）

を基準とした状況変化

を評価において考慮す

る。 

 

 

した、科研費改革推進タスクフォースにおいて、学術

情報分析センターと連携し、公正な審査が行われてい

るかという観点から、新たな審査区分適用後の応募デ

ータ等を分析し、「見直しの基本方針」を定め、具体的

な検討に着手した。 

年度 22.6%増)）させるとともに 、選

考過程において、学術システム研究

センター研究員の参画を得て、約 38

万件にも及ぶ前年度の審査に対する

検証を実施し、当該検証結果を踏ま

えて、適切な審査委員を選考してお

り、公正な審査制度を構築している。

あわせて、年齢層が比較的低い（49 歳

以下）研究者の審査委員への積極的

登用を進め、審査委員に占める 49歳

以下の割合の増を着実に図ってい

る。 

また、7月及び 9月に開催された科学

研究費委員会において、令和元年度

科研費の審査の総括を計画通り行っ

ている。なお、全ての審査委員の任期

が満了した種目について速やかに審

査委員名簿を公表することで透明性

の高い審査システムの構築を図って

いる。 

・審査では、審査委員と応募者が審査

に臨むに当たっての姿勢を示した

「科学研究費助成事業（科研費）の審

査について」を手引及び審査システ

ム画面に示すことにより、ピアレビ

ューによる科研費の審査がより健全

に機能するよう図っており、審査マ

ニュアルにおいては、学術的な意義

に基づいて審査を実施するよう、審

査委員への周知を徹底することで、

新たな審査システムに対する理解向

上を図っている。以上の取組により、

公正で透明性の高い審査制度を着実

に整備したものとして高く評価でき

る。 

・科研費審査システム改革後、改革の

実効性・有効性を検証するため、審査

会での意見交換や学術システム研究

センター研究員の検証、また令和元

年度に実施したアンケートにより、

きる。 

また、研究者の海外渡航時における科研費

の中断・再開を認めるための制度改善を令

和元年度から導入したことは、研究者のグ

ローバルな活動を促進する取組として評価

できる。 

 

③研究成果の適切な把握 

平成 30 年度に終了した研究課題の研究成

果報告書等をKAKEN により公開したことに

加え、新規採択課題の研究概要の記載や終

了した課題の研究成果報告書に新たに「研

究成果の学術的意義や社会的意義」欄を設

けるなど公開情報の充実を通じて、国民の

理解促進に資するための取組を行ったと認

められる。 

さらに、研究成果の発信に関し、「オープン

アクセス化」について公募要領で周知する

とともに、実績報告書に記載する科研費論

文にオープンアクセス化の状況の記載を求

めるなど、世界的な動向を踏まえた対応を

行っていると認められる。 

広報誌等については、「科研費研究成果トピ

ックス」をリニューアルするとともに、各記

事に KAKEN とのリンクを設けることで研究

成果のよりわかりやすく効果的な発信に努

めたと認められる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

平成 30 年度（平成 29年 9 月公募）から適

用した新たな審査システムについて、すで

に検証作業に着手し更なる改善に努めるな

ど、科研費改革の着実な実施に向けた取組

が認められる。引き続き、科研費制度全体の

改善に向け、学術システム研究センター等

も活用し検討を進めることを期待する。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大等に伴い、早期に柔軟な対応を取ったこ

とは評価できる。引き続き、研究者のニーズ

や社会情勢等に応じて柔軟な対応を行うこ

 ①審査・評価の充実 

学術システム研究セン

ター等の機能を活用し

て以下の業務を実施

し、科学研究費委員会

において、その公正性、

透明性についての意見

を得る。 

 

（ⅰ）審査業務 

・文部科学省科学技術・

学術審議会が示す「審

査の基本的考え方」を

踏まえ、学術研究に対

する高い識見を有する

者で構成する科学研究

費委員会において、科

研費事業の審査方針等

を決定し、審査を行う。 

・審査委員については、

専門的見地から、より

適切な審査委員を選考

するため、学術システ

ム研究センターの機能

を活用して選考を行

う。また、審査委員の選

【審査・評価の充実】 

■審査業務 

（審査業務） 

・7月 2日、9月 12 日、11 月 12 日に科学研究費委員

会を開催し、文部科学省科学技術・学術審議会が示す

「独立行政法人日本学術振興会が行う科学研究費助

成事業の審査の基本的考え方」に基づき、「科学研究費

助成事業における審査及び評価に関する規程」の一部

を改正した。このことにより、研究種目の特性に応じ、

適切に審査を行う仕組みを整備した。 

・令和元年度の新規応募研究課題約 10 万件のうち、

約 8 万 2 千件については、令和元年 11 月の応募締切

後、令和元年 12 月上旬から令和 2 年 3 月中旬にかけ

て審査を行い、令和 2年 4月 1日に交付内定通知を発

出することで 4月当初から研究を開始できるよう、迅

速に審査を実施した。基盤研究(B)、(C)、若手研究に

ついては、同一の審査委員が２段階にわたり、書面審

査を行い採否を決定する審査方式「２段階書面審査」

を実施し（審査委員約 6,000 名）、基盤研究(A)につい

ては、書面審査及び合議審査(審査委員約 500 名)を同

一の審査委員が行い、審査委員相互の議論を通じて採

択候補研究課題を選定する審査方式「総合審査」で配

分審査のための小委員会を延べ 82回実施した。 

・国際共同研究加速基金については、令和元年度助成

分として、国際共同研究加速基金（帰国発展研究）に

ついても基盤研究等と同様のスケジュールで、公募を
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考に当たっては、研究

分野の事情も考慮に入

れつつ、若手・中堅層

（49 歳以下）の研究者

を基盤研究（B）、（C）及

び若手研究といった研

究種目の審査委員とし

て積極的に登用してい

くとともに、審査終了

後に検証を行い、審査

委員の選考や審査体制

の改善につなげる。 

・新たな審査システム

について、幹事説明会

や審査の手引等を通じ

て審査委員の理解向上

を図る。また、新たな審

査システムのさらなる

改善を行うため、審査

委員に対するアンケー

トや審査会での意見交

換等を通じて課題等の

把握に努めるととも

に、審査委員の負担軽

減に向けた検討を行

う。 

 

実施し、より大きい区分で審査を行うことから、審査

意見書を活用し、専門性も配慮しつつ、書面審査及び

合議審査を同一の審査委員が行い、15件を採択し、令

和 2 年 3 月 23 日に交付内定通知を発出した。また、

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（A））につ

いて、令和元年度の新規応募研究課題436件について、

令和元年 10 月上旬から令和 2 年 1 月上旬にかけて同

じ審査委員による書面審査及び合議審査（審査委員約

140 名。小委員会を 17 回開催）を実施し、141 件の採

択を行い、令和 2 年 1 月 30 日に交付内定通知を発出

した。また審査方式について、本種目には基盤研究等

とは異なる趣旨・対象が設定されていることを踏ま

え、応募研究課題が種目の趣旨・対象に合致している

かどうかを評価するため、評定要素を「Ａ．種目の趣

旨・対象と研究計画との合致性」と「Ｂ．研究計画の

内容に関する評定要素」に整理し、評定要素の内容を

見直した。また、種目の趣旨を踏まえ適切な経費が計

上されているかを評価する観点を加えた。 

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B））につ

いて、令和元年度より科学研究費助成事業「審査区分

表」の「中区分」を活用した「２段階書面審査」で審

査を行うこととし、新規応募研究課題 1,599 件につい

て、令和元年 6月中旬から令和元年 8月下旬にかけて

審査（審査委員約 510 名）を実施し、280 件の採択を

行い、令和元年 10 月 7 日に交付内定通知を発出した。

また、本種目も国際共同研究加速基金（国際共同研究

強化（A））同様、基盤研究等とは異なる趣旨・対象が

設定されていることを踏まえ、応募研究課題が種目の

趣旨・対象に合致しているかどうかを評価するため、

評定要素の内容を変更し、また、国際共同研究として

の具体性や実行可能性を評価する観点も加えた。 

なお、これまで国際共同研究加速基金（国際共同研究

強化（A）及び（B））の配分審査や審査等の改善に係る

検討は、基盤研究等の配分審査等を行っている科学研

究費委員会とは別に国際科学研究費委員会を設置し

行ってきたが、科学研究費助成事業として一体的に審

議を行えるよう、国際科学研究費委員会を科学研究費

委員会に令和元年 10 月より統合した。 

・特別推進研究及び基盤研究（S）については「総合審

査」にて実施しているが、支援規模等を踏まえて、よ

新たな審査システムである総合審

査、2 段階書面審査とも有効に機能

していることが確認された。他の審

査委員の評価結果を参考に再評価す

る仕組みが機能していることから

も、学術的価値の高い研究課題を採

択する仕組みが機能し、審査の質の

向上が図られていると考えられる。 

・「特別推進研究」、「基盤研究（S）」

の研究進捗評価及び研究成果の検証

並びに「基盤研究（S）」（平成 30 年度

以降に採択された研究課題）及び「研

究成果公開促進費（国際情報発信強

化）」の中間評価については適切に実

施し、評価結果についてはホームペ

ージにおいて広く公開するなど、年

度計画通り着実に評価業務が行われ

ている。 

【助成業務の円滑な実施】 

・日本語版の公募要領等に加え、英語

版の公募要領等も作成し公表してお

り、日本の研究機関に所属している

外国人研究者が応募する際の利便性

の向上を図っており着実に業務を実

施している。また、科学研究費委員会

を開催し、審査方針を決定後、研究者

等が確認できるよう応募受付期限前

に公表しており、研究者の申請準備

の便宜の向上や、透明性を確保して

いることは高く評価できる。 

・大学等の研究機関等に対して全国

で実施している科研費の事業説明会

（44 回実施）において、新審査シス

テムについて説明するとともに、公

募要領等の説明を行うことにより、

制度の正しい理解の促進を積極的に

図っている。また、開催地域を増やす

ことで、科研費改革の趣旨・目的等に

ついて、学界・研究者をはじめとした

多くの方々の理解の促進を積極的に

とを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

審査件数が膨大になっている中、審査シス

テムの改変後も、質的・量的に安定した運営

を行っていることは高く評価できる。 

また、若手研究者の挑戦を促進するための、

重複応募制限の緩和など積極的姿勢は評価

できる。これらの新しい試みと、平成 30 年

度から適用している新たな審査区分と審査

方法は、我が国の審査文化を改革するため

の重要な方向であり、説明会やその他の機

会を通じて、今後とも丁寧に説明して研究

者に浸透させる必要がある。 

さらに、比較的若い研究者を審査委員に積

極的に登用し、次世代の審査員を育成して

いる点はピアレビューの実地教育の場にも

なっており高く評価できる。 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、研究を断念することのないよう柔軟な

対応策を実施したことは高く評価できる。

今後検証作業もしていただきたい。 
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り総合的な観点からの審査を実施するため、書面審査

後に、ヒアリング審査を経て、合議審査を実施した。

また、専門性も配慮し、審査意見書（特別推進研究に

ついては海外レフェリーも含む）を活用した。 

・挑戦的研究（開拓・萌芽）については、総合審査を

引き続き実施した。また、応募件数が多い場合にはプ

レスクリーニング（事前の選考）を実施した。 

・若手研究における独立基盤形成支援（試行）につい

て、従前、設備等に限定していた対象経費を、研究課

題の遂行に必要な研究基盤整備に幅広く支出可能と

する使途の柔軟化を行った。7 月 2 日に公募要領を公

開し、9 月 12 日の科学研究費委員会において 67 件の

採択を行い、9月 13 日に交付内定通知を発出した。 

・奨励研究については、審査区分毎に同一の審査委員

が書面審査を２回行い採否を決定する「２段階書面審

査」を引き続き実施した。 

・研究成果公開促進費については、小委員会において、

書面審査を行った上で、同一の審査委員による合議審

査を 7回実施し、採択を行った。 

 

（審査委員の選考） 

・審査委員の選考に当たっては、学術システム研究

センター研究員が審査委員候補者データベース（令

和元年度において約23,200名の新規登録者を加え、

登録者数は125,000名以上に充実）を活用し、専門的

見地から適切な審査委員を選考した。具体的には、

学術システム研究センターの研究員によって、審査

に問題があった審査委員や有意義な審査コメントを

付した審査委員の特定など、前年度の審査を検証

（※）した上で選考した。この他、次世代の審査委

員を育成するなどの観点から、令和元年度に実施す

る審査からは、「若手研究」と「若手研究（B）」の

採択経験者をデータベースへ登録し審査委員候補者

の拡充を図るとともに、研究分野の事情も考慮に入

れつつ、年齢層が比較的低い（49歳以下）研究者を

「基盤研究（B）」「基盤研究（C）」「若手研究」

の審査委員に積極的に登用した。これにより、当該

研究種目の審査委員に占める49歳以下の割合を前年

度比9.3％増（構成比41.5％）とした。 

 

図ったことは高く評価できる。 

【交付業務】 

・科学研究費委員会の審査結果に基

づき、大部分の研究種目について、年

度当初の 4 月 1 日付で交付内定通知

を発出しており、書面審査だけでな

くヒアリング審査も行っている研究

種目についても、研究を早期に開始

できるよう交付業務を迅速に行って

いる。 

・科研費（補助金分）の繰越や調整金

による前倒し使用・次年度使用、科研

費（基金分）の前倒し使用・次年度使

用が増加する中、令和元年度におい

ては、新型コロナウイルスの感染拡

大に伴い、それに関連する繰越・延長

事由である研究課題については、申

請期限を延長した結果、繰越延長件

数は前年度より大幅に増加した。そ

のような中でも円滑に処理し、研究

者の研究計画等の進捗状況に応じて

弾力的に研究費を使用できるよう対

応したことは、年度計画を上回る成

果であり高く評価できる。また、実績

報告書及び実施状況報告書の提出件

数が年々増加している中、実績報告

書に基づく額の確定処理を円滑に行

っている。 

・科学研究費助成事業は、これまで

も、平成 23 年度から一部種目に基金

化を導入するなど、常に他の競争的

資金制度に先がけて制度改善を行っ

ており、令和元年度からは海外渡航

時における科研費の中断・再開制度

を導入し、また、基金対象課題の拡大

に伴う準備等を着実に実施するな

ど、多くの研究活動の活性化や研究

費の効率化、研究者の負担軽減が図

られている。科研費は、現時点におい

ても、学術研究の特性を踏まえた、非
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※令和元年度科研費の審査の検証 

実施時期：平成 31年 2月～令和元年 6月 

実施件数：約 38 万件 

 

・審査に当たっては、2 段階書面審査方式、総合審査

方式を導入することにより、同一の審査委員が２回に

わたって審査を行うことで、他の審査委員の意見も踏

まえながら自身の評価の再検討を可能としている。さ

らに、各審査委員が行った審査の結果についても、学

術システム研究センターにおいて、審査・評価規程を

踏まえた基準・方法で審査が行われていたか否かの検

証を行うなど、審査の公正性を確保している。 

なお、7 月及び 9 月に開催された科学研究費委員会

において令和元年度科研費の審査の総括を行い、文部

科学省の審議会においても報告した後、ホームページ

で公表した。 

●「審査に係る総括」 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/data/h31/R1_shinsa_soukatsu.pdf

 

また、審査委員名簿についても、審査終了後にホー

ムページ上で公表することとしており、全ての審査委

員の任期が満了した研究種目について名簿を公表し、

透明性の高い審査システムの構築を図った。 

●審査委員名簿 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/14_kouho/meibo.htm

 

（新たな審査システムの理解向上） 

・審査を担当する審査委員の公平かつ公正な審査に資

するため、審査の手引を作成した。また、審査委員と

応募者が審査に臨むに当たっての姿勢を示した「科学

研究費助成事業（科研費）の審査について」を手引及

び審査システム画面に示すことにより、ピアレビュー

による科研費の審査がより健全に機能するよう図っ

たほか、審査の手引並びに幹事説明会において審査に

あたっての姿勢を説明し、科研費の審査方式につい

て、審査委員への周知を徹底した。 

 

（新たな審査システムの改善） 

・科研費審査システム改革の検証や改善のため、審査

会での意見交換や審査委員に対するアンケートの実

常に効率的・効果的な助成制度とな

っているが、学術研究の更なる発展

を図るべく不断の見直し等を行って

いることは、更なる制度改善を着実

に進めたものとして、高く評価でき

る。 

・学術研究助成基金については、安全

性の確保を最優先としつつ、運用期

間、運用額及び金融商品を設定して

流動性を確保するとともに、複数の

金融機関から引き合いを行い、収益

性の向上に留意し、着実な管理及び

運用を行っている。 

【研究成果の適切な把握】 

・平成 30年度に終了した研究課題の

研究成果報告書について、国民へ研

究成果を還元するという観点から、

報告が可能な全ての研究課題につい

て提出させており、着実に業務を実

施した。 

また、KAKEN について、研究成果報告

書のダウンロード数の大幅な増加は

KAKEN を通じた研究成果の社会還元・

普及等が着実に行われていると考え

られる。 

さらに、国民が科研費においてどの

ような研究が行われているか、また、

研究成果が生み出されたかを知るこ

とができるよう、分かりやすい形で

の情報提供を行い、新たに基盤研究

(A)の採択課題の所見を公開するな

ど、様々な情報を広く公開している

点は高く評価できる。 

・「科研費 研究成果トピックス」につ

いては、原稿の様式を統一し記入要

領を提示したことによって、一般の

方にも読みやすく理解しやすい内容

となり、多くの国民に科研費やその

研究成果をわかりやすく紹介してい

る。また、依頼の仕方等を工夫したこ
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施により、審査委員からの新たな科研費の審査方式等

に対する意見を把握した。また、改革以前の審査方式

と新たな審査方式の両方を経験したことのある審査

委員を対象に平成 31 年 4 月から 6 月にかけてアンケ

ートを行った。その結果、総合審査方式については、

旧審査方式に比べ、合議審査が充実し審査が深まった

と「思う」「やや思う」と回答した審査委員が 90％以

上であり、2 段階書面審査については、旧審査方式に

比べ、応募課題への理解を深めた上で審査ができたと

「思う」「やや思う」と回答した審査委員が 85％以上

で、新しい審査方式についてはおおむね好意的な結果

であった。なお、アンケート結果は、文部科学省の研

究費部会においても報告を行い、日本学術振興会のホ

ームページに令和 2年 1月 29 日に掲載した。 

 

とで、研究機関や研究者、振興会の業

務負担や費用負担の軽減を実現し、

数多くの優れた科研費の研究成果を

発信している。さらに、研究機関の連

絡先掲載やホームページにおける公

開方法を工夫する、科学研究費助成

事業データベース（KAKEN）へのリン

クを設けるなど、科研費に関する積

極的な情報発信や広報普及活動に着

実に取り組んでいる。 

 

＜課題と対応＞ 

・学術研究の特性を踏まえ、より効率

的・効果的な助成制度となるよう、引

き続き不断の見直しを行っていく。 

・引き続き、研究者の利便性向上を図

りながら円滑な募集・交付業務等を

実施するとともに、わかりやすい情

報発信を行っていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である２－１については、

外部有識者で構成する科学研究費委

員会において令和元年度の応募・採

択件数、審査の組織、方法、経過等に

ついて総括を行い、審査・評価の公正

性・透明性が確保されていることが

確認された。また、各年度の審査終了

後に行う審査の検証においても、審

査の中で利害関係や利益誘導が行わ

れていないか等を確認しており、

様々な形で審査・評価の公平性・透明

性を確認できる仕組みを構築してい

る点は高く評価できる。 

・評価指標である２－２については、

中期目標に定められた水準にて交付

処理を行うだけではなく、迅速かつ

正確に約 10万件の新規応募課題を処

理していることや毎年の応募、審査、

  

 

 （ⅱ）評価業務 

・特別推進研究につい

ては研究進捗評価、基

盤研究（S）については

研究進捗評価及び中間

評価、研究成果公開促

進費（国際情報発信強

化）については中間評

価を実施する。またそ

の評価結果について

は、ホームページにお

いて広く公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価業務 

（研究進捗評価の実施） 

・科学研究費委員会において、「特別推進研究」及び

「基盤研究（S）」については、これまでの研究成果、

研究組織の適切性、研究費の使用、研究目的の達成見

込みといった当該研究課題の研究の進捗状況を把握

し、当該研究の今後の発展に資するため、現地調査・

ヒアリング・書面・合議による研究進捗評価（109 件）、

及び研究成果の検証（106 件）を行った。 

なお、研究進捗評価及び研究成果の検証結果につい

ては、令和元年 11 月 25 日にホームページに広く公開

するとともに、研究進捗評価結果を令和 2年度科研費

の配分審査に活用した。 

 

●研究進捗評価の実施状況 

部会名 研究種目 
研究進捗評価

の内容 

委員会

開催 

実績 

実施課

題数 

審査・評

価 第 一

部会 

特別推進

研究 
研究進捗評価

（現地調査） 

R1 年 

6 月 
1 件 

研究進捗評価 
R1 年 

8～9 月 
14 件 

研究進捗評価

（検証） 

 R1 年 

8～9 月 
13 件 

審査・評

価 第 二

部会 

基盤研究

（S） 
研究進捗評価 

 R1 年 

7～9 月 
94 件 

研究進捗評価

（検証） 

 R1 年 

7～9 月 
93 件 
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計 215 件 

・特別推進研究 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/25_tokusui/hyouka_01.html

・基盤研究（S） 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/cg_hyouka_r01.htm

 

（中間評価の実施） 

・科学研究費委員会において、「基盤研究（S）」（平成

30 年度以降に採択された研究課題）については、当初

予見していなかった展開を含むこれまでの研究の進

展状況や研究成果、研究組織の適切性、研究費の使用

といった当該研究課題の中間年度における研究の進

捗状況を把握し、当該研究の今後の発展に資するた

め、書面・合議による中間評価（1 件）を行った。な

お、中間評価結果については、令和元年 11 月 25 日に

ホームページに広く公開した。 

・研究成果公開促進費（国際情報発信強化）について、

対象となる成果公開の進捗状況を把握し、当該成果公

開のその後の取組に資するため、5 年間の内約を行っ

た継続事業課題のうち 3年目の課題について、ヒアリ

ング等による評価を実施した。なお、評価結果をホー

ムページにおいて公開している。加えて、中間評価を

受けた課題を発展させる目的で、助成期間最終年度に

おいて令和 2年度科研費に応募がなされた場合は、中

間評価結果を科研費の配分審査に活用した。 

 

●令和元年度中間評価実施件数： 

・基盤研究（S）：1件 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/cg_hyouka_r01.htm

・研究成果公開促進費（国際情報発信強化）16件 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/index.html

 

交付業務を行う傍ら、科研費の審査

システムに係る不断の見直しや改善

を図っている点は高く評価できる。 

 

・関連指標である２－Ａについては、

令和元年度の科学技術の状況に係る

総合的意識調査指数は 5.2 であり、

「ほぼ問題はない」との評価を得て

いる。 

・関連指標である２－Ｂについては

77％であった。今後も推移を確認し

つつ、研究成果が一層生み出される

よう、引き続き制度改善を行ってい

くこととする。 

  

 

②助成業務の円滑な

実施 

科学研究費補助金

事業及び学術研究助

成基金事業の特性に

配慮しつつ、研究費

が有効に活用される

よう早期交付に努め

②助成業務の円滑な実

施 

（ⅰ）募集業務（公募） 

・公募に当たっては、科

学研究費委員会におい

て決定した審査方針等

について、研究者等が

応募前に確認できるよ

 

 

【助成業務の円滑な実施】 

■募集業務（公募） 

・令和 2 年度公募に関する情報について、9 月作成の

日本語版の公募要領等に加え、英語版の公募要領等も

作成し、併せてホームページで公表することにより、

研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に

入手できるようにした。なお、外国人研究者の利便性

向上を図るため、研究計画調書の様式、記入要領、重
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る。特に、採否に関

する通知は、ヒアリ

ング審査等の実施が

必要な研究課題を除

き、４月上旬までに

迅速かつ確実に行

う。 

 研究費の交付に当

たっては、研究の進

捗状況に応じて前倒

して使用することや

次年度以降に使用す

ること等を可能とす

るなど、弾力的に運

用する。 

う広く公表・説明等を

行い、研究計画調書の

様式や公募要領を研究

者等が迅速に入手でき

るようにする（外国人

研究者の利便性向上を

図るための英語版の公

募要領等の作成を含

む）。 

・研究機関からの要望

に応じて、全国各地で

説明会を行い、制度の

改善等に係る正しい理

解の促進を図る。 

複制限一覧表といった特に重要な部分については、日

本語版の公募要領と同日に英語版を公表した。その他

の部分を含む公募要領全体の英語版については、例年

より 1週間程度早く、9月 18日に公表した。 

・11 月上旬の基盤研究等の応募受付期限前に研究者

等が審査方針等の内容を確認できるよう 9 月 12 日に

科学研究費委員会において主な審査方針等を決定後、

9月 30 日に公表した。 

・研究活動スタート支援については、令和 2年 3月 1

日より公募を開始し、英語版の公募要領等を 3 月 11

日に提供開始した。 

 

・説明会の実施 

例年「科学研究費助成事業公募要領等説明会」として

開催してきた説明会について、令和元年度より「科学

研究費助成事業説明会」と名称を変更し、最近の科研

費制度変更を行った趣旨や目的、科研費制度における

関係者の役割や研究者の責務等について、より理解を

深めてもらうことを目的とする説明会を開催した。説

明会では科研費改革の趣旨、令和 2年度の概算要求、

公募内容の変更点等についても説明した。また、説明

会終了後、個別の質疑ブースを設け、より多くの関係

者に科研費制度のより深い理解が得られるよう工夫

した。さらに、開催箇所を昨年度の 2箇所から 4箇所

に増やした。加えて、制度の改善や公募の内容等に係

る正しい理解の促進を図るため、機関等からの要望に

応じて全国各地で個別説明会を開催した（39 回）。 

※科研費説明会参加人数実績 

平成 30 年度約 2,000 人 

令和元年度約 2,200 人 

 

  

 

 （ⅱ）交付業務 

・科学研究費委員会の

審査結果及び文部科学

省からの通知に基づ

き、研究費が有効に活

用されるよう平成31年

度（2019 年度）課題に

係る交付業務を迅速に

行う。 

 

 

■交付業務 

・令和元年度科学研究費助成事業について、科学研究

費委員会等の審査結果及び文部科学省からの通知に

基づき、下記のとおり研究種目の交付業務を迅速に行

った。 

 

●交付内定通知の日程 

研究種目 交付内定日 
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・採否に関する通知は、

ヒアリング審査等の実

施が必要な研究課題を

除き、４月上旬までに

行う。 

・研究費の交付に当た

っては、研究費の前倒

し使用や次年度使用を

活用し、研究計画等の

進捗状況に応じた弾力

的な運用を行う。 

・平成 30 年度に補助事

業期間が終了する課題

に係る額の確定、並び

に平成 31年度（2019 年

度）に継続する基金事

業の課題に係る状況の

確認及び国庫債務負担

行為を適用している特

別推進研究の課題に係

る額の確認を行う。 

・若手研究者等が海外

渡航によって研究を断

念することなく、帰国

後の研究費を保障でき

るよう海外渡航時にお

ける科研費の中断・再

開制度を導入する。 

・研究活動スタート支

援の基金化に伴う手続

きの変更点について研

究者に周知するととも

に、円滑に研究を開始

できるよう交付業務を

迅速に行う。 

・基盤研究（A・B・C）、若手研究の新規研究

課題及び継続研究課題、新学術領域研究の継

続の研究領域に係る新規研究課題及び継続

研究課題 

4 月 1日 

・特別推進研究、基盤研究（S）、挑戦的研究

（開拓）、研究活動スタート支援、特定奨励

費及び特別研究員奨励費の継続研究課題 

 

・研究成果公開促進費（研究成果公開発表、

国際情報発信強化、学術図書、データベース）

の新規事業課題及び継続事業課題 

 

・奨励研究の新規研究課題  

特別推進研究の新規研究課題 4 月 23 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 4 月 25 日 

研究成果公開促進費（研究成果公開発表（B） 

 （ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこ

そ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ）） 

5 月 13 日 

基盤研究（S）の新規研究課題 6 月 26 日 

新学術領域研究の新規の研究領域 6 月 28 日 

挑戦的研究（開拓・萌芽）の新規研究課題 6 月 28 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 7 月 1日 

基盤研究（B・C）「特設分野研究」の新規研

究課題 

7 月 17 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 7 月 24 日 

研究活動スタート支援の新規研究課題 8 月 30 日 

若手独立基盤形成支援（試行）の新規研究課

題 

9 月 13 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題及び資格

変更した特別研究員(CPD) への追加交付 

10 月 1 日 

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（Ｂ）） 

10 月 7 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 10 月 11 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 11 月 8 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 1 月 1日 

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（Ａ）） 

1 月 30 日 

国際共同研究加速基金（帰国発展研究） 3 月 23 日 

※4 月上旬より後に交付内定通知を発している種目は「ヒアリ

ング審査等を行っている」「公募や応募の時期が異なる」など

の種目である。 

・ヒアリングを実施するなど研究種目にふさわしい審

査を実施している特別推進研究や基盤研究（S）、事前

の選考を行っている挑戦的研究（開拓・萌芽）や基盤

研究（B・C）（特設分野研究）、公募・審査の時期を別

途設定している研究活動スタート支援等を除き、基盤

研究、若手研究の不採択となった応募者のうち希望者

に対し、おおよその順位、評定要素毎の平均点、不十

分と評価された項目など書面審査等の結果について、

平成31年 4月 19日に電子申請システムにおいて開示

を行った。 

 

（制度改善による弾力的な運用） 
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・科研費（補助金分）については、従前通り繰越手続

により次年度に研究費を繰越しており、令和 2年度に

繰越す研究課題は約 3,750 件であった。なお、新型コ

ロナウイルスの感染拡大に伴い、それに関連する繰越

事由である研究課題については、最終申請期限を 3月

1 日から 3月 6日まで延長することとした結果、新型

コロナウイルスに係る繰越申請件数は約1,300件であ

り、繰越申請件数は前年度より 1.5 倍と大幅に増加し

た。また、科研費（基金）分の補助事業期間延長承認

申請書について、繰越手続と同様に、新型コロナウイ

ルスに係る補助事業期間の延長申請については、最終

申請期限を 3 月 1 日から 3 月 13 日まで延長すること

とした結果、新型コロナウイルスに係る延長申請件数

は約 1,100 件であり、延長申請件数は前年度より 1.2

倍に増加した。 

 

・平成 25 年度から科学研究費補助金に「調整金」の

枠を設け、補助金分の対象研究種目において前倒し使

用や繰越事由に該当しない研究課題について次年度

使用を可能とする制度改革を行い、令和元年度はのべ

265 件の研究課題の前倒し使用、409 件の研究課題の

次年度使用の承認を行うなど、研究等の進捗状況に応

じて弾力的に経費の執行ができるようにした。 

・学術研究助成基金により交付している（基金分）に

ついては、前倒し使用（令和元年度申請実績約 1,100

件）や次年度使用（令和元年度に次年度使用した研究

課題は約 35,900 件）等の年度にとらわれない弾力的

な運用を行った。 

※平成 25年度を基準とした増加率  

繰越：約 2.5 倍 

調整金（次年度使用）：約 5.4 倍、 

調整金（前倒し使用）：約 3.9 倍、 

科研費（基金分）前倒し使用：約 1.7 倍、 

科研費（基金分）次年度使用：約 1.5 倍 

 

・若手研究者等が海外渡航によって科研費での研究を

断念することなく、帰国後の研究費を保障できるよう

海外渡航時における科研費の中断・再開制度を令和元

年度より導入し、212 件の申請を受理した。 

また、令和元年度からは研究活動スタート支援が基金
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化され、円滑に交付業務を行った。さらに令和 2年度

からは挑戦的研究（開拓）が基金化されることに伴い、

電子申請システムの改修などスムーズな移行に向け

ての準備を行った。 

・科研費使用ルールについて、研究者の研究計画の進

捗状況等に応じて、柔軟に研究を行うことができるよ

う、以下の変更について検討を行った。具体的には、

①研究費の効果的・効率的な使用を一層促進するた

め、令和 2年度から合算使用の制限を緩和し、一定要

件の下で科研費の複数の研究課題の直接経費同士を

合算して使用することを可能とすること、②科研費で

購入した図書の寄付について、令和 2年度以降は金額

に拠らず、研究上の支障がなくなるときまで寄付の留

保を可能とできるようにすること、③異動後の研究環

境の整備を円滑に進め研究を一層加速させるため、科

研費で購入した設備等の所属研究機関の異動に伴う

移設の取扱いについては、これまでの研究期間内に加

えて、研究期間終了後 5年間は最低限、研究者（補助

事業者）の希望に応じて科研費で購入した設備等を返

還、移設させることとすることについて、ルール変更

の検討を行い、これらの変更点については、令和 2年

3月 19 日に研究者及び研究機関に向けて周知した。 

 

（額の確定及び状況の確認） 

・令和元年度に提出された科学研究費助成事業に係る

実績報告書（約 39,100 件（うち基金分約 18,600 件））

を 5月 31 日までに提出を受け、8月 23 日に額の確定

を行った。 

・令和元年度に継続した科研費（基金分）の課題につ

いては、5 月 31 日までに実施状況報告書の提出を受

け、約 43,700 件について状況の確認を行った。 

・国庫債務負担行為が導入された特別推進研究の令和

元年度に継続する課題については、5月 31 日までに実

績報告書の提出を受け、額の確認を行った。 

 

 

  

 

 

 

（ⅲ）学術研究助成基

金の管理及び運用 

・基金管理委員会にお

いて定めた運用方式に

 

 

【学術研究助成基金の管理及び運用】 

・学術研究助成基金については、「独立行政法人日本

学術振興会における学術研究助成基金の運用に関す

る取扱要項」（平成 21年度制定）に基づき、安全性の
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基づき、流動性の確保

と収益の向上に努めつ

つ、安全かつ安定的な

基金の運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

確保を最優先としつつ、流動性の確保や収益性の向上

に留意した管理及び運用を行った。 

具体的には、助成金の交付時期及び交付額を考慮し

た上で、運用期間、運用額及び金融商品を設定して流

動性を確保するとともに、金融庁の指定する格付け機

関のうち、2 社以上から高い格付けを受けた金融機関

を選定することにより、安全性を確保した。また、こ

れら複数の金融機関から引合いを行い、運用利回りの

より高い金融商品を選ぶことにより、競争性の確保及

び運用収益の向上に努めた。 

 

  ③研究成果の適切な

把握 

科研費事業の研究

課題の研究成果につ

いて適切に把握する

とともに、産業界や

他の研究機関等にお

いて活用できるよう

ホームページ等にお

いて広く公開する。 

③研究成果の適切な把

握 

（ⅰ）研究成果の把握・

公表 

平成 31 年度（2019 年

度）に受理した研究実

施状況報告書、研究実

績報告書の研究実績の

概要等、及び研究成果

報告書を科学研究費助

成事業データベース

（KAKEN）に速やかに公

開し、学術的・社会的意

義について国民に分か

りやすい形での情報提

供に努める。また、公開

情報の充実のため、採

択課題における審査結

果の所見の公開対象課

題を広げ、科学研究費

助成事業データベース

（KAKEN）にて公開する

とともに、研究の概要

についても公表し、引

き続き科学研究費助成

事 業 デ ー タ ベ ー ス

（KAKEN）の改善を図

る。 

 【研究成果の適切な把握】 

■研究成果の把握・公表 

平成 30 年度に終了した研究課題の研究実績の概要

及び研究成果報告書について、KAKEN により公開した。

令和元年度において、KAKEN において PDF ファイルで

公開している研究成果報告書のダウンロード数は、前

年度比で、約 1.36 倍の約 320 万回と大幅に増加して

いる。 

また、科研費の研究開始時における公開情報の充実

のため、採択された課題の研究概要を、科研費の研究

終了後における公開情報の充実のため、研究成果報告

書に新たに「研究成果の学術的意義や社会的意義」欄

を設け、研究成果がより分かりやすく説明された成果

報告書を、それぞれ KAKEN に公開した。更に、基盤研

究(A)の審査結果の所見についても、令和元年度より

公開した。 

 

・「研究成果の発信」に関し、現在、学術雑誌等では、

近年の ICT（情報通信技術）の発展に伴い、インター

ネットを通じて無料で自由に論文にアクセスできる

「オープンアクセス」化の流れが世界的に拡大してい

ることを踏まえ、公募要領で周知するとともに、「実績

報告書（研究実績報告書）」で報告する科研費論文につ

いては、オープンアクセス化の状況についても併せて

報告を受けた。 

※研究実績（実施状況）報告書で令和元年度中に報告

された科研費論文数に占めるオープンアクセス化

した（予定含む）論文数の割合 約 32.5%（約 5万

6千件） 
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   （ⅱ）広報誌等 

科研費による研究成

果の事例や、研究費の

規模が大きい研究課題

の概要を記した「我が

国における学術研究課

題の最前線」等、最近の

科研費による成果等を

ホームページに掲載

し、科研費の情報発信・

広報普及活動を行う。 

 

 ■広報誌等 

・より多くの科研費による研究成果を一般の方々にわ

かりやすく紹介するために「科研費 NEWS」を廃止し、

「科研費 研究成果トピックス」をリニューアルした。

従来、学術システム研究センター研究員が原稿作成候

補者を選考し、作成された原稿を振興会が校正してい

たが、今回の開始にあたり、原稿の様式と記入要領を

提示した上で、選考・作成を研究機関の裁量に委ねる

ことで、研究機関や研究者、振興会の業務負担及び費

用負担の軽減に努めた。令和元年度は 18機関から 126

件の原稿の提出を受け、科研費ホームページ内に掲載

した。（平成 30 年度：31 機関、52 件）科研費及びそ

の研究成果の発信を充実させるため、掲載に当たって

は、科学研究費助成事業データベース（KAKEN）の各研

究者や各研究課題のページへのリンクを設けた。ま

た、掲載した研究成果については、科研費ホームペー

ジのトップページに写真付きで紹介し、注目度を上げ

るよう取り組んだ。 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/37_topics/index.htm

 

●学術研究課題の最前線 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/30_front/index.html 

・特別推進研究、新学術領域研究（研究領域提案型）、

基盤研究(S)の新規採択研究課題の研究概要を取りま

とめた「我が国における学術研究課題の最前線」を作

成し、科研費ホームページで令和元年 12 月に公開し

た。 

 

 

  

 （２）研究の国

際化と国際的な

共同研究等の推

進 

国を越えた学

術研究を振興す

る観点から、学

術研究を支援す

る事業における

国際性を高める

（２）研究の国際化

と国際的な共同研究

等の推進 

我が国の研究水準

の向上や国際競争力

の強化を一層進める

ため、以下の取組を

行い、国際的な共同

研究等を総合的に推

進する。 

（２）研究の国際化と

国際的な共同研究等の

推進 

我が国の研究水準の

向上や国際競争力の強

化を一層進めるため、

以下の取組を行い、国

際的な共同研究等を総

合的に推進する。 

①諸外国との二国間交

【評価指標】 

２－３ 国際共同研究に

おける新たな枠組みの

導入による申請・審査過

程の効率化・国際化（有

識者の意見を踏まえ判

断） 

 

【関連指標】 

２－Ｃ 二国間共同研

【諸外国との二国間交流の支援】 

■二国間交流事業 

●協定等に基づく共同研究・セミナー・研究者交流 

我が国の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層

進めるため、諸外国の学術振興機関との協定等に基づ

き実施される二国間交流事業においては、34 か国、46

機関との協定等に基づき、下記のとおり実施した。 

＞共同研究：363 件・セミナー：40 件 

派遣交流総数：1,549 人 

受入交流総人数：943 人 

（２）研究の国際化と国際的な共同

研究等の推進 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画を上回って履行し、中期目

標を上回るペースで実績を上げてい

ると言えることから、評定を a とす

る。 

（２）研究の国際化と国際的な共同研究等

の推進 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた

以上の業務の進捗が認められるため。 

 

二国間交流事業について、着実に業務を実

施していることに加え、オープンパートナ

ーシップセミナーに大学コンソーシアム等
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とともに、国際

的な共同研究等

を支援する。 

特に、諸外国

の学術振興機関

とのマッチング

ファンドによる

国際共同研究に

ついては、世界

レベルの研究を

円滑・確実に支

援する新たな枠

組みを検討・調

整し、中期目標

期間の早期に導

入する。 

 

・諸外国の学術振興

機関との協定等に基

づき、又は新興国等

の新たなニーズに対

応し、二国間の共同

研究やセミナー・シ

ンポジウムの開催を

支援する。 

・海外の学術振興機

関との連携の下、我

が国の大学等の優れ

た研究者が海外の研

究者と協力して行う

共同研究を推進す

る。その際、相手国

対応機関と審査を分

担し、審査を一方の

機関で行うリードエ

ージェンシー方式に

よる新たな枠組みを

検討し、平成 30 年度

中に導入する。 

・先端研究分野にお

ける世界的水準の研

究交流拠点の形成や

アジア・アフリカ地

域における諸課題解

決に資する中核的な

研究交流拠点の形成

を推進する。 

・科研費事業のうち

国際共同研究加速基

金において、国を越

えた学術研究を支援

する。 

また、学術研究を

支援する事業におい

て、研究の国際性を

高めるための取組を

検討し、実施する。 

流の支援 

諸外国の学術振興機

関との協定等に基づ

き、共同研究やセミナ

ーの開催、研究者交流

を支援する。加えて、多

様な国との交流ニーズ

に応えるため、国交の

ある全ての国・地域を

対象としたオープンパ

ートナーシップ共同研

究・セミナーを着実に

実施する。その際、各国

の研究水準・研究ニー

ズや外交的観点等、学

術に関する国際交流の

必要性に配慮しつつ、

円滑に実施する。 

また、大学院教育の

国際化及び博士課程に

おける若手研究者の育

成のため、ドイツ研究

振興協会（DFG）と協力

し、日独の大学が大学

院における教育研究を

共同で行う日独共同大

学院プログラムを実施

する。 

究・セミナーのうち、次

のステージとなる共同

研究に結び付いた発展

的な成果を出したと研

究者自身が評価する共

同研究及びセミナーの

割合 

 

２－Ｄ 事後評価を行う

国際的な共同研究等を

支援する事業において、

想定どおり、あるいはそ

れ以上の成果を上げた

課題の割合 

 

【目標水準の考え方】 

２－３ 英語での申請に

加え、相手国対応機関と

審査を分担することに

より、審査過程の効率

化・国際化が図られた

か、有識者の意見を踏ま

え判断する。 

 

２－Ｃ 国際的な共同研

究の促進と国を越えた

優れた学術研究への支

援状況を把握するため、

当該指標について毎年

度確認を行うとともに、

前中期目標期間におけ

る事業実施後のアンケ

ート調査結果（平成25～

28年度の調査において、

研究成果の発展予定、別

事業への申請予定、相手

国側とのネットワーク

の形成・拡大、研究者の

育成等の点で進展があ

ると評価された共同研

＞研究者交流：11人(派遣：2人、受入：9人) 

＞申請・採択実績（令和元年度実施分） 

 申請 
件数 

採択数 採択率 

共同研究・ 
セミナー 

1,044
件 

203 件 19.4％ 

研究者交流派遣 12 件 2 人 16.7％ 

 

 

●オープンパートナーシップ共同研究・セミナー 

協定等に基づく二国間交流事業を実施している国以

外との交流に対する研究現場からのニーズにも幅広

く応えるため、我が国と国交のある全ての国（台湾及

びパレスチナについてはこれに準じて取り扱う）を対

象に、下記のとおり実施した。 

また、大学コンソーシアム等の組織的な取組への支援

のため、オープンパートナーシップセミナー（大学間

連携）を新設し、令和 2年度採択分の募集を行った。 

＞共同研究・セミナー：95 件 

派遣交流総数：374 人 

受入交流総人数：105 人 

●オープンパートナーシップ申請・採択実績（令和元

年度実施分） 

 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・ 
セミナー 

220 件 45 件 20.5％ 

上記採択数のうち、令和元年度に実施した協定等を

締結していない国との交流は 21 か国・37 件（下表参

照）であり、研究現場からの多様な国との交流ニーズ

に幅広く対応できた。 

●オープンパートナーシップ令和元年度採択内訳（交

流相手国・地域） 

 共同研究 セミナー 

協定等を締結
していない国 
(共同研究:20
か国・33 件、
セミナー: 4
か国・4件） 

カンボジア、マレーシ
ア、ミャンマー、台湾、
ガーナ、カメルーン、タ
ンザニア、オーストラリ
ア、オランダ、スイス、
スペイン、セルビア、デ
ンマーク、ノルウェー、
ポルトガル、エクアド
ル、ボリビア、メキシコ、
カナダ、米国 

オ ー ス ト
ラリア、ス
イ ス 、 英
国、米国 

協定等を締結
し て い る 国
(共同研究:5
か国・7 件、セ

バングラデシュ、ベトナ
ム、イタリア、スロベニ
ア、英国 

中国 

【諸外国との二国間交流の支援】 

・二国間交流事業では、研究者のニー

ズや諸外国の学術振興機関との関係

に配慮して、継続的な見直しを行い

ながら中期計画通り着実に業務を実

施していることに加え、研究者や大

学等のニーズを踏まえ、令和元年度

よりオープンパートナーシップセミ

ナー（大学間連携）を新設・募集を行

ったことは、大学コンソーシアム等

の組織的な取組を支援するという更

なる二国間の連携強化が期待される

新たな交流の形態であり、計画を上

回る実績を上げたと評価できる。 

・日独共同大学院プログラムについ

ては事後評価を着実に実施した。 

【国際的な共同研究の推進】 

・国際共同研究事業では、採択課題の

研究が円滑に実施されるよう滞りな

く支援するとともに、中国国家自然

科学基金委員会（NSFC）との新たなプ

ログラムを実施した。また、スイス科

学財団（SNSF）と将来のリードエージ

ェンシー方式導入を見据えた合同審

査を実施し、新規課題を遅滞なく採

択できたことにより、リードエージ

ェンシー方式の円滑な実施に向け

て、両機関の相互理解と協力関係が

一層強固になったことは高く評価で

きる。 

・国際共同研究加速基金については、

評定要素の内容等を変更したこと

で、研究種目の目的・性格に応じた審

査をより効果的に行うことが可能と

なった。 

また、海外調査、アンケートを実施

したことで、現状や今後の課題を把

握するだけでなく、基盤研究種目と

は別に本研究種目を設ける意義・必

要性についても確認され、国際性の

の組織的な取組への支援として大学間連携

の新設・募集を行ったことは、更なる二国間

の国際共同研究、研究者交流、人材育成等を

推進すするとともに、今後の二国間協力の

プラットフォーム形成に資する取組であ

り、高く評価できる。 

国際共同研究事業について、中国国家自然

科学基金委員会（NSFC）との新たなプログラ

ムを実施し国際協力関係の構築に努めたこ

と、さらにスイス科学財団（SNSF）と将来の

リードエージェンシー方式導入を見据えた

合同審査を実施したことは、SNSF との協力

関係を一層強固にする取組であるととも

に、今後のリードエージェンシー方式の実

施拡大に向けて重要な取組であり、高く評

価できる 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、各事業においては計画変更や期間延長

など状況に応じて柔軟な対応を実施するこ

とを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

海外の学術振興機関等との国際共同研究事

業の広がりを認めることができるが、こう

した活動の成果が対外的にも理解していた

だけるよう、その成果を可視化するための

工夫が求められる。 
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これらの事業の実

施に当たっては、国

際事業委員会等にお

いて、審査の公正性・

透明性を確保し、厳

正な審査を行う。ま

た、国際共同研究に

おける新たな枠組み

については、その導

入による申請・審査

過程の効率化・国際

化が図られたかにつ

いての意見を得る。 

究及びセミナーの割合：

75％）を基準とした状況

変化を評価において考

慮する。 

 

２－Ｄ 国を越えた優れ

た学術研究への支援状

況を把握するため、当該

指標について毎年度確

認を行うとともに、前中

期目標期間における実

績（平成 25～28 年度の

評価において、想定どお

り、あるいはそれ以上の

成果を上げたと評価さ

れた課題の割合：84％）

を基準とした状況変化

を評価において考慮す

る。 

 

ミナー：1 か
国・1 件） 

 

■日独共同大学院プログラム 

・令和元年度実施件数：2件 

・平成 27 年度採択課題の終了を受けて、事後評価を

実施した。 

●事後評価の実施･公表実績 

実施課題数 評価結果 

1 A: 意義があった／1課題 
 

向上に寄与していると考えられる。 

・令和元年度より更に対象者を広げ、

JSPS-LEADSNET（ﾘｰｽﾞﾈｯﾄ）事業研究交

流会を開催し、国際的な研究活動を

展開するためのノウハウ等を共有し

たことは、国際共同研究の強化に資

する取組として高く評価できる。 

【研究交流拠点の形成支援】 

・研究拠点形成事業において、国際的

に競争の激しい先端研究分野及び地

域共通課題の解決に資する研究分野

において多国間交流の枠組みによる

研究交流拠点の構築や若手研究者の

育成を進めており、中期計画通り着

実に業務を実施していると評価でき

る。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、諸外国の学術振興機関と

の協力の下、国際的な共同研究など

国を超えた優れた学術研究への支援

を行っていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である２－３について、国

際共同研究事業で、相手国の学術振

興機関と将来のリードエージェンシ

ー方式導入を見据え合同で合議審査

を着実に実施し、新規課題を採択し

たことは高く評価できる。 

 

・関連指標２－Ｃについて、前期中期

目標期間を上回る 78％の課題で発展

的な成果を出したと研究者自身が評

価したことは評価できる。 

・関連指標２－Ｄについて、前中期目

標期間を上回る 100％の課題で想定

どおりあるいはそれ以上の成果を上

げていることは高く評価できる。 

 

   ②国際的な共同研究の

推進 

海外の学術振興機関

との連携の下、我が国

の大学等の優れた研究

者が海外の研究者と協

力して行う国際共同研

究事業を実施する。平

成 31年度（2019 年度）

は、スイス科学財団

（SNSF）との連携によ

り、将来のリードエー

ジェンシー方式導入を

視野に入れた審査を実

施するほか、新たに中

国国家自然科学基金委

員会（NSFC）と事業の実

施に向けた協議を行

う。 

科研費事業のうち国

 【国際的な共同研究の推進】 

■欧州との社会科学分野における国際共同研究プロ

グラム（ORA プログラム） 

・欧州 4か国の主要な学術振興機関である、フランス

国立研究機構（ANR）、ドイツ研究振興協会（DFG）、英

国社会科学研究会議（ESRC）、オランダ科学研究機構

（NWO）が共同で実施する、社会科学分野における多国

間国際共同研究事業を実施した（令和元年度支援件

数：継続 3 件）。（参考）平成 30 年度公募実施 対象

分野：社会科学  申請件数：12 件 採択件数：3件 

そのほか、令和 2年度採択分の募集（オランダ科学研

究機構（NWO）に代えて、カナダ社会・人文科学研究会

議（SSHRC）が参画）を行った。 

・平成 27 年度採択課題の終了を受けて、事後評価を

実施した。 

●事後評価の実施･公表実績 

実施課題数 評価結果 

2 A: 意義があった／2課題 

 

■国際共同研究教育パートナーシッププログラム
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際共同研究加速基金に

おいては、他の科研費

同様に文部科学省が定

める基本的考え方・分

担に基づき、国際的な

学術研究を支援する。 

また、若手研究者が

真に国際的な視野を持

つリーダーとして活躍

できるよう、志を同じ

くした研究者との交流

や相互連携の強化を図

る機会として JSPS- 

LEADSNET（リーズネッ

ト）事業研究交流会を

開催する。 

 

（PIRE プログラム） 

・米国国立科学財団 NSF と連携して行う国際共同研究

事業を実施した。（令和元年度支援件数：継続 2件） 

（参考）平成 27 年度公募実施 対象分野：人文学、

社会科学及び自然科学にわたる全分野 申請件数：7

件 採択件数：2件 

 

■スイスとの国際共同研究プログラム（JRPs） 

・スイス科学財団（SNSF）と連携して行う国際共同研

究事業を実施したほか、将来のリードエージェンシー

方式の導入も見据えつつ SNSF と合同で合議審査を実

施し、21 件の応募から 8 件を採択した。（令和元年度

支援件数：新規 8件、継続 4件） 

（参考）新規分 令和元年度公募実施 対象分野：数

物系科学、化学、工学系科学、情報学、農学・環境学

申請件数：21件 採択件数：8件 

継続分 平成 28 年度公募実施 対象分野：人文学、

社会科学、生物学、医歯薬学 申請件数：38件 採択

件数：4件 

 

・リードエージェンシー方式による審査を導入した新

たな国際共同研究事業の実施に向け協議を開始した。 

 

■ドイツとの国際共同研究プログラム（JRPs-LEAD 

with DFG） 

・DFG と連携して行う国際共同研究事業を実施した。

（令和元年度支援件数：継続 9件） 

（参考）平成 30 年度公募実施 対象分野：地球科学 

申請件数：25件 採択件数：9件 

 

■英国との国際共同研究プログラム（JRPs-LEAD with 

UKRI） 

・UK リサーチ・イノベーション（UKRI）と連携して行

う国際共同研究事業を実施した。（令和元年度支援件

数：継続 10 件） 

（参考）平成 30年度公募実施 対象分野：生命科学、

環境科学 申請件数：169 件 採択件数：10件 

 

■中国との国際共同研究プログラム（JRP with NSFC） 

・中国国家自然科学基金委員会（NSFC）と連携して行
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う国際共同研究事業の公募（対象分野：サステイナブ

ル・レメディエーション）を新たに行い、書面審査及

び合議審査を実施し、NSFC との協議により 35 件の応

募から 4件採択した。 

 

 

■国際共同研究加速基金 

・国際共同研究加速基金については、文部科学省科学

技術・学術審議会が示す「独立行政法人日本学術振興

会が行う科学研究費助成事業の審査の基本的考え方」

に基づき、「科学研究費助成事業における審査及び評

価に関する規程」の一部を改正したほか、評定要素の

内容等を変更するなど、研究種目の特性に応じ、適切

に審査を行う仕組みを整備した。科学研究費委員会等

の審査結果に基づき、下記のとおり交付業務を迅速に

行った。 

 

研究種目 交付内定日 

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（Ｂ）） 

10 月 7 日 

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（Ａ）） 

1 月 30 日 

国際共同研究加速基金（帰国発展研究） 3 月 23 日 

 

また、実際に国際共同研究に携わる研究者の声を今後

の制度改善に役立てることを目的に、国際共同研究強

化（A）により海外へ渡航し共同研究を実施している研

究者へのアンケート及び意見交換を以下のとおり実

施した。 

① イギリス、ドイツ 

アンケート実施期間：平成 31年 3月 29 日～4月 5日 

意見交換実施日、実施場所：4月 16日（ボン研究連絡

センター）、4月 18日（ロンドン研究連絡センター） 

② アメリカ（西海岸） 

アンケート実施期間：令和元年 5月 30日～6月 7日 

意見交換実施日、実施場所：6月 28日（サンフランシ

スコ研究連絡センター） 

③ アメリカ（東海岸） 

アンケート実施期間：令和元年 6月 21日～6月 28 日 

意見交換実施日、実施場所：8 月 27 日、28 日（ワシ

ントン研究連絡センター） 
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アンケート及び意見交換により「当該種目がある（採

択された）ことで海外に長期間渡航して共同研究を行

うチャンスが得られた」という意見がある一方で様々

な課題があることを確認し、今後の応募資格や公募に

向けた改善点等の検討の際に参考にした。 

 

■JSPS-LEADSNET（ﾘｰｽﾞﾈｯﾄ）の開催 

 JSPS-LEADSNET（ﾘｰｽﾞﾈｯﾄ）について、令和元年度から

新たに創設された特別研究員-CPD（国際競争力強化研

究員）まで対象を拡大し、令和 2年 2月 3日～4日に

JSPS-LEADSNET（ﾘｰｽﾞﾈｯﾄ）事業研究交流会を開催した。

研究交流会では、国際的に活躍している研究者による

講演や、参加者の渡航地域別・専門分野別での自由な

交流を行ったほか、国際的な研究活動に関する四つの

テーマでグループセッションを行った。国際的な研究

活動を展開する上で必要となるノウハウ等の共有を

図る等、真に国際的な視野を持つリーダーとして活躍

できるよう、志を同じくした研究者との交流や相互連

携の強化を図る機会を提供するとともに、国際共同研

究の進め方等について情報交換を行うことができた。 

 

   ③研究交流拠点の形成

支援 

先端的又は地域共通

課題の解決に資する研

究分野において、世界

的水準又は地域におけ

る中核的な研究交流拠

点の構築を図る研究拠

点形成事業を実施す

る。また、日中韓の学術

振興機関との協定等に

基づき、アジアにおけ

る世界的水準の研究拠

点の構築を図る日中韓

フォーサイト事業を実

施する。 

これらの事業の実施

に当たっては、国際事

業委員会等において、

 【研究教育拠点の形成支援】 

■研究拠点形成事業 

（A. 先端拠点形成型） 

・先端的かつ国際的に重要な研究課題について、米英

独仏等の 32 か国・地域との間で 15 機関 37 課題を実

施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流の枠組

みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。 

・また、各課題において、大学院生を含む若手研究者

の海外での研究発表やセミナーをはじめとする取組

を実施し、若手研究者を育成した。 

・採択 3年目の課題に対する中間評価を実施した。ま

た、支援期間を終了した課題に対し、事後評価を実施

した。 

●中間評価の実施･公表実績 

 実施課題数 評価結果 

中間評価 8 A：想定以上の成果を
あげつつあり、当初の
目標の達成が大いに
期待できる／1課題 
 
B：想定どおりの成果
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審査の公正性・透明性

を確保し、厳正な審査

を行う。 

 

をあげつつあり、現行
の努力を継続するこ
とによって目標の達
成が概ね期待できる
／7課題 
 
 

中間評価結果： 

https://www.jsps.go.jp/j-c2c/hyouka_a.html 

 

●事後評価の実施・公表実績 

 実施課題数 評価結果 

事後評価 8 A：想定以上の成果をあげ
ており、当初の目標は達
成された／2 課題 
 
B：想定どおりの成果をあ
げており、当初の目標は
達成された／6課題 

事後評価結果： 

https://www.jsps.go.jp/j-c2c/hyouka_a.html 

 

●交流国・地域数：32か国（平成 30 年度：31 か国） 

アルゼンチン、イタリア、インド、インドネシア、

英国、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、

シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、

タイ、台湾、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニ

ュージーランド、ハンガリー、フィリピン、フィン

ランド、ブラジル、フランス、米国、ベトナム、ベ

ルギー、ポーランド、マレーシア、メキシコ、ロシ

ア 

 

●申請採択状況（令和 2年度募集分） 

事業のニーズが高い中、国際事業委員会において、課

題の先端性・重要性やネットワークの構築等多角的な

視点から選考を実施した。 

 申請 
件数 

採択数 採択率 

研究拠点形
成事業 
（ A. 先端
拠 点 形 成
型） 

41 件 9 件 22.0％ 

 

（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型） 

・アジア・アフリカ地域の問題解決に資する研究課題

について、36か国・地域との間で 25 機関 32課題を実
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施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流の枠組

みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。 

・本事業に採択された研究交流課題については支援期

間終了後にアンケートを実施した結果、拠点機関か

ら、申請時の目標を達成でき、今後も相手国研究者と

の交流を継続・発展させるとの回答を得る等、我が国

及び相手国の拠点形成に寄与したことを確認した。 

 

●交流国・地域数：36か国（平成 30 年度：34 か国） 

アルジェリア、インド、インドネシア、ウガンダ、

ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、ガーナ、

韓国、カンボジア、ケニア、コンゴ民主共和国、ザ

ンビア、シンガポール、スーダン、スリランカ、タ

イ、台湾、タンザニア、中国、ナイジェリア、ネパ

ール、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ブ

ルネイ、ブルンジ、ベトナム、ボツワナ、マレーシ

ア、南アフリカ、ミャンマー、モザンビーク、モン

ゴル、ラオス、ルワンダ 

 

●申請採択状況（令和 2年度募集分） 

事業のニーズが高い中、国際事業委員会において課題

の重要性・必要性やネットワークの構築等多角的な視

点から選考を実施した。 

 申請 
件数 

採択数 採択率 

研究拠点形成
事業 
（B. アジア・
アフリカ学術
基盤形成型） 

50 件 10 件 20.0％ 

 

 

     【審査・評価業務】 

（審査業務） 

・公募事業は国際事業委員会等において利害関係者の

取扱いに厳正を期しつつ、書面審査及び合議審査（ヒ

アリング審査を含む）を競争的な環境の下で行った。 

＞審査委員に審査の手引等を配布して、審査基準及

び評価方法等を明確に示し、併せて利害関係者の

取り扱いについても周知し、公平で公正な審査体

制を維持した。 

＞書面審査員の名簿は任期終了後に、合議審査を行
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う国際事業委員会委員の名簿は年度終了後にホ

ームページで公開するとともに、審査方針や審査

方法も公開し、審査の透明性確保に努めた。 

＞審査結果について、学術システム研究センターに

おいて審査意見の適切性等について分析・検証

（審査に問題があった審査員や有意義な審査を

行った審査員の特定など）を行い、翌年度の審査

員候補者を選考した。 

 

（評価業務） 

・上述のとおり、「研究拠点形成事業（A.先端拠点形成

型）」、「日中韓フォーサイト事業」、「欧州との社会科学

分野における国際共同研究プログラム（ORA プログラ

ム）」、「日独共同大学院プログラム」の 4 事業におい

て、事業の成果及び効果を把握するため、採択を終了

した課題に対する事後評価を実施したほか、「研究拠

点形成事業（A.先端拠点形成型）」及び「日中韓フォー

サイト事業」においては採択 3年目の課題に対して、

事業の進捗状況等を確認し、適切な助言を行うととも

に、その課題を継続すべきかどうかを判断するため中

間評価を実施した。事後評価、中間評価いずれの結果

も報告書とともにホームページに公開した。 

 

 

 （３）学術の応

用に関する研究

等の実施 

様 々 な 学 術

的・社会的要請

に応えるととも

に、我が国の学

術及び社会の発

展や社会的問題

の解決につなが

るような学術研

究等を行う。 

（３）学術の応用に

関する研究等の実施 

様々な学術的・社

会的要請に応えるた

めに、国の審議会等

による報告等を踏ま

えつつ、学術の発展

や社会問題の解決に

つながるような学術

研究等を行う。 

 

・課題設定による先

導的人文学・社会科

学研究推進事業 

文部科学省科学技

術・学術審議会学術

（３）学術の応用に関

する研究等の実施 

課題設定による先導

的人文学・社会科学研

究推進事業において、

平成24年７月の文部科

学省科学技術・学術審

議会学術分科会報告

「リスク社会の克服と

知的社会の成熟に向け

た人文学及び社会科学

の振興について」を踏

まえ、「領域開拓プログ

ラム」、「実社会対応プ

ログラム」及び「グロー

バル展開プログラム」

【評価指標】 

２－４ 学術の応用に関

する研究における適切

な課題設定に向けた取

組状況（有識者からの意

見聴取実績等を参考に

判断） 

 

【目標水準の考え方】 

２－４ 様々な学術的・

社会的要請に応えた課

題設定に向けた取組が

行われたか、有識者から

の意見聴取実績や情報

収集の取組等を参考に

判断する。 

【課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事

業】 

以下の 3つのプログラムを実施した。 

■実社会対応プログラム（平成 25 年～平成 27年、平

成 27年～平成 30 年、平成 30年～令和 3年（2021 年）） 

・平成 30 年度に採択し、既に開始している 8 件の研

究テーマについては、委託業務実績報告書により研究

の進捗状況を確認するとともに年次支出報告書の提

出を受け、額の確認を行った。 

－研究テーマ公募型研究テーマ：8件 

・また、平成 30 年度に委託契約が終了した 6 つの研

究機関の額の確定を行った。 

■ グローバル展開プログラム（平成 25 年～平成 28

年、平成 28年～令和元年（2019 年）、令和元年（2019

年）～令和 4年（2022 年）） 

・平成 28 年度に採択し、既に開始している 7 件の研

（３）学術の応用に関する研究等の

実施 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画通り、中期目標に向かって

順調に実績を上げていると言えるこ

とから、評定を bとする。 

・課題設定による先導的人文学・社会

科学研究推進事業では、令和元年度

は 3 プログラムのフォローアップを

行うとともに、「グローバル展開プロ

グラム」において、研究テーマの新規

採択審査に加え、延長審査を着実に

実施している。また、事業の効果的な

（３）学術の応用に関する研究等の実施 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

課題設定による先導的人文学・社会科学研

究推進事業については、様々な学術的・社会

的要請を踏まえて課題を設定して、共同研

究を推進した。終了した研究テーマは、先導

的な共同研究事例として積極的に研究者等

に成果発信していく必要があることから、

引き続き、シンポジウムの開催など、情報発

信に取り組んでほしい。 

また、人文学・社会科学分野の特性を踏まえ
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分科会「リスク社会

の克服と知的社会の

成熟に向けた人文学

及び社会科学の振興

について（報告）」を

踏まえ、先導的な人

文学・社会科学研究

を推進する。 

事業の実施に当た

っては、委員会を設

けて課題を設定する

とともに、研究の進

捗状況等について評

価する。様々な学術

的・社会的要請に応

える課題設定に向け

た取組として、有識

者から意見聴取や情

報収集等を行う。ま

た、ホームページへ

の掲載やセミナー・

シンポジウムの開催

等により、広く研究

成果を発信する。 

人文学・社会科学

のデータの共有、利

活用を促進するオー

ルジャパンの基盤の

構築を推進する。 

による共同研究を推進

し、先導的な人文学・社

会科学研究を推進す

る。 

平成 31 年度（2019 年

度）は、平成 30年度ま

でに採択された「領域

開拓プログラム」、「実

社会対応プログラム」

及び「グローバル展開

プログラム」の研究テ

ーマのフォローアップ

を行う。また、平成 28

年度に採択された「グ

ローバル展開プログラ

ム」の研究評価を行う

とともに、人文学・社会

科学の特性を踏まえた

評価の在り方について

検討を行う。プログラ

ムの実施に当たって

は、透明性・信頼性の確

保及び適切かつ円滑な

運営を図るとともに、

情報の公開に努める。

さらに、研究成果につ

いてシンポジウムの開

催等により情報発信を

行う。 

人文学・社会科学デ

ータインフラストラク

チャー構築推進事業の

実施に当たっては、委

員会を設置し事業の適

切かつ円滑な運営を図

り、併せて連絡協議会

を開催し、振興会、拠点

機関及び国立情報学研

究所の三者間の連携と

協議を実施する。また、

究テーマについては、委託業務実績報告書により研究

の進捗状況を確認するとともに年次支出報告書の提

出を受け、額の確認を行った。 

－研究テーマ設定型研究テーマ：1件 

－研究テーマ公募型研究テーマ：6件 

・上記 7 件の研究テーマの研究期間が最終年度のた

め、研究評価を実施した。研究成果の状況について、

事業委員会及び部会において有識者による評価を行

い、7件中、Aが 2件、Bが 5件と判断された。 

・上記 7件中、研究期間の延長申請のあった 1件につ

いて、新規公募と並行して延長審査を行い、十分な成

果がありかつ研究を継続する価値があるかどうか審

査した結果、延長採択はせず新規での採択を優先し

た。 

・また、令和元年度中に委託契約が終了した 4つの研

究機関の額の確定を行った。 

・令和元年度新規採択については、外部有識者の意見

を踏まえ、研究テーマ公募型 4 つ（グローバル化する

世界における社会的分断の研究、情報化や AI などの

技術革新および環境問題などに直面する新たな人文

学・社会科学の展開、グローバル時代における国境を

越えた秩序の形成と国家、人類の文化遺産継承のため

の国際共同研究）の課題を設定した。また、それらの

課題について研究テーマを公募し、審査要項に基づき

外部有識者による公正な審査を経て、49件中 6件の研

究テーマを採択し支援を開始した。 

－研究テーマ公募型研究テーマ：6件 

■ 領域開拓プログラム（平成 26 年～平成 29 年、平

成 29 年～令和 2 年（2020 年）、令和 2 年（2020 年）

～令和 5年（2023 年）） 

・平成 29 年度に採択し、既に開始している 12 件及び

平成 26 年度に採択し研究期間の延長が認められた 1

件の研究テーマについては、委託業務実績報告書によ

り研究の進捗状況を確認するとともに年次支出報告

書の提出を受け、額の確認を行った。 

－研究テーマ公募型研究テーマ：12 件 

・令和 2年度公募に向けて、事業委員会において学術

的・社会的要請に応えた課題の検討を進めた。 

 

また、3 つのプログラムに共通して、以下の取組を行

成果普及とプレゼンス向上のため

に、シンポジウムを中期計画通りに

開催し、参加者から高評価を得られ

たことは評価できる。あわせて、研究

評価の在り方について、事業委員会

及びシンポジウムでの意見交換を行

い、取りまとめに向けて意見を整理

集約し、中期計画通り着実に業務を

実施していると評価できる。 

・人文学・社会科学データインフラス

トラクチャー構築推進事業では、人

文学分野の拠点機関を選定するとと

もに、振興会・拠点機関・国立情報学

研究所の三者で緊密な連携を図り、

事業を円滑かつ着実に推進した。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である 2－4については、

3プログラムにおいて、設定された課

題に対して採択された研究テーマの

フォローアップを行うとともに、「グ

ローバル展開プログラム」において、

設定された課題に対する研究テーマ

の新規採択審査に加え、延長審査を

行うことで着実に実施している。 

た評価システムの検討については、成果発

表のシンポジウムを活用し、自然科学分野

の研究者を交え検討を深めるとともに、コ

ミュニティへの意識醸成も含め積極的に取

り組んでいる。今後もこうした積極的な取

組を通じ、評価システムを確立することを

期待する。 

人文学・社会科学データインフラストラク

チャー構築推進事業については、拠点機関

及び国立情報学研究所と緊密に連携し、よ

り幅広い分野横断的なデータカタログの整

備、データ寄託を円滑に推進するためのガ

イドラインの策定などのデータ利用環境の

向上に資する取組を実施することで、人文

学・社会科学におけるデータの共有・利用を

促進させることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

人文学及び社会科学分野の評価をめぐる問

題は難易度の高い問題の 1 つである。この

点で、人文学・社会科学の特性を踏まえた評

価の在り方について具体的な論点なども設

定しながら検討を加えた点、さらに自然科

学分野の研究者を交えて検討を加える取り

組みを行ったことは評価できる。 

また、課題設定による先導的人文学・社会科

学研究推進事業や欧州との社会科学分野に

おける国際共同研究プログラムは、この分

野の国際化、発信力強化のため必須の事業

といえ、長期間支援を続ける必要がある。 
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人文学分野のデータイ

ンフラストラクチャー

構築推進に向けて検討

を行う。これらの実施

により、データ利活用

システムの構築に向け

て取り組む。 

 

った。 

・各プログラムの実施に当たっては、専門家による公

正な審査を実施するため事業委員会及びプログラム

毎に部会を設置し、透明性・信頼性の確保及び適切か

つ円滑な運営を図った。 

・公募要領等の審査に係る基本的な情報の他、各プロ

グラムの採択研究テーマの研究概要及び概要図につ

いてホームページで情報を公開した。 

・円滑な事業実施の観点から、複数年の委託契約を締

結し、研究費の年度間繰越を認め、研究の進捗状況に

応じて研究費を執行できる弾力的な経費執行の促進

に努めた。 

・本事業の効果的な成果の周知普及・プレゼンス向上

のため、2月にシンポジウムを開催し、平成 26 年度領

域開拓プログラム及び平成 27 年度実社会対応プログ

ラムに採択された研究テーマの成果報告と、パネルデ

ィスカッションを行った。参加者アンケートでは、

95％の者からシンポジウムに満足したとの結果を得

た。また、シンポジウム終了後、ホームページに開催

概要及びパネルディスカッション発言録を掲載し、広

く成果を発信した。 

 

・事業としての人文学・社会科学の特性を踏まえた評

価の在り方について、事業委員会からの意見をもとに

作成した論点を踏まえ、シンポジウムのパネルディス

カッションにおいて、自然科学分野の研究者を交えた

意見交換を行い、研究評価の在り方の取りまとめに向

けて意見を整理集約した。 

 

【人文学・社会科学データインフラストラクチャー構

築推進事業】 

・運営委員会を設置し、事業の適切かつ円滑な運営を

行った。 

・社会科学系の拠点機関に対し委託業務の進捗確認等

を行うとともに、人文学系データのアーカイブ化等を

担う拠点機関として、大学等の研究所等を対象に公募

を行い、1機関を選定し事業を推進した。 

・分野横断的なデータカタログの作成及びオンライン

分析の開発に向けて、先行している外国のアーカイブ

機関の事例等の調査を行った。また、国立情報学研究
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所との連携を密にするとともに、振興会・拠点機関・

国立情報学研究所の三者で連絡協議会等を開催し、デ

ータインフラストラクチャー構築の取組状況の共有

やデータカタログの作成等に必要な技術的項目の検

討を実施した。 

・作業部会を設置し、研究データのデータ・アーカイ

ブへの寄託の促進に資する社会科学分野を対象とし

た共通ガイドライン（手引き）の策定を進めた。 

        

 

４．その他参考情報 

○日本の論文に占める科研費が関与する論文の状況 

 （1996 年-1998 年） （2001 年-2003 年） （2006 年-2008 年） （2011 年-2013 年） 

日本の論文に占める科研費が関与する論文

（Wos-KAKEN 論文）の件数 
23,800 30,940 37,393 40,157 

日本のTOP10％補正論文に占める科研費が関与

する論文（Wos-KAKEN 論文）の件数 
2,630 3,141 3,695 3,893 

 

 （1996 年-1998 年平均） （2001 年-2003 年平均） （2006 年-2008 年平均） （2011 年-2013 年） 

日本の論文に占める科研費が関与する論文

（Wos-KAKEN 論文）の割合 
36.0％ 41.5％ 49.0％ 52.0% 

日本のTOP10％補正論文に占める科研費が関与

する論文（Wos-KAKEN 論文）の割合 
52.1％ 55.6％ 61.5％ 60.4% 

※出典：「論文データベース（Web of Science）と科学研究費助成事業データベース（KAKEN）の連結による我が国の論文産出構造の分析」追加資料 

（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３ ３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成 

（１）自立して研究に専念できる環境の確保 

（２）国際舞台で活躍する研究者の養成 

（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供 

（４）研究者のキャリアパスの提示 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

施策目標８－１ 科学技術イノベーションを担う人材力の強化 

施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第 2号、第 3号 

当該項目の重要度、

難易度 

【重要度：高】 

次世代の研究者の養成に係る業務は、学術の振興を目的とする資金配分機関として、研

究支援業務と並んで根幹をなすものであり、将来にわたり我が国の学術研究の水準を高

めていくための取組として重要であるため。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185、0199  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 
 

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

評価指標   予算額（千円） 24,810,475 24,145,857 
   

特別研究員及び海外特別研究員採用者への

支援に対する評価（Ｂ水準：アンケート調査

により肯定的評価を得た割合が 80％程度） 

上段：特研、下段：海特 

80％程度  
97.4% 

94.9% 

97.6％ 

95.8％ 
  

 

 

 

 決算額（千円） 23,469,021 22,250,799 

 

経常費用（千円） 23,497,706 22,255,310    

経常利益（千円） △37,173 331,072    

行政コスト（千円） － 22,313,118    

特別研究員及び海外特別研究員の受入先の

評価（Ｂ水準：アンケート調査により肯定的

評価を得た割合が 80％程度） 

上段：特研、下段：海特 

80％程度  
92.8% 

100.0% 

92.1％

97.9% 
    

行政サービス実施コス

ト（千円） 
23,442,113 －    

従事人員数 30 29    

 

 

 

 

外国人研究者を受け入れた研究機関におけ

る研究環境の国際化状況（Ｂ水準：受入研究

者へのアンケート調査により肯定的評価を

得た割合が 75％程度） 

75％程度 76.8％ 89.4% 86.0%     
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若手研究者への国際

的な研さん機会の提

供に係る取組状況（Ｂ

水準：振興会が実施す

るシンポジウム等参

加者へのアンケート

調査により肯定的評

価を得た割合が 95％

程度） 

HOPE ミーティング 

95％程度 91～100％ 

100% 
－ 

（開催中止） 
    

ノーベル・プライ

ズ・ダイアログ 
96.8% 

－ 

（開催無し） 
    

先端科学シンポジ

ウム 
96％ 94.3%     

関連指標   

特別研究員事業及び

海外特別研究員事業

における採用終了後

の就職状況 

 

5 年経過後 

1 段：PD 

2 段：海特 

－ 
91.6％ 

94.2％ 

86.2％ 

91.9％ 

90.6% 

89.2% 
   

 

 

10 年経過後 

（DC） 
－ 88.5 84.3％ 86.9%    

 

 

 

注１）予算額、決算額は「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」の支出額を記載。人件費については共通経費部分

を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 将来にわたり我

が国の学術研究の

水準を高めていく

ため、国際的な頭

脳循環を踏まえな

がら、若手研究者

が自立して研究に

専念できるよう支

援を充実するとと

もに、優れた研究

者の顕彰や国際的

な研さんの機会を

提供すること等に

より、国や分野に

とらわれず知の開

拓に挑戦する研究

者を養成する。 

国や分野にとら

われず知の開拓に

挑戦する研究者を

養成するため、優れ

た若手研究者に対

する経済的支援や

海外で研さんを積

むことができる環

境の整備等に取り

組む。 

事業を実施する

に当たっては、第一

線で活躍する若手

研究者も含む人材

育成企画委員会を

置き、人材育成に係

る諸課題について

検討を行う。 

  ＜主要な業務実績＞ 

 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画通り、中期目標に向かって順

調に実績を上げていると言えること

から、評定を Bとする。 

・特別研究員事業の募集、審査、採用

に係る一連の業務を採用計画に基づ

き円滑に実施したほか、更なる制度改

善にも積極的に取り組んでいる。 

・優れた若手研究者が積極的に海外で

研さんする機会を推進する取組、外国

人研究者招へいの取組においても制

度改善を行いつつ計画的かつ継続的

に事業を実施している。 

・研究者の顕彰、研さん機会の提供及

び研究者のキャリアパスの提示につ

いても、中期計画に沿って適切に事業

を実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・特別研究員事業の募集、審査、採用

に係る一連の業務を円滑に実施し、引

き続き我が国の優秀な若手研究者の

養成に貢献していく。 

また、研究者を目指す者にとってより

魅力ある事業となるよう、引き続き採

用人数の拡充や採用者の処遇改善等

の制度改善に努めていく。 

・海外特別研究員事業、若手研究者海

外挑戦プログラム、外国人研究者招へ

いの各種事業において、採用者や受入

研究機関のニーズ等を踏まえ着実に

実施していくとともに、各種事業の周

知に向け、効果的な情報発信に取り組

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

自己評価報告書の「B」との評価結果が妥当

であると確認できた。 

 

限られたスケジュールの中で、業務を着実

に実施するとともに、審査方針の不断の見

直しや国費を原資としない奨学金等を研究

専念義務の範囲内で受給可能とするなど、

研究者のニーズを踏まえて更なる制度改善

を実施している点は評価できる。 

海外特別研究員事業においては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により渡航や現地

での研究実施が困難となった採用者に対し

て渡航延期などの措置を採用者のニーズを

踏まえながら実施したことは若手研究者の

支援に資する柔軟な対応であり高く評価で

きる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

特別研究員事業を中心とする人材育成事業

について、人材育成企画委員会における議

論等を踏まえ、引き続き制度改善等に取り

組んでほしい。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえ、各事業においては引き続き状況に

応じて柔軟な対応を検討し、研究者が 

研究に専念できるよう、環境整備や支援に

努めていただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

特別研究員事業は、若手研究者にとって重

要な時期を支えるものであるため、これま
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んでいく。 

 

での成果をわかりやすく示すなどして、制

度の更なる充実に努めていただきたい。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえた対応については、今後検証作業も

していただきたい。 

 （１）自立して研

究に専念できる環

境の確保 

若手研究者に対

し、自由な発想の

下に主体的に研究

課題等を選びなが

ら研究に専念する

機会を与えるた

め、目的や対象者

に応じた多様な方

法により、研究を

奨励するための資

金を支給する「特

別研究員事業」を

計画的・継続的に

実施する。事業の

実施に当たって

は、国内外の関連

事業にも留意し、

事業に係る申請・

採用動向や採用者

を巡る環境の変化

等を随時把握する

とともに、必要に

応じて、採用者の

処遇改善や制度改

善等の対応を行

う。 

（１）自立して研究

に専念できる環境

の確保 

大学院博士課程

（後期）学生又は博

士の学位を有する

者等で優れた研究

能力を有し、我が国

の大学その他の研

究機関で研究に専

念する若手研究者

を「特別研究員」と

して採用し、研究奨

励金を支給する。 

博士の学位を有

する者で特に優れ

た研究能力を有す

る者については、世

界レベルでの活躍

を期待して、能力に

応じた処遇を確保

する。 

対象者に応じた

多様な採用区分を

設け、採用計画を毎

年度整備し、幅広い

研究分野における

優れた若手研究者

を計画的・継続的に

採用する。 

また、学術研究分

野における男女共

同参画を進めるた

め、出産・育児に配

慮した取組を推進

（１）自立して研

究に専念できる環

境の確保 

大学院博士課程

（後期）学生又は

博士の学位を有す

る者等で優れた研

究能力を有し、我

が国の大学その他

の研究機関で研究

に専念する若手研

究者を「特別研究

員-DC」「特別研究

員-PD」として採用

し、研究奨励金を

支給する。また、世

界最高水準の研究

能力を有する若手

研究者を養成・確

保するため、PD 採

用者のうち、特に

優れた者を「特別

研究員-SPD」とし

て採用し、研究奨

励金を支給する。

加えて、我が国の

将来の研究を担う

優れた若手研究者

を養成する観点か

ら、PD または SPD

採用者のうち国際

コミュニティの中

核に位置する大学

その他の研究機関

で研究に専念する

【評価指標】 

３－１ 特別研究員及

び海外特別研究員採

用者への支援に対す

る評価（Ｂ水準：アン

ケート調査により肯

定的評価を得た割合

が 80％程度） 

 

３－２ 特別研究員及

び海外特別研究員の

受入先の評価（Ｂ水

準：アンケート調査に

より肯定的評価を得

た割合が 80％程度） 

 

 

【関連指標】 

３－Ａ 特別研究員事

業及び海外特別研究

員事業における採用

終了後の就職状況 

 

【目標水準の考え方】 

３－１ 特別研究員事

業及び海外特別研究

員事業について、採用

者のニーズを踏まえ

てさらなる制度改善

を図る観点から、現状

の支援に関するアン

ケート調査を実施し、

80％程度の肯定的評

価を得ることを達成

水準とする。 

＜主要な業務実績＞ 

【大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等

への支援】 

■特別研究員事業 

・採用計画に基づき下表のとおり特別研究員を採用し、若

手研究者の育成・支援を行った。また、出産・育児により

研究を中断した研究者に対して、研究復帰を支援するた

め、RPD として採用し、研究奨励金を支給した。 

・特別研究員-CPD（国際競争力強化研究員）を創設し、令

和元年度採用分の募集、申請受付、審査、採用を行い、研

究奨励金等を支給した。 

・特別研究員-CPD（国際競争力強化研究員）令和 2年度採

用分の募集要項を、前年度より 1 ヶ月早い令和 2 年 3 月

19 日に公開した。 

 

●特別研究員の採用状況 

（単位：人） 

資格 

平成30年

度からの

継続者数 

令和元年

度新規採

用者数 

中途辞退

者数 

採用期

間満了

者数 

次年度

への継

続者数 

SPD 24 15 10 5 21(※) 

PD 528 347 195 169 500(※) 

DC1 1,318 691 109 586 1,314 

DC2 894 1,096 311 786 893 

RPD 140 72 29 39 144 

合計 2,904 2,221 654 1,585 2,872 

※SPD 及び PD の「次年度への継続者数」は、特別研究員 

-CPD に採用された者(SPD:3 名、PD:11 名)を除く人数。 

 

資格 

平成30

年度か

らの継

続者数 

令和元

年度新

規採用

者数 

中途辞

退者数 

採用

期間

満了

者数 

次年

度へ

の継

続者

数 

CPD ‐ 14 1 0 13 

 

－SPD：PD 申請者のうち、特に優れた者 

－PD：博士の学位取得者等 

－DC1：博士課程（後期）第 1年次に在籍する者等 

－DC2：博士課程（後期）第 2年次以上に在籍する者等 

－RPD：出産・育児により研究活動を中断した者 

－CPD：PD 又は SPD の新規採用者 

（１）自立して研究に専念できる環境

の確保 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画を上回って履行し、中期目標

を上回るペースで実績を上げている

と言えることから、評定を aとする。 

・特別研究員事業の募集、審査、採用

に係る一連の膨大な業務を、限られた

スケジュールの中で採用計画に基づ

き円滑に実施した。特に、PD・DC の申

請受付（6 月）から第 1 次採用内定者

の決定までの業務を約4ヶ月間という

短期間で迅速に遂行し、従来より既に

効率的に進めてきた審査日程・作業ス

ケジュールについて、審査委員の協力

を得ながら更なる見直しを行い、前年

度よりも約 2週間早い 9月中に第1次

採用内定の通知を行ったことは、内定

者の進路決定を早め、優秀な若手研究

者の確保に資するものとして高く評

価できる。このほか、出産・育児に伴

う採用期間の中断・延長や研究再開準

備支援など、男女共同参画の推進を見

据えた採用後の支援も着実に行った。 

加えて、審査方針の不断の見直しを

行っていることや、特別研究員採用者

の処遇改善の観点から遵守事項を見

直し、研究専念義務の範囲内で民間奨

学金等の併給を認める制度改善を行

ったことは、更なる制度改善を着実に

進めたものとして高く評価できる。 

・令和元年度から募集を開始した「特

（１）自立して研究に専念できる環境の確

保 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた

以上の業務の進捗が認められるため。 

 

・限られたスケジュールの中で、業務を着

実に実施しつつ、PD・DC の第 1次採用内定

の通知を前年度よりも約 2 週間早い 9 月中

に行った。 

・審査方針の不断の見直しや国費を原資と

しない奨学金等を研究専念義務の範囲内で

受給可能とした。 

・３－１及び３－２の評価指標が中期目標

に定められた水準を大きく上回る成果が得

られている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

特別研究員事業を中心とする人材育成事業

について、人材育成企画委員会における議

論等を踏まえ、引き続き制度改善等に取り

組んでほしい。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

学術研究の特性に応じた研究支援のあり方

については、しっかりとした理念のもと、

長期的視点に立って不断の見直しをする必

要があるが、振興会においては愚直にその

努力を続けていることから、高く評価され

るべきである。 
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する。 者を「特別研究員-

CPD（国際競争力強

化研究員）」に採用

し、研究奨励金を

支給する。 

学術研究分野に

おける男女共同参

画を推進する観点

も踏まえ、出産・育

児により研究を中

断し、研究現場復

帰を希望する優れ

た若手研究者を

「 特 別 研 究 員 -

RPD」として採用

し、研究奨励金を

支給する。特別研

究員の出産・育児

に伴う採用の中断

及び延長の取扱い

を実施する。また、

出産育児による中

断期間中も短時間

の研究を行うこと

で、中断後の研究

の再開が円滑に図

れるよう、中断期

間中に研究奨励金

の半額を支給する

取扱いを実施す

る。 

 

 

３－２ 特別研究員及

び海外特別研究員の

受入先に対し、特別研

究員及び海外特別研

究員の活動状況に関

するアンケート調査

を実施し、80％程度の

肯定的評価を得るこ

とを達成水準とする。 

 

３－Ａ 事業による支

援の結果、優秀な学術

の研究者の養成に寄

与したかを把握する

ため、当該指標につい

て毎年度確認を行う

とともに、平成 28 年

度の状況（５年経 

過後特別研究員-PD 

は 91.6％、５年経過

後海外特別研究員は

94.2％、10 年経過後

特別研究員 -DC は

88.5％）を基準とした

状況変化を評価にお

いて考慮する。 

－審査を受けた際の資格により集計 

－新規採用者数は、平成 31 年 4月 1日現在の数 

（RPD は採用予定者を含む） 

－中途辞退者数は、令和 2年 3月 31 日現在の数 

（中途辞退者数の約 9割が就職を理由に辞退） 

－育志賞受賞による採用者を含む 

 

●特別研究員の令和 2年度(2020 年度)採用分申請者数 

（単位：人）  

 PD DC1 DC2 RPD 合計 

申請者数 1,922 3,711 5,654 288 11,575 

 

●特別研究員-CPD（国際競争力強化研究員）令和元年度

(2019 年度)採用分申請者数（単位：人） 

 

 CPD 

申請者数 52 

－CPD：PD 又は SPD の新規採用者 

 

（男女共同参画を進めるための取組） 

・特別研究員事業において、出産・育児の際に採用を中断

しその期間分延長できる制度や、研究再開準備支援として

採用中断期間中に短時間の研究を継続できるよう、研究奨

励金の半額を支給する制度を実施した。これらの取組によ

り、女性研究者の活躍促進を図った。 

●出産・育児に伴う中断及び延長の取扱数 

（単位：人） 

資格等 中断・延長者数 
うち研究再開準備支援 

取得者数（※） 

SPD,PD,DC 75 16 

RPD 26 16 

合計 101 32 

※中断期間中に研究奨励金の半額を支給 

 

・令和元年度採用分を含む過去 5 年間の特別研究員の申

請・採用状況について、男女別の人数をホームページで公

表し、女性研究者の申請・採用実績を領域別に明確に示す

ことにより、女性研究者が積極的に申請できるようにし

た。 

・女性研究者の比率を将来的に高められるよう、募集要項

説明会等において、学術研究分野における男女共同参画を

進める観点から、女性研究者の申請を奨励している旨を説

明し、RPD の趣旨や実施状況を周知するとともに、PD、DC

も含む各資格・領域別の女性研究者の申請・採用状況、特

別研究員採用中の出産･育児に伴う中断･延長の取扱等に

別研究員－CPD（国際競争力強化研究

員）」について、令和元年度採用分の募

集、申請受付、審査、採用内定までの

業務を 4 ヶ月の短期間で遂行したこ

と、令和 2年度採用分の募集要項につ

いては令和元年度分よりも約1ヶ月公

開を早めたことは、優れた若手研究者

に世界レベルでの活躍を促すための

新たな施策を事業開始初年度から円

滑にに遂行したものとして高く評価

できる。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大に

より進路変更を余儀なくされた特別

研究員採用者からの採用中途辞退取

消要請に迅速に応じたことは、情勢変

化への柔軟かつ的確な対応として評

価できる。 

・主たる評価指標である「特別研究員

採用者への支援に対する評価」及び

「特別研究員の受入先の評価」では、

いずれも中期目標に定められた水準

を大きく上回る実績を上げており、特

別研究員事業が採用者及び受入先の

双方から極めて高い評価を得ている

ことが分かる。 

 

＜課題と対応＞ 

・特別研究員事業の募集、審査、採用

に係る一連の業務を円滑に実施し、引

き続き我が国の優秀な若手研究者の

養成に貢献していく。 

また、研究者を目指す者にとってより

魅力ある事業となるよう、引き続き採

用人数の拡充や採用者の処遇改善等

の制度改善に努めていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である３－１については中

期目標に定められた水準（80％程度）
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ついて紹介した。 

・特別研究員-RPD 研究交流会について、分野を超えた研

究交流・情報交換を目的として、平成 30 年度 RPD 採用者

を対象に明治記念館で開催した（開催日：令和元年 8月 1

日）。開催にあたっては、秋篠宮妃殿下の御臨席を賜ると

ともに、常勤の研究者となった RPD 経験者等も参加し、参

加者全員が「他の RPD と意見交換できたことが有効であっ

た」とアンケートで回答した。 

 

●令和元年度採用分申請者数・採用者数に占める女性比率 

資格 申請者 採用者 

PD（SPD を含む） 27.5％ 25.9％ 

DC1 24.8％ 22.0％ 

DC2 26.6％ 23.7％ 

RPD 93.6％ 90.3％ 

CPD 20.9％ 16.7％ 

  

を大きく上回る 97.6％であった。 

・評価指標である３－２については中

期目標に定められた水準（80％程度）

を大きく上回る 92.1％であった。 

 

・関連指標である３－A については、

５年経過後特別研究員-PD の就職状況

は 90.6％、10年経過後特別研究員-DC

の就職状況は 86.9％となっており、中

期目標の基準となっている平成 28 年

度の状況（５年経過後特別研究員-PD 

は 91.6％、10 年経過後特別研究員-DC 

は 88.5％））と概ね同水準であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

①審査の適切な実

施 

特別研究員の選

考に当たっては、我

が国の第一線の研

究者を審査委員と

する特別研究員等

審査会を設置し、審

査の独立性、公正

性、透明性を確保し

つつ、厳正に審査を

実施する。 

若手研究者の挑

戦性・創造性に富ん

だ研究を促すよう、

平成 30 年度より新

たな審査区分を導

入して審査を実施

する。若手研究者の

主体性を重視し、目

的や対象者層に応

じた審査方針を整

備するとともに、審

査方針等をホーム

① 審査の適切な

実施 

審査の独立性を

確保する観点か

ら、我が国の第一

線の研究者を審査

委員とする「特別

研究員等審査会」

を設置し、審査方

針に基づき、書面

審査に加え面接審

査を効果的に活用

して審査を実施す

る。 

若手研究者の挑

戦性・創造性に富

んだ研究を促すよ

う、平成 30年度よ

り導入した新たな

審査区分の下、若

手研究者の主体性

を重視し、目的や

対象者層に応じた

審査方針等を整備

◆審査の適切な実施 

・令和 2 年度(2020 年度)採用分の特別研究員等の選考に

ついては、学術システム研究センターでの検討を経て平成

30 年 2 月に定めた審査区分を用い、審査方針に基づいて

書面審査、合議審査及び面接審査を効果的に活用して適切

な審査を実施した。 

具体的には、1 万 1 千人を超える申請者について、244 の

審査グループ（延べ約 1,500 名の審査員）による書面審査

を行った上、「特別研究員等審査会」を 3回（計 16日間）

開催し延べ 19の区分別部会による合議審査、延べ 37 の区

分別部会による面接審査を行い、令和元年 9月 30日に PD

及び DC の第 1 次採用内定（審査は従来から効率的な日程

で実施してきたところであるが、申請者が少しでも早く安

心して研究者への進路を選択できるよう、書面審査委員に

審査期限の厳守をお願いしつつ、審査会日程・作業スケジ

ュールについて更なる見直しを行い、前年度よりも約 2週

間早期化を実現）、令和元年 12 月 26 日に PD 及び DC の第

2 次採用内定と SPD の採用内定を該当者に対して通知し

た。（RPD については、これより早く令和元年 8 月 2 日に

採用内定を通知した。） 

・特別研究員-CPD（国際競争力強化研究員）令和元年度採

用分の選考について、募集、申請受付、審査、採用までの

業務を約 4ヶ月の短期間で迅速に遂行した。 

具体的には平成 31 年 4 月 15 日に PD 及び SPD の新規採用
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ページ等で公開す

る。 

審査委員は、学術

システム研究セン

ターからの推薦に

基づき、理事長が選

考する。 

するとともに、審

査基準及び評価方

法の審査委員への

周知、面接審査に

おける複数の審査

委員による合議等

により、公正かつ

精度の高い審査を

実施する。また、審

査の透明性を確保

する観点から、審

査方針等をホーム

ページ等で公開す

る。 

審査委員の選考

について、専門的

見地から、より適

切な審査委員を選

考するため、学術

システム研究セン

ターが候補者名簿

案を作成する。 

書面審査の不採

択者に対し、その

詳細な評価結果を

開示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者を募集対象として募集要項を公開し、6 月 28 日に申請

を締め切った後、募集前の予想を上回る 52 人の申請者に

対して特別研究員事業と共通の審査区分により書面審査

を行った上、特別研究員等審査会委員長による採否の判定

を経て 14名の採用内定者を決定し、8月 19日に対象者に

通知した（採用開始日は 10 月 1 日。） 

なお、令和 2 年度採用分特別研究員-CPD の募集要項につ

いては令和元年度分よりも約 1 ヶ月早く、令和 2 年 3 月

19 日に公開した。 

 

・学術システム研究センターに設置したワーキンググル

ープにおける審議を踏まえ、各事業の対象者層に対応した

審査における評価の考え方をより明確化して分かりやす

く審査の手引に記述した。 

・審査委員に対して、審査の手引等を配布して書面審査の

基準や利害関係者の取扱いについて明記して周知した。ま

た、研究機関移動要件（後述）に係る審査方法を明確化し

分かりやすく審査の手引に記述し、精度の高い審査を実施

した。 

・令和 2年(2020 年度)度採用分 PDの選考に際しては、研

究者の流動性の向上のため、採用後の所属研究機関は博士

課程在学時から移動することを申請資格（特例措置有り）

とし、審査委員には、特例措置希望理由の妥当性の確認を

慎重に行うように周知し、資格審査を実施した。 

 

●博士の学位を取得した研究機関以外の場で研究する者

（令和元年度採用分） 

資格 
新規採用者数（育志賞受

賞に伴う採用者を除く） 

博士の学位を取得した研究機

関以外の場で研究する者の数 
割合 

SPD 15 人 15 人 100.0％ 

PD 344 人 342 人 99.4％ 

合計 359 人 357 人 99.4％ 

・学術システム研究センターに設置したワーキンググル

ープにおいて、特別研究員の募集要項や審査方針等につい

て検討を行った。また、審査方針や審査方法、書面審査セ

ット等をホームページ上で公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sinsa-set.html 

・審査方針や審査方法をホームページ上で公開し、審査の

透明性の確保に努めた。選考結果については、第一次選考

（書類選考）の不採択者に、特別研究員等審査会における

各審査項目の評価及び当該区分におけるおおよその順位
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を通知している。なお、採用者については振興会のホーム

ページ上で氏名、研究課題名、受入研究機関等を公開して

いる。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html 

・「特別研究員等審査会」の委員（58 名）、専門委員（約

1,800 名）については、学術システム研究センター研究員

が審査委員候補者データベースを活用して候補者名簿案

を作成した。 

なお、センターの推薦の段階から、選考基準にあるとおり、

選考の過程においては、各分野の申請状況や候補者の所属

機関のバランスに配慮し、適切な人材を選定すること等を

前提としながら、女性研究者の登用にも配慮した。（令和

元年度審査委員女性比率：18.5%） 

・第１次選考（書類選考）で不採択となった申請者に対し

て、個別審査項目の評価、総合評価の Tスコアや不採用者

の中のおおよその順位を開示した。 

 

 

  

 

②事業の評価と改

善 

採用期間終了後

の就職状況調査や、

採用者への支援に

関する調査、採用者

受入先への研究活

動に関する調査を

実施し、学術システ

ム研究センター等

の機能を活用しつ

つ、事業の実施状況

や支給の効果等に

ついて評価・検証を

行う。その際、採用

者への支援に関す

る調査及び採用者

の受入先への研究

活動に関する調査

については、それぞ

れ 80％程度の肯定

的評価を得る。 

② 事業の評価と

改善 

特別研究員採用

期間終了後の進路

状況等の調査を行

い、研究奨励金支

給の効果等につい

て確認する。また、

調査結果をホーム

ページ等で国民に

分かりやすい形で

公表する。 

特別研究員等審

査会の審査結果に

ついて、学術シス

テム研究センター

の機能を活用しつ

つ検証を行い、審

査委員の選考や審

査体制等の改善に

反映させる。 

「特別研究員-

 

 

◆事業の評価と改善 

（進路状況調査等） 

・採用期間終了後の進路状況調査を実施し、常勤の研究職

への就職状況を通じて事業の効果を確認した。また、進路

状況調査の結果は、ホームページ等で「就職状況調査」と

して国民に分かりやすい形で公表した。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_syusyoku.html 

 

●PD、DC の常勤の研究職への就職状況 

 

平成 28 年度 
DC PD 

終了 5 年後 終了 10 年後 終了 5 年後 終了 10 年後 

常勤の研究職 75.1% 88.5% 91.6% 92.2% 

ポスドクフェロー 9.1% 1.5% 2.3% 0.5% 

非常勤の研究職 2.5% 1.0% 2.0% 1.9% 

非研究職 11.8% 8.6% 3.8% 4.3% 

学生 0.5% 0.1% - - 

無職等 1.0% 0.2% 0.3% 1.1% 

 

令和元年度 
DC PD 

終了 5 年後 終了 10 年後 終了 5 年後 終了 10 年後 

常勤の研究職 74.3% 86.9% 90.6% 91.6% 
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また、これらの評

価・検証結果を活か

し、学術システム研

究センターや人材

育成企画委員会等

での議論を踏まえ、

事業趣旨に留意し

ながら、必要に応

じ、運用上又は制度

上の改善を図る。 

SPD」については、

研究の進捗状況等

について評価を行

い、その結果を本

人に通知する。 

事業趣旨に留意

しながら、若手研

究者の実態等を踏

まえつつ、必要に

応じて事業内容の

検討・見直しを行

う。改善・見直し内

容については十分

な周知期間、経過

措置を講じた上

で、募集要項等に

反映させ、ホーム

ページへの掲載、

説明会の開催等を

行い、広く周知す

る。また、採用者へ

の支援に関する調

査、採用者受入先

への研究活動に関

する調査を実施

し、それぞれ 80％

程度の肯定的評価

を得る。 

 

ポスドクフェロー 7.7% 1.5% 1.3% 0.9% 

非常勤の研究職 2.9% 0.9% 2.6% 1.9% 

非研究職 13.0% 9.8% 4.8% 5.1% 

学生 1.0% 0.0% - - 

無職等 1.0% 0.9% 0.7% 0.5% 

 

・令和元年度（平成 31 年度）における若手研究者を対象

とした賞において、以下のとおり特別研究員採用経験者が

受賞した。 

●特別研究員採用経験者の受賞実績 

（単位：人） 

賞の名称 
特別研究員採用経験者の 
受賞者数（全受賞者数） 

平成31年度文部科学大臣表彰若
手科学者賞 

73（99） 

第 16 回日本学士院学術奨励賞 5（6） 

第 16 回日本学術振興会賞 13（24） 

第 10 回日本学術振興会育志賞 17（18） 

 

（審査結果の検証） 

・特別研究員等審査会の審査結果について、学術システム

研究センターにおいて審査意見の適切性等について分析・

検証、合議を行い、問題のあった審査委員は翌年度に継続

して委嘱しない等、翌年度の審査委員候補者の選考に反映

させた。 

また、審査区分毎の申請者数の状況を確認し、審査グル

ープ数の調整を行う等、審査体制の改善を行った。 

 

（特別研究員 SPD の評価） 

・特別研究員-SPD については、学術システム研究センタ

ーにおいて、中間評価（1 年目終了後：研究発表会を開催

し、評価を担当するセンター研究員との質疑応答を踏まえ

て研究状況等を検証、2 年目終了後：SPD 本人の自己評価

及び受入研究者が作成した評価書を基に研究状況等を検

証）、事後評価（採用終了後：SPD 本人の自己評価及び受

入研究者が作成した評価書を基に採用期間全体の研究状

況等を検証）を行い、その評価結果について、本人に対し

て通知した。 

 

（事業内容の検討・見直し） 

・平成 29 年度に人材育成企画委員会において作成された

「特別研究員事業に関する検討のまとめ」からの提言等を
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踏まえ、研究者を目指す優秀な申請者が早期に進路を決定

できるよう、選考から採用内定までのスケジュールを見直

すことで PD及び DCの第 1次採用内定を前年度よりも約 2

週間早期化し、9月 30日に対象者へ通知した。 

・特別研究員採用者の処遇改善の観点から研究奨励金及

び特別研究員奨励費以外の資金援助に係る遵守事項を見

直し、令和 2年度からは国費を原資としない奨学金等につ

いては研究専念義務の範囲内で受給を可能とする制度改

善を行った。 

 

・令和 2 年 3 月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大

により、進路決定の変更を余儀なくされた特別研究員採用

者から、採用中途辞退の届け出を取り消したいとの要請

（３件）が寄せられたことに対しては取消に応じる対応を

迅速に行い、情勢変化に的確に対応した。 

 

・学術システム研究センターに設置したワーキンググル

ープにおいて、特別研究員事業の趣旨に留意しながら、募

集要項や審査方法等について検討・見直しを行った。 

具体的な対応は下記のとおりである。 

＞審査方針について、研究者としての資質を審査する観

点から、審査方針を一部変更し、研究課題の着想やオ

リジナリティ等を評価する旨を明記した。 

 

 

●特別研究員等審査システム改善のためのワーキンググ

ループの開催実績 

開催日 議事内容 

2019 年 

5 月 17 日 

・令和元年度の検討事項について 

・特別研究員等書面審査の手引について 

・令和 2 年度（2020 年度）採用分海外特別研究

員・海外特別研究員－ＲＲＡ書面審査の手引につ

いて 

・令和元年度（2019 年度）採用分（第 2回）若手

研究者海外挑戦プログラム書面審査の手引につ

いて 

・令和元年度特別研究員－ＳＰＤ研究発表会

の開催について 

6 月 21 日 ・特別研究員等ＷＧでの今後の検討課題につい

て 

・令和２年度採用分特別研究員等の申請状況に

ついて 

・令和元年度特別研究員等審査会について 

・特別研究員等合議審査等の手引について 

・令和元年度特別研究員－ＳＰＤ研究発表会に

ついて 



56 
 

 

7 月 19 日 ・特別研究員等書面審査の検証基準について 

・特別研究員-ＳＰＤの面接審査について 

・令和元年度採用分特別研究員-ＣＰＤ（国際競

争力強化研究員）の申請状況 

・特別研究員等面接審査の手引について 

 

9 月 6 日 ・令和２年度（2020 年度）採用分特別研究員-Ｓ

ＰＤの面接審査について 

・特別研究員-PD の申請状況について 

・令和２年度（2020 年度）特別研究員等予算の概

算要求について 

・令和元年度（2019 年度）採用分特別研究員-Ｃ

ＰＤ（国際競争力強化研究員）の採用状況につい

て 

・令和２年度（2020 年度）若手研究者海外挑戦プ

ログラム書面審査の手引について 

 

11 月 15 日 ・特別研究員 令和３年度（2021 年度）採用分募

集要項について 

・海外特別研究員 令和３年度（2021 年度）採用

分募集要項について 

・令和２年度（2020 年度）採用分特別研究員-Ｓ

ＰＤの面接審査について 

 

12 月 20 日 ・特別研究員 令和３年度（2021 年度）採用分募

集要項について 

・海外特別研究員 令和３年度（2021 年度）採用

分募集要項について 

・令和元年度 特別研究員等審査会での意見につ

いて 

 

2020 年 

1 月 17 日 

・令和２年度 特別研究員事業等予算案の概要 

・令和２年度（平成 31 年度分）特別研究員-ＳＰ

Ｄ評価について 

 

2 月 21 日 ・特別研究員－CPD（国際競争力強化研究員）令

和 2年度（2020 年度）採用分募集要項について 

・特別研究員-DC 採用者のキャリアパスに関する

意識調査について 

・令和元年度 特別研究員等の審査の検証につい

て 

 

 

3 月 6-13 日

（ 電 子 会

議） 

・令和元年度のまとめと次年度検討事項につい

て 

・令和２年度（平成 31 年度分）特別研究員-ＳＰ

Ｄ評価（研究発表会）について 

 
 

  

 

③募集・採用業務の

円滑な実施 

研究奨励金につ

いては、独立行政法

人日本学生支援機

構の奨学金との重

複支給を防止する

③ 募集・採用業務

の円滑な実施 

研究奨励金につ

いては、独立行政

法人日本学生支援

機構の奨学金との

重複受給を防止す

 

 

◆募集・採用業務の円滑な実施 

・特別研究員に支給する研究奨励金については、「独立行

政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関

する勧告の方向性」における指摘事項を踏まえた見直し案

（平成 18 年 12 月 15 日文部科学省）に基づき、独立行政

法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止する

ため、平成 19 年度に整えた同機構とのチェック体制に従
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ための取組を引き

続き行う。 

るため、募集要項

等に重複受給を禁

ずる旨を掲載する

とともに、採用内

定者情報を同機構

に提供し、重複チ

ェック等を行う。 

特別研究員事業

等についての説明

会を開催し、事業

内容等の周知を図

る。 

い、平成 20 年度から採用内定者情報を同機構に提供し重

複チェックを行っている。本取組は令和元年度においても

引き続き実施した。 

・制度について広く周知を図るための説明会や、令和 2年

度(2020 年度)採用分の募集に係る申請書作成について各

機関の事務担当者に注意点を広く周知するための説明会

を実施した。なお、説明会においては、女性研究者からの

申請を促進するため、特別研究員の出産・育児による採用

期間中の「中断」及び「研究再開準備支援」の取扱につい

ての説明や、出産・育児による研究中断後に、円滑に研究

現場に復帰することを支援する RPD 制度の周知に努めた。 

●令和元年度の説明会開催実績：2回 

開催大学等 

令和 2年度(2020 年度)採用分：該当なし 
令和 3 年度(2021 年度)採用分：東洋大学、上智大学 

 

        

 （２）国際舞台で

活躍する研究者の

養成 

国際舞台で活躍

する世界レベルの

研究者を養成する

ため、目的や対象

者に応じた多様な

方法により、「海外

特別研究員事業」

等、優れた若手研

究者を海外に派遣

する取組を計画

的・継続的に実施

する。事業の実施

に当たっては、国

内外の関連事業に

も留意し、事業に

係る申請・採用動

向や採用者を巡る

環境の変化等を随

時把握するととも

に、必要に応じて、

採用者の処遇改善

（２）国際舞台で活

躍する研究者の養

成 

若手研究者を海

外に派遣する取組

を計画的・継続的に

実施する。また、

様々なキャリアス

テージにある優れ

た外国人研究者を

招へいする取組を

実施することによ

り、国内の大学等研

究機関における研

究環境の国際化を

支援する。 

各種事業におけ

る選考審査は、特別

研究員等審査会又

は国際事業委員会

において、審査の独

立性、公正性、透明

性を確保しつつ、厳

正に実施する。 

（２）国際舞台で

活躍する研究者の

養成 

国際舞台で活躍

できる世界レベル

の研究者を育成す

るため、若手研究

者個人の海外派遣

とともに、研究機

関の国際研究戦略

に沿った組織的な

研究者海外派遣な

ど、若手研究者を

海外に派遣する取

組を計画的・継続

的に実施する。 

また、国内の大

学等研究機関にお

ける研究環境の国

際化を支援するた

め、様々なキャリ

アステージにある

優れた外国人研究

者を招へいする。 

【評価指標】 

３－１ 特別研究員及

び海外特別研究員採

用者への支援に対す

る評価（Ｂ水準：アン

ケート調査により肯

定的評価を得た割合

が 80％程度） 

 

３－２ 特別研究員及

び海外特別研究員の

受入先の評価（Ｂ水

準：アンケート調査に

より肯定的評価を得

た割合が 80％程度） 

 

３－３ 外国人研究者

を受け入れた研究機

関における研究環境

の国際化状況（Ｂ水

準：受入研究者へのア

ンケート調査により

肯定的評価を得た割

合が 75％程度） 

＜主要な業務実績＞ 

【若手研究者の海外派遣（個人支援）】 

■海外特別研究員事業 

（執行業務） 

・令和元年度は、令和２年度採用分の選考・審査業務を行

う一方、令和元年度新規採用者・継続採用者合計 416 名

（うち新規 189 名）に対する資金支給業務を適切かつ効率

的に実施した。 

 

・希望者に対して、出産・育児に伴う採用の中断及び延長

の取扱いの手続を行った。（令和元年度実績：8名）また、

病気により研究に専念することが困難な者に対し、病気を

理由とする採用の中断及び延長の取扱いの手続も行った。

（令和元年度実績：1名） 

 

・また、令和元年度末における新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴い、各国が入国制限を強化し、各機関が研究環

境の封鎖などを実施したことにより、渡航や現地での研究

の実施が困難となった採用者に対し、個々の状況を踏ま

え、渡航延期や一時帰国などの取扱について柔軟な対応を

実施した。さらに、3月中旬頃から寄せられた、他の収入

源がなく渡航延期をせざるを得ない複数の採用者からの

救済支援を求める要請を踏まえ、急遽特例措置の対応を検

討し、3 月末時点で 27 名の採用者に適用することを決定

（２）国際舞台で活躍する研究者の養

成 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画通り、中期目標に向かって順

調に実績を上げていると言えること

から、評定を bとする。 

・海外特別研究員事業や若手研究者海

外挑戦プログラム等、優れた若手研究

者が積極的に海外で研さんする機会

を推進する取組を計画的かつ継続的

に実施している。特に新型コロナウイ

ルス感染症に係る対応は、前例にない

事態であるにもかかわらず、採用者の

ニーズを適切に掌握し、個々の状況に

応じた柔軟な対応を行ったことは特

筆に値する。 

・若手研究者海外挑戦プログラムにお

ける年 2 回の募集の定常化や、2 段階

書面審査を導入といった取組は、申

請・採用動向等の変化に応じて適切な

制度改善を行ったものと言える。 

（２）国際舞台で活躍する研究者の養成 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

海外特別研究員事業においては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により渡航や現地

での研究実施が困難となった採用者に対し

て渡航延期などの措置を採用者のニーズを

踏まえながら実施したことは若手研究者の

支援に資する柔軟な対応であり高く評価で

きる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、各事業においては引き続き状況に応じ

て柔軟な対応を検討し実施することを期待

する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

新型コロナウイルス感染症の影響で海外渡

航ができなくなった研究者に対して、それ
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や制度改善等の対

応を行う。また、目

的やキャリアステ

ージに応じた優れ

た外国人研究者の

招へいや研究者の

交流を 

行い、国際的な頭

脳循環の中で若手

研究者の研究環境

の国際化を図る。 

各種事業におけ

る選考審査は、特

別研究員等審査会

等において、審査

の独立性、公正性、

透明性を確保しつ

つ、厳正に実施す

る。 

 

 

【関連指標】 

３－Ａ 特別研究員事

業及び海外特別研究

員事業における採用

終了後の就職状況 

 

【目標水準の考え方】 

３－１ 特別研究員事

業及び海外特別研究

員事業について、採用

者のニーズを踏まえ

てさらなる制度改善

を図る観点から、現状

の支援に関するアン

ケート調査を実施し、

80％程度の肯定的評

価を得ることを達成

水準とする。 

 

３－２ 特別研究員及

び海外特別研究員の

受入先に対し、特別研

究員及び海外特別研

究員の活動状況に関

するアンケート調査

を実施し、80％程度の

肯定的評価を得るこ

とを達成水準とする。 

 

３－３ 国際的な頭脳

循環の中で、外国人研

究者の受入れによっ

て受入機関の研究環

境の国際化を図る観

点から、前中期目標期

間における事業実施

後のアンケート調査

の結果（平成 25～28 

年度実績：76.8％）を

した。また、新型コロナウイルス感染症の影響により採用

内定取り消しを取り消したいという要望にも柔軟に対応

した。 

 

（審査業務） 

・特別研究員等審査会（委員 58 名、専門委員約 1,800 名）

を設け、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査

により選考を行った。 

 

・審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選

考については、学術システム研究センターが作成する審査

員候補者データベース等を活用して、各分野の申請状況、

候補者の所属機関のバランス及び女性研究者の登用等に

配慮しつつ適切に行った（令和元年度審査委員女性比率：

18.6%）。 

また、書面審査、面接審査における審査の基準や、利害

関係者の取扱いについて明記した手引を委員に対して配

布し、審査に厳格を期した。 

なお、学術システム研究センターに設置されたワーキン

ググループでの検討を踏まえ、募集要項や書面、合議、面

接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公

正で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組

んだ。 

選考結果については、第一次選考の不採用者に、特別研

究員等審査会における各審査項目の評価及び当該領域に

おけるおおよその順位を通知した。なお、採用者について

は、振興会のウェブサイト上で氏名等を公開した。 

採用者一覧： 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_list.html 

 

・特別研究員等審査会の審査結果について、学術システム

研究センターの研究員が分析・検証を行い、翌年度の審査

委員候補者の選考に反映させた。また、書面合議審査に役

立つ審査コメントの例を書面審査の手引に掲載し、書面審

査委員への便宜を供した。 

 

 

（募集業務） 

・令和元年度には、令和 3 年度(2021 年度)採用分海外特

別研究員の募集と併せて、令和 3 年度(2021 年度)採用分

・外国人研究者招へいの取組において

も、予算の効率的な運用に努めつつ、

目的やキャリアステージに応じた

様々なプログラムを実施し、研究者や

受入研究機関が事業を有効かつ適切

に実施するための環境整備を進め、国

内の大学等研究機関における研究環

境の国際化支援を中期計画通り着実

に実施していると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・海外特別研究員事業、若手研究者海

外挑戦プログラム、外国人研究者招へ

いの各種事業において、採用者や受入

研究機関のニーズ等を踏まえ着実に

実施していくとともに、各種事業の周

知に向け、効果的な情報発信に取り組

んでいく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である３－１については中

期目標に定められた水準（80％程度）

を大きく上回る 95.8％であった。 

・評価指標である３－２については中

期目標に定められた水準（80％程度）

を大きく上回る 97.9％であった。 

・評価指標である３－３については中

期目標に定められた水準（75％程度）

を上回る 86.0％であった。 

 

・関連指標である３－A については、

5 年経過後海外特別研究員の就職状況

は 89.2％であり、中期目標に定められ

た基準（平成 28年度の状況（5年経過

後海外特別研究員は 94.2％））からわ

ずかに減少した。 

 

 

 

 

ぞれの立場を考慮して臨機応変な対応をと

ったことは高く評価できる。今後検証作業

もしていただきたい。 

  ① 若手研究者の

海外派遣 

我が国の大学等

学術研究機関に所

属する常勤の研究

者や博士の学位を

有する者の中から

優れた若手研究者

を「海外特別研究

員」として採用し、

海外の特定の大学

等研究機関におい

て長期間研究に専

念させるため、滞在

費等を支給する。ま

た、採用期間終了後

の就職状況調査や、

採用者への支援に

関する調査、採用者

受入先への研究活

動に関する調査を

実施し、学術システ

ム研究センター等

の機能を活用しつ

つ、事業の実施状況

や支給の効果等に

ついて必要に応じ

て評価・検証を行

う。その際、採用者

① 若手研究者の

海外派遣 

（ⅰ）海外特別研

究員 

海外の大学等研

究機関に優れた若

手研究者を派遣す

る海外特別研究員

事業に係る募集・

審査・採用業務を

円滑に実施する。 

また、学術研究

分野における男女

共同参画を推進す

る観点を踏まえ、

結婚・出産・育児・

看護・介護のライ

フイベントによる

研究中断等を経た

優れた若手研究者

を海外の大学等研

究機関に派遣する

海外特別研究員-

RRA 事業に係る募

集・審査・採用業務

を円滑に実施す

る。 

両事業について

は、採用期間終了
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への支援に関する

調査及び採用者の

受入先への研究活

動に関する調査に

ついては、それぞれ

80％程度の肯定的

評価を得る。また、

これらの評価・検証

結果を活かし、学術

システム研究セン

ターや人材育成企

画委員会等での議

論を踏まえ、事業の

趣旨に留意しなが

ら、必要に応じ、運

用上又は制度上の

改善を図る。 

我が国の大学院

に在籍する博士後

期課程学生の中か

ら海外に挑戦する

優れた若手研究者

を採用し、海外の研

究者と共同して研

究に従事する機会

を提供するため、滞

在費等を支給する。 

頭脳循環により

優れた研究者の育

成を図るため、研究

機関の国際研究戦

略に沿って、若手研

究者を海外へ派遣

し、派遣先の研究機

関と行う世界水準

の国際共同研究に

携わり、様々な課題

に挑戦する機会を

提供する大学等研

究機関の支援等を

後の就職状況調査

を行い、調査結果

をホームページ等

で国民に分かりや

すい形で公表す

る。また、採用者へ

の支援に関する調

査、採用者受入先

への研究活動に関

する調査を実施

し、それぞれ 80％

程度の肯定的評価

を得る。 

 

踏まえ、75％程度の肯

定的評価を得ること

を達成水準とする。 

 

３－Ａ 事業による支

援の結果、優秀な学術

の研究者の養成に寄

与したかを把握する

ため、当該指標につい

て毎年度確認を行う

とともに、平成 28 年

度の状況（5年経 

過後特別研究員-PD 

は 91.6％、5年経過後

海外特別研究員は

94.2％、10 年経過後

特別研究員 -DC は

88.5％）を基準とした

状況変化を評価にお

いて考慮する。 

海外特別研究員-RRA 事業の募集を行った。 

 

・令和 3年度（2021 年度）採用分募集より、これまで申請

機関に紙媒体での提出を求めていた「申請件数一覧」につ

いて、紙媒体での提出を求めないよう変更し、申請機関へ

の便宜を図った。 

 

・募集要項、申請書、審査方針、書面審査セット、申請・

採用状況、採用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏

名・所属等について、振興会ウェブサイトを通じて、広く

一般に公開し、申請者が迅速に入手できるようにした。 

 

・平成 25 年度に申請書の作成から提出まで完結させる電

子申請システムを運用に移し、令和元年度においては、さ

らに、申請者及び事務担当者の利便性を考慮し、使いやす

いよう改修を行った。 

 

・併せて、電子申請システムの体験版や簡易版操作手引を

整備しているほか、専用のコールセンターを引き続き設置

し、申請者が円滑に申請できるよう便宜を図った。 

募集要項（海外特別研究員事業）： 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html 

募集要項（海外特別研究員－RRA 事業）： 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html 

選考方法（審査方針等）・審査会委員の氏名等： 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_houhou.html 

申請・採用状況： 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_shinsei.html 

採用者一覧： 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_list.html 

書面審査セット： 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sinsa-set.html 

 

・特別研究員事業と併せて海外特別研究員事業の制度に

ついて広く周知を図るための説明や令和 3 年度(2021 年

度)採用分の募集に係る申請書作成について各機関の事務

担当者に注意点を広く周知するための説明会を実施した。

なお、説明会においては、学術研究分野における男女共同

参画を推進する観点を踏まえ、優れた若手研究者が結婚・

出産・育児・看護・介護のライフイベントによる研究中断
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行う。 等の後に、海外の特定の大学等研究機関において長期間研

究に専念できるよう支援する、海外特別研究員-RRA の周

知に努めた。 

 

 

●特別研究員事業等説明会実績：2回（令和元年度） 

開催大学等 

令和 2年度(2020 年度)採用分 
該当なし 

令和 3年度(2021 年度)採用分 
東洋大学、上智大学 

 

 

（就職状況調査） 

・令和元年度に海外特別研究員（平成 28 年度採用者）の

採用終了後の就職状況調査を実施した。また、調査結果を

ウェブサイト上で公表する準備を行った。 

 

●平成 28年度採用者の採用期間終了後の就職状況 

 

区分 人数 割合 

常勤の研究職（国内） 81 人 43％ 

常勤の研究職（海外） 12 人 6％ 

非常勤の研究職 9 人 5％ 

ポストドクター（国内） 14 人 7％ 

ポストドクター（海外） 60 人 32％ 

非研究職 14 人 7％ 

計 190 人 － 

 

 

・採用期間終了後 1 年、5 年及び 10 年経過した者を対象

とした就職状況等の追跡調査を実施し、事業の効果を検証

した。また、調査結果をウェブサイト上で公表する準備を

行った。 

 

●海外特別研究員の常勤の研究職への就職状況 

区分 割合 

5 年経過後（平成 23 年度採用者） 89.2％ 
 

        

   （ⅱ）若手研究者

海外挑戦プログラ

ム 

海外という新た

な環境へ挑戦する

 ■若手研究者海外挑戦プログラム 

（審査業務・募集業務） 

・博士後期課程学生が積極的に海外での研究に従事でき

るよう支援するため、平成 29 年度に創設した「若手研究

者海外挑戦プログラム」について、平成 31 年 2 月に募集
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優秀な博士後期課

程学生を海外の大

学等研究機関に派

遣する「若手研究

者海外挑戦プログ

ラム」に係る募集・

審査・採用業務を

円滑に実施する。 

平成 30 年度よ

り、申請希望者の

多様なニーズに応

えるため年 2 回の

募集を開始してお

り、平成 31 年度

（2019 年度）にお

いても引き続き年

2 回の募集を着実

に実施する。 

また、募集に係

る広報活動を積極

的に実施する。 

を開始した令和元年度採用分（第 2回）の審査業務を 5～

6 月の限られた期間内に迅速かつ適切に行い、7 月には採

用結果を開示した。さらに、令和 2年度採用分の募集に係

る要項を作成し、令和元年 6月に公開した。当該募集要項

の作成に当たっては、年 2回の募集を行うことを明記して

申請希望者の利便性を確保した他、2段階書面審査を導入

して審査の合理化・迅速化を図った。 

 

 

（採用手続） 

・令和元年度採用分については、採用後の手続を簡潔に記

した手引を新たに準備すると同時に、各種手続き様式一式

を準備した。手引及び様式を準備するに当たっては、採用

者の負担を可能な限り減らすため、簡易な手続方法となる

よう努めた。令和 2年度採用分については、前年度採用分

で問合せがあった部分や分かりにくい表現を適宜改め、全

般的に手引及び様式の見直しを行った上で、採用手続を行

った。また、手引及び様式は振興会ウェブサイトで公開し、

容易に入手できるよう工夫に努めた。 

 

（執行業務） 

・令和元年度は、令和 2年度採用分の選考・審査業務を行

う一方、令和元年度採用分合計 153 名に対する資金支給業

務を適切かつ効率的に実施した。 

 

・特に、類似の例のないベンチフィーの支払いに当たって

は、受入機関によって異なる請求内容を丁寧に確認し、適

切な支給か否かを見極めた上で、事例を収集・分析しつつ

適切な執行に努めた。 

 

・また、令和元年度末における新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴い、各国が入国制限を強化し、各機関が研究環

境の封鎖などを実施したことにより、渡航や現地での研究

の実施が困難となった採用者に対し、個々の状況を踏ま

え、渡航延期や一時帰国などの取扱について柔軟な対応を

実施した。 

 

■海外渡航を促進するための取組 

・特別研究員を対象としてスイス及びインドの大学等研

究機関の研究者と共同研究する機会を提供する「若手研究
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者交流事業」を引き続き実施した。令和元年度は国際事業

委員会による選考を経て、11 名の特別研究員がスイスに

渡航した。 

・ERC（European Research Council（欧州研究会議））と

協力し、引き続き「ERC との協力による特別研究員の海外

渡航支援事業」を実施した。 

・令和 2年度分の募集については、令和 2年 1月に特別研

究員の受入れを希望する ERC 研究費支援を受けている研

究者の情報を特別研究員に提供するとともに、オンライン

システムにて申込受付を開始した。また、渡航希望者が受

入研究者と円滑に連絡が取り合えるよう、振興会から受入

研究者宛に事業趣旨や特別研究員事業の説明を記載した

英文レターを準備し、振興会ウェブサイトで公開してい

る。 

 

   （ⅲ）国際的な活

躍が期待できる研

究者の育成事業 

頭脳循環により

優れた研究者の育

成を図るため、「国

際的な活躍が期待

できる研究者の育

成事業」において、

研究機関の国際研

究戦略に沿って、

若手研究者の海外

派遣及び研究者の

招へいを実施し、

派遣先の研究機関

と行う世界水準の

国際共同研究に携

わり、様々な課題

に挑戦する機会を

提供する大学等研

究機関の支援等を

行う。終了した事

業について事後評

価を行うととも

に、前年度に交付

 【若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）】 

■国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業 

（交付業務） 

・平成 29 年度に「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネ

ットワーク推進プログラム」として採択し、平成 30 年度

から「国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業」とし

て継続している 12 事業について、事業の実施に必要な補

助金を交付した。 

・事業実施機関からの問合せに対してこれまでの回答状

況を網羅的に確認しつつ、事業を取り巻く周辺環境を考慮

した上で最適な回答を提示した。また、事業実施機関から

申請のあった事業計画の変更承認手続について、事業が円

滑に実施されるよう迅速かつ的確に処理した。 

・平成 28 年度及び平成 29 年度に採択された 24 事業に交

付した平成 30 年度補助金について、事業実施機関から提

出された実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて事

業実施機関への現地調査を行い、事業に要する経費か否か

厳格に精査した上で交付した補助金の額の確定を実施し

た。 

 

（評価業務） 

・平成 28 年度に「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネ

ットワーク推進プログラム」として採択し、平成 30 年度

から「国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業」とし

て継続し、同年度をもって事業実施期間が終了した 12 事
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した補助金につい

て、補助事業者か

ら提出される実績

報告書の確認や、

必要に応じて行う

現地調査等によ

り、額の確定を行

う。 

 

公募に関する情

報や報告書等につ

いては、ホームペ

ージを通じて広く

公開する。 

業のうち 11 事業について、国際事業委員会及び当該委員

会の下に設置された分野別の審査・評価部会（人社系、理

工系、生物系、総合系の 4 部会。計 44 名の委員で構成）

において、書面評価及び合議評価による事後評価を実施し

た。 

・令和元年度から「国際的な活躍が期待できる研究者の育

成事業」として事後評価を実施するに当たり、平成 30 年

度まで実施していた「頭脳循環を加速する戦略的国際研究

ネットワーク推進プログラム」の事後評価から、評価項目

や事後評価資料等を見直すとともに、書面評価の担当委員

を２名から３名に増員し、より幅広い視点から事業趣旨に

沿った評価を実施した。なお、1事業については、事業実

施機関の事情により今年度実施する事後評価の対象から

外した。 

・事後評価の結果、若手研究者が派遣先の海外研究機関と

の共同研究を通じて顕著な成果を上げるとともに、国際的

な研究ネットワークの構築に貢献し、国際的に活躍できる

若手研究者の育成が順調に進んでいるなど、4段階評価の

総合的評価で 4 事業が「4」（高く評価できる）、4 事業が

「3」（概ね高く評価できる）、3事業が「2」（ある程度評価

できる）の評価を得た。事後評価結果については、事業実

施機関に速やかに通知するとともに、審査・評価部会の委

員名簿と併せてホームページで公開した。 

 

  ② 外国人研究者

の招へい  

内外の研究者が

我が国の大学等研

究機関で切磋琢磨

する国際的な研究

環境を創出し、若手

研究者の養成等に

資するため、優秀な

若手研究者や世界

的研究業績を有す

る著名研究者等、

様々なキャリアス

テージにある優れ

た外国人研究者招

へいのための取組

② 外国人研究者

の招へい 

（ⅰ）外国人研究

者招へい事業 

様々なキャリア

ステージにある優

れた外国人研究者

を招へいするため

の事業を実施す

る。 

「外国人特別研

究員」では、多様な

国からの若手研究

者の招へいを着実

に図る。とりわけ、

海外対応機関との

 【諸外国の優秀な研究者の招へい】 

■外国人研究者招へい事業（外国人特別研究員、外国人招

へい研究者） 

（募集業務等） 

・招へいの目的や外国人研究者のキャリアステージに合

わせることができるよう、複数のプログラムにより事業を

構成し、国内公募と海外対応機関からの推薦により申請を

受け付けた。 

・リーフレット（和文及び英文）を作成し、ウェブサイト

での掲載及び海外研究連絡センター及び海外対応機関を

通した配布によって、積極的な広報活動を行った。 

・外国人研究者及び受入研究者が計画を十分に検討でき

るよう、募集要項（和文及び英文）を来日時期の 1年前に

作成、公開した。また、様々な計画に対応できるよう、年

複数回に分けて募集した。 

・「外国人招へい研究者」について、（短期）の要件を見直
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を推進し、我が国の

研究機関の研究環

境の国際化につい

て、75％程度の受入

研究者からの肯定

的評価を得る。ま

た、外国人研究者招

へい事業について

は、事業の質をより

高める観点からの

検証を行う。 

加えて、招へいし

た外国人研究者の

協力を得て、我が国

の将来を担う高校

生に科学や国際社

会への関心を深め

る機会を提供する。 

連携及び海外研究

連絡センターを通

じた積極的な広報

活動等を通じて、

優秀な若手研究者

の確保に努める。 

「外国人招へい

研究者」では、優れ

た研究業績を有す

る外国人研究者を

招へいし、共同研

究、討議や意見交

換、講演等の機会

を与える。 

し、（長期）と同様に、より幅広い層の応募を可能にした。

また、事業の見直しにより、（短期 S）の募集を停止するな

ど、予算の効率的な運用に努めた。 

・「外国人特別研究員（欧米短期）」について、博士・修士

一貫コースの在籍者も申請可能になるように欧米諸国の

大学の実態に合わせて要件の見直しを行った。 

 

（申請受付・採用業務） 

・募集要項において研究費の不正使用や安全保障貿易管

理についての記載を充実させ、申請時点での認識共有と注

意喚起を図った。 

・申請手続きをすべて電子申請システムで行えるように

することにより、申請受付の効率化及び受入研究機関の負

担軽減を図った。 

・募集要項とともに審査区分表等を作成、公開することに

より、申請者に対する選考方法の透明性を高めるととも

に、幅広い分野の審査員によるピアレビューを適切に機能

させる仕組みを整備した。 

・EUの一般データ保護規則（GDPR）に対応するなど、個人

情報のより厳格な取扱いに努めた。 

・国内公募分の選考にあたっては、「外国人特別研究員（一

般）」及び「外国人招へい研究者（長期・短期）」では、各

研究分野から高い見識をもつ研究者で構成される特別研

究員等審査会において、専門的見地から書面審査及び合議

審査による二段階審査を行った。また、「外国人特別研究

員（欧米短期）」では、年 3 回の申請機会に機動的に対応

するため国際事業委員会にて採用者を決定した。 

・特別研究員等審査会における合議審査では、審査資料の

様式を他事業と統一することにより、審査員の負担軽減を

図った。 

・審査員に対し、審査基準、審査方針等の他、利害関係者

の排除、秘密保持と研究者倫理の遵守等について明記した

審査手引等を配布した。また、書面審査で評定が分かれた

申請については、合議審査において書面審査の妥当性につ

いて確認することを合議審査の指針に取り入れた。 

・「外国人特別研究員（一般）」及び「外国人招へい研究者

（長期・短期）」について、不採用の申請におけるおおよ

その位置づけを電子申請システムにより開示することに

より、情報公開を進めた。 

・審査基準、特別研究員等審査会委員及び任期を終了した
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専門委員名簿について、ホームページ上で公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-ippan/senko.html 

https://www.jsps.go.jp/j-oubei-s/senko.html 

https://www.jsps.go.jp/j-inv/senko.html 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html 

なお、採用者一覧もホームページ上で公開している。 

https://www.jsps.go.jp/j-fellow/saiyo/index.html 

https://www.jsps.go.jp/j-inv/adoptlist.html 

 

（採用期間中の運営業務） 

・外国人研究者管理システムを改修し、個々の招へい計画

に応じた効率的かつ迅速な滞在費支給等を行った。 

・採用期間中の手続きに係る手引き・様式及び FAQ（和文

及び英文）の更新を行い、従来問い合わせの多かった事項

等を整理することで、外国人研究者、受入研究者及び受入

研究機関が事業を有効活用し、経費を適切に執行する環境

整備を行った。 

・外国人研究者が来日・離日する際の国際航空券手配業者

を入札で選定することにより、業務の透明性を確保すると

ともにサービスの向上に努めた。 

・外国人特別研究員が出産・育児による不利益を被ること

がないよう、採用期間の中断への対応等、一定の配慮をし

つつ、事業を運営した。 

 

（事業の評価） 

・事業の改善を目的とし、事業終了後、外国人研究者及び

日本側受入研究者に対してアンケート調査への回答や報

告書の提出を求めることにより実績等の把握に努めてい

る。令和元年度中に採用期間が終了した外国人特別研究員

（一般）の日本側受入研究者へのアンケート調査において

は、86.0％が肯定的な評価をしている。 

・今後の事業運営の参考とするために、外国人特別研究員

及び受入研究者の研究業績のデータを分析し、採用後の活

躍状況や事業の成果についての検証を実施した。 

 

●令和元年度プログラム別受入実績（単位：人） 

 

申請・採用実績 受入実績 

国内公募 
海外 

推薦

* 

新規

来日

者実

数 

総滞

在者

数** 
申請

数 

採用

数 

採用 

率 
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外国人特別研

究員（一般） 
2,355 235 10.0% 98 298 794 

外国人特別研

究員（定着促

進） 

   0 0 2 

外国人特別研

究員（欧米短

期） 

247 61 24.7% 67 97 162 

外国人特別研

究員（戦略的

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

   13 10 28 

外国人特別研

究員（ｻﾏｰ･ﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ） 

   97 97 97 

外国人招へい

研究者（長期） 
273 60 22.0% 0 57 75 

外国人招へい

研究者（短期） 
510 170 33.3% 0 147 159 

外国人招へい

研究者（短期

S） 

19 3 15.8% 0 2 2 

* 延べ約 50 の海外対応機関からの推薦。 
** 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和元年度地域別受入実績（単位：人） 

地域 
受入実績 

（総滞在者数*） 
割合 

アジア 513 38.89% 

オセアニア 44 3.34% 

アフリカ 47 3.56% 

ヨーロッパ 529 40.11% 

北米 137 10.39% 

中南米 22 1.67% 

中東 27 2.05% 

合計 1,319 100% 

* 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

（外国人特別研究員（一般／定着促進／欧米短期／戦略的

プログラム／サマー・プログラム））・計 81 の国・地域か

ら計 1,083 名を招へいし、若手研究者に日本側受入研究者

の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供した。 

 

・外国人特別研究員（戦略的プログラム）では、海外対応

機関との連携のもと、戦略的に重要な特定の欧米諸国から

優秀な若手研究者の確保に努めた。 

・博士号取得前後の若手研究者を夏季 2 か月招へいする

外国人特別研究員（サマー・プログラム）では、海外研究

連絡センターと連携して来日前にオリエンテーションを

実施した。また、推薦を行う海外対応機関と綿密に調整し、

採否結果の通知を前倒しした。 
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・平成 29 年度に新規採用した外国人特別研究員（一般）

309 名中 109 名(35.3%)が採用期間終了後も我が国の大学

等研究機関で研究を継続している。 

 

（外国人招へい研究者（長期／短期／短期 S）） 

・計 46 の国・地域から計 236 名を招へいし、我が国の大

学等研究機関に対し、共同研究、討議、意見交換、講演等

の機会を提供した。 

・日本側受入研究者のアンケートによれば、国際共著論文

等が執筆されているなど、国際共同研究の進展に結びつい

ている。 

 

   （ⅱ）論文博士号

取得希望者への支

援事業 

論文提出により

我が国の博士号取

得を希望するアジ

ア・アフリカ諸国

等の若手研究者を

支援する事業を実

施する。 

 

 ■論文博士号取得希望者への支援事業 

・対象国を ODA の被支援国に限定するなど制度を見直し

た上で、アジア・アフリカ諸国等の論文博士号取得希望者

47 人に対して学位取得のための研究に必要な支援を実施

した。 

・平成 28 年度に新規採用された者のうち、52%が平成 30

年度までに博士号を取得した。 

●令和元年度支援状況 

申請者数 採用者数 継続者数 総被支援者数 

40 人 16 人 34 人 47 人 

*採用者 16名中 3名が辞退 

 

 

 

 

   （ⅲ）招へい研究

者への交流支援 

長期に来日する

研究員に対して

は、我が国での研

究生活を円滑に開

始するためのオリ

エンテーションを

来日直後に実施

し、日本語研修支

援等を行い、日常

生活面においても

支援する。 

さらに、我が国の

将来を担う高校生

等を対象に、科学

 ■外国人研究者への交流支援、生活支援 

・来日直後の外国人特別研究員に対し、年 4回にわたりオ

リエンテーションを実施し、研究者同士の交流や採用経験

者との交流機会を設けるとともに、日本語及び日本文化研

修を行った。 

・日常生活で必要となる情報や学術関連情報を記載した

生活ハンドブックを更新し、日本での円滑な研究生活を支

援した。 

●オリエンテーションの実施日と参加人数実績 

実施日 参加人数 

令和元年 6月 18 日～20 日 32 名 

令和元年 9月 3 日～5日 12 名 

令和元年 11 月 5日～7 日 36 名 

令和 2年 2月 4 日～6日 36 名 

延べ参加者数 116 人 

 

 

■サイエンス・ダイアログ事業 
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や国際社会への関

心を深めさせるこ

とを目的とし、外

国人研究者が高等

学校等において、

自身の研究活動や

母国について英語

で講義を行うサイ

エンス・ダイアロ

グ事業を実施す

る。 

 

平 成 31 年 度

（2019 年度）にお

いては、外国人研

究者招へい事業が

我が国の研究機関

の研究環境の国際

化にどの程度貢献

しているかアンケ

ート調査を実施

し、75％程度の肯

定的評価を得ると

ともに、より事業

の質を高めるため

の方策について、

引き続き検討す

る。 

 

・招へいした外国人特別研究員が、高等学校等において、

研究活動や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダ

イアログを延べ 135 回実施し、6,502 名の生徒が参加し

た。 

・多くの様々な高校生等が参加できるよう、積極的な広報

活動を行い、初めて実施する学校は 13校に上った。 

 （３）研究者の顕

彰・研さん機会の

提供 

研究者としての

キャリアステージ

に応じ、優れた研

究能力を有する研

究者を顕彰するこ

とにより、研究者

の研究意欲を高

め、研究の発展を

（３）研究者の顕

彰・研さん機会の提

供 

 優れた研究能力

を有する研究者に

対する顕彰や、国際

的な研さんを積む

機会の提供などの

取組を行う。 

（３）研究者の顕

彰・研さん機会の

提供 

優れた研究能力

を有する研究者に

対する顕彰や、若

手研究者に対する

国際的な研さんを

積む機会の提供な

どの取組を行う。 

 

【評価指標】 

３－４ 若手研究者へ

の国際的な研さん機

会の提供に係る取組

状況（Ｂ水準：振興会

が実施するシンポジ

ウム等参加者へのア

ンケート調査により

肯定的評価を得た割

合が 95％程度） 

 

＜主要な業務実績＞ 

【優れた若手研究者の顕彰】 

■日本学術振興会賞 

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、45歳

未満で博士又は博士と同等以上の学術研究能力を有する

者のうち、論文等の研究業績により学術上特に優れた成果

をあげている研究者を対象に第 16 回日本学術振興会賞受

賞候補者の推薦について、我が国の学術研究機関及び学協

会に対し依頼した。 

・被推薦者について、学術システム研究センターにおける

6ヶ月に及ぶ綿密な査読を経て、令和元年 10月 30 日開催

（３）研究者の顕彰・研さん機会の提

供 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画通り、中期目標に向かって順

調に実績を上げていると言えること

から、評定を bとする。  

・日本学術振興会賞及び日本学術振興

会育志賞の募集、選考、授賞に係る業

（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

国際的なシンポジウム・セミナー等につい

て、新型コロナウイルス感染症の影響を踏

まえ、事業趣旨や対応機関の意向等も勘案

しつつ、必要に応じてオンライン形式とす
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 促進する。また、優

れた若手研究者に

対し、シンポジウ

ムやセミナーの開

催等を通じて国際

的な研さんの機会

を提供することに

より、学術的・国際

的視野を広げ、リ

ーダーとなる人材

の育成を図る。 

① 研究者の顕彰 

我が国の学術研

究の発展への寄与

が期待される研究

者の養成に資する

ため、優れた若手研

究者を顕彰する「日

本学術振興会賞」及

び大学院博士課程

学生を顕彰する「日

本学術振興会育志

賞」を実施する。 

また、国際生物学賞

委員会により運営

される生物学研究

に顕著な業績を挙

げた研究者を顕彰

する国際生物学賞

に係る事務、野口英

世博士の功績に因

み、アフリカの医学

研究・医療活動分野

において卓越した

業績を挙げた研究

者を顕彰する賞（野

口英世アフリカ賞）

のうち医学研究分

野の審査業務を担

当し、着実に実施す

る。 

 

 

① 研究者の顕彰 

（ⅰ）日本学術振

興会賞 

我が国の学術研

究の水準を世界の

トップレベルに発

展させるため、創

造性豊かな優れた

研究を進めている

若手研究者を見い

だし、早い段階か

ら顕彰してその研

究意欲を高め、独

創的、先駆的な研

究を支援する日本

学術振興会賞の募

集、選考、授賞に係

る業務を円滑に実

施する。 

【目標水準の考え方】 

３－４ 若手研究者の

学術的・国際的視野を

広げる観点から、振興

会が実施するシンポ

ジウム等へ参加した

ことによる効果につ

いてアンケート調査

を実施し、前中期目標

期間におけるアンケ

ート調査の結果（平成

25～28 年度実績：91

～100％）を踏まえ、各

シンポジウム等にお

いて 95％程度の肯定

的評価を得ることを

達成水準とする。 

 

の本賞審査会（委員長：小林 誠 高エネルギー加速器研

究機構特別栄誉教授、他 12 名で構成）における選考結果

に基づき、受賞者を決定した。 

・授賞式は、秋篠宮皇嗣同妃両殿下に御臨席を賜り、令和

2年 2月 18 日に日本学士院において挙行した。 

●第 16 回日本学術振興会賞の推薦・受賞状況 

推薦要項発送数 候補者数 受賞者数 割合 

3,633 機関 451 人 24 人 5.3％ 

 

・日本学術振興会賞ウェブサイトのリニューアルを行う

とともに、歴代受賞者の情報について URL をとりまとめ、

全受賞者を一覧として公開した。 

https://www.jsps.go.jp/jsps-prize/data/ichiran/JSPSprize_list_all_201912_jp.pdf 

務を通して、創造性に富み優れた若手

研究者の顕彰を円滑かつ着実に実施

した。 

・国際生物学賞に係る事務を円滑かつ

着実に実施した。 

・先端科学シンポジウム事業、リンダ

ウ・ノーベル賞受賞者会議への派遣

や、インド科学技術庁との共催による

セミナーを計画どおり実施し、若手研

究者に国際的な研鑽の機会を提供し

た。また、令和 2年度に実施するノー

ベル・プライズ・ダイアログに向けて

着実に準備を行った。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である３－４については新

型コロナウイルス感染症拡大のリス

クを鑑み、実施できなかったシンポジ

ウム等がある中、先端科学シンポジウ

ムは 94.3%と、中期目標に定められた

水準（95％）と同程度であることは評

価できる。 

 

 

るなど工夫し、国際的な研さん機会の提供

に努めることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 

（ⅱ）日本学術振

興会育志賞 

我が国の学術研

究の発展への寄与

が期待される若手

研究者の養成に資

するため、優秀な

大学院博士課程学

生を顕彰する育志

賞の募集、選考、授

賞に係る業務を円

滑に実施する。 

 

 ■日本学術振興会育志賞 

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、34歳

未満で大学院における学業成績が優秀であり、豊かな人間

性を備え、意欲的かつ主体的に勉学及び研究活動に取り組

んでいる大学院博士後期課程学生を対象に第 10 回日本学

術振興会育志賞候補者の推薦について、我が国の大学及び

学協会に対し候補者の推薦を依頼した。 

・被推薦者について、学術システム研究センターにおける

面接選考を含む約 7ヶ月に及ぶ予備選考を経て、令和 2年

1月 9日開催の本賞選考委員会（委員長：清水 孝雄 国立

国際医療研究センタープロジェクト長、他 8名で構成）に

おける選考結果に基づき、受賞者を決定した。 

・授賞式は、秋篠宮皇嗣同妃両殿下に御臨席を賜り、令和

2年 3月 4日に日本学士院において挙行する予定であった

が、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し中止した。 

 

●第 10 回 日本学術振興会 育志賞の推薦・受賞状況 

推薦要項発送数 候補者数 受賞者数 割合 

2,467 機関 175 人 18 人 10.3％ 

 

・育志賞受賞者のネットワーク構築を図ることを目的と
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して、授賞式同日に同会場にて、育志賞研究発表会を開催

する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止した。 

・日本学術振興会育志賞ウェブサイトのリニューアルを

行うとともに、歴代受賞者の情報について URL をとりまと

め、全受賞者を一覧として公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/data/ichiran/Ikushi_list_all_202001_jp.pdf  

 

   （ⅲ）国際生物学

賞  

国際生物学賞委

員会により運営さ

れ、生物学研究に

顕著な業績を挙げ

た研究者を顕彰す

ることにより国際

的にも高い評価を

受けている国際生

物学賞の第35回顕

彰に係る事務を行

うとともに、第36

回顕彰に向けた準

備の事務を積極的

に実施する。ま

た、国内外に向け

て本賞の意義や内

容の周知活動に努

める。 

 

 【国際生物学賞に係る事務】 

・国際生物学賞委員会は、授賞対象分野で著名な外国人研

究者を含む審査委員会を組織し、計 4回の会議を経て、第

35 回国際生物学賞を、96 件の推薦からハーバード大学の

ナオミ・エレン・ピアス博士に授与することを決定した。 

・授賞式は、令和元年 11月 29 日に日本学士院において秋

篠宮皇嗣同妃両殿下の御臨席を賜り挙行した。 

・11月 30 日、12 月 1 日には、本会と国立科学博物館との

共催による国際生物学賞記念シンポジウムを開催し、その

中で受賞者による特別講演会を実施し、約 250 名が参加し

た。 

・国際生物学賞パンフレットを作成し、1,600 件を超える

関係機関、研究者に配布し広報を行った。 

・国際生物学賞基金の募金趣意書を作成し、寄付金の拡大

に努め、5,690,000 円（9件）の寄付を受け入れた。 

・基金の管理・運用については、普通預金のほか、仕組預

金（2億円）により適切に運用した。 

・第 36 回国際生物学賞の審議は、令和元年 10 月 2日に基

本方針を決定し、同日に第 1回の審査委員会を開催（授賞

式は令和 2年 11～12 月頃に実施予定）した。 

 

●第 35 回及び 36 回顕彰に係る事務 

開催日 内容 

令和元年 
6 月 5 日 

第 35 回国際生物学賞審査委員会（第 3回
会議）（受賞候補者を 10 名程度に絞込） 

令和元年 
6月25日 

第 35 回国際生物学賞審査委員会（第 4回
会議）（受賞候補者の選定） 

令和元年 
8 月 2 日 

第 36 回授賞分野に関する会議 

令和元年 
8 月 2 日 

第 70 回国際生物学賞委員会（第 35 回国
際生物学賞受賞者の決定） 

令和元年 
10月2日 

第 71回国際生物学賞委員会（審査委員長・
幹事・専門委員の選出等）及び第 36 回国
際生物学賞審査委員会（第 1 回会議）（専
門委員選考等） 

令和元年 第 36 回国際生物学賞審査委員会（第 2回
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11 月 20
日 

会議）（審査委員会の日程、審査手順の確
認、受賞候補者推薦依頼状等） 

令和元年 
11 月 29
日 

第 35 回国際生物学賞授賞式 

 

  ② 国際的な研さ

ん機会の提供 

 我が国と先進諸

国やアジア・アフリ

カ諸国等の幅広い

若手研究者の育成

及び相互のネット

ワーク形成を促す

ため、若手研究者の

集中的な討議の機

会を提供するシン

ポジウム・セミナー

等の取組を実施す

る。その際、振興会

が実施するシンポ

ジウム等に参加し

たことによる効果

について、95％程度

の参加者から肯定

的評価を得る。 

② 国際的な研さ

ん機会の提供 

国際舞台でグロ

ーバルに活躍でき

る我が国の若手研

究者を育成すると

ともに、我が国と

先進諸国やアジ

ア・アフリカ諸国

等の若手研究者と

の相互ネットワー

ク形成を促してい

くため、HOPE ミー

ティング、先端科

学シンポジウム、

リンダウ・ノーベ

ル賞受賞者会議等

の国際的なシンポ

ジウム・セミナー

等の参加を通し

て、国際的な研さ

んを積む機会を提

供する。 

平 成 31 年 度

（2019 年度）にお

いては、振興会が

実施するシンポジ

ウム等に参加した

ことによる効果を

確認するため、各

シンポジウム等に

おいてアンケート

調査を実施し、

95％程度の肯定的

評価を得る。 

 

 【ノーベル賞受賞者と若手研究者との対話の場の提供】 

■HOPE ミーティング 

・第 12 回 HOPE ミーティングは、物理学、化学、生理学・

医学及び関連分野を対象分野に開催準備を行った。梶田隆

章運営委員長（2015 年ノーベル物理学賞）を始めとする 7

名のノーベル賞受賞者及び 109 名の参加者の出席により、

講演・討議、参加者によるポスター発表やチームごとの発

表、公開パネルディスカッション等を予定していたが、新

型コロナウイルス感染症拡大のリスクを鑑み、開催を中止

した。 

・日本側参加者は公募のうえ、HOPE ミーティング運営委

員会における書面審査及び合議審査によって最終的な参

加者 26 名を決定した。 

 

●第 12 回 HOPE ミーティング（当初予定） 

期間 令和 2年 3月 9 日～3月 13 日 

開催場所 つくば国際会議場 

講演者 

・バリー・C・バリッシュ 
（2017 年ノーベル物理学賞） 
・梶田隆章（2015 年ノーベル物理学賞） 
・J・ゲオルグ・ベドノルツ 
（1987 年ノーベル物理学賞） 
・グレゴリー・ウィンター 
（2018 年ノーベル化学賞） 
・ヨハン・ダイゼンホーファー 
（1988 年ノーベル化学賞） 
・ランディ・W・シェクマン 
（2013 年ノーベル生理学・医学賞） 
・ティム・ハント 
（2001 年ノーベル生理学・医学賞） 

参加国・地
域数 

日本、バングラデシュ、中国、エジプト、イ
ンド、インドネシア、イスラエル、 
ケニア、韓国、マレーシア、モンゴル、ミャ
ンマー、ネパール、ニュージーランド、 
フィリピン、セネガル、シンガポール、南ア
フリカ、台湾、タイ、トルコ、ベトナム（22
か国・地域109名）  

 

  

    ■ノーベル・プライズ・ダイアログ 

・ノーベル・メディア（ノーベル財団広報部門）と連携し、

同団体が 2012 年よりスウェーデンにおいて毎年ノーベル

賞授賞式の時期に開催している一般向け公開シンポジウ

ム Nobel Week Dialogue を、2015 年 3 月にスウェーデ

ン国外としては世界で初めて開催した第 1 回、2017 年 2
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 月、2018 年 3 月、2019 年 3 月に引き続き、第 5回目とな

る「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2021」（2021 年

3 月 21 日開催予定）に係る協定書を締結し、開催準備を

着実に進めた。 

・テーマは、Nobel Week Dialogue 2018 で取り上げられ

た「Water Matters」とすることを決定した。 

・また、開催に向けて広告協賛・寄附に関するお願いにつ

いて周知を開始した。 

     【若手研究者への国際的な研鑽機会の提供】 

■先端科学シンポジウム事業  

・自然科学から人文学・社会科学にわたる異分野間で先端

科学について討議を行う先端科学シンポジウムを実施し

た。 

・日米独先端科学シンポジウムでは、米国科学アカデミー

及びフンボルト財団（ドイツ）との共催により開催し、日

本側からは計 24 名の若手研究者が参加した。また、日英

先端科学シンポジウムでは、英国王立協会との共催により

開催し、日本側からは計 29 名の若手研究者が参加した。

なお、日加先端科学シンポジウムでは、カナダ王立協会及

びカナダ先端研究機構との共催により開催し、日本側から

は計 30 名の若手研究者が参加する予定であったが、新型

コロナウイルス感染症拡大のリスクに鑑み、開催を見送っ

た。 

・シンポジウム実施にあたり、セッショントピックやスピ

ーカー等の選定を含むセッションの構成を参加者である

企画委員（PGM）が自ら企画するなど、主体的に運営に携

わった。 

・フランス国立科学研究センターとの共催により、平成 26

年度以来の開催となる日仏先端科学シンポジウムを令和

2年度以降、継続的に開催することについて、覚書を締結

した。 

・令和 2 年度に実施する日米独及び日仏先端科学シンポ

ジウムについて、相手国 PGM とともにトピックの選定を行

う PGM 会議が開催された。 

令和元年度参加者アンケート（抜粋） 回答率 

学術的な視野が広がった 99% 

同種のシンポジウムにもう一度参加したい 94% 

 

○第 2回日米独先端科学（JAGFOS）シンポジウム 
日程：令和元年 9月 26 日～29 日 
開催場所：日本・京都市 
参加者数：日本 24 名、米国 21 名、ドイツ 23 名（計
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68 名） 
○第 3回日英先端科学（UK-Japan FoS）シンポジウム 

日程：令和元年 11 月 6日～9日 
開催場所：日本・浦安市 

参加者数：日本 29 名、英国 27 名（計 56 名） 
○第 2 回日加先端科学（JCFoS）シンポジウム（当初
予定） 

日程：令和 2年 3月 1 日～4 日 
開催場所：カナダ・バンフ 
参加者数：日本 30 名、カナダ 30 名（計 60 名） 

 

     ■国際的な会議等への若手研究者の参加支援  

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 

・日本人参加者候補の選考については、国際事業委員会で

審査を行った。日本人若手研究者 9名（物理学分野）に対

し、同会議に参加する経費支援を行った。会議後に行った

アンケートでは、参加者 9名全員が「参加は有益だった」

「他の日本人若手研究者にも本事業への参加を勧めたい」

と回答した。 

・これまでに JSPS 推薦によるリンダウ・ノーベル賞受賞

者会議への日本からの参加者は計 132 名（平成 21 年度～

令和元年度）にのぼる。派遣された参加者からは、「世界

各国の著名なノーベル賞受賞者や同世代の意欲的な研究

者達との交流を通じ、自分の研究を客観的に捉え、科学的

素養を身に付けた人間としてその知識や経験をどのよう

に社会へ還元していくべきかを、明確に考えるきっかけを

得られた」といった声が寄せられている。 

○リンダウ・ノーベル賞受賞者会議（第 69回物理学） 

開催期間：令和元年 6月 30 日～7月 5日 

 

 

 

     ■国際セミナーの実施  

・インド科学技術庁との共催により、「アジア学術セミナ

ー：量子計算・量子情報のための数理科学」をインド・コ

ルカタで実施し、105 名の若手研究者が参加し研究交流を

行った。 

・若手研究者は、実施機関が幅広く周知・選考し、質の確

保に努めた。 

 

 

 

 

  （４）研究者のキャ

リアパスの提示 

全国の大学等の

研究機関をフィー

ルドとして活躍し

得る若手研究者の

新たなキャリアパ

（４）研究者のキ

ャリアパスの提示 

新たな研究領域

に挑戦するような

若手研究者が、大

学等において安定

かつ自立して研究

 ＜主要な業務実績＞ 

【卓越研究員事業】 

・平成 31 年 4 月に研究者 559 名の申請を受け付け、我が

国の第一線級の研究者等からなる卓越研究員候補者選考

委員会を設置した上で、同委員会による書面審査を実施

し、審査結果を文部科学省に報告した（同省において書面

審査結果に基づき卓越研究員候補者を 223 名決定）。 

（４）研究者のキャリアパスの提示 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由により、

中期計画通り、中期目標に向かって順

調に実績を上げていると言えること

（４）研究者のキャリアパスの提示 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

卓越研究員事業における審査業務・交付業
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スを提示する卓越

研究員事業につい

て、国の方針を踏ま

え、審査及び交付業

務を行う。卓越研究

員候補者の審査に

関しては、審査の公

正性、透明性を確保

し実施する。 

を推進できるよう

な環境を実現する

とともに、全国の

大学等の研究機関

をフィールドとし

て活躍し得る若手

研究者の新たなキ

ャリアパスを提示

することを目的と

した国の事業であ

る「卓越研究員事

業」について、審査

及び交付業務を行

う。 

平 成 31 年 度

（2019 年度）は、

卓越研究員候補者

選考委員会におい

て、新たに公募す

る卓越研究員の審

査を行うととも

に、研究機関に対

する交付業務を行

う。 

 

・文部科学省が定めた審査方針や審査方法をホームペー

ジ上で公開するとともに、審査終了後にホームページを通

じて、任期を終了した審査員の名簿を公表するなど、審査

の透明性の確保に努めた。 

・審査員に対して、審査の手引き等を配付して書面審査の

基準や利害関係者の取扱いについて周知し、精度の高い審

査を実施した。 

・ポストを提示した研究機関と卓越研究員候補者の当事

者間交渉を支援するため、候補者に関する情報提供を行っ

た（その後、当事者間交渉が完了した候補者 48 名につい

て、文部科学省が卓越研究員に決定）。 

・卓越研究員を採用した研究機関（新規分、継続分の計 66

機関）に対して、円滑に補助金を交付した。また、平成 30

年度に補助金を交付した研究機関（62機関）に対して、額

の確定調査を適切に実施した上で、額の確定通知書を送付

した。 

・令和 2年度の公募に向け、申請や一覧化公開等のための

電子申請システムを構築し、申請方法をホームページ上で

公開し、28 研究機関から 56 件のポストの申請を受け付

け、申請結果を文部科学省に報告するとともに、ポスト情

報をホームページで一覧化し公開した（令和 2年 3月末時

点。ポスト申請は令和 2年 12月まで可能）。 

・令和 2年度の本事業への理解促進のため、令和 2年 3月

に研究者を対象とした公募説明会を東京、大阪の会場で開

催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響を考

慮し、開催方法をホームページに資料及び説明動画を掲載

するウェブ開催に変更し実施した。 

・文部科学省における本事業の効果的な運営に資するよ

う、平成 30 年度のポスト提示研究機関に対して、アンケ

ート調査を実施した。また、卓越研究員に対して、研究活

動状況について追跡調査を実施した。さらに、額の確定調

査の際に卓越研究員から意見聴取を行い、その結果を文部

科学省へ報告した。 

・平成28年度に卓越研究員を雇用した研究機関に対して、

卓越研究員の研究活動情報等に関する成果報告書の提出

を求め、文部科学省へ報告した。 

・本事業を広く周知するため、公募に関する情報をホーム

ページで公開し、情報発信を行った。また、本事業の概要

や卓越研究員の声等をまとめた研究機関用パンフレット、

研究者用リーフレット及びポスター、公募説明会開催案内

から、評定を bとする。  

・事業の実施に当たっては、専門家に

よる公正な審査体制を整備し、事業の

透明性、信頼性を確保しながら、文部

科学省の定めた審査要領に従って審

査業務を着実に実施した。また、研究

機関への交付を円滑に実施した。 

・66 機関に対して円滑に補助金を交

付した。また、62 機関に対して額の確

定調査を適切に実施した。 

・当事者間交渉実施後にアンケートを

実施し、文部科学省へ結果を提供して

いることは、今後の本事業の効果的な

運営に資するものと評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・公正性、透明性が確保された審査、

円滑な交付を着実に実施していくと

ともに、引き続き、本事業の周知のた

めの効果的な情報発信を継続的に行

う。 

 

務について、中立的な公的機関として着実

に実施している点は評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

事業の実施状況等を踏まえ、文部科学省と

協議の上、審査基準や審査方法の改善等、

事業の改善に向けた継続的な検討が必要で

ある。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

卓越研究員事業による適切なキャリアパス

の提示は、若手研究者への支援となってお

り、若手研究者層を維持することに有用。

これにより、将来の研究成果にもつながる

と思われるため重要な事業である。引き続

き、公正性・透明性が確保された審査や円

滑な交付を着実に実施し、本事業の周知の

ための効果的な情報発信を行うことや、受

入機関のより一層の広がりを期待する。 
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チラシを作成し配布した。併せて、各種パンフレット等は

ホームページで公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html 

 

        

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－４ ４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化 

（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進 

（２）大学教育改革の支援 

（３）大学のグローバル化の支援 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１ 大学などにおける教育研究の質の向上 

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別法

条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第 3 号、第 6 号、第 7

号、第 8号 

当該項目の重要度、

難易度 

 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0124、0125、0135、0136、

0143、0144、0185、0201 

 

２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目

標 

基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成 

３０年

度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

  平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

評価指標   予算額（千円） 709,970 662,773    

大学教育改革の支援及び大学のグローバ

ル化の支援における国の方針を踏まえた

審査・評価等の実施状況（委員会の開催実

績等を参考に判断） 

－ 42～77 回 73 回 58 回    

 

決算額（千円） 620,258 560,184    

経常費用（千円） 619,003 565,437    

経常利益（千円） 5,028 △24,499    

行政コスト（千円） － 629,382    

 
行政サービス実施コ

スト（千円） 
629,598 －    

 従事人員数 22 19    

関連指標         

 

大学等における教育

研究拠点の形成やグ

ローバル化の取組等

を支援する事業にお

ける採択機関の取組

状況 

世界トップレベル研

究拠点プログラムに

おいて、研究水準及

び運営のいずれも世

界最高水準であると

認定された割合 

－ 100％ － 100％     
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大学教育改革の支援

及び大学のグローバ

ル化の支援におい

て、想定どおり、ある

いはそれ以上の成果

を上げたとする事業

の割合 

－ 75％ 79％ 82％     

注１）予算額、決算額は「４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」の支出額を記載。人件費については共通経費部分

を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 卓越した知

を生み出す環

境を整備する

ため、学術振興

の観点から、大

学等における

教育研究拠点

の形成やグロ

ーバル化の取

組等を支援す

ることにより、

大学等の強み

を生かした教

育研究機能の

強化を行う。 

大学等の教育研

究機能を強化する

ため、大学等にお

ける教育研究拠点

の形成やグローバ

ル化に関わる国の

助成事業につい

て、審査・評価等

業務を実施する。

また、事業による

成果等について情

報発信を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜主要な業務実績＞ 

 

評定 A 評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、下記の理由により、中期計画を

上回って履行し、中期目標を上回るペース

で実績を上げていると言えることから評定

を Aとする。 

・各事業における審査、フォローアップ、評

価等、計画を着実に実施し、その上で更な

る審査・評価等業務の改善にも積極的に取

り組んでいる。例えば、卓越大学院プログ

ラムにおいて、事業趣旨を的確に捉えた審

査・評価等業務を着実に実施しつつ、前年

度の審査に関するアンケート調査を実施

し、文部科学省に対して次年度の公募に関

する改善点の提案を行うなど、審査・評価

の実施主体として制度全体の運営改善に貢

献している。 

・ホームページを通じて審査及び評価の結

果を関係資料とともに公表することで、審

査及び評価の透明性に配慮するとともに、

各大学に参考となりうる事例について積極

的な情報発信に取り組んでいる。 

・大学教育改革の支援においては、多数の

大学からの申請及び多数の委員との連絡調

整について短期間での対応を求められる審

査業務に加え、事後評価及びフォローアッ

プのための現地視察、現地訪問を延べ 62 回

実施し、限られた人員で担当委員、プログ

ラムオフィサー及び大学との連絡調整、現

地への同行、資料作成、個別の事前打ち合

わせ、記録、資料整理等を、審査業務と併行

して滞りなく確実に行ったことは高く評価

できる。特に、卓越大学院プログラムでは、

事業実施主体である文部科学省との綿密な

連絡調整により、多数の大学からの申請及

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた

以上の業務の進捗が認められるため。 

 

各プログラムに専門家による委員会等を設

置し、公正な審査・評価に努め、審査・評

価業務をすべて滞りなく実施できた点は評

価できる。 

 

また、大学教育改革の支援に資する取組と

して下記取組を講じている点が評価でき

る。 

・博士課程教育リーディングプログラムに

おいて、補助期間の終了に当たり、修了者

の各界での活躍状況等をまとめた広報用成

果報告書を経団連の会員企業 1,433 社に配

布するなど、各界における博士号取得者の

活用を促すための取組 

・卓越大学院プログラムにおいて、令和元

年度の審査部会委員、審査意見書作成者に

対するアンケート調査を行い、審査プロセ

スの見直しを図るとともに、次年度の公募

の改善に積極的に貢献したこと。また、採

択機関では実施に向けての助走期間を十分

に取れるよう、周到な準備により短期間で

着実に審査業務を実施し、前年度より 2 か

月前倒しして審査結果を通知したこと 

 

さらに、大学のグローバル化の支援に資す

る取組として下記取組を講じている点が評

価できる。 

・スーパーグローバル大学創成支援事業に

おいて、昨年度の発展的見直しに基づく中

間評価要項等の作成を行ったほか、事業実

施主体の当省と綿密な連絡調整を行い、事
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び多数の委員・審査意見書作成者との連絡

調整について短期間での対応を求められる

審査業務を着実に実施しつつ、令和元年度

から新たに本事業の趣旨・目的に即した取

組が行われているかを確認するフォローア

ップの仕組みを構築している。これらに加

えて、前年度の審査に関するアンケート調

査を実施し、文部科学省に対して次年度の

公募に関する改善点の提案を行ったことは

高く評価できる。 

・大学のグローバル化の支援において、世

界展開力強化事業では、新規公募分の英語

による審査を事業として初めて海外の相手

側機関である欧州委員会と共同で実施する

とともに、審査日程が例年との比較で 1 か

月程度早まったことに伴い、文部科学省と

の連携により欧州委員会との間で綿密な連

絡調整を行うことで、審査の円滑な実施に

努めたことは極めて高く評価できる。 

・大学教育再生加速プログラム及び地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業におい

ては、次年度からの事後評価の着実な実施

に向けて、補助期間終了後の事業継続を重

点的に確認するなどフォローアップの充実

に努めたことは高く評価できる。 

・令和元年度で国による補助期間が終了す

る博士課程教育リーディングプログラムで

は、我が国全体の大学院への波及を見据え、

博士課程教育リーディングプログラムフォ

ーラムの広報を積極的に行うとともに、各

プログラムの学生や修了生によるワークシ

ョップも開催されるため、委員や POにも案

内することで多面的な事後評価やフォロー

アップにつなげたことは高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、拠点の審査・評価・管理業務を

着実に実施するとともに、様々な媒体を通

じた情報発信を進める。 

・大学教育改革及び大学のグローバル化を

業を円滑に推進したこと。 

・世界展開力強化事業において、初めて欧

州委員会との公募・英語による審査を共同

で実施するに当たり、当省との連携により

相手側機関との間で綿密な連絡調整を行っ

たこと 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

平成 29 年度から活動を開始した WPI 総合

支援事業について、WPI アカデミーも含め

た成果の最大化のための全体戦略の中で、

アウトリーチ活動の位置づけやその目標を

明確にする必要がある。また、当該全体戦

略の中で、国際頭脳循環に関する業務委託

も含めた本事業の更なる充実に努めていた

だきたい。 

 

大学教育再生加速プログラム及び地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業は国の

事業支援期間が令和元年度で終了し、令和

2 年度に事後評価を予定しているが、各大

学の取組成果の定着、発展及び我が国全体

の大学への波及も見据え、令和 2 年度は事

後評価の着実な実施等審査・評価業務の総

括に努めていただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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支援する国の助成事業において、引き続き

公正かつ迅速・適切な審査・評価を実施し

ていくとともに、プログラムの着実な実施

に向けてフォローアップ体制の充実・強化

を図りつつ、各大学の参考となりうる情報

の積極的な発信にも努めていく。 

 

 （１）世界最高

水準の研究拠

点の形成促進 

国の方針を

踏まえ、国際的

な体制の下で

審査・評価等を

行い、国内外の

第一線の研究

者を引きつけ

る優れた研究

環境と高い研

究水準を誇る

研究拠点の形

成や、その成果

の最大化に向

けた取組を総

合的に支援す

る。 

（１）世界最高水

準の研究拠点の形

成促進 

国内外の第一線

の研究者を引きつ

ける優れた研究環

境と高い研究水準

を誇る研究拠点の

形成を目的とした

国の助成事業につ

いて、国の定めた

制度・方針に従い、

審査・評価等業務

を行うとともに、

当該事業で得られ

た成果の最大化に

向けた活動への支

援業務を行う。 

審査・評価等の

実施に当たっては

以下の取組を行

い、審査・評価等

の公正性、透明性

を確保するととも

に、審査・評価等

を行う委員会にお

ける国際的な体制

を整備する。 

・審査・評価等を

担う委員会の設置 

・審査に関する情

報の公表 

・利益相反に配慮

（１）世界最高水準

の研究拠点の形成促

進 

高いレベルの研究

者を中核とした研究

拠点構想を集中的に

支援し、優れた研究

環境と高い研究水準

を誇る「目に見える

研究拠点」の形成を

目的とした国の助成

事業である「世界ト

ップレベル研究拠点

プログラム（WPI）」に

ついて、国の定めた

制度・方針に従い、審

査及び評価・進捗管

理業務を行うととも

に、当該事業で得ら

れた成果の最大化に

向けた活動への支援

業務を行う。 

平成 31 年度（2019

年度）は、平成 22 年

度に採択された１拠

点については最終評

価、平成 24年度に採

択された３拠点につ

いては延長審査又は

年次評価、その他の

５拠点（平成 19年度

に採択された１拠

点、平成 29年度に採

【評価指標】 

４－１ 世界最高水

準の研究拠点の形成

を目指す事業に係る

国際的な審査・評価

等の実施状況（審査・

評価等を行う委員会

の体制整備状況等を

参考に判断） 

 

【関連指標】 

４－Ａ 大学等にお

ける教育研究拠点の

形成やグローバル化

の取組等を支援する

事業における採択機

関の取組状況 

 

【目標水準の考え

方】 

４－１ 世界最高水

準の研究拠点の形成

を目指す事業の審

査・評価等を行う委

員会において、国の

方針を踏まえ、国際

的な観点から事業及

び研究拠点の形成に

有益な指摘を得るた

めの審査・評価等が

適切に行われたか、

委員会における外国

人委員参画割合、英

＜主要な業務実績＞ 

・振興会において定めた「世界トップレベル研究拠点プ

ログラム委員会規程」に基づき、国内外の学術研究機関

の長・教員及び学識経験を有する者等からなるプログラ

ム委員会等を組織し、審査・評価・管理業務を実施した。 

・業務の実施に当たっては、国の定めた制度・方針を踏

まえ、プログラム・ディレクター（PD）、プログラム・デ

ィレクター代理（DPD）及び拠点ごとのプログラム・オフ

ィサー（PO）を配置し、専門的な観点からプログラムの

進捗状況を管理する体制を整備した。また、平成 29 年度

に文部科学省が設けた WPI アカデミーについて、WPI ア

カデミー拠点のフォローアップのため、アカデミー・デ

ィレクター（AD）及び拠点ごとのアカデミー・オフィサ

ー（AO）を配置し、その運営状況を確認している。 

・各拠点のフォローアップは、プログラム委員会及び拠

点作業部会において、いずれも外国人委員を含むメンバ

ー（委員 86 名中外国人 35 名、40.7％）により、国際的

な観点を踏まえ実施した。 

 

世界トップレベル研究拠点プログラム委員会名簿 

（令和元年 11月現在）  

川合 眞紀 大学共同利用機関法人自然科学研
究機構 分子科学研究所長 

黒川 清 政策研究大学院大学 名誉教授 

小林 誠 大学共同利用機関法人高エネルギ
ー加速器研究機構 特別栄誉教授 

鈴木 典比古 公立大学法人国際教養大学 理事
長・学長 

永井 良三 自治医科大学 学長 

中村 道治 国立研究開発法人科学技術振興機
構顧問 

野依 良治 
（委員長） 

国立研究開発法人科学技術振興機
構 研究開発戦略センター長 

濵口 道成 国立研究開発法人科学技術振興機
構 理事長 

松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所 
理事長 

ハリエット・ウオ カロリンスカ医科大学 教授 

（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、中期計画通り、中期目標に向か

って順調に実績を上げていると言えること

から、評定を bとする。 

・国の定めた制度・方針を踏まえ、PD・PO 体

制を構築するとともに、プログラム委員会

や拠点作業部会において外国人研究者も参

画した体制を整備することにより、審査・

評価・進捗管理業務を国際的な視点で着実

に実施した。 

・PD 及び PO を中心とした拠点作業部会に

よる現地視察及びプログラム委員会による

ヒアリング（視察・ヒアリングいずれも海

外委員を含む。）を経て進捗状況等をきめ細

かく把握し、各拠点の改善すべき点等をと

りまとめて提示するなど、最終評価と延長

審査を含む補助金支援拠点に係るフォロー

アップを適切かつ着実に実施している。WPI

アカデミー拠点についても、所定の手続き

に則ったフォローアップを行うと共に、拠

点長交代に係る審議を適切に実施してい

る。また、令和 2 年度における外部評価に

向けた体制整備も着実に進めている。 

・WPI プログラムの成果の最大化に向けた

活動への支援業務について、業務目的を踏

まえ、アンケート結果、各拠点からの要望、

昨年度の取組の効果等を参考に検証を行い

つつ、WPI拠点や文部科学省と足並みを揃え

ながら適切に行っている。 

・国内外の幅広い層に向けた多様なアウト

（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

WPI プログラムによる研究拠点形成に係る

審査・評価・進捗管理業務について、着実

に実施したことは評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

平成 29 年度から活動を開始した WPI 総合

支援事業について、WPI アカデミーも含め

た成果の最大化のための全体戦略の中で、

アウトリーチ活動の位置づけやその目標を

明確にする必要がある。また、当該全体戦

略の中で、国際頭脳循環に関する業務委託

も含めた本事業の更なる充実に努めていた

だきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 



81 
 

した審査の実施 

・審査・評価等終

了後の委員名の公

表 

・評価結果等の公

表 

また、当該事業

で得られた成果の

最大化に向けた活

動への支援業務と

して、当該事業全

体としてのブラン

ドを維持・向上さ

せる活動を行うと

ともに、世界最高

水準の研究拠点の

形成に係る情報収

集・分析や経験・

ノウハウの共有・

展開を行う。 

択された２拠点、平

成30年度に採択され

た２拠点）について

は年次評価を行う。 

審査・評価等の実

施に当たって、審査・

評価等を行う委員会

における国際的な体

制を整備するととも

に、公正な審査・評価

等が行われるよう利

益相反への配慮を行

う。また、透明性を担

保するため、審査・評

価等の終了後にはそ

の結果を委員名とと

もにホームページに

おいて公表する。さ

らに、評価・進捗管理

業務を専門的な観点

から行うため、プロ

グラムを担当するプ

ログラム・ディレク

ター及び拠点ごとの

プログラム・オフィ

サー等を配置する。 

WPI プログラムの

成果の最大化に向け

た活動への支援業務

として、高校生を始

めとした社会の多様

な層から WPI プログ

ラム全体が「見える」

存在となることを目

指し、WPI プログラム

及び拠点の活動・成

果を発信するための

広報・アウトリーチ

活動や、国際頭脳循

環の加速・拡大に資

語による審査・評価

等を行う体制整備の

状況等を参考に判断

する。 

 

４－Ａ 振興会の関

与を通じ、国の方針

を踏まえた取組が適

切に行われたかを把

握するため、事業採

択機関における取組

状況について事後評

価等を通じて毎年度

確認を行うととも

に、前中期目標期間

における実績（世界

最高水準の研究拠点

の形成を目指す事業

については、研究水

準及び運営のいずれ

も世界最高水準であ

ると認定された割合

が 100％（平成 28 年

度実績）、大学教育改

革の支援及び大学の

グローバル化の支援

については、想定ど

おり、あるいはそれ

以上の成果を上げた

とする事業の割合が

75％（平成 25～28 

年度における中間評

価及び事後評価の実

績））を基 

準とした状況変化を

評価において考慮す

る。 

ルバーグ 

クラウス・フォ
ン・クリッツィン
グ 

マックス・プランク研究所 部局長 

リタ・コーウェル メリーランド大学 名誉教授 

ビクター・ヨセ
フ・ザウ 

米国医学アカデミー 会長 

ジャン・ジン－ジ
ュスタン 

フランス宇宙基礎科学研究所 学
術顧問 

リチャード・ダッ
シャー 

スタンフォード大学 米国・アジア
技術経営研究センター所長 

リム・チュアン・
ポー 

シンガポール食品庁 長官 

プログラム委員名簿及び各拠点作業部会委員名簿につい

ては、ウェブサイトで公開している。 

 

■審査・評価・進捗管理業務に加え、WPI プログラムの成

果の最大化に向けた活動支援を行うため、世界トップレ

ベル拠点形成推進センター（以下「WPI センター」とい

う。）のセンター長に WPI プログラムに深い知見を有す

る PD を委嘱し、業務を円滑に実施するための万全の体

制を敷いている。 

 

■フォローアップ 

拠点構想の進捗状況及び拠点の運営状況の把握と管理

を、各委員の利益相反に配慮しつつ、以下のとおり適切

に実施した。フォローアップ結果は、文部科学省に報告

するとともに、事業ウェブサイトにおいて公開した。 

 

□補助金支援期間にある 9拠点（平成 19・22・24・29・

30 年度採択拠点）について、PD及び拠点担当の PO を中

心とした拠点作業部会による現地視察を行うとともに、

プログラム委員会が進捗状況についてヒアリングを実施

し、フォローアップ結果として、拠点の改善すべき点等

をとりまとめた。 

9 拠点のうち、平成 22 年度採択の 1 拠点と平成 24 年度

採択の 3 拠点は、令和元年度がそれぞれ支援期間最終年

／事業採択から 8 年度目にあたることから、最終評価／

支援期間の延長に係る審査を行った。平成 22 年度採択

拠点については、最終評価の結果、事業の目的を達成し

た “world premier” status にあるとの認定を受けた。

平成 24 年度採択拠点については、いずれも世界トップ

レベルの研究拠点の水準にあると高く評価されたが、支

援期間の延長は認められなかった。 

リーチ活動やファンドレイジング活動支

援、国際頭脳循環の促進に繋がる活動の支

援など、対象・内容が異なる多岐に亘る取

組を着実に実施し、その効果をアンケート

結果や収集可能な数値で確認している。 

・成果横展開のプラットフォームとなるウ

ェブサイト「WPI Forum」の充実、研究大学

コンソーシアム（RUC）との共催シンポジウ

ムの開催など、WPI 拠点に蓄積された経験・

ノウハウの共有・展開も積極的に進めてお

り、その効果も着実に上げていると評価で

きる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、拠点の審査・評価・管理業務を

着実に実施する。特に、令和 2 年度に初め

て予定されている WPI アカデミー拠点の外

部評価に向け、更なる体制整備に努める。 

・引き続き様々な媒体を通じた情報発信を

進める。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である４－１については、ノー

ベル賞受賞者を含むプログラム委員会及び

拠点作業部会のいずれも外国人を含む委員

構成にするとともに、英語による資料の作

成及び 会議の運営を行っており、例年どお

りの水準で達成された。 

 

・関連指標である４－Ａについては、中期

目標に定められた割合（100％）を達成した。 
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する取組等を実施す

る。また、WPI プログ

ラム全体の運営戦略

の検討に資するべ

く、WPI 拠点及び各拠

点のベンチマーク機

関に係る研究論文の

分析指標データを収

集・分析する。さら

に、WPI プログラムの

実施により得られた

国際研究拠点形成に

係る経験・ノウハウ

の共有・展開を行う

ため、平成 30 年度に

開設したウェブサイ

トについて、利用者

からのフィードバッ

ク等を踏まえた改善

を行いコンテンツの

充実化を図る。 

 

□WPI アカデミー拠点のうち、補助金支援拠点を除く 4

拠点については、昨年度実施した AD・AO による拠点訪問

の結果をプログラム委員会に報告し、フォローアップを

行った。また、2 つの WPI アカデミー拠点から申し出の

あった拠点長交代について、事前に定めた手続きに則り

プログラム委員会国内委員会において審議・承認した。

さらに令和 2年 1月に行われた国内委員会において、最

終評価で “world premier” status 認定を受けた平成

22 年度採択拠点からのアカデミー拠点への申請につい

て審議・承認したほか、令和 2年度に実施予定の外部評

価に向け、PD、AD、DPD 及び文部科学省等と協議しつつそ

の枠組みを策定し、承認を得た。 

 

■WPI プログラムの成果の最大化に向けた活動への支援 

業務の実施にあたっては、アウトリーチ担当者による会

議を通じ、WPI 拠点や文部科学省との情報・方向性の共

有を図った。また実施した取組は、アンケート結果や取

組の効果、アウトリーチ担当者会議での各担当者からの

意見等を踏まえ、振興会理事、PD、DPD、AD 等で構成され

る WPI センター会議において、幅広い対象を適切にカバ

ーできているか、認知・理解の向上に繋がる種をどれだ

けまいたか、目的に則した取組であったか等の観点から

評価し、その結果を次の取組にフィードバックした。 

 

□アウトリーチ等 

WPI プログラム全体が社会から「見える」存在となるこ

とを目指し、以下の取組を行った。 

 

●アウトリーチ 

・国内外に向けた情報発信媒体として、事業及び各拠点

の概要と成果を示したパンフレット（日英併記）を作成・

配布したほか、振興会ウェブサイトにおいても日英ほぼ

同内容の情報を適宜発信した。さらに、各拠点からの要

望を踏まえ、新たに作成した WPI 事業を紹介するリーフ

レットは、携帯性に優れている事から配布機会の増加に

繋がっている。 

・国内に向けた取組としては、一般層を対象としたサイ

エンスシンポジウムを開催し、約 500 名の参加者に数学

が最先端研究の要として活躍している様子を WPI 拠点の

取組を通して紹介した。アンケートにおいては、回答者
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の約 89％から WPI の研究/活動に興味を持ったとの回答

があった。 

・科学に興味がある一般層に向けてわかりやすく発信す

ることを目的として、講談社ブルーバックス公式サイト

上に WPI 拠点の研究成果を記事として掲載し、掲載後 1

か月間で合計約 14,000 件の閲覧数を得た。 

・若い層へのアウトリーチとしては、WPI 拠点と協働し、

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）生徒研究発表会

へのブース出展を行い昨年度比35％増の約550名の生徒

等へ個別に事業説明を行うことが出来た。 

・企業関係者の関心・理解を得るべく、日本経済団体連

合会の協力を得て、その部会メンバーに WPI 拠点主催イ

ベント等の情報の周知を行った他、新たに LINK-J（一般

社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワ

ーク・ジャパン）との共催によりライフサイエンスに関

わる 4拠点の最新の研究成果を企業関係者に紹介するネ

ットワーキング・ナイトを開催した（アンケート回答者

の満足度 100％）。 

・海外に向けた取組としては、振興会の海外研究連絡セ

ンターと連携し、センターが在外公館等と共催するシン

ポジウムにおいて WPI 拠点の研究者が WPI やその成果を

紹介する機会を設けた（ただし、令和元年度は天災等の

影響により研究者の派遣・イベントそのものが中止とな

った）。 

・Facebook を各拠点の研究成果やイベント等の周知、

「WPI Forum」を更新情報の発信のためのツールとして活

用しており、1日に 3～5件を上限として発信を恒常的に

続けた結果、昨年度比 25％増のフォロワー獲得に繋がっ

ている。 

 

●ファンドレイジング活動の支援 

・ファンドレイジングに係る基礎知識・ノウハウ及び平

成 30 年度に開催したファンドレイジング研修の資料一

式、各拠点の取組事例をウェブサイト「WPI Forum」の関

係者限定ページに掲載したほか、ファンドレイジング活

動の体験インタビュー記事を同ウェブサイトにて広く公

開した。 

・WPI 拠点及びその所属機関関係者を対象としたファン

ドレイジングセミナーを 3 月に開催予定であったが、新

型コロナウイルスの影響により令和 2年度に延期した。 
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●国際頭脳循環の促進に繋がる活動の支援 

・日本の国際頭脳循環の加速・拡大に資するべく、WPI ア

カデミー拠点と業務委託契約を締結し、国際シンポジウ

ムの開催や研究者の招へい・派遣などの活動を支援した。 

 

□情報収集・分析 

・延長審査、最終評価のため、また科学技術・学術審議

会 基礎研究振興部会で報告された WPI 成果検証のため

平成 24 年度拠点までの 9 拠点について設立当初からの

全論文について分析した。 

 

□成果の共有・展開 

・WPI 拠点の知見を国内の大学等と共有するためのプラ

ットフォームであるウェブサイト「WPI Forum」に、大学

等関係者からの要望を踏まえ、各拠点における外国人研

究者の受け入れ担当者やファンドレイジング経験者への

インタビュー記事を掲載するなどコンテンツの充実を図

り、昨年度比 1.5 倍以上のユーザーを獲得した。 

・昨年度に引き続き、研究大学コンソーシアム（RUC）と

の共催シンポジウムを融合研究をテーマとして実施し

た。シンポジウムには約 50 機関から 200 名以上の参加

があり、アンケートでは回答者の約 80％から「参加して

良かった」との肯定的な評価を得られた。 

・上記に加え、WPI 拠点間での経験・ノウハウ共有を促

進する場となるよう、拠点の事務担当者が集う機会を設

け、参加者の約 82％から有益との回答を得た。 

 

 

 （２）大学教育

改革の支援 

大学が自ら

の強みや特色

を生かし学部

や大学院の教

育改革に取り

組むことで、我

が国の大学教

育を牽引する

ことができる

（２）大学教育改

革の支援 

大学の学部や大

学院の教育改革を

支援する以下のよ

うな国の助成事業

について、審査・

評価等実施機関の

公募が行われ、振

興会の有する審

査・評価等に関す

（２）大学教育改革

の支援 

大学の学部や大学

院の教育改革を支援

する国の助成事業に

ついて、国の定めた

制度・方針を踏まえ、

専門家による公正な

評価体制を整備し、

透明性、信頼性、継続

性を確保し、適切か

【評価指標】 

４－２ 大学教育改

革の支援及び大学の

グローバル化の支援

における国の方針を

踏まえた審査・評価

等の実施状況（委員

会の開催実績等を参

考に判断） 

 

【関連指標】 

＜主要な業務実績＞ 

・大学の学部や大学院の教育改革を支援する国の助成事

業について、事業ごとに振興会において定めた委員会規

程に基づき、大学の学長・教員並びに学識経験を有する

者等からなる委員会等を組織し審査・評価業務を実施。 

●委員会等開催実績 

博士課程教育リーディングプログラム委員会  1 回 

同 類型別審査・評価部会 24 回 

 同 PO 会議 1 回 

卓越大学院プログラム委員会 4 回 

 同 審査・評価部会 6 回 

 同 PO 会議 1 回 

大学教育再生加速プログラム委員会 4 回 

（２）大学教育改革の支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、下記の理由により、中期計画を

上回って履行し、中期目標を上回るペース

で実績を上げていることから評定を a とす

る。 

・大学の学部や大学院の教育改革を支援す

る国の助成事業について、事業ごとに委員

会や部会等を合計 44 回開催し、審査・評価

（２）大学教育改革の支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた

以上の業務の進捗が認められるため。 

 

前年度の評価同様、多数の大型事業を円滑

に推進し、採択後のフォローアップや評価

が適切に行われている。 

国の定めた制度・方針を踏まえ、迅速に事

務体制を整えながら、事業ごとに専門家に
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よう、国の方針

を踏まえた審

査・評価等を行

う。 

る知見が活用でき

る場合には、当該

事業への応募及び

実施機関として選

定されるよう努

め、審査・評価等

業務を行う。 

・世界をリードす

る教育拠点の形成

支援 

・地域再生・活性

化の拠点としての

大学の取組の支援 

・革新的・先導的

教育研究プログラ

ムを開発・実施す

る意欲的な取組の

支援 

審査・評価等の

実施に当たっては

国の定めた制度・

方針に従うととも

に、以下の取組を

行い、審査・評価

等の公正性、透明

性を確保する。 

・審査・評価等を

担う委員会の設置 

・審査に関する情

報の公表 

・利益相反に配慮

した審査の実施 

・審査・評価等終

了後の委員名の公

表 

・評価結果等の公

表 

また、事業の成

果及び課題につい

て情報発信すると

つ円滑な運営を図り

つつ、情報公開に努

める。 

平成 31 年度（2019

年度）は、以下の事業

に係る審査・評価等

を行う。 

４－Ａ 大学等にお

ける教育研究拠点の

形成やグローバル化

の取組等を支援する

事業における採択機

関の取組状況 

 

【目標水準の考え

方】 

４－２ 国の方針を

踏まえた審査・評価

等が適切に行われた

か、委員会等開催実

績や審査・評価等実

施件数等を参考に判

断する。 

 

４－Ａ 振興会の関

与を通じ、国の方針

を踏まえた取組が適

切に行われたかを把

握するため、事業採

択機関における取組

状況について事後評

価等を通じて毎年度

確認を行うととも

に、前中期目標期間

における実績（世界

最高水準の研究拠点

の形成を目指す事業

については、研究水

準及び運営のいずれ

も世界最高水準であ

ると認定された割合

が 100％（平成 28 年

度実績）、大学教育改

革の支援及び大学の

グローバル化の支援

については、想定ど

おり、あるいはそれ

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
委員会 

3 回 

・上記審査・評価に当たっては、国の定めた制度・方針

等を踏まえ、事業ごとに専門家によるプログラム委員会

等の公正な審査・評価体制を整備している。 

・継続的かつ効果的なプログラムとなるように補助期間

終了後の継続性や発展性についての評価項目を設けた審

査・評価をするとともに、プログラムオフィサーと委員

会の連携の強化や、大学等に対するアンケート内容を充

実させることによる分析・活用の強化を図るなど、優れ

た取組や共通する問題点の共有などにより、より有効な

審査・評価を行ったほか、審査・評価結果のホームペー

ジ掲載やパンフレット（日本語版及び英語版）等を作成

し関係機関へ送付するなど、広報戦略の検討を行って積

極的な情報公開に努めた。 

・卓越大学院プログラムでは、申請プログラム 44件につ

いて書面審査（132 件の審査意見書の作成も含む）及び

面接審査からなる審査業務を、周到な準備により短期間

で確実に実施することで、前年度より 2か月前倒しして

審査結果を通知したことに加え、今年度からは採択プロ

グラムに対するフォローアップ担当委員による現地視察

などのフォローアップに関する業務の充実に努めた。ま

ず、フォローアップの実施に際しては、委員会での議論

を踏まえ部会を開催して、フォローアップ担当委員の意

識共有を図り、採択プログラムを通じた大学院教育シス

テム全体の改革状況や卓越性・優位性を有し国際的に通

用する 5 年一貫の博士課程プログラムなど本事業の趣

旨・目的に即した取組が行われているかを確認するフォ

ローアップの仕組みを構築した。その上で、平成 30 年度

に採択された 15 件のプログラムについて、初期段階で

の事業趣旨に沿ったプログラムの運営がなされるようフ

ォローアップ担当委員による現地視察を行い、博士課程

教育リーディングプログラムで好評であった学生との意

見交換の導入、プログラムオフィサーも立ち会うことに

よる専門的見地からの情報共有や議論を行うことで、採

択 4年度目の評価を見据えた的確な指導、助言等を行い、

大学院教育全体の改革の取組などの進捗状況や改善を要

する点をまとめた現地視察報告書等を公表した。 

・次年度からの事後評価の着実な実施に向けて、大学教

育再生加速プログラムでは、補助期間を通じて得られた

業務に従事している。事業の実施に当たっ

ては、事業ごとに国の定めた制度・方針等

を踏まえ、専門家による公正な審査・評価

体制を整備し、事業の透明性、信頼性、継続

性を確保している。また、審査・評価結果の

ホームページへの掲載、従来の日本語版パ

ンフレットに加え新たに英語版を作成し関

係機関へ配布する等、広報戦略について検

討を行い、情報公開を積極的に実施したこ

とは、高く評価できる。 

・事業実施主体である文部科学省との綿密

な連絡調整により、事業趣旨を的確に捉え

た審査・評価や部会運営等を円滑に行った

ことは高く評価できる。 

・アンケート調査を実施し、その回答を踏

まえ、次年度以降の公募に向けて審査プロ

セスについて不断の見直しを図り、文部科

学省に対し公募に関する改善点の提案を行

ったことは、計画以上の取組であり、高く

評価できる。 

・卓越大学院プログラムでは、多数の大学

からの申請及び多数の委員・審査意見書作

成者との連絡調整について短期間での対応

を求められる審査業務に加え、令和元年度

から新たに本事業の趣旨・目的に即した取

組が行われているかを確認するフォローア

ップの仕組みを構築した上で、平成 30 年度

に採択された 15 件のプログラムについて

フォローアップ担当委員による充実した現

地視察を実施することで、採択 4 年度目の

評価を見据えた的確な指導、助言等を行い、

大学院教育全体の改革の取組などの進捗状

況等をまとめた現地視察報告書を公表した

ことは、高く評価できる。 

・大学教育再生加速プログラム及び地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業におい

て、次年度からの事後評価の着実な実施に

向けて、補助期間終了後の事業継続を重点

的に確認するなどフォローアップの充実に

努めたことは高く評価できる。 

よる委員会等を設置したことにより、透明

性、信頼性、継続性を確保した公正な審査・

評価体制が整備でき、各事業における審査・

評価業務をすべて滞りなく実施できた点は

評価できる。 

博士課程教育リーディングプログラムで

は、補助期間の終了に当たり、修了者の各

界での活躍状況等をまとめた広報用成果報

告書を経団連の会員企業 1,433 社に配布し

たことは、各界における博士号取得者の活

用を促すために重要な取組であり、評価で

きる。 

卓越大学院プログラムでは、令和元年度の

審査部会委員、審査意見書作成者に対する

アンケート調査を行い、審査プロセスの見

直しを図るとともに、次年度の公募の改善

に積極的に貢献したことは高く評価でき

る。また、周到な準備により短期間で着実

に審査業務を実施し、前年度より 2 か月前

倒しして審査結果を通知できたことは、採

択機関では実施に向けての助走期間を十分

に取れることになり、高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

大学教育再生加速プログラム及び地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業は国の

事業支援期間が令和元年度で終了し、令和

2 年度に事後評価を予定しているが、各大

学の取組成果の定着、発展及び我が国全体

の大学への波及も見据え、令和 2 年度は事

後評価の着実な実施等審査・評価業務の総

括に努めていただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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ともに、当該情報

が事業の改善や国

における施策の検

討に活用されるよ

う努める。 

以上の成果を上げた

とする事業の割合が

75％（平成 25～28 

年度における中間評

価及び事後評価の実

績））を基 

準とした状況変化を

評価において考慮す

る。 

知見やノウハウ、当初予定していなかった学内・学外へ

の波及効果等について把握できるようフォローアップの

見直しを行い、地（知）の拠点大学による地方創生推進

事業では、平成 30 年度及び令和元年度の 2 年間で全 42

件について委員による現地調査を実施した。現地視察で

は、大学だけでなく参加学生や事業協働機関である自治

体・企業からもヒアリングを行うなど、進捗状況をきめ

細かく確認した。特に、両事業は補助期間最終年度であ

ることを踏まえ、今後の事業継続に係る体制整備や予算

確保の見通し等に着目したフォローアップを実施した。 

・博士課程教育リーディングプログラムでは、令和元年

度で国による補助期間が終了することから、事業紹介パ

ンフレット及び修了者の各界での活躍状況をまとめた広

報用成果報告書を文部科学省と共同で経団連の会員企業

1,433 社に配布することで、本事業の取組及び修了者の

実績を産業界により広く周知した。また、全国 33大学 62

プログラム関係者が参加して実施された博士課程教育リ

ーディングプログラムフォーラムの広報をJSPS Monthly

を通じて積極的に行い、本プログラムの関係者以外の大

学関係者の参加を通じて、本プログラムの取組を我が国

全体の大学院への波及に努めるとともに、各プログラム

の学生や修了生によるワークショップも開催されるた

め、委員やプログラムオフィサーにも参加していただく

ことにより、多面的な事後評価やフォローアップにつな

げた。 

・審査・評価結果に加え、文部科学省と綿密な連絡調整

を行いつつ、審査・評価業務の総括として事業全体の総

括も行い同省に通知し、今後の施策検討の参考となるよ

う努めた。また、卓越大学院プログラムの審査・評価等

業務において、本事業の PO 制度などの仕組みが活用さ

れるなど、9年間の審査・評価等業務で培った知見・ノウ

ハウ等が、他の事業の審査・評価等業務に波及している。 

 

・事後評価及びフォローアップのための現

地視察、現地訪問を延べ 62 回実施し、限ら

れた人員で担当委員、プログラムオフィサ

ー及び大学との連絡調整、現地への同行、

資料作成、個別の事前打ち合わせ、記録、資

料整理等を、審査業務と併行して滞りなく

確実に行ったことは高く評価できる。 

・博士課程教育リーディングプログラムに

おいて、パンフレット及び成果報告書を経

団連関連企業 1,433 社に配布して本事業の

取組及び修了者の実績を産業界により広く

周知したことに加え、博士課程教育リーデ

ィングプログラムフォーラムの広報を積極

的に行い、我が国全体の大学院への波及に

努めるとともに、委員やプログラムオフィ

サーにも案内することで多面的な事後評価

やフォローアップにつなげた。また、文部

科学省と綿密な連絡調整を行いつつ、事業

全体の総括を行い、同省に通知するととも

に、9 年間の審査・評価等業務で培った知

見・ノウハウ等が、他の審査・評価等業務に

波及していることは高く評価できる。 

【博士課程教育リーディングプログラム】 

・委員会が決定した評価要項に基づき、類

型別審査・評価部会において公正な評価、

その後の委員会における決定など、迅速か

つ適切な評価を行っている。また、全修了

者・全学生・プログラム担当者を対象とし

たアンケートを実施し評価に活用している

ことは多様な視点からの評価を可能とし、

事業へのフィードバックに活用できる取組

として高く評価できる。さらに、評価終了

後はホームページを通じて事後評価結果

や、優れた取組や課題等の、関係情報の提

供について積極的に実施しており、評価の

透明性、信頼性の確保が認められる。 

・プログラムの着実な実施に向けて専門的

な観点からプログラムの進捗状況を管理す

るため、延べ 18回のプログラムオフィサー

による現地訪問を着実に実施したほか、プ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 博士課程教育リ

ーディングプログラ

ム 

俯瞰力と独創力を

備え、広く産学官に

わたりグローバルに

活躍するリーダーを

 【博士課程教育リーディングプログラム】 

・平成 31 年 2 月の博士課程教育リーディングプログラ

ム委員会（以下「委員会」という）において決定された

評価要項等に基づき、平成 25 年度に採択された 18 件の

プログラムについて事後評価を実施した。 

・類型別審査・評価部会（以下「部会」という）を計 24

回実施し、全 18 採択プログラムに対して書面評価、現地
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養成するため、国内

外の第一級の教員・

学生を結集し、産学

官の参画を得つつ、

専門分野の枠を超え

て博士課程前期・後

期一貫した学位プロ

グラムを構築・展開

する大学院教育の抜

本的改革を支援する

ことを目的とした国

の助成事業である

「博士課程教育リー

ディングプログラ

ム」について、委員会

を開催し、評価業務

を行う。 

平成 31 年度（2019

年度）は、平成 25 年

度に採択された18件

の事業の事後評価を

行う。 

調査（必要と判断された 4件）、ヒアリングを実施し、事

後評価結果案をとりまとめた。なお、書面評価の参考と

するため、対象プログラムの全修了者 255 名（平成 30年

度末までに修了した学生）、全学生 690 名（平成 30年度

末までに入学し、令和元年度現在在籍している学生）及

びプログラム担当者 339 名（無作為に抽出した約 3割の

担当者）に対してウェブサイトによりアンケート調査を

実施したほか、各採択プログラムに配置されているプロ

グラムオフィサー（PO）が、現地訪問の際に評価項目を

踏まえて確認した取組状況を各部会へ報告した。部会は

それらの結果や報告を評価に活用した。 

・とりまとめた事後評価結果案は令和 2年 2月の委員会

において報告され、事後評価結果を決定した。評価結果

は、18件のうち 6件が 4段階評価で最良の「S」（計画を

超えた取組が行われ、優れた成果が得られていることか

ら、本事業の目的を十分に達成できたと評価できる。）、

7 件が「A」（計画どおりの取組が行われ、成果が得られ

ていることから、本事業の目的を達成できたと評価でき

る。）、5件が「B」（概ね計画に沿った取組が行われ、一部

で十分な成果がまだ得られていない点もあるが、本事業

の目的をある程度は達成できたと評価できる。）であっ

た。 

・72.2％が目的を達成することができたとの評価結果と

なる一方、27.8％が一部で十分な成果がまだ得られてい

ない点もあるという評価結果であり、事後評価における

結果（成果や不十分な点）についての改善・充実の方策

として、評価結果に具体的に求められる不十分な点を記

し、支援期間終了後の学位プログラムの定着等の大学院

教育の水準向上を促すとともに、産学官民における博士

号取得者の活躍を促進するために各プログラムの成果等

を明らかにし、社会に公表した。 

・事後評価結果は、今後の大学院教育振興施策に資する

よう事後評価結果報告（冊子）を作成するとともに、ホ

ームページを通じて、プログラムの概要、事後評価結果、

優れた取組や課題の概要、アンケート調査結果の概要、

委員名簿、事業全体を総括した見解等を含め、積極的な

関係情報の提供を行った。 

https://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/jigo_kekka.html  

・博士課程教育リーディングプログラムは、令和元年度

で国による補助期間が終了することから、事後評価を着

ログラムオフィサーへの積極的な情報提供

など、フォローアップ体制の充実・強化に

努めたことは高く評価できる。 

・本プログラムの取組を我が国全体の大学

院への波及を見据え、博士課程教育リーデ

ィングプログラムフォーラムの広報を積極

的に行うとともに、同フォーラムにおいて、

各プログラムの学生や修了生によるワーク

ショップも開催され、委員や PO にも案内す

ることで多面的な事後評価やフォローアッ

プにつなげたことは高く評価できる。 

【卓越大学院プログラム】 

・本事業における 2 度目の審査を実施する

に当たり、事業実施主体である文部科学省

との綿密な連絡調整と審査プロセスの見直

しによる円滑な部会運営により、事業趣旨

をより的確に捉えた審査を実施したことは

高く評価できる。 

・申請プログラムに深く関係する分野にか

かる学識経験者の意見を取り込んで卓越性

を踏まえたより精緻な審査を行ったことは

高く評価できる。また、より適正な審査に

資するよう、審査意見書の評価項目の見直

しを行い、部会による審査に必要な審査意

見書を速やかに整えたことは評価できる。 

・引き続き質の高い審査を行うことができ

るよう課題を把握するため、部会委員及び

審査意見書作成者からの意見聴取が必要で

あると捉え、アンケート調査を実施し、そ

の回答を踏まえ、次年度以降の公募に向け

て審査プロセスについて不断の見直しを図

り、文部科学省に対し公募に関する改善点

の提案を行ったことは、計画以上の取組で

あり、高く評価できる。 

・効果的なフォローアップが行えるよう、

部会を開催し意識共有を図るとともに、採

択プログラムを通じた大学院教育システム

全体の改革状況や卓越性・優位性を有し国

際的に通用する 5 年一貫の博士課程プログ

ラムなど本事業の趣旨・目的に即した取組
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実に実施するとともに、各大学の取組成果の定着、発展

及び我が国全体の大学院への波及も見据え、文部科学省

と綿密な連絡調整を行いつつ、プログラム委員会におい

て、審査・評価業務の総括として、博士課程教育リーデ

ィングプログラム事業全体の総括を行い、文部科学省に

通知した。 

・9 年間の審査・評価等業務で培った知見・ノウハウ等

や本事業の審査・評価を通じて得られた成果や課題が、

卓越大学院プログラムをはじめとした他の事業の審査・

評価等業務に波及している。 

・平成 25 年度採択の全 18 プログラムについて計 16 名

の PO による現地訪問の実施により採択プログラムのフ

ォローアップを延べ 18回実施した。 

フォローアップにおいては各採択プログラムの進捗状況

及び審査意見・中間評価意見として付した留意事項等へ

の対応状況を確認するとともに、部会において PO フォ

ローアップ報告書を決定し、各大学に通知することによ

り、同報告書に記載されている改善を要する点等への対

応を求めた。 

・ホームページを通じて、各プログラムから提出された

実施状況報告書を公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/followup.html 

・令和 2年 3月にプログラムオフィサー会議（PO会議）

を開催し、委員会からの情報提供を行うとともに、補助

期間終了年度となるため、本事業で採用された PO 制度

に関する意見の聴取を行った。 

・文部科学省における今後の施策の参考となるよう、各

部会における事業全般に係る意見や事後評価アンケート

調査結果の概要を同省へ提供した。さらに、委員会・部

会においては 、文部科学省も交えて事業全体について議

論を行った。 

・本事業の取組及び修了者の実績を産業界により広く周

知するため、事業紹介パンフレット及び修了者の各界で

の活躍状況をまとめた広報用成果報告書を、文部科学省

と共同で、経団連の会員企業 1,433 社に配布した。 

・全国 33大学 62 プログラム関係者が参加して実施され

た博士課程教育リーディングプログラムフォーラムにつ

いて、JSPS Monthly を通じて広報を行い、本プログラム

の関係者以外の大学関係者の参加を促し、本プログラム

の取組を我が国全体の大学院への波及に努めるととも

が行われているかを確認するフォローアッ

プの仕組みを構築したほか、平成 30年度に

採択された 15 件のプログラムについてフ

ォローアップ担当委員による現地視察を実

施することで、採択 4 年度目の評価を見据

えた的確な指導、助言等を行い、大学院教

育全体の改革の取組などの進捗状況等をま

とめた現地視察報告書を公表したことは、

高く評価できる。 

・委員現地視察に PO が立ち合うことで、専

門的見地からの助言を行うことが可能にな

り有益であった。また、フォローアップ担

当委員と PO が現地で情報共有や議論を行

うことで、今後の POによるフォローアップ

の改善につなげることができ、評価できる。 

・採択プログラムが申請時の計画に沿って

着実に取組を進めることができるよう、令

和元年度採択プログラムに PO を速やかに

配置した上で、より効果的な PO 現地訪問を

実施するために PO 会議を開催して情報共

有を図るなど、フォローアップ体制の整備・

充実に努めたことは高く評価できる。 

・海外への広報も必要であると捉え、令和

元年度は従来の日本語版のパンフレットに

加え、新たに英語版のリーフレットも作成

し、関係各所へ配布することで、積極的な

広報に努めたことは評価できる。 

【大学教育再生加速プログラム】 

・フォローアップを実施するに当たり、委

員会でのフォローアップ要項の決定等迅速

に実施体制を整えたことは高く評価でき

る。また、77 件に及ぶフォローアップに係

る実施状況報告書の確認及びフォローアッ

プ報告書の開示、その後の委員会における

現地視察に対応するため、迅速に事務体制

を整えるとともに、適切な評価を行ったこ

とは高く評価できる。 

・令和元年度のフォローアップにおいて

は、新たに全委員によるヒアリングの仕組

みを構築している。令和元年度が補助期間



89 
 

に、各プログラムの学生や修了生によるワークショップ

も開催されるため、委員や PO にも参加していただくこ

とにより、多面的な事後評価やフォローアップにつなげ

た。 

 

終了年度であることから、平成 30 年度まで

の進捗状況に課題等があるとされた大学に

ついてヒアリングを実施し、計画した事業

目標の達成に向けて多角的なフォローアッ

プを行ったことは高く評価できる。 

・委員会での議論を踏まえ、事業の現地視

察について、当初計画していた課題がある

事業に加え、好事例となる事業についても

現地視察を行うことが重要であると捉え、

令和元年度も引き続き好事例となる事業に

ついて現地視察を行い、フォローアップ結

果の概要等としてとりまとめたことは高く

評価できる。 

・フォローアップ結果等をホームページで

公開することにより、各大学に参考となり

うる事例について積極的な情報発信に努め

ており、公正さ、透明性、信頼性の確保が図

られたと認められる。 

【地（知）の拠点大学による地方創生推進

事業】 

・フォローアップを実施するに当たり、委

員会でのフォローアップ要項の決定等迅速

に実施体制を整えたことは高く評価でき

る。また、42 件のフォローアップに係る実

施状況報告書の確認及びフォローアップ報

告書の開示、その後の委員会における 22 件

に及ぶ現地視察に対応するため、迅速に事

務体制を整えるとともに、適切なフォロー

アップを行ったことも高く評価できる。 

・委員会での議論を踏まえ、令和元年度は

平成 30 年度に現地視察を行わなかった大

学等（22 件）を現地視察の対象とした。全

事業の半数超である 22 件の現地視察を実

施し、大学だけでなく事業協働機関である

自治体や企業からもヒアリングを行うな

ど、進捗状況をきめ細かく確認したことは、

高く評価できる。 

・フォローアップ結果等をホームページで

公開することにより、各大学に参考となり

うる事例について積極的な情報発信に努め

   ② 卓越大学院プロ

グラム 

各大学の持つ学術

研究・大学院教育に

おける強みを核とし

て、これまでの大学

院改革の成果を生か

し、国内外の大学・研

究機関・民間企業等

と組織的な連携を行

いつつ、世界最高水

準の教育力・研究力

を結集した５年一貫

の博士課程学位プロ

グラムを構築し、あ

らゆるセクターを牽

引する卓越した博士

人材を育成すること

を目的とした国の助

成事業である「卓越

大学院プログラム」

について、委員会を

開催し、審査・評価業

務を行う。 

平成 31 年度（2019

年度）は、新たに公募

する事業の審査を行

う。また、平成 30 年

度に採択された15件

の事業のフォローア

ップを行う。 

 

 【卓越大学院プログラム】 

・平成 31 年 1 月の卓越大学院プログラム委員会（以下

「委員会」という）において、本事業の目的をより一層

達成できるよう審査要項等の見直しを行った上で、4 月

に 29 大学から 44 件の申請を受け付けた。その後審査・

評価部会（以下「部会」という）において、書面・面接・

合議による客観的かつ公正な審査を行い、8 月開催の委

員会において採択候補プログラムを決定した（その後、

文部科学省が 11 件の採択を決定）。事業主体である文部

科学省と綿密に連絡調整するとともに、周到な準備によ

り短期間で確実に審査を実施することで、前年度より 2

か月前倒しして審査結果を通知した。 

・審査は、部会委員による書面審査及び面接審査の 2 段

階審査に加え、本事業ではさらに、申請プログラムに深

く関係する分野における卓越性、特に世界的水準から見

た教育プログラムの卓越性を踏まえたより精緻な審査を

行うため、申請プログラムに関連する分野の学識経験者

が、プログラムが立脚するあるいは密接に関連する学問

分野における専門的・学問的知見を活用して「学術活動

の水準等の卓越性」「教育プログラムとしての卓越性」に

ついて 132 件の審査意見書を作成し、書面審査の参考資

料とした。審査意見書の作成に当たっては、適正な審査

に資するよう審査意見書の評価項目を見直した上で、申

請プログラムに深く関係する分野に沿って、事務局で 1

件当たり複数名の審査意見書作成者の候補者を挙げ、所

属機関を通じて審査意見書作成の依頼を行い、作成され

た審査意見書を速やかに整理した。その後、それらの審

査意見書を参考にして部会委員が書面審査を行った。な

お、部会委員からは、審査に当たり専門的知見から当該

分野における研究の最新動向や世界的水準から見た申請

プログラムの卓越性を把握することに審査意見書が大変

参考になったとの評価を得ている。 

・審査終了後、ホームページ等を通じて審査結果や調書

等を含め関係資料を公表することで、審査の透明性に配

慮した。 
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https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/saitaku/saitaku_r1.html 

・次年度以降の審査に向け、引き続き質の高い審査を行

うことができるよう、課題を把握することで公募及び審

査の在り方をさらに検討し、審査プロセスについて不断

の見直しを図るため令和元年度の審査に関わった部会委

員及び審査意見書作成者に「卓越大学院プログラム」に

かかるアンケート調査（回答率約 98％）を行った。アン

ケート結果をもとに、審査プロセスの見直しを図るとと

もに、申請者の事業への理解を促進し、より実効的な審

査に資するべく、調書様式等を改善するなど、文部科学

省に対し公募に関する改善点の提案を行った。 

・平成30年度に採択された15件のプログラムについて、

初期段階における事業趣旨に沿ったプログラムの運営が

なされるようフォローアップ担当委員による委員現地視

察を実施した。委員会での議論を踏まえ部会を開催して、

採択 4年度目の評価を見据えた効果的な委員現地視察の

実施に向けてフォローアップ担当委員の意識共有を図

り、事業の趣旨である大学院全体の改革を実現するとい

う観点から、採択プログラムを通じた大学院教育システ

ム全体の改革状況や卓越性・優位性を有し国際的に通用

する 5年一貫の博士課程プログラムなど本事業の趣旨・

目的に即した取組が行われているかを確認するフォロー

アップの仕組みを構築した。また、各プログラムの資料

を作成し個別に打ち合わせを行うなどにより、プログラ

ムごとの問題点を共有しフォローアップ担当委員が的確

な指導、助言等を行えるよう努めた。 

・委員現地視察に PO が立ち会うことで、PO 現地訪問の

情報共有や専門的見地からの助言を行うことが可能にな

り、委員現地視察を実施する上で有益であった。また、

フォローアップ担当委員と PO が現地で情報共有や議論

を行うことで、今後の PO によるフォローアップの改善

につなげた。 

・博士課程教育リーディングプログラムで好評であった

学生との意見交換を取り入れることにより、学生に対し

てプログラムに対する改善点や卓越性をどのように捉え

ているかなどの質問を行うことで、有益な回答を得るこ

とが可能になり、学生の視点も含めた大学への助言につ

なげることができた。 

・委員現地視察終了後、フォローアップ担当委員が大学

院教育全体の改革の取組などの進捗状況や改善を要する

ており、公正さ、透明性、信頼性の確保が図

られたと認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

・大学の学部や大学院の教育改革を支援す

る国の助成事業において、引き続き公正か

つ迅速・適切な審査・評価を実施していく

とともに、プログラムの着実な実施に向け

てフォローアップ体制の充実・強化を図り

つつ、各大学の参考となりうる情報の積極

的な発信にも努めていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

（３）大学のグローバル化の支援に記載 
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点をまとめた現地視察報告書と大学が作成した平成 30

年度プログラム実施状況報告書をホームページを通じて

公表した。 

https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/followup_h30.html 

・令和元年度に採択された 11 件のプログラムが申請時

の計画に沿って着実に取組を進めることができるよう、

各プログラムのテーマに即してプログラムオフィサー

（PO）を速やかに配置した。PO 現地訪問に当たっては、

特に新たに配置した PO が的確に相談、助言等を行える

よう、事前に開催した PO会議において事業趣旨や PO の

役割を説明するとともに、博士課程教育リーディングプ

ログラムにおける PO 制度で蓄積された知識や経験、平

成 30 年度に採択されたプログラムの特色ある取組や課

題の情報共有を図った（予定していた PO 現地訪問は、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 2年 4月以

降に延期した）。 

・採択プログラムに多数の留学生が参加していることを

鑑み、日本人以外への広報も必要であると捉え、各採択

プログラムの概要をわかりやすく説明した日本語版のパ

ンフレット、さらに英語版のリーフレットを作成すると

ともに全国の大学へ広く配布することで事業の積極的な

広報に努め、開始 2年度目である本事業の知名度向上に

寄与することができた。 

 

   ③ 大学教育再生加

速プログラム 

高等学校や社会と

の円滑な接続のも

と、入口から出口ま

で質保証の伴った大

学教育を実現するた

め、先進的な取組を

実施する大学等（短

大、高専を含む）を支

援することを目的と

した国の助成事業で

ある「大学教育再生

加速プログラム」に

ついて、委員会を開

催し、評価業務を行

 

 

【大学教育再生加速プログラム】 

・大学教育再生加速プログラム委員会（以下「委員会」

という）において決定されたフォローアップ要項等に基

づき、平成 26年度に採択された 46件、平成 27 年度に採

択された 12 件及び平成 28 年度に採択された 19 件の事

業についてフォローアップを実施した。 

・次年度からの事後評価に向けて、各取組へのフォロー

アップを適切に行うため、特に、全学的な体制整備がな

されているか、他大学の模範となり普及可能な取組とな

っているか、補助期間終了後の取組の継続性及びそれに

伴う資金確保がされているかといった点に着目した。 

・また、進捗状況をより具体的に把握できるよう実施状

況報告書の見直しを行った。計画していた成果だけでは

なく、補助期間を通じて得られた知見やノウハウ、当初

予定していなかった学内・学外への波及効果等について

も報告を求めるなど様式の追加も行った。様式の見直し
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う。 

平成 31 年度（2019

年度）は、平成 26 年

度に採択された 46

件、平成 27年度に採

択された12件及び平

成28年度に採択され

た19件の事業のフォ

ローアップを行う。 

により、本事業に採択され事業を推進したことによる組

織の変化や、大学全体への波及効果等を把握できた。ま

た、進捗状況については観点別に記載するなど、より個

別具体的な状況把握が可能となったフォローアップ報告

書を大学等に開示することで、各大学における取組の更

なる改善を促した。 

・令和元年度のフォローアップにおいては、平成 30 年度

までの進捗状況に課題がある取組に対して適切なフォロ

ーアップを行うため、新たに全委員によるヒアリングの

仕組みを構築し、実施した。全委員によるヒアリングを

実施したことで、進捗状況に課題のある取組について委

員会全体で共有することができ、取組の改善に向けて、

担当委員のみではなく複数の委員から多面的な助言を行

った。 

・フォローアップに当たっては、委員会委員による実施

状況報告書の確認及びフォローアップ報告書の開示を行

った上で、現地視察を実施する大学（1件）を決定した。

また、フォローアップ報告書の作成に当たり、平成 30年

度までの進捗状況に課題等があるとされた取組のうち、

委員会として実施すべきと判断した大学（1 件）につい

て、委員によるヒアリングを行った。現地視察について

は、従来は課題がある取組を対象としていたが、委員会

での議論を踏まえ平成 30 年度に好事例のため現地を視

察すべきと委員会が判断した場合にも実施することと

し、令和元年度についても引き続き好事例の大学への現

地視察を行った。現地視察では中間評価に付された留意

事項及び参考意見、開示したフォローアップ報告書の課

題への対応を中心に、取組の進捗状況を確認し、補助期

間終了年度であることを踏まえ、必要な指導、助言等を

行った。 

・フォローアップ終了後、ホームページを通じてフォロ

ーアップ結果の概要等を含め関係資料を公表すること

で、評価の透明性に配慮した。 

フォローアップ結果の概要： 

h t t p s : / / w w w . j s p s . g o . j p / j - a p / f o l l o w u p _ k e k k a _ r 1 . h t m l 

委員名簿： 

https://www.jsps.go.jp/j-ap/iinkai.html 

・各プログラムの概要・成果をわかりやすく説明したパ

ンフレットを広く配布し、事業の広報に努めた。 
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   ④ 地（知）の拠点大

学による地方創生推

進事業 

地方公共団体や企

業等と協働して、学

生にとって魅力ある

就職先の創出をする

とともに、その地域

が求める人材を養成

するために必要な教

育カリキュラムの改

革を断行する大学の

取組を支援すること

を目的とした国の助

成事業である「地

（知）の拠点大学に

よる地方創生推進事

業（COC＋）」につい

て、委員会を開催し、

評価業務を行う。 

平成 31 年度（2019

年度）は、平成 27 年

度に採択された42件

の事業のフォローア

ップを行う。 

 【地（知）の拠点大学による地方創生推進事業】 

・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業委員会（以

下「委員会」という）において決定されたフォローアッ

プ要項等に基づき、平成 27 年度に採択された 42件の事

業についてフォローアップを実施した。 

・次年度からの事後評価に向けて、各取組へのフォロー

アップを適切に行うため実施状況報告書の見直しを行っ

た。各事業で掲げている数値目標については、実績値の

把握だけではなく、当該地域の背景及び経済動向を踏ま

えた分析・評価状況の報告を求めるなど、進捗状況をよ

り具体的に把握できるよう改善するとともに、補助期間

最終年度であることを踏まえ、今後の事業継続に係る体

制整備や予算確保の見通し等に着目したフォローアップ

を実施した。 

・フォローアップに当たっては、委員会委員による実施

状況報告書の確認及びフォローアップ報告書の開示を行

った上で、委員会において現地視察を実施する大学を決

定した。なお、現地視察については、平成 30年度及び令

和元年度の 2 年間で全 42 件の現地視察を行い、平成 30

年度に既に現地視察を行った 3件についても、令和元年

度提出の実施状況報告書において現地で確認すべきであ

ると委員会が判断したことから改めて現地視察を行っ

た。現地視察では中間評価に付された留意事項及び参考

意見、開示したフォローアップ報告書の課題への対応状

況の確認に加え、大学だけでなく事業協働機関である自

治体や企業の担当者からもヒアリングを行い、事業の進

捗状況をきめ細かく確認した。また、参加学生からヒア

リングを行う時間を設け、事業の改善点などの質問を行

うことで、有益な回答を学生から得ることが可能になり、

より実態に即した状況把握ができた。補助期間終了年度

であることを踏まえ、今後の事業継続に係る体制整備や

予算確保の見通し等を中心に必要な指導、助言等を行っ

た。 

・フォローアップ終了後、ホームページを通じてフォロ

ーアップ結果の概要等を含め関係資料を公表すること

で、評価の透明性に配慮した。 

フォローアップ結果の概要： 

https://www.jsps.go.jp/j-coc/followup_kekka_r1.html  

委員名簿： 

https://www.jsps.go.jp/j-coc/iinkai.html 
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 （３）大学のグ

ローバル化の

支援 

我が国の大

学教育の国際

競争力の向上

及びグローバ

ル人材の育成

を図るため、国

の方針を踏ま

えた審査・評価

等を行う。 

（３）大学のグロ

ーバル化の支援 

大学のグローバ

ル化を支援する国

の助成事業につい

て、審査・評価等

実施機関の公募が

行われ、振興会の

有する審査・評価

等に関する知見が

活用できる場合に

は、当該事業への

応募及び実施機関

として選定される

よう努め、審査・

評価等業務を行

う。 

審査・評価等の

実施に当たっては

国の定めた制度・

方針に従うととも

に、以下の取組を

行い、審査・評価

等の公正性、透明

性を確保する。 

・審査・評価等を

担う委員会の設置 

・審査に関する情

報の公表 

・利益相反に配慮

した審査の実施 

・審査・評価等終

了後の委員名の公

表 

・評価結果等の公

表 

また、事業の成

果及び課題につい

て情報発信すると

（３）大学のグロー

バル化の支援 

大学のグローバル

化を支援する国の助

成事業について、国

の定めた制度・方針

を踏まえ、専門家に

よる公正な評価体制

を整備し、透明性、信

頼性、継続性を確保

し、適切かつ円滑な

運営を図りつつ、情

報公開に努める。 

平成 31 年度（2019

年度）は、以下の事業

に係る審査・評価等

を行う。 

 

【評価指標】 

４－２ 大学教育改

革の支援及び大学の

グローバル化の支援

における国の方針を

踏まえた審査・評価

等の実施状況（委員

会の開催実績等を参

考に判断） 

 

【目標水準の考え

方】 

４－２ 国の方針を

踏まえた審査・評価

等が適切に行われた

か、委員会等開催実

績や審査・評価等実

施件数等を参考に判

断する。 

 

＜主要な業務実績＞ 

・大学のグローバル化を支援する国の 2つの助成事業に

ついて、国の定めた制度・方針等を踏まえ、学識経験者

等で構成する委員会等を組織した上で、審査・評価業務

を行った。 

●委員会等開催実績 

大学の世界展開力強化事業プログラム委員会 4 回 

同 審査部会 1 回 

同 中間評価部会 4 回 

同 事後評価部会 3 回 

スーパーグローバル大学創成支援プログラム
委員会 

2 回 

・このうち、大学の世界展開力強化事業では、令和元年

度の本事業の相手側機関としてエラスムスプラスプログ

ラムの枠組みの中で共同公募を行う欧州委員会と、事業

として初めて合同で英語での書面・合議による審査を行

った。 

・審査・評価業務の終了後は各結果をホームページに掲

載することにより情報の迅速かつ積極的な公開に努める

とともに、文部科学省に報告することで、同省による今

後の施策を検討する上での参考となるよう配慮した。 

 

（３）大学のグローバル化の支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、下記の理由により、中期計画を

上回って履行し中期目標を上回るペースで

実績を上げていることから評定を a とす

る。 

・大学のグローバル化を支援する国の助成

事業について、国の定めた方針を踏まえ専

門家による公正な審査・評価体制と関係要

項等を整備した上で、事業ごとに委員会や

部会を合計 14回開催し、事業の透明性、信

頼性、継続性を確保しつつ、業務成果の速

やかな情報公開を着実に実施したことは高

く評価できる。 

【大学の世界展開力強化事業】 

・大学の世界展開力強化事業においては、

新規公募分の英語による審査を、事業の実

施主体である文部科学省に加え、共同公募・

審査機関である欧州委員会との間で、事業

として初めて共同で実施するとともに事業

として前例のない業務実施上及び事業運営

上の様々な隘路を克服すべく、英語による

綿密な連絡調整を重ねることで、事業趣旨

を的確に捉えた委員会運営等を円滑に行っ

たことは高く評価できる。 

 また、審査日程が例年との比較で 1 ヶ月

程度早まったことに伴い、文部科学省との

連携により欧州委員会との間で綿密な連絡

調整を行い、審査の円滑な実施に努めたこ

とは極めて高く評価できる。 

【スーパーグローバル大学創成支援事業】 

・スーパーグローバル大学創成支援事業と

して 2 回目となる中間評価を次年度に実施

するに当たり、事業実施主体である文部科

学省との間で、運営上の様々な課題の達成

に向けた綿密な連絡調整を行うことによ

り、事業趣旨を的確に捉えた委員会運営等

（３）大学のグローバル化の支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた

以上の業務の進捗が認められるため。 

 

大学のグローバル化を支援する国の助成事

業について、委員会や部会等を開催し、審

査・評価業務に従事している。 

スーパーグローバル大学創成支援事業につ

いては、昨年度の発展的見直しに基づく中

間評価要項等の作成を行ったほか、事業実

施主体の当省と綿密な連絡調整を行い、事

業の円滑な推進したことは評価できる。 

世界展開力強化事業においては採択プログ

ラム毎の委員会や部会を設置し、公正な審

査・評価が行われるとともに、成果の速や

かな情報公開を実施したこと、また、初め

て欧州委員会との公募・英語による審査を

共同で実施するに当たり、当省との連携に

より相手側機関との間で綿密な連絡調整を

行ったことは特に評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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ともに、当該情報

が事業の改善や国

における施策の検

討に活用されるよ

う努める。 

を円滑に行ったことは高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・大学のグローバル化を支援する国の助成

事業において、引き続き公正かつ迅速・適

切な審査・評価を実施していくとともに、

プログラムの着実な実施に向けてフォロー

アップ体制の充実・強化を図りつつ、各大

学の参考となりうる情報の積極的な発信に

も努めていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である４－２については 58回で

あった。 

  

・関連指標である４－Ａについては、中期

目標に定められた水準（75％）を上回る82％

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 大学の世界展開

力強化事業 

大学教育のグロー

バル展開力の強化を

図るため、我が国に

とって戦略的に重要

な国・地域との間で、

質保証を伴った学生

交流の実施等を推進

する国際教育連携や

ネットワークの形成

の取組の支援を目的

とした国の助成事業

である「大学の世界

展開力強化事業」に

ついて、委員会を開

催し、審査・評価業務

を行う。 

平成 31 年度（2019

年度）は、新たに公募

する事業の審査を行

う。また、平成 29 年

度に採択された11件

の事業の中間評価、

平成26年度に採択さ

れた９件の事業の事

後評価を行うととも

に、平成 27年度に採

択された 11 件、平成

28 年度に採択された

25 件及び平成 30 年

度に採択された10件

の事業のフォローア

ップを行う。 

 【大学の世界展開力強化事業】 

・平成 31 年 1月のプログラム委員会（以下「委員会」）

において審査要項等を決定の上、4月に 10 件の申請を受

け付け、令和元年度の日-EU 戦略的高等教育連携支援の

共同公募・審査機関である欧州委員会との合同審査部会

において、事業として初めて英語での書面・合議による

客観的かつ公平、公正な審査を行い、7 月の委員会にお

いて採択候補を承認した（その後、文部科学省が 3 件の

採択を決定）。 

・審査終了後、ホームページを通じて計画調書や部会委

員名簿を含め関係情報を公表することで、審査の透明性

に配慮した。 

・平成 29 年度採択の全 11 件について、31年 3月の委員

会において中間評価要項等を決定の上、評価部会におい

て書面・面接・合議による客観的かつ公平、公正な評価

を行い、令和 2年 3月の委員会において評価を決定した。

結果は、1 件が 5 段階評価で最良の「S」、8 件が標準の

「A」、2件が「B」であり、多くのプログラムにおいて質

の保証を伴う付加価値の高い魅力的な教育の取組が実施

され、当初の計画どおり順調に進んでいることを確認し

た。各プログラムに対しては、評価コメントにおいて今

後対応が求められる課題等を併せて記し、必要な改善を

促した。 

・評価終了後、ホームページを通じて取組の進捗状況の

概要や部会委員名簿を含め関係情報を公表することで、

評価の透明性に配慮した。 

・平成 26 年度採択の全 9 件について、31 年 3 月の委員

会において事後評価要項等を決定の上、評価部会におい

て書面・合議による客観的かつ公平、公正な評価を行い、

令和 2年 3月の委員会において評価を決定した。結果は、

1件が 5段階評価で最良の「S」、8件が標準の「A」であ

り、個々の大学のグローバル展開力の強化に対応したき

め細やかな体制基盤の確立と、ニーズを踏まえた事業展

開によって得た実績や経験を積み上げることで当初の計

画に沿って目的を概ね実現し、期待された成果を挙げた
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ことを確認した。 

・評価終了後、ホームページを通じて取組の実績の概要

や部会委員名簿を含め関係情報を公表することで、評価

の透明性に配慮した。 

・中間・事後評価の実施対象ではない平成 27年度採択の

全 11 件、28年度採択の全 25 件及び 30年度採択の全 10

件の各取組内容や目標の達成に向けた進捗状況を確認す

べくフォローアップを行った。とりまとめた結果は委員

会に報告するとともに、我が国の大学にとってのグロー

バル展開力強化のための参考となるようホームページを

通じて公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/index.html  

 

  

 

 

 

② スーパーグロー

バル大学創成支援事

業 

世界トップレベル

の大学との交流・連

携を実現、加速する

ための人事・教務シ

ステムの改革など国

際化を徹底して進め

る大学や、学生のグ

ローバル対応力育成

のための体制強化を

進める大学を支援

し、我が国の高等教

育の国際競争力の向

上及びグローバル人

材の育成を目的とし

た国の助成事業であ

る「スーパーグロー

バル大学創成支援事

業」について、委員会

を開催し、評価業務

を行う。 

平成 31 年度（2019

年度）は、平成 26 年

度に採択された37件

の事業のフォローア

 

 

 

【スーパーグローバル大学創成支援事業】 

・事業の公募要領において支援開始から 7 年目にあたる

令和 2年度に事業として 2回目の中間評価を実施するこ

ととなっていることを受け、行政改革推進会議による平

成 30 年行政事業レビュー（秋の年次公開検証）の指摘

や、昨年度にプログラム委員会（以下「委員会」）におい

て決定した平成 26 年度に採択された各構想の発展的見

直しの内容を踏まえつつ、令和元年 12 月及び 2 年 3 月

の委員会において中間評価要項等を審議の上決定した。

現行要項の改正等に際しては、事業実施主体である文部

科学省との間で、運営上の各種課題の達成に向け綿密な

連絡調整に努めた。 

・取組を行う全 37 件の構想の目標の達成に向けた進捗

状況を確認すべくフォローアップを行った。とりまとめ

た結果は委員会に報告するとともに、我が国の大学の国

際化に向けた取組のための参考となるようホームページ

を通じて公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

・事業として 2回目の中間評価の実施を控え、前回の評

価関係データとの棲み分けや閲覧者の見やすさを考慮

し、ホームページでの情報発信やデータ掲載方法につい

て改善を図った。 

https://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.html 
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ップ等を行う。 

 

４．その他参考情報 

予算・決算の乖離については、当初計画に対して、効率的に補助事業を実施したことによる 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－５ ５ 強固な国際研究基盤の構築 

（１）事業の国際化と戦略的展開 

（２）諸外国の学術振興機関との協働 

（３）在外研究者コミュニティの形成と協働 

（４）海外研究連絡センター等の展開 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標７ イノベーション創出に向けたシステム改革 

施策目標７－２ 科学技術の国際活動の戦略的推進 

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第 3号 

当該項目の重要度、

難易度 

【難易度：高】 

強固な国際研究基盤の構築に当たっては、振興会の業務全般を横断する基盤的機能を有する組織

の整備という初めての取組を行うこととしており、また、これまで長期的に実施してきた事業の

在り方を検討する際には、多様な関係者の理解を得ながら実施するプロセスが不可欠であること

から、難易度は高い。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成 

目標 

基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

 平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

評価指標   予算額（千円） 434,009 444,362    

同窓会の活動状況及び在外日本人

研究者コミュニティとの連携状況

（同窓会イベント等の開催実績等

を参考に判断） 

－ 56 56 45    

 

決算額（千円） 816,454 822,296    

経常費用（千円） 824,504 822,296    

経常利益（千円） △23,165 △19,465    

行政コスト（千円） － 897,274    

海外研究連絡センター等における

活動状況（Ｂ水準：ホームページ

による情報発信数が年間 840 件程

度） 

年間 840

件程度 

年間 652～

1,181 件 
715 1,858    

行政サービス実施コス

ト（千円） 
812,770 －    

従事人員数 10 13    

 

 

 

関連指標   

国際交流事業の採用者による国際

共著論文数 
－ 

年間 341～

422 件 
331 365    

 

 

 

注１）予算額、決算額は「５ 強固な国際研究基盤の構築」の支出額を記載。人件費については共通経費部分を除き各業務に配

賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「５ 強固な国際研究基盤の構築」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 国際的な競争が

激しさを増す中

で、我が国の研究

者が学術研究を先

導し、そのプレゼ

ンスを高めていく

ことができるよ

う、諸外国の学術

振興機関、海外拠

点、在外研究者等

との協働により、

強固な国際研究基

盤を構築する。 

諸外国との強固か

つ双方向の国際研究

基盤を構築・発展させ

るため、我が国を代表

する資金配分機関と

して、戦略的・機動的

に国際的な取組を展

開する体制を整備す

るとともに、諸外国の

学術振興機関、海外研

究連絡センター、在外

研究者コミュニティ

等と協働する取組を

推進する。 

  ＜主要な業務実績＞ 

 

 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、下記の理由により、中期計画通

り、中期目標に向かって順調に実績を上げ

ていると言えることから、評定を Bとする。 

・当初の予定通り国際統括本部において国

際戦略を策定するとともに、学術振興機関

長会議に積極的に参画し、海外の学術振興

機関とのパートナーシップを強化するな

ど、計画通り着実に業務を実施している。 

・同窓会の新規設立等により外国人研究者

と日本人研究者とのネットワークの強化を

図ったことは、計画を上回る実績を上げた

と評価できる。 

・海外研究連絡センターにおいて着実に海

外情報の収集や発信を行っている。 

・海外研究連絡センター及び学術情報分析

センターを含む関係各所、各国の学術振興

機関及び研究者ネットワークと意見・情報

交換を行い、計画通り順調に強固な国際研

究基盤を構築していると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・諸外国との強固かつ双方向の国際研究基

盤を構築・発展させるため、国際的視点に立

って国内外の垣根なく事業を推進してい

く。 

 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

自己評価書の｢B｣との評価結果が妥当であ

ると確認できた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

「日本学術振興会第４期中期計画に係る国

際戦略」において示された取組を引き続き

推進し、強固な国際研究基盤を構築に資す

ることを期待する。 

 新型コロナウイルス感染症の動向も踏ま

え、諸外国の学術振興機関、海外研究連絡セ

ンター、在外研究者コミュニティ等と協働

し連携を図っていくことを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

学術振興機関長会議に積極的に参画し、海

外の学術振興機関とのパートナーシップを

強化するなど、計画通り着実に業務を実施

している。 

 

 

 （１）事業の国際

化と戦略的展開 

国際的視点に立

って国内外の垣根

なく事業を推進し

ていくことを目指

し、各種事業を通

（１）事業の国際化と

戦略的展開 

 国際的視点に立っ

て国内外の垣根なく

事業を推進していく

ことを目指し、新たに

設置する国際統括本

（１）事業の国際化

と戦略的展開 

国際的視点に立

って国内外の垣根

なく事業を推進し

ていくことを目指

し、国際統括本部に

【評価指標】 

５－１ 前中期目

標期間中に「強固

な国際協働ネット

ワークの構築」と

して実施した業務

との比較による改

＜主要な業務実績＞ 

【国際共同研究等に係る基本的な戦略】 

・国際統括本部において、各種事業の国際的な活動や海

外関係機関等の動向・現状を共有する国際統括本部会議

及び連絡会を開催し、最新の情報を海外研究連絡センタ

ー及び学術情報分析センターを含む関係各所と随時共

有し、必要に応じて意見交換した。 

（１）事業の国際化と戦略的展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、下記の理由により、中期計画通

り、中期目標に向かって順調に実績を上げ

ていると言えることから、評定を bとする。 

（１）事業の国際化と戦略的展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

 中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 
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じた国際的な活動

の動向や海外関係

機関等の動きなど

を定期的に集約・

共有するととも

に、戦略的かつ機

動的に国際的な取

組を展開できる体

制を整備し、積極

的に事業の国際化

に取り組む。 

また、前中期目

標期間中に「強固

な国際協働ネット

ワークの構築」と

して実施した業務

の実績を総括する

とともに、戦略的

な国際共同研究の

在り方や外国人研

究者の招へいと定

着促進策、海外研

究連絡センターの

運営の在り方等に

ついて検討し、中

期目標期間の早期

に一定の結論を得

て、必要な改善・強

化を行う。 

さらに、中期目

標期間の早期に、

国際的な取組の種

別や内容が研究者

にとってより分か

りやすくなるよう

体系的に整理し、

発信する。 

部において、各種事業

を通じた国際的な活

動の動向や、海外関係

機関等の動向等を集

約・共有する会合を定

期的に開催するとと

もに、戦略的かつ機動

的に国際的な取組を

展開する仕組みを構

築し、積極的に事業の

国際化に取り組む。 

 前中期目標期間中

に「強固な国際協働ネ

ットワークの構築」と

して実施した業務の

実績を総括するとと

もに、戦略的な国際共

同研究の在り方や外

国人研究者の招へい

と定着促進策、海外研

究連絡センターの運

営の在り方等につい

て、必要に応じて外部

有識者の意見も聴取

した上で検討し、平成

30 年度中を目途に基

本的な戦略を策定す

る。その戦略に基づ

き、事業の見直しを要

するものについては

順次着手可能なもの

から着手し、中期目標

期間中に必要な改善・

強化を行う。 

 また、振興会の業務

に係る国際的な取組

を体系的に整理し、研

究者や国民にとって

分かりやすい情報発

信の在り方を検討・実

おいて、各種事業を

通じた国際的な活

動の動向や、海外関

係機関等の動向等

を集約・共有する会

合を定期的に開催

する。また、戦略的

かつ機動的に国際

的な取組を展開す

る仕組みを構築し、

積極的に事業の国

際化に取り組む。 

平成31年度（2019

年度）は、国際的な

活動に関する基本

的な戦略に基づき、

着実に事業を実施

していくとともに、

必要に応じ、相手国

対応機関と、事業の

見直しに向けた協

議を行う。 

また、振興会の業

務に係る国際的な

取組について、ホー

ムページ上で研究

者や国民にとって

分かりやすい情報

発信を行うととも

に、説明会の開催

等、積極的な情報発

信を行う。 

善・強化状況（有識

者の意見を踏まえ

判断） 

 

５－２ 国際的な

取組の内容に関す

る発信状況（有識

者の意見を踏まえ

判断） 

 

【関連指標】 

５－Ａ 国際交流

事業の採用者によ

る国際共著論文数 

 

【目標水準の考え

方】 

５－１ 事業の在

り方に係る検討を

経て、効果的な改

善・強化が行われ

たか、有識者の意

見を踏まえ判断す

る。 

 

５－２ 国際的な

取組を体系的に整

理し、効果的な周

知がなされたか、

有識者の意見を踏

まえ判断する。 

 

５－Ａ 学術の国

際的な競争・協働

の中で我が国のプ

レゼンス向上の状

況を把握するた

め、国際交流事業

の採用者による国

際共著論文数につ

また、振興会評議員等の外部有識者や文部科学省の意

見も聴取し、令和元年（2019 年）５月に「日本学術振興

会第４期中期計画に係る国際戦略」を策定しホームペー

ジ上に公開した。 

JSPS 国際戦略： 

https://www.jsps.go.jp/j-kokusai/data/JSPS_kokusaisenryaku.pdf  

 

■事業説明会の実施 

・大学等研究機関や学会からの要望に応えて事業説明

会に赴き、学術国際交流事業の制度や募集の内容等に係

る認知度の向上と理解の促進に努め、研究者や URA を含

む大学等研究機関関係者から好評を得た。 

○令和元年度 主な事業説明会対応実績 

開催場所 開催月 対象・目的 

欧州研究会議（E
RC）セミナー（都
内） 

令和元年 6月 EU 研究者向け
事業説明会 

欧州研究会議（E
RC）EURAXESS（都
内） 

令和元年 6月 EU 研究者向け
事業説明会 

名古屋大学 令和元年 7月 教職員向け振
興会事業説明
会 

横浜国立大学 令和元年 7月 教職員向け振
興会事業説明
会 

在日本スペイン
人研究者会（ACE
 Japon）（都内） 

令和元年 9月 スペイン人研
究者向け事業
説明会 

九州大学 令和元年 11 月 教職員向け振
興会事業説明
会 

振興会会議室 令和元年 12 月 中国科学技術
部向け研修 

 

■各国の学術振興機関との意見・情報交換 

・我が国との研究者交流に関心のある各国の学術振興

機関からの面会要望に応え、学術国際交流事業の制度や

募集の内容等に係る認知度の向上と理解の促進に努め

るとともに、両国の研究者交流の発展等を目的とした意

見・情報交換を行い、各国の学術動向の最新情報を得た。 

○令和元年度 各国の学術振興機関等主な面会実績 

面会者所属機関 面会月 

アイルランド教育技能省 令和元年 5月 

スウェーデン・ウプサラ大学 令和元年 5月 

ネパール科学技術アカデミー 令和元年 6月 

・国際統括本部会議及び連絡会における関

係各所との情報共有・意見交換及び国際戦

略の策定を行い、計画通り着実に業務を実

施している。 

・振興会の業務に係る国際的な取組につい

て、事業説明会を行うとともに、リーフレッ

トを作成し、積極的に情報発信を行ってい

る。さらに各国の学術振興機関等との意見・

情報交換を行ったことは、振興会の取組の

認知度の向上と理解の促進につながるもの

であり高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・積極的に事業の国際化を進めていくとと

もに、事業説明会、ホームページ等による効

果的な情報発信を引き続き行っていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－１について、事業の効

果的な改善・強化に向けて関係各所からの

意見を踏まえ国際戦略を策定したことは評

価できる。 

・評価指標である５－２については、国際的

な取組に係る事業を目的別に整理したリー

フレットを作成した他、学術国際交流事業

に関する説明を積極的に行い、研究者や URA

等大学・研究機関関係者から好評を得てお

り、計画通りの水準である。 

 

・関連指標である５－Ａについては 365 件

であり、前中期目標期間実績等（年間 341～

422 件）と同水準である。 

 

 

 

 

大学等研究機関への事業説明会や各国の学

術振興機関との意見・情報交換について、新

型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

対面によらない形式（オンラインによる意

見・情報交換・情報発信、広報資料の活用等）

を取り入れるなど工夫し、学術国際交流事

業の認知度向上に努めることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

強固な国際研究基盤の構築にかかる各種事

業が令和元年に策定された「日本学術振興

会第４期中期計画に係る国際戦略」におけ

る「世界の学術研究をリードする」という目

標に叶うよう、より戦略的な実施を期待し

たい。 
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施するとともに、説明

会の開催等、積極的な

情報発信を行う。 

 さらに、事業の在り

方に係る検討を踏ま

え、事業の効果的な改

善・強化や周知が行わ

れたかについて、有識

者の意見を得る。 

いて毎年度確認を

行うとともに、そ

の状況変化を評価

において考慮す

る。 

ドイツ研究振興協会 令和元年 6月 

カナダ・オタワ大学 令和元年 6月 

スイス科学財団 令和元年 7月 

英国バイオテクノロジー・生物

科学研究会議 

令和元年 7月 

南アフリカ大学連合 令和元年 8月 

チュニジア高等教育・科学研究

省 

令和元年 8月 

フランス・ヒューマン・フロン

ティア・サイエンス・プログラ

ム 

令和元年 9月 

中国国家自然科学基金委員会 令和元年 9月 

チェコ科学アカデミー 令和元年 10 月 

リサーチイングランド  令和元年 10 月 

スウェーデン研究・高等教育国

際協力財団 

令和元年 10 月 

米国 STM 協会 令和元年 10 月 

ドイツ・フンボルト財団 令和元年 10 月 

フィジー大使館 令和元年 12 月 

ドイツ研究振興協会 令和 2年 1月 

米国社会科学研究会議 令和 2年 2月 

 

■その他の情報発信 

・国内外の研究者や、国民にとってわかりやすい情報発

信を行うため、学術国際交流事業に係るリーフレット

（日本語版・英語版）を作成した。 

 

 （２）諸外国の学

術振興機関との協

働 

地球規模課題や

世界各国の学術振

興上の共通の課題

の解決に向けた多

国間の学術振興機

関ネットワークに

おいて主導的な役

割を果たすととも

に、各国学術振興

（２）諸外国の学術振

興機関との協働 

地球規模課題や世

界各国の学術振興上

の共通の課題の解決

に向けて議論を行う

ための学術振興機関

長会議や、多国間の学

術振興機関ネットワ

ークにおいて積極的

に役割を果たす。ま

た、各国学術振興機関

（２）諸外国の学術

振興機関との協働 

諸外国の学術振

興機関とのネット

ワークを強化・発展

させるべく、世界各

国の主要な学術振

興機関の長による

グローバルリサー

チカウンシル（GRC）

に引き続き積極的

に参画し、各国共通

【評価指標】 

５－３ 諸外国の

学術振興機関等と

の交流の見直し等

の状況（有識者の

意見を踏まえ判

断） 

 

【目標水準の考え

方】 

５－３ 質の高い

国際的な共同研究

＜主要な業務実績＞ 

【諸外国の学術振興機関との連携】 

■グローバルリサーチカウンシル（Global Research 

Council: GRC） 

令和元年 5 月 1～3 日にサンパウロ研究財団（FAPESP）

主催、ドイツ研究振興協会（DFG）、アルゼンチン国家科

学技術研究会議（CONICET）の共催により第 8 回 GRC 年

次会合がブラジル（サンパウロ）で開催され、振興会か

らは理事長が出席した。 

「社会的・経済的効果への期待に応えるための原則に関

する宣言」という議題に沿って、45 か国から集まった

49 の学術振興機関長等が、研究支援を取り巻く課題を

（２）諸外国の学術振興機関との協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、下記の理由により、中期計画通

り、中期目標に向かって順調に実績を上げ

ていると言えることから、評定を bとする。 

・グローバルリサーチカウンシル及び日中

韓学術振興機関長会議に積極的に参画する

ことで海外の学術振興機関とのパートナー

シップを強化し、各国共通の課題解決に向

けて着実に活動を続けている。 

（２）諸外国の学術振興機関との協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

 中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、

ますます多国間の学術振興機関等とのネッ

トワークが重要となってくる。引き続き、学

術振興機関長会議や、多国間の学術振興機

関ネットワークにおいて果たすべき役割を
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機関とのパートナ

ーシップを形成

し、質の高い国際

的な共同研究や学

術交流を推進する

基盤を構築・強化

する。 

との交流協定等に基

づくパートナーシッ

プを形成する。交流協

定については、戦略的

に重要な諸外国との

交流を推進し、必要性

及び予算状況に応じ

て廃止、改訂又は新規

立ち上げを行う。その

際、各国の学術振興機

関等との交流状況に

応じた適切な協定の

見直し等が行われて

いるかについて、有識

者の意見を得る。 

 

の課題に係る認識

を共有するととも

に、その課題解決に

向けた取組を進め

る。 

また、日中韓によ

るハイレベルな研

究活動促進に向け

た議論を行う日中

韓学術振興機関長

会議（A-HORCs）に積

極的に参画し、関係

機関との協力を推

進するとともに、A-

HORCs の合意に基づ

き北東アジアシン

ポジウム及び日中

韓フォーサイト事

業を着実に実施す

る。 

加えて、各国学術

振興機関との交流

協定等に基づくパ

ートナーシップを

形成する。交流協定

については、戦略的

に重要な諸外国と

の交流を推進する

観点から、引き続き

交流状況を検証し、

必要性及び予算状

況に応じて廃止、改

訂又は新規立ち上

げを検討する。 

 

や学術交流を推進

する基盤を構築す

る観点から、各国

の学術振興機関と

の交流状況に応じ

て適切に協定の廃

止・改訂や、新規立

ち上げが行われて

いるか、有識者の

意見を踏まえ判断

する。 

 

 

共有し、学術振興機関が果たしていくべき役割について

議論を交わした。議論の成果として「社会的・経済的効

果への期待に応えるための原則に関する宣言」と題する

成果文書が採択された。 

 

（アジア・太平洋地域会合） 

令和元年 10 月 24～25 日にインドネシア科学院 (LIPI)

主催、シンガポール研究財団（NRF）共催で、GRC アジ

ア・太平洋地域会合がインドネシア（ジャカルタ）で開

催され、振興会を含む10か国12 機関が参加し、「Public 

Engagement」、「Mission-oriented Research」及び「Doing 

and Funding Research in and for Remote Areas」をテ

ーマに議論がなされた。振興会は会合開催後、「Public 

Engagement」に関する事例を複数報告し、次年度とりま

とめ予定の冊子作成に貢献した。 

 

■日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs） 

・令和元年度は、中国 NSFC の主催により、第 17 回 A-

HORCs が中国（北京）で開催され、振興会からは理事長

が出席した。「Approaches to Improve the Current 

Evaluation Mechanism」をテーマとし、プレゼン、質疑

応答及び意見交換を行い、日中韓 3カ国の連携・協力強

化に努めた。 

・A-HORCs において重要とされた研究テーマに基づき、

翌年には当該テーマにおける日中韓の研究者が一同に

会し、国際共同研究開始につながるネットワーク構築を

目的とする「北東アジアシンポジウム」を開催するとと

もに、そのさらに翌年には、当該テーマに基づき、日中

韓 3 カ国を中核としたアジア地域における世界的水準

の研究拠点構築等を支援する「日中韓フォーサイト事

業」を実施。このように、A-HORCs において日中韓 3カ

国にとって重要とされたテーマを、研究者のネットワー

ク構築及びその後の国際交流推進による研究水準の構

築につなげるなど、学術振興機関長会議の決定内容を研

究者の取組に反映させる仕組を設けている。 

・A-HORCs において重要と認められた課題に関して開催

する北東アジアシンポジウムについては、令和元年 9月

17 日～18日に中国（北京）において第 21回シンポジウ

ムを開催し、「知能 IoT（IoT with Intelligence ）」を

テーマに 3 か国から 40 名以上の研究者が参加し、ネッ

・日中韓学術振興機関長会議の合意に基づ

いた研究支援事業についても、計画通り着

実に業務を実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・今後も学術振興機関長会議や、多国間の学

術振興機関ネットワークにおいて果たすべ

き役割を積極的に担うとともに、戦略的に

重要な諸外国の学術振興機関とのパートナ

ーシップを強化し、各国共通の課題解決に

向けて着実に活動を続けていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－３について、各国の学

術振興機関長等と世界の最新の学術交流状

況を共有し、一部の事業は機関長会議で重

要とされた研究テーマに基づき着実に実施

しているほか、交流状況に応じて各国学術

振興機関との交流協定等を適切に見直して

いる。 

 

 

 

積極的に担うとともに、戦略的に重要な諸

外国の学術振興機関とのパートナーシップ

を強化し、各国共通の課題解決に向けて着

実に活動を続けていくことを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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トワークの構築が図られた。 

 

■日中韓フォーサイト事業 

・A-HORCs において重要と認められた分野において公募

を行い、新規採択 2 件を含む 6 機関 12 課題を実施し、

日中韓の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流を行

った。 

・採択 3年目の課題について中間評価を行った。また、

5 年間の支援期間を終了した課題について事後評価を

実施した。 

●中間・事後評価の実施・公表実績 

 実施課題数 評価結果 

中間評価 2 

B：想定どおりの成果をあ
げつつあり、現行の努力を
継続することによって目
標の達成が概ね期待でき
る／1 課題 
 
C: ある程度の成果をあげ
つつあるが、目標達成のた
めには一層の努力が必要
である／1課題 

事後評価 2 
B：想定どおりの成果をあ
げており、当初の目標は達
成された／2 課題 

※評価は A～Dの 4 段階で実施 

評価結果： 

https://www.jsps.go.jp/j-foresight/11_hyouka.html 

 

■各国学術振興機関との交流協定等に基づくパートナ

ーシップについて 

・各種学術交流事業において各国の学術振興機関と交

流協定等を締結し、強固なパートナーシップを持続的に

形成するだけでなく、交流状況を踏まえながらその見直

しも行っている。令和元年度は、対応機関との間の経費

負担等の改善を図る改訂や次年度以降継続的に共催シ

ンポジウムを開催するための覚書締結等を行った。  

 

 

 （３）在外研究者

コミュニティの形

成と協働 

振興会の事業を

経験した外国人研

（３）在外研究者コミ

ュニティの形成と協

働 

振興会の事業によ

り我が国での研究滞

（３）在外研究者コ

ミュニティの形成

と協働 

振興会事業を終

えて帰国した研究

【評価指標】 

５－４ 同窓会の

活動状況及び在外

日本人研究者コミ

ュニティとの連携

＜主要な業務実績＞ 

【研究者ネットワークの強化】 

・振興会事業経験者による研究者コミュニティ（JSPS 同

窓会）については、ノルウェー及びマレーシアより同窓

会を設立したいとの要望を受け、それぞれの関係者と連

（３）在外研究者コミュニティの形成と協

働 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

（３）在外研究者コミュニティの形成と協

働 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定められた
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究者や在外日本人

研究者によるコミ

ュニティの形成や

その活動支援を行

うことにより、我

が国と諸外国との

学術交流を持続的

に発展させる。 

在を終えて母国に帰

国した外国人研究者

や、在外日本人研究者

によるコミュニティ

の形成やその活動の

支援を行う。 

在外研究者コミュ

ニティの活動の支援

においては、我が国と

諸外国との学術交流

が持続的に発展する

よう留意する。 

者のネットワーク

強化を図るため、世

界 18 か国において

形成された研究者

コミュニティ（同窓

会）による活動を支

援するとともに、海

外研究連絡センタ

ー等の協力を得な

がら、新たに体制が

整った研究者コミ

ュニティ（同窓会）

の活動を支援する。 

また、在外日本人

研究者との連携を

強化するとともに、

日本への滞在経験

を持つ諸外国の研

究者や、諸外国との

研究協力に関心を

持つ在外日本人を

含む日本人研究者

等に向けた情報発

信及び登録者間の

ネットワーク構築・

強化を図るために

運用しているソー

シャル・ネットワー

ク・サービス（JSPS-

Net）の充実を図る。 

 

状況（同窓会イベ

ント等の開催実績

等を参考に判断） 

 

【目標水準の考え

方】 

５－４ 同窓会主

体の活動が活発に

行われたか、また

外国人研究者と在

外日本人研究者コ

ミュニティ等が連

携する機会が提供

されたか、同窓会

イベント等の開催

実績、会員数等を

参考に判断する。 

 

 

 

 

絡を密に取り、設立に向けた各種の情報提供、他の同窓

会の例などを参考にしたアドバイスを積極的に行って

きた結果、年度内に両国が新規同窓会として認定され、

計 20か国のコミュニティが行う諸活動（シンポジウム・

年次総会の開催、Web やニューズレターを通じた広報な

ど）の支援を行った。また、アジア、アフリカ、欧州、

中南米といった幅広い地域から新規同窓会設立に関す

る問い合わせも数多く寄せられている。同窓会会員数は

令和 2年 3月末現在で 8,186 名となっており（前年度 3

月末 7,873）、会員に対しては行事予定等をメールで送

付するなどして情報提供に努めている。 

また、同窓会は主催行事としてシンポジウムや学術セ

ミナー等を現地で開催し、日本から基調講演者を招き日

本との学術交流を深めているほか、振興会事業説明会も

同時に開催し、積極的に振興会事業の広報活動を行って

いる。例えば、令和元年 9月にデリーで開催されたイン

ド同窓会の 10 周年記念シンポジウムでは、学生、研究

者等をはじめとして 530 名以上の出席があり、日印の学

術交流の推進に努めた。 

・海外研究連絡センター等の協力を得ながら、各国の研

究者コミュニティに所属する研究者に対し、再度来日し

て日本人研究者との研究協力関係を形成・維持・強化す

る機会を提供することを目的に、外国人研究者再招へい

事業（BRIDGE Fellowship Program）を実施し、47名の

研究者を採用した。前年度に引き続き、事業のフォロー

アップも兼ねて、来日したフェローやホスト研究者への

インタビューを実施しており、振興会事業を終えて帰国

した研究者ネットワークを改めて維持・強化することが

できるようになった。また、前年度のインタビューの結

果を踏まえ、採用期間（45日→30 日）及び支援単価（15，

000 円→13，000 円）等の見直しを行い、より多くの招

へい枠を確保し、事業のさらなる効率化とネットワーク

強化による学術交流の発展という波及効果を目指して

いる。 

・平成 28 年度より、JSPS 事業経験者を中心とする研究

者向けソーシャル・ネットワーク・サービス（JSPS-Net）

を行っている。JSPS-Net は国境を越えて活躍する研究

者等のネットワーク、研究者コミュニティの形成を支援

するための一助として運用しており、現在 JSPS-Net に

は 1,631 名（令和 2年 3月末現在）の登録を得ている。

ついては、下記の理由により、中期計画を上

回って履行し、中期目標を上回るペースで

実績を上げていると言えることから、評定

を aとする。 

・新規同窓会を設立したいと要望のあった

各国の関係者を振興会が積極的に支援し続

け、活動を軌道に乗せた結果、北欧とアジア

各一つずつ同窓会を新設するができた。こ

れにより、スカンジナビア全域で振興会の

研究者ネットワークができたとともに、東

南アジアの主要国であるマレーシアにも二

国間研究者交流の拠点を形成・強化できた

ことは、高く評価できる。 

・過去に来日した研究者と日本人研究者と

の研究協力関係を形成・維持・強化するため

の外国人研究者再招へい事業では、事業の

着実な実施のみならず、来日研究者への多

くのインタビューを通し、事業の効率化を

積極的に行い、新たに多くの招へい枠を確

保する等、さらなるネットワーク強化によ

る学術交流の発展を目指していることは、

高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・令和元年度新たに設立された 2 つの同窓

会を含め、同窓会の活動を着実に支援して

いく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－４については、同窓会

イベント等の開催実績は 45 件（新型コロナ

ウイルス感染症拡大のリスクに鑑み、実施

できなかったイベントを除くと例年通りの

水準）であったほか、全同窓会会員数が

8,186 名と前年度から増加したこと等、高い

水準にある。 

 

 

以上の業務進捗が認められるため。 

 

新規同窓会の設立要望を踏まえ、積極的に

支援を行い、北欧とアジア各一つずつ同窓

会を新設できたことは評価できる。また、外

国人研究者再招へい事業について見直しを

行い、より多くの招へい枠を確保し、事業の

さらなる効率化とネットワーク強化となる

よう柔軟に対応したことは評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、同窓会活動についてオンライン形式を

取り入れるなど工夫し、引き続き支援して

いくことを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

振興会の支援で研究をしたコミュニティが

世界で活躍することで、日本の学術文化が

世界に広がることを期待する。 

同窓会活動については、新型コロナウイル

ス感染症の影響を踏まえ、参加者のニーズ

を取り込みながら戦略的に進めることを期

待する。 
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登録者に対して、会員間の検索機能やグループ作成機能

を提供するとともに、JSPS の公募事業の案内等の情報

提供を行った。さらに、様々な分野で活躍する研究者が

自らの研究生活について語る「My Research Life」機

能や、若手研究者の受入を希望する研究者と若手研究者

とのマッチングをするサービスを実施している。特に令

和元年度は、外国人研究者再招へい事業で来日したフェ

ローから「My Research Life」へ 6件の投稿があり、日

本での研究滞在に関心を持つ若手研究者へのよい刺激

となった。 

 

 （４）海外研究連

絡センター等の展

開 

海外研究連絡セ

ンター等が、所在

地域の学術振興機

関、在外公館、その

他の海外拠点等と

連携し情報の収集

と発信に努め、我

が国の大学等のグ

ローバル化を支援

するとともに、我

が国の学術研究の

プレゼンスの向上

に寄与する。 

（４）海外研究連絡セ

ンター等の展開 

海外研究連絡セン

ター及び海外アドバ

イザーは、所在する地

域の学術振興機関、在

外公館、その他の関係

機関の海外拠点等と

連携し、当該地域の学

術動向等に係る情報

の収集及び発信を行

う。その際、全センタ

ーからの情報を集約

し、ホームページにお

いて、合わせて年間

840 件程度（前中期目

標期間実績：年間 652

～1,181 件）の情報発

信を行う。 

また、学術研究ネッ

トワーク形成支援や

我が国の大学等のグ

ローバル化支援の拠

点としての機能を果

たす観点から、世界の

学術振興機関との関

係構築、大学の海外展

開の支援、セミナー、

シンポジウムの開催

（４）海外研究連絡

センター等の展開 

我が国の研究者

や大学等研究機関

の国際的なネット

ワーク形成を支援

する拠点としての

機能を果たす観点

から、学術振興機関

との関係構築、セミ

ナー・シンポジウム

の開催、我が国の大

学の海外展開の支

援を行う。また、海

外研究連絡センタ

ー所在国に渡航中

の特別研究員・海外

特別研究員に対し、

現地でのネットワ

ーク構築に資する

情報を提供する。海

外の学術動向や高

等教育に関する情

報収集・調査につい

ては、体系的な情報

収集及び国内への

情報発信の充実を

図り、平成 31 年度

（2019 年度）は全セ

【評価指標】 

５－５ 海外研究

連絡センター等に

おける活動状況

（Ｂ水準：ホーム

ページによる情報

発信数が年間 840 

件程度） 

 

【目標水準の考え

方】 

５－５ 現地の事

務所を利用した効

果的な情報収集・

情報発信を実施す

る観点から、前中

期目標期間におけ

る実績（平成 25～

28 年度実績：年間

652～1,181 件）を

踏まえ、全センタ

ーのホームページ

で年間840 件程度

の情報発信が行わ

れることを達成水

準とする。 

＜主要な業務実績＞ 

【海外研究連絡センター等展開】 

・諸外国の学術振興機関や内外の大学等との共催で年

間を通じて 211 回の学術シンポジウム等を開催し、日本

の優れた研究者による最先端の研究成果等を世界に向

けて発信した。平成 29 年度からの取り組みである世界

トップレベル研究拠点プログラム（WPI）総合支援事業

との連携も着実に継続し、WPI 拠点における研究成果に

ついて海外研究連絡センター主催シンポジウムを通じ

て海外に発信し続けている。こうした活動により、現地

において関係機関との強固な協力関係を構築しつつ積

極的な広報に努めている。これらのイベントには延べ

8,321 名を集めた。 

 

・ストックホルム研究連絡センターでは、令和元年 12

月に、ノーベル賞受賞者の吉野彰旭化成株式会社名誉フ

ェローをはじめとする国内外の研究者等の参加を得て、

スウェーデン王立工学アカデミー（IVA）、瑞日基金

（SJF）、在スウェーデン日本国大使館との共催で、IVA-

JSPS セミナーを開催した。 

 

・バンコク研究連絡センターでは、JSPS タイ同窓会

（JAAT）、NRCT と共催で、令和 2 年 2 月に JSPS バンコ

ク研究連絡センター設立30周年記念NRCT-JSPS-JAATセ

ミナー「日タイにおける持続可能な開発目標」を実施し

た。沖大幹 東京大学総長特別参与をはじめ、日タイ双

方の専門家を講師に招き、総括的な基調講演および「環

境・エネルギー（Goal7）」、「教育（ESD）」をテーマにし

た講演、パネルセッションを行い、研究への関心を高め

（４）海外研究連絡センター等の展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状況に

ついては、下記の理由により、中期計画通

り、中期目標に向かって順調に実績を上げ

ていると言えることから、評定を bとする。 

・海外研究連絡センターにおいて現地の学

術振興機関や大学等と共催でシンポジウム

等を着実に開催し、新たな研究者ネットワ

ークの構築を促進している。 

・大学等海外活動展開協力・支援事業とし

て、計 7 の大学等に 4 箇所の海外研究連絡

センターの利用機会を提供することで、大

学の海外展開を支援し、さらに各センター

において若手大学等職員の実務研修を行う

ことで大学の国際化を支援するなど、計画

通り着実に業務を実施している。 

・新型コロナウイルスによる影響でイベン

トの中止・延期のほか、センター赴任者の緊

急帰国・渡航延期対応に追われたが、臨機応

変に対応できており、着実に業務を実施で

きている。 

 

＜課題と対応＞ 

・各国学術振興機関との関係構築等を通じ

て国際的な学術研究ネットワークの形成を

支援する。 

 

（４）海外研究連絡センター等の展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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等を実施する。 ンターからの情報

を集約し、ホームペ

ージにおいて、合わ

せて年間840件程度

の情報発信を行う。 

我が国の大学等

のグローバル化支

援においては、海外

の学術動向や高等

教育に係る情報を

大学関係者に提供

することに加え、将

来的な大学の国際

交流を担当する職

員の育成を目的と

して若手職員を対

象に「国際協力員」

として海外実地研

修を行う機会を提

供する。 

る機会を提供した。令和元年はバンコク研究連絡センタ

ー設立 30 周年という節目の年であり、記念式典も併せ

て開催した。 

 

・各国において現地在住の日本人研究者の会合・勉強会

の開催、データベースの整備など、海外での研究者ネッ

トワーク構築のための活動を積極的に展開した。例え

ば、ワシントン及びサンフランシスコ研究連絡センター

が共同し、米国渡航中の特別研究員・海外特別研究員等

日本人研究者に対し、令和元年 8月と令和 2年 2月にイ

ベントを実施した。現地でのネットワーク構築に資する

情報を提供するとともに現地で活躍する日本人研究者

等に講演を依頼しており、参加者から好評を得た。 

 

・大学等の海外活動展開協力・支援事業として、7大学

等が 4研究連絡センター（ロンドン、北京、カイロ及び

ナイロビ）を海外事務所として利用し海外拠点活動を展

開した。また、新たに 1大学から令和 2年度からストッ

クホルム研究連絡センターを利用する申込みを受け付

け、契約手続を行った。 

・各国において、振興会事業説明会を 69 回開催するな

ど、積極的な広報活動に努めた。 

・平成 27年 6 月に新設された、「海外学術動向ポータル

サイト」において、各海外研究連絡センター及び海外ア

ドバイザーが収集した情報を引き続き国内の大学関係

者等に広く情報提供した。 

https://www-overseas-news.jsps.go.jp/ 

・「国際学術交流研修」として、振興会本部での 1 年間

の研修を経た国公私立大学の職員 16 名を海外研究連絡

センターで受け入れ、センター業務に従事させることに

より、国際交流に関する幅広い見識と高度な実務能力を

有する事務系職員の養成を図った。 

・海外研究連絡センターで使用するメールサーバにつ

いては、これまで個々のセンター毎に調達していたが、

セキュリティ向上の観点から、本部でのメールサーバ一

括管理に移行すべく、令和 2年 1月にクラウドメールの

調達を行い、海外研究連絡センター共通のクラウドメー

ルの初期構築を行った。これにより、本部においてメー

ルサーバを一括管理するばかりでなく、メール機能につ

いても誤送信対策やウイルス対策を強化した。 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－５については 1,858

件であり、前中期目標期間実績と同水準で

ある。 
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４．その他参考情報 

予算・決算の乖離については、海外研究連絡センターへの調査員の派遣費等の増による 

 

  

・令和 2 年 1 月下旬に顕在化した新型コロナウイルス

感染症拡大に伴い、各センター赴任者の安全確保を第一

に、緊急帰国の対応を行ったほか、令和 2年 4月 1日に

渡航を予定していたセンター赴任者の渡航延期を迅速

に判断した。これらに付随する例外的な取扱いについて

も臨機応変に対応した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６ ６ 総合的な学術情報分析基盤の構築 

（１）情報の一元的な集積・管理 

（２）総合的な学術情報分析の推進 

（３）学術動向に関する調査研究の推進 
業務に関連する政

策・施策 

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別法条文な

ど） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第 6号 

当該項目の重要度、

難易度 

 関連する政策評価・行政事業レビュー 令和２年度行政事業レビュー番号 0185 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

 平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

【評価指標】   予算額（千円） 333,395 345,156    

情報の分析や調査研究

の成果の発信状況（Ｂ

水準：中期目標期間中

に 10 件程度） 

中期目標期

間中に 10

件程度 

－ 

4 件 

（適時の成

果の公表を

含む） 

2 件    

 決算額（千円） 335,160 345,777    

 
経常費用（千円） 333,564 345,777    

経常利益（千円） 13,190 38,410    

学術動向調査の実施件

数（Ｂ水準：中期目標期

間中に 614 件程度） 

中期目標期

間中に 614

件程度 

614 件 128 件 129 件    

 行政コスト（千円） － 413,321    

 
行政サービス実施コス

ト（千円） 
328,501 －    

 従事人員数 4 5    

注１）予算額、決算額は「６ 総合的な学術情報分析基盤の構築」の支出額を記載。人件費については共通経費部分を除き各業

務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「６ 総合的な学術情報分析基盤の構築」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事業の枠を超

えた総合的視野

から研究者の活

動等を支えるこ

とができるよう、

振興会の 

諸事業等に関す

る情報を総合的

に分析・活用する

基盤を構築する。 

振興会の諸事業等

に関する情報を総合

的に活用する基盤を

構築し、事業の成果

の把握、分析を行う

とともに、事業の改

善や高度化に向けた

取組を実施する。 

 

 

 ＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中

期計画通り、中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言えることか

ら、評定を Bとする。 

・令和元年度における総合的な学術情

報分析基盤の構築について、中期目標

に向かって、情報セキュリティ方策や

システムの仕様について調達手続きを

開始するとともに、学術情報分析セン

ター及び学術システム研究センターに

おいて相互に連携協力しながら着実に

業務を実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・情報の一元的な管理に向けた取組を

今後も引き続き進めていく。 

 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当でると

確認できた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

引き続き、学術情報分析センターにおける分

析や、学術システム研究センターにおける調

査結果等が振興会の事業にフィードバック

されること、また、振興会が保有する調査結

果等を適切に情報公開することにより、有効

に活用されることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 （１）情報の一元

的な集積・管理 

事業の枠を超

えて情報を総合

的に活用するこ

とができるよう、

情報セキュリテ

ィや個人情報保

護を徹底した上

で、振興会の諸事

業に係る情報を

一元的に集積・管

理する。 

（１）情報の一元的

な集積・管理 

 情報セキュリティ

の確保や個人情報の

保護を徹底した上

で、振興会の諸事業

に係る情報を一元的

に集積・管理する体

制を整備するととも

に、事業横断的な分

析を可能とするため

の情報の整理に取り

組む。 

（１）情報の一元的

な集積・管理体制の

構築 

事業の枠を超え

て情報を総合的に

活用することがで

きるよう、振興会の

諸事業に係るデー

タについて、情報セ

キュリティの確保

や個人情報の保護

を徹底した上で、業

務の状況を勘案し

つつ集約・共有及び

一元的な管理を進

める。 

【評価指標】 

６－１ 情報の一元

的な管理の状況（取

組実績を参考に判

断） 

 

【目標水準の考え

方】 

６－１ 事業の枠を

超えた活用を可能と

する情報基盤が構築

されているか、情報

の一元的な管理に係

る取組実績を参考に

判断する。 

 

＜主要な業務実績＞ 

【情報の一元的な集積・管理】 

・事業の枠を超えて情報を総合的に活用するために必要

とする情報セキュリティの確保に関する方策、システム

実装に関する仕様について業者へのヒアリングを行っ

た。当該ヒアリングを基に仕様書原案を作成し、調達手続

きを開始した。 

 

・事業の枠を超えたデータの活用が可能な環境を実現す

るにあたりデータの取扱いや業務プロセスについて各部

署との調整が不可欠であるため、ヒアリング等を平成 30

年度に引き続き進めた。 

（１）情報の一元的な集積・管理 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中

期計画通り、中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言えることか

ら、補助評定を bとする。 

・事業の枠を超えて情報を総合的に活

用するために必要とする情報セキュリ

ティ方策やシステムの仕様について調

達手続きを開始するとともに、事業の

枠を超えたデータの活用が可能となる

ようヒアリング等実施するなど、計画

通りに着実に事業が実施されていると

評価できる。 

（１）情報の一元的な集積・管理 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

情報セキュリティや個人情報保護を徹底し

た上で、振興会の諸事業に係る情報を一元的

に集約・管理する体制が整備されることを期

待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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＜課題と対応＞ 

・事業の枠を超えたデータの活用が可

能な環境を構築するため、各部署とデ

ータの取扱や業務プロセスについて調

整するなど、必要な取組を引き続き進

めていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である６－１については、

情報セキュリティの確保に関する方策

やシステム実装に関する仕様について

の業者へのヒアリングを基に調達手続

きを開始し、今後の一元的な管理に向

けて順調に進んでいる。 

 

 （２）総合的な学

術情報分析の推

進 

振興会の諸事

業の動向や成果

を総合的、長期的

に把握・分析する

とともに、諸事業

の改善・高度化に

向けた調査研究

を行うことによ

り、総合的視点に

立った企画・立案

と事業改善に資

する。 

 

（２）総合的な学術

情報分析の推進 

 学術情報分析セン

ターにおいて、振興

会の諸事業に係る情

報を横断的に活用

し、各種事業の動向

や成果を総合的、長

期的に把握・分析す

るとともに、諸事業

の改善・高度化に向

けた調査研究を行

う。その際、関係機関

との連携協力を進め

る。 

 分析や調査研究の

成果については、学

術システム研究セン

ターや諸事業の担当

部署に提供・提案す

るとともに、必要に

応じホームページ等

において情報発信を

行う。分析や調査研

（２）総合的な学術

情報分析の推進 

学術情報分析セ

ンターにおいて、振

興会の諸事業に係

る情報を横断的に

活用し、各種事業の

動向や成果を総合

的、長期的に把握・

分析するとともに、

諸事業の改善・高度

化に向けた調査研

究を行う。その際、

関係機関との連携

協力を進める。 

分析や調査研究

の成果については、

学術システム研究

センターや諸事業

の担当部署に提供・

提案するとともに、

ホームページ等に

おいて情報発信を

行う。情報発信につ

【評価指標】 

６－２ 情報の分析

や調査研究の成果の

発信状況（Ｂ水準：中

期目標期間中に 10 

件程度） 

 

【目標水準の考え

方】 

６－２ 振興会の諸

事業に係る情報を横

断的に活用し、各種

事業の動向や成果を

総合的、長期的に把

握・分析する観点か

ら、10 件程度のテー

マを設定し、分析や

調査研究を行い、そ

の成果について発信

することを達成水準

とする。 

 

＜主要な業務実績＞ 

【学術情報分析センター】 

・学術情報分析センターの設置 

 学術情報分析センターは、平成 30 年 3 月末まで設置さ

れていたグローバル学術情報センターを改組し、平成 30

年 4 月に設置した。 

 同センターは、所長の下、分析研究員及び分析調査員に

より構成しており、分析研究員 3名（大学等の学術研究機

関において教授または准教授の職にある者が兼務。うち 1

名は副所長）は、それぞれのテーマに係る調査分析を総括

するとともに、振興会の諸事業に係る調査分析に関し助

言を行った。また、分析調査員（常勤）については 1名増

員し 4名体制とし、分析研究員の指導の下、当該テーマに

係る調査分析の業務を担うとともに、事業動向など事務

的な調査分析業務を処理した。 

 

・連絡会議の設置 

学術情報分析センターの業務の円滑な推進を図るた

め、学術情報の分析に係る関係機関その他の有識者の委

員により構成される連絡会議を設置し、会議を開催する

とともに、適時に学術情報分析センターの活動に対する

助言を得た。 

 

・調査分析のための情報基盤の構築 

（２）総合的な学術情報分析の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中

期計画通り、中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言えることか

ら、補助評定を bとする。 

・科研費事業、研究者養成事業、国際

交流事業といった振興会の広範な諸事

業を対象に、動向や成果を新たな観点

や手法により横断的に把握・分析を実

施しており高く評価できる。また、調

査分析の成果は会内の関連部署に提供

するとともに、関係機関とも連携協力

を行った結果、十分に中期計画通りの

成果を上げることが出来た。 

 なお、情報発信については、JSPS-

CSIA REPORT を 2 件刊行し、中期計画

通りの成果を上げた。 

・連絡会議は、振興会と他の学術情報

の分析に係る機関との間で相互に情報

やノウハウを共有するための効果的な

枠組みとして機能している。 

（２）総合的な学術情報分析の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

特別研究員事業、海外特別研究事業、国際交

流事業等については、国内外の情勢により変

化が求められることから、各事業の改善に資

するエビデンスデータ等の提供にも注力い

ただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

(有識者の意見等） 

学術情報分析センターの活動は重要であり、

分析調査員が増員され 4名になったことは評

価できる。所長、副所長の指導力に期待する。 
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究の成果の発信につ

いては、中期目標期

間中に 10 件程度の

テーマについて実施

する。 

いては２件の報告

書の他、適時に成果

の公表を行う。 

 

 

 科研費の応募、審査、採択課題、研究成果に関する諸デ

ータに、新たなデータを追加収集するとともに、データの

精度の向上、特別研究員経験者等研究者番号が同定され

ていない研究者との紐付け、Elsevier 社が提供する文献

データベース Scopus の著者 ID との紐付けを実施するこ

とにより、分析の基盤を向上させた。 

 また、Scopus カスタムデータを利用し、書誌計量学的

分析を実施出来る体制を整備した。 

さらに振興会事業全体にかかる「基礎データ集」を作成

し、振興会の諸事業について基礎的なデータの収集・蓄積

を行うとともに、振興会内で情報を共有した。 

 

・審査意見書作成候補者選考支援システムの開発等 

確率的潜在意味解析（LDA）の取組の成果に基づき、前年

度に実装した審査意見書作成候補者の選考を支援するシ

ステムの改良を進めた。具体的には、科研費の特別推進研

究、基盤研究(S)の応募書類の研究計画調書の記載内容を

分析し、その審査の際に参考とされる審査意見書を作成

する候補者のリストを出力し、学術システム研究センタ

ー研究員が行う選考の参考に提供するシステムの精度と

利便性を向上させた。また、特別推進研究、基盤研究(S)

以外の科研費の種目を対象とした審査委員の選考を支援

する新たなシステムの開発に着手した。 

 

・振興会の諸事業に関する調査分析 

‐科研費事業に関連した調査分析 

＜研究者のネットワーク分析＞ 

前年度に引き続き、科研費の申請等のデータに基づく

研究者のネットワークの分析を行い、分野を超えた研究

者の協力関係等の視覚化の精度を向上させた。 

＜成果論文の分析のための諸取組＞ 

 科研費事業等の支援の成果を把握するため、Scopus デ

ータを用いた分析を行った。具体的には、(1) 論文に付さ

れる固有の識別子 DOI を用いた被引用度、共著等の分析、

(2) 論文に記された謝辞情報を利用した資金配分者の同

定、(3) 被引用度や共著以外の指標による科研費成果論

文の分析手法の検討、の諸取組を実施した。 

 

‐研究者養成事業に関連した調査分析 

＜特別研究員採用者の活動状況に関する分析＞ 

・科研費の審査意見書作成候補者選考

支援システムの開発は、学術システム

研究センター研究員の業務の支援に大

きく役立った。 

・調査分析のための情報基盤は、前年

度に比べ大きく改善された。 

 

＜課題と対応＞ 

・振興会諸事業の改善・高度化に向け

た検討に資する分析結果を提供してい

く。 

・科研費の特別推進研究、基盤研究(S)

の研究種目を対象に開発した審査意見

書作成候補者選考支援システムを踏ま

え、他の研究種目を対象とする新たな

審査委員選考支援システムの開発を進

める。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である６－２については、

JSPS-CSIA REPORT を 2件刊行し、年度

計画の目標を達成した。 
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 過去に特別研究員 PD、SPD に採用された者について、そ

の後のキャリア形成、科研費の獲得、論文による研究業績

について分析を実施した。この成果は報告書に取りまと

め、振興会内の関係部署に提供した。 

 

‐国際交流事業に関連した調査分析 

＜振興会諸事業による国際的な活動の分析＞ 

 振興会が行う国際交流事業に加え、科研費事業や人材

育成事業等を通して行われた研究者の国際的な活動につ

いて取りまとめ、データを振興会内の関係部署に提供す

るとともに、JSPS-CSIA REPORT として公表した。 

＜外国人特別研究員採用者に関する分析＞ 

 2005～2007 年度に採用された外国人研究員を対象に、

Scopus データを用い、最近までの発表文献の被引用度や

共著に関する分析を行うとともに、共著分析の結果をネ

ットワーク図を作成することにより視覚化した。この成

果は報告書に取りまとめ振興会内の関係部署に提供し

た。 

＜国際共同研究事業実施への支援＞ 

 振興会が英国、ドイツ、スイスとの間で実施している国

際共同研究事業において相手国との協議の参考とするた

めの資料として、「文献データを用いた日本と英独瑞との

間の研究協力状況」報告書を作成し、振興会内の関係部署

に提供した。 

 

・海外の学術動向に関する調査 

＜学際研究の推進方策に関する調査＞ 

 平成 30年度業務実績に係る外部評価において、「特に、

学際的研究の推進についてはよく調査して欲しい」との

評価意見に対応し、海外のファンディングエージェンシ

ーの学際的研究の推進方策に関する調査を実施した。調

査の成果に基づき報告書を作成し振興会内で共有すると

ともに、成果の一部を JSPS-CSIA REPORT に取りまとめ公

表した。 

 

・調査分析の成果の振興会内の関連部署への提供 

 上記の調査分析の成果に基づき、今後、振興会諸事業の

改善・高度化に向けた検討に資することを目的として以

下の報告書等を作成し、関連部署に提供した。 

通番 名称 
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1 基礎データ集 

2 特別研究員経験者の研究活動の状況に関する分
析 

3 文献データベースを用いた外国人特別研究員経
験者の研究活動の分析 

4 文献データを用いた日本と英独瑞との間の研究
協力状況 

5 海外のファンディングエージェンシーの学際的
研究の推進方策に関する調査 

 

・調査分析の成果の情報発信 

 調査分析の成果を、JSPS-CSIA REPORT（CSIA は、学術

情報分析センターの英文名称「Center for Science 

Information Analysis」の略）として 2件刊行した。 

号 公表時期 名称 

1 令和 2年 3月 日本学術振興会諸事業による
国際的な活動の展開 

2 令和 2年 3月 主要国のファンディングエー
ジェンシーにおける学際的研
究の推進方策 

 

・研究評価に関する G7ワーキンググループへの参加 

令和元年 6 月にベルリンで開催された「研究評価に関す

る G7ワーキンググループ会合」に参加し、学術情報分析

センターの取組を発表するとともに、各国の関係機関の

調査分析活動状況について情報を入手した。 

 

 （３）学術動向に

関する調査研究

の推進 

振興会の諸事

業を長期的観点

に立って効果的

に展開するため、

国内外における

学術振興施策の

現状や学術研究

の動向等の調査

研究を行うとと

もに、その結果を

新たな事業の企

画・立案等に活用

する。 

（３）学術動向に関

する調査研究 

学術システム研究

センターにおいて、

学問領域の専門的な

知見に基づき、国内

外における学術振興

施策の現状や学術研

究の動向等、振興会

の業務運営に関して

必要な調査・研究を

実施する。 

国内外における学

術振興施策について

は、学術振興に関す

る基本的政策、研究

助成システム、研究

（３）学術動向に関

する調査研究 

学術システム研

究センターにおい

て、国内外における

学術振興施策の現

状や学術研究の動

向等に関する調査・

研究を実施し、その

結果を取りまとめ、

振興会事業の企画・

立案等に活用する。 

国内外における

学術振興施策につ

いては、学術振興に

関する基本的政策、

研究助成システム、

【評価指標】 

６－３ 学術動向調

査の実施件数（Ｂ水

準：中期目標期間中

に 614 件程度） 

 

【目標水準の考え

方】 

６－３ 学術の振興

を図るための諸事業

を長期的観点に立っ

て効果的に展開する

観点から、国内外に

おける学術振興施策

の現状や学術研究の

動向等の調査研究に

ついて、前中期目標

＜主要な業務実績＞ 

【学術システム研究センター】 

・海外研究連絡センターが取りまとめた海外の学術動向

等を学術システム研究センター研究員にも情報提供し、

国内外の学術動向や研究者動向等の調査･研究に活用し

た。 

https://www-over s eas-news.jsps.go . jp/ 

 

・学術システム研究センター研究員を研究担当者として

振興会と研究員が所属する研究機関（令和元年度は 51研

究機関（129 課題））が委託契約を締結し、各分野等にお

ける学術動向等に関する調査研究を実施した。 

・学術動向等に関する調査研究は、揺籃期にある学術分野

または横断的学問分野等の派生した分野等の最新動向、

さらにはこれまでの学術分野の動向（その分野が抱える

課題）も含む学問全般に係る学術の動向調査であり、下記

のような振興会の審査･評価業務の向上や、事業全般に対

（３）学術動向に関する調査研究の推

進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中

期計画通り、中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言えることか

ら、補助評定を bとする。 

・国内外における学術振興施策につい

ては、海外研究連絡センターと日常的

に連携して情報収集を行う等、効率的

に業務を実施している。 

・学術研究の動向について、学術シス

テム研究センターの研究員による関連

研究者との意見交換等により、専門領

域にとどまらない、全般的な学術の振

（３）学術動向に関する調査研究の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

全ての学問領域をカバーした第一線の研究

者である学術システム研究センター研究員

を担当者として行われる学術動向等に関す

る種々の調査は、研究者の視点や学術分野の

最新の動向等を踏まえたものであることか

ら、調査等の結果を活用し、振興会事業を更

に改善・発展していくことを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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者養成に対する考え

方、国際交流の戦略

等について、関係機

関のホームページや

文献、現地調査、海外

研究連絡センターに

おける収集情報など

により、調査を適宜

実施し、情報の収集、

分析を継続的に行

う。 

学術研究の動向に

ついては、研究者の

動向を含め、各種報

告書、学術ジャーナ

ル、国内外のシンポ

ジウムへの出席、関

連研究者との意見交

換等により、調査を

適宜実施し、情報の

収集、分析を継続的

に行う。特に、学術シ

ステム研究センター

の研究員全員に専門

分野についての学術

動向研究を依頼し、

毎年度報告を受ける

とともに、結果を取

りまとめ、事業の企

画・立案に活かす。 

これらの調査・研

究については、前中

期目標期間の実績と

同程度の件数を実施

する（前中期目標期

間実績：614 件）。ま

た、その成果につい

ては、必要に応じ報

告書等に取りまとめ

ホームページ等にお

研究者養成に対す

る考え方、国際交流

の戦略等について、

関係機関のホーム

ページや文献、現地

調査、海外研究連絡

センターにおける

収集情報などによ

り、調査を適宜実施

し、情報の収集、分

析を行う。 

学術研究の動向

については、研究者

の動向を含め、各種

報告書、学術ジャー

ナル、国内外のシン

ポジウムへの出席、

関連研究者との意

見交換等により、調

査を適宜実施し、情

報の収集、分析を行

う。特に、学術シス

テム研究センター

の研究員が専門分

野に係る学術動向

研究を年間 125 件

程度実施し、その成

果をより適切な審

査委員の選考や評

価システムの整備

等に反映させ、振興

会が行う審査・評価

業務等の向上に役

立てる。 

また、これらの成

果については、必要

に応じて報告書等

に取りまとめ、ホー

ムページ等におい

て公表する。 

期間における実績

（614 件）と同程度

実施することを達成

水準とする。 

する提案・助言等に活用した。 

＞科研費における審査システム業務改善：学術動向を

踏まえつつ、審査委員の選考方法や公募要領、審査の

手引き等の見直しを実施した。 

＞特別研究員事業における審査システム業務：学術動

向を踏まえつつ、審査委員の選考方法や分野毎の書

面審査セットの見直しを行うととともに、審査の手

引、募集要項、審査方針等の見直しを行った。 

＞科研費・特別研究員事業における審査委員等の候補

者案の作成及び審査結果の検証 

＞日本学術振興会賞の査読及び日本学術振興会 育志

賞の予備選考 

 ＞学術国際交流事業に係る個別の助言等：振興会と関

係のある諸外国の学術振興機関との協力事業等の実

施に当たって、学術動向を踏まえつつ、以下の対応を

行った。 

１）フィリップ・フランツ・ジーボルト賞（ドイツ）

の候補者となる研究者についての助言 

２）国際事業委員会委員候補者についての助言 

３）年 6 回開催される国際事業委員会への 3 回の陪

席による、振興会の学術国際交流事業の審査、評価の

適切性の確認 

・学術動向調査については、実施計画や予算の審議及び前

年度の報告書の確認を外部有識者で構成される運営委員

会でも行う等、着実に実施している。 

 

 

 

・科研費特設分野研究及び特設審査領域代表者交流会の

実施 

特設分野研究又は特設審査領域に採択された研究代表者

が、互いの研究課題を知ることで、既存の分野を超えた新

たなネットワークが構築され、新しい学術の芽が生まれ

てくることが期待される。そのため、学術システム研究セ

ンターでは、平成 29・30 年度に設定された以下の３分野・

２領域において、研究代表者交流会を開催した。 

「オラリティと社会」 

（開催日：令和元年 10月 28 日 20 名） 

「次世代の農資源利用」 

（開催日：令和元年 10月 10 日  19 名） 

興を見据えた学術動向等に関する調査

研究を着実に実施している。その成果

は、審査員選考方法や審査状況の検証

をはじめとする審査システム、評定基

準・評価方法などの様々な面での業務

の改善等に活用されており、研究者の

視点に立った制度運営の実現に向けて

積極的に活動しており高く評価でき

る。また、その成果は、知的所有権や個

人情報の問題に配慮しながら、積極的

に公開している。 

・科研費特設分野及び特設審査領域研

究代表者交流会の実施は、課題の枠組

みをつくるだけでなく、研究代表者間

のネットワーク構築を促すことで、我

が国が今後国際的に先導していくべき

研究を発掘し、育てていくという新た

な試みである点で評価できる。 

・研究発表は、研究員どうしが互いの

研究に関する理解を深めるものであ

り、特に異分野の研究者が集まる場

（例：主任研究員会議）での研究発表

は、異分野融合、境界領域や揺籃期の

研究に貢献するものとして評価でき

る。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き学術動向に関する調査研究

を実施し、振興会事業の企画・立案に

活用していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である６－３については中

期目標に定められた水準（中期目標期

間中に 614 件）で実施されている。 
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いて公表する。 「情報社会におけるトラスト」 

（開催日：令和元年 10月 23 日 13 名） 

「高度科学技術社会の新局面」 

（開催日：令和元年 9月 30 日 8 名） 

「超高齢社会研究」 

（開催日：令和元年 10月 7 日 30 名） 

 

・研究発表等の実施 

主任研究員会議・専門調査班会議において、学術研究の現

場の視点を踏まえた業務改善に役立てる観点から、学術

動向調査の結果を踏まえつつ、各研究分野における歴史

的発展や最新研究動向、基礎研究の現状や人材育成の状

況等について発表を実施し、情報交換を行った。 

 

・研究成果の公開 

平成30年度の委託契約に基づく調査研究成果として提出

された『調査研究実績報告書』を取りまとめ、ウェブサイ

トで公開を行った。なお、未発表の研究情報や個人情報が

含まれる場合には、公開の可否について個別に検討を行

っている。 

https://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－７ ７ 横断的事項 

（１）電子申請等の推進 

（２）情報発信の充実 

（３）学術の社会的連携・協力の推進 

（４）研究公正の推進 

（５）業務の点検・評価の推進 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎研究の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第 5号、第 7号、第 9号 

独立行政法人通則法第 32 条 

当該項目の重要度、

難易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

 平成３０

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

【評価指標】   予算額（千円） 667,067 859,095    

振興会ホームページへのアクセ

ス状況（アクセス数等を参考に

判断） 

－ 
4,783,818

件 

8,899,354

件 

5,286,704

件 
   

 

決算額（千円） 832,517 835,777    

経常費用（千円） 741,015 743,516    

経常利益（千円） 32,373 163,105    

大学と産業界の研究者等による

情報交換の場として新たに設置

した委員会・研究会数（Ｂ水準：

中期目標期間中に８件程度） 

８件程度 10 件 ４件 １件    

行政コスト（千円） － 749,048    

行政サービス実施コス

ト（千円） 
509,113 －    

従事人員数 9 10    

研究倫理教育の高度化に係る支

援状況（Ｂ水準：研究分野横断的

又は研究分野の特性に応じたセ

ミナー若しくは関係機関と連携

したシンポジウムを毎年度２回

程度開催） 

毎年度２回

程度 
６回 ２回 ２回   

 

 

 

 

 

 

  

注１）予算額、決算額は「７ 横断的事項」の支出額を記載。人件費については共通経費部分を除き各業務に配賦した後の金額

を記載。 

注２）従事人員数については「７ 横断的事項」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 振興会の事業

が、研究者のみ

ならず社会から

も よ り 高 い 支

持、信頼を得ら

れるよう、横断

的 な 取 組 を 行

う。 

   ＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中期

計画通り、中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言えることから、評定

を Bとする。 

・昨年度に引き続き、公募事業等におけ

る電子化を着実に実施し、利便性の向上

を図っている。 

・新型コロナウイルス感染症に関連す

る対応等、ホームページによる迅速な情

報提供や、ホームページ及各種事業パン

フレットでわかりやすい情報発信等、広

報活動を着実に行った。 

・ひらめき☆ときめきサイエンスにつ

いては、業務効率化を図りながら着実に

事業がされている。 

・学術システム研究センターの調査研

究成果の公表等、得られた成果等の社会

への積極的な提供や卓越研究成果公開

事業を着実に実施している。 

・学術の社会的連携・協力の推進につい

て、事業の問題点を洗い出し、見直しの

検討を行い、新たな事業方針の作成や公

募を実施したほか、産学 Web システムを

導入し業務の効率化するなど、積極的に

改革を実行した点は高く評価できる。 

・研究公正の推進については、研究不正

防止の取組や、研究倫理教育教材の開

発・提供、研究倫理セミナーの開催等の

取組を着実に実施している。 

・自己点検評価・外部評価を実施し、そ

の結果を踏まえ業務の改善を図ってお

り、適切に PDCA サイクルを実施してい

る。 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当である

と確認できた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

各公募事業の応募・審査・交付業務において、

手続きの電子化を図る等、利用者（研究者、

事務担当者）の負担軽減に資する改善が図ら

れていることは評価できる。 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

更なるオンライン化や迅速かつ細やかな情

報提供等が求められることから、引き続き電

子申請等の整備や情報提供等に努めていた

だきたい。 

ホームページにおいてもよりわかりやすい・

見やすいホームページを目指し、不断の改善

を図る必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

「ひらめき☆ときめきサイエンス」は、興味

深いプログラムが企画されており、教育上有

意義なものである。今後、新型コロナウイル

ス感染症の影響を踏まえ、オンラインで実施

する場合には、参加者からのフィードバック

も踏まえ、内容の充実をさらに進めていただ

きたい。 
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＜課題と対応＞ 

・情報発信について、ウェブアクセシビ

リティ対応を含むホームページのリニ

ューアルに向け、引き続き検討を進めて

いく。 

 

 （１）電子申請

等の推進 

研究者の負担

軽減や業務効率

化の観点から、

電子申請等に必

要な情報システ

ムを整備する。 

 

（１）電子申請等

の推進 

公募事業につ

いては、研究者、

審査委員及び大

学等研究機関の

負担を軽減し、業

務を効率的に実

施するため、情報

システムを活用

する。その際、応

募や審査に係る

機密性の高い情

報を保護するた

め、情報セキュリ

ティを確保する。 

公募事業の応

募手続き及び審

査業務について

は、「電子申請シ

ステム」を整備

し、費用対効果を

勘案しつつ、電子

化を推進する。電

子化に当たって

は、府省共通研究

開発管理システ

ムとの連携を図

りつつ、積極的に

推進する。 

なお、両システ

ムに共通する機

能については、業

（１）電子申請等

の推進 

研究者へのサー

ビス向上等を図る

ため、募集要項・応

募様式等の書類

は、原則として全

ての公募事業にお

いてホームページ

から入手可能な状

態とする。 

研究者からの申

請書類を電子的に

受け付ける「電子

申請システム」に

ついては、本格運

用を開始している

公募事業を継続し

て実施する。 

なお、実施に当

たっては、文部科

学省が開発・運用

を行っている府省

共通研究開発管理

システム（e-Rad）

の連携活用を推進

し、柔軟に対応す

る。 

また、システム

の設計・開発に当

たっては、情報セ

キュリティ・ポリ

シー及び「政府機

【評価指標】 

７－１ 電子申請等

の推進状況（応募手

続や審査業務等の電

子化実績等を参考に

判断） 

 

 

【目標水準の考え

方】 

７－１ 研究者の負

担軽減や業務効率化

を図るための情報シ

ステムが整備されて

いるか、応募手続や

審査業務等の電子化

の実績及び制度改善

や研究者等の意見を

踏まえたシステムの

改修実績等を参考に

判断する。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

【公募事業における電子化の推進】 

・募集要項・応募様式等の書類については、全ての公募事業

においてホームページから入手可能な状態とした。 

 

・電子申請システムについては、令和元年度も引き続き、各

事業の応募（申請）受付、審査業務、交付業務を実施した。

また、研究者や事務担当者の意見等に基づき、利便性の向上

等を図るとともに、適宜電子化の拡充、制度改善等に伴う改

修を実施した。 

 

・科学研究費助成事業において電子申請システムとe-Radの

双方向連携を実施するなど、e-Rad の連携活用を推進した。 

 

・電子申請システムの設計・開発において、情報セキュリテ

ィ・ポリシー及び「政府機関等の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準群」を含む政府機関における一連の対策を踏ま

えた情報セキュリティ対策を実施し、可能な限り脆弱性を保

有しないように努めた。また、電子申請システムの基幹部分

において、必要に応じてアップグレードを行い、セキュリテ

ィを確保した。 

 

・電子申請システムについて、改元に対応した改修を円滑に

行った。 

（１）電子申請等の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中期

計画通り、中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言えることから、評定

を bとする。 

・募集要項・応募様式等の書類をホーム

ページから入手可能な状態とし、電子申

請システムによる各事業の応募（申請）

受付、審査業務、交付業務の実施や、e-

Rad の連携活用の推進、適切な情報セキ

ュリティ対策の実施等、計画に基づき着

実に業務を実施している。 

・電子申請システムについて、研究者や

事務担当者の意見等に基づき、利便性の

向上を図るとともに、「ひらめき☆とき

めきサイエンス」の応募受付・審査業務

への電子化の拡充、リードエージェンシ

ー方式導入等の制度改善に伴う改修を

着実に実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・電子申請システムについて、引き続き

費用対効果等を勘案しつつ必要に応じ

て改修を検討していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

評価指標である７－１については、研究

者の負担軽減や業務効率化を図るため

の情報システム整備、応募手続や審査業

務等の電子化及び制度改善や研究者等

（１）電子申請等の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

各公募事業の応募・審査・交付業務において、

手続きの電子化を図る等、利用者（研究者、

事務担当者）の負担軽減に資する改善が図ら

れていることは評価できる。今後、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえ、更なるオ

ンライン化が求められることから、引き続き

電子申請等の整備について対応を進めてい

ただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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務効率化の観点

から十分な検証

を行い、重複開発

を行わないよう

に調整を図る。 

関の情報セキュリ

ティ対策のための

統一基準」を含む

政府機関における

一連の対策を踏ま

えた情報セキュリ

ティ対策を実施す

る。システムの基

幹部分において必

要に応じてアップ

グレードを行い、

セキュリティを確

保する。 

の意見を踏まえたシステムの改修等を

令和元年度も進めており、目標水準に達

している。 

 

 

   （ⅰ）科学研究費

助成事業 

応募手続・審査

業務・交付業務に

ついて電子申請シ

ステムを活用する

とともに、制度改

善に伴う電子申請

システムの見直し

を行い、研究者・研

究機関の利便性向

上を図る。また、研

究実績報告書等の

researchmap との

連携について、検

討を行う。 

 

■科学研究費助成事業 

・令和元年度も引き続き、科学研究費助成事業のうち既に電

子化を行っている研究種目については、応募受付・審査業務・

交付業務を電子申請システムにより行った。 

 

・「ひらめき☆ときめきサイエンス」の応募受付・審査業務

について、新たに電子申請システムを活用して実施した。ま

た、令和 2年度より交付業務を電子申請システムにより行え

るよう、電子申請システムの改修などの準備を行った。 

 

・海外における研究滞在等に伴う留保・中断手続について、

電子申請システムを活用するなど、制度改善に伴う電子申請

システムの見直しを行った。 

 

・令和元年度も引き続き、審査委員が審査の際、審査システ

ム上のリンクから researchmap 及び KAKEN にアクセスし、そ

の掲載情報を必要に応じて参照できることとした。 

 

・researchmap V2 の開発状況について、JST に確認を取りな

がら、研究実績報告書等の researchmap との連携を検討し

た。 

 

・従来、科研費の交付内定通知については、押印した公文書

や各種参考資料を含む通知全体について各研究機関に対し

て書面による通知を行うとともに、内定通知日以降は、交付

内定一覧等の一部情報について電子申請システムによる確

認を可能としていたが、令和 2年度からは、書面による通知
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に代えて、全ての内容を電子申請システムにより通知するこ

ととし、電子申請システムの改修などの準備を行った。 

 

   （ⅱ）特別研究員

事業、海外特別研

究員事業 

応募手続、審査

業務について電子

申請システムを活

用するとともに、

制度改善等に伴い

電子申請システム

の見直しが必要な

場合は、随時開発

を行うことによ

り、申請者、審査委

員の利便性向上を

図る。 

 

■特別研究員事業、海外特別研究員事業 

・令和元年度も引き続き、特別研究員事業、海外特別研究員

事業の申請受付・審査業務を電子申請システムにより行っ

た。 

 

・さらに、若手研究者海外挑戦プログラムの二段階書面審査

方式の導入に伴う改修を行い、審査プロセスの合理化を図っ

た。 

 

 

 

 

  

   （ⅲ）学術の国際

交流事業 

既に電子申請シ

ステムを用いて応

募手続・審査業務

を行っている事業

は、当該システム

を活用する。また、

国際共同研究事業

のうち、リードエ

ージェンシー方式

による応募・審査

業務を必要とする

事業について、電

子申請システムを

用いるための方策

を検討する。 

ただし、推薦書

等の第三者による

認証が必要な調書

の提出を伴う事業

■学術の国際交流事業 

・令和元年度も引き続き、学術国際交流事業のうち既に電子

化を行っている事業については、申請受付・審査業務を電子

申請システムにより行った。 

 

・国際共同研究事業のうち、リードエージェンシー方式によ

る応募・審査業務を実施できるようにするため、電子申請シ

ステムの改修に着手した。 

 

・半年毎に、各事業の担当から電子申請システムの改修希望

を聴取して取り纏め、システム開発業者から見積を徴取した

上で、学術国際交流事業全体としての費用対効果を勘案し、

必要部分についての改修を行った。 
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については、調書

の提出以外の申請

手続において電子

申請システムを活

用することとす

る。 

新たに応募・審

査業務の電子化を

検討する際には、

申請数や公募を行

う回数等とシステ

ム開発に要する費

用を比較し、電子

化することの効率

性も勘案して導入

の是非を判断す

る。 

 

 （２）情報発信

の充実 

振興会の活動

及びその成果を

総合的・効果的

に情報発信する

ことができるよ

う、広報活動に

係る体制を整備

する。その上で、

受け手のニーズ

を踏まえた積極

的な情報発信に

取り組むととも

に、情報発信の

在り方について

更なる検討を進

め、中期目標期

間の早期に一定

の結論を得る。 

 

（２）情報発信の

充実 

① 広報と情報

発信の強化 

振興会の活動

及びその成果を

総合的・効果的に

情報発信するこ

とができるよう、

広報活動に係る

体制を整備する

とともに、研究

者、関係機関、国

民等の受け手の

ニーズを踏まえ

た積極的な情報

発信を行う。 

情報発信に際

しては、広報誌等

出版物、メールマ

ガジン、ホームペ

ージ等の内容充

（２）情報発信の

充実 

① 広報と情報発

信の強化 

振興会の活動及

びその成果に係る

一層効果的な情報

発信の在り方につ

いて、引き続き外

部有識者の意見も

聴取した上で検討

を行い、効果的な

情報発信に取り組

むとともに発信内

容の充実を図る。 

また、各事業の

実施状況等、学術

研究に関わる情報

について、以下の

方法により公開

し、積極的な情報

発信を行う。 

【評価指標】 

７－２ 振興会ホー

ムページへのアクセ

ス状況（アクセス数

等を参考に判断） 

 

【目標水準の考え

方】 

７－２ 振興会の活

動及びその成果の総

合的かつ効果的な情

報発信が行われてい

るか、ホームページ

へのアクセス件数

（平成 26～28 年度

の各年度平均実績：

478 万件）、コンテン

ツごとのアクセス動

向等を参考に判断す

る。 

 

＜主要な業務実績＞ 

【広報と情報発信の強化】 

・平成 30 年 4 月に設置した広報企画室において、外部有識

者等の意見も参考に効果的な情報発信について検討した。 

 
・令和元年度はひらめき☆ときめきサイエンスにおいて、児

童・生徒や教員に積極的に研究の魅力や振興会の役割を紹介

した。 

（２）情報発信の充実 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中期

計画通り、中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言えることから、評定

を bとする。 

【広報と情報発信の強化】 

・新型コロナウイルス感染症に関連す

る対応等、ホームページによる迅速な情

報提供を行った。また、ホームページ及

びブローシャーをはじめとした各種事

業のパンフレットでわかりやすい情報

発信を行っており、効果的な情報発信が

着実に実施されている。 

・メールマガジンやソーシャルメディ

ア等、媒体の特性を活かした広報活動を

着実に行った。特にメールマガジンにつ

いては登録者数が着実に伸びている。 

【成果の社会還元・普及・活用】 

・ひらめき☆ときめきサイエンスにつ

（２）情報発信の充実 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

「ひらめき☆ときめきサイエンス」は、令和

元年度から、科学研究費助成事業として実施

することで、業務効率化が図られ、効果的な

広報等により応募件数の着実な増加、プログ

ラムの着実な実施が認められる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

新型コロナウイルス感染症に関連する情報

を振興会ホームページに迅速に掲載された

ことは評価できる。引き続き、新型コロナウ

イルス感染症に関連する振興会の各事業に

おける対応等の情報が研究者へ届くよう情

報提供を細やかに行っていただきたい。 

また、ホームページにおいてもよりわかりや

すい・見やすいホームページを目指し、不断

の改善を図る必要がある。 
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実や見やすさ・分

かりやすさの確

保に努めるほか、

ホームページへ

のアクセス動向

等を踏まえ、最新

情報を多様な媒

体を活用しなが

ら迅速かつ効果

的に提供する。 

また、振興会の

活動及びその成

果に係る一層効

果的な情報発信

の在り方につい

て、更なる検討を

進め、平成 30 年

度中を目途に一

定の結論を得る。 

 

 

 

いては、効果的な広報や情報発信により

応募件数が着実に増加している。また、

科学研究費助成事業として実施するこ

とで業務効率化が図られており、改善を

行いながら着実に事業がされていると

評価できる。 

・個人情報等に配慮しつつ、学術システ

ム研究センターの調査研究成果の公表

や、海外学術動向ポータルサイトにおい

て海外の情報発信等を行い、得られた成

果等を積極的に社会に提供している。 

加えて、学術システム研究センターの

学術研究動向調査の成果は、審査システ

ム、評定基準・評価方法などの業務の改

善等に役立っている。 

・卓越研究成果公開事業において、参画

機関の新たなデータベースの登録・公開

を行うなど着実に事業を実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・海外への情報発信を含め、効果的な情

報発信となるよう、今後も方策を検討し

ていく。 

・ウェブアクセシビリティ対応を含む

ホームページのリニューアルに向けた

検討を引き続き実施していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標７－２について、振興会ホー

ムページへのアクセス状況については、

システムの移行等に伴い、集計方法に変

更があったが、アクセス数 5,286,704 

件と、中期目標に記載された平成 26～

28 年度の各年度平均実績（4,783,818

件）に比べて増加していることは、ホー

ムページによる情報提供へのニーズが

高く、それに応えているものと評価でき

る。（平成 30 年度実績：8,899,354 件） 

 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

「ひらめき☆ときめきサイエンス」は有意義

なプログラムであり、参加者からのフィード

バックも踏まえ、内容の充実をさらに進めて

いただきたい。 

   （ⅰ）ホームペー

ジの活用 

公募情報を中心

として、振興会の

業務内容に関する

最新情報をホーム

ページで迅速に提

供する。また、コン

テンツごとのアク

セス動向等を踏ま

え、一般国民や研

究者のニーズに応

える的確かつ見や

すい情報提供に努

める。また、ウェブ

アクセシビリティ

対応を行うととも

に、ホームページ

 ■ホームページの活用 

・振興会ホームページへのアクセス数は、システムの移行等

に伴い集計方法に変更があった。令和元年度のアクセス数は

529 万件となった。  

訪問数：5,286,704 件 

（平成 30年度：8,899,354 件） 

 

・新型コロナウイルス感染症に関連する対応として提出書

類の期限延長やイベントの中止等に関する情報をまとめて

振興会ホームページに掲載することによって、分かりやすい

情報提供に努めた。 

 

・公募情報を中心に、最新の情報を速やかにホームページに

て告知し、内外の研究者や一般向けに広く迅速な情報発信を

行った。 

 

・既存の事業については、公募が終了した後の採択に関する

情報や事業報告についてもホームページでの公開を積極的
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のリニューアルに

向けた検討を開始

する。 

 

に行い、広く国民等へ情報発信を行った。 

 

・ウェブアクセシビリティ対応を含むホームページのリニ

ューアルに向けた検討を開始した。 

 

 

 

   （ⅱ）ブローシャ

ー等の発行 

振興会の事業内

容及び成果につい

て分かりやすく編

集したブローシャ

ーを作成し、電子

版にて広く周知す

るほか、必要に応

じて事業ごとにリ

ーフレット等を発

行・配布する。ま

た、効果的な海外

への情報発信につ

いて検証し、検証

結果に基づき、英

語版ニューズレタ

ーの見直しを行

う。 

 

 ■ブローシャー等の発行 

・振興会の事業内容及び成果について編集したブローシャ

ー（法人概要）について、より効果的な情報発信に資するた

め、前年より 4か月早く発行し、全国の国公私立大学等への

配布等を行った。そのほか、科学研究費助成事業、学術国際

交流事業等の事業ごとにパンフレット等を分かりやすく作

成・編集し国内外の関係者に広く周知した。作成したブロー

シャーやパンフレット等は以下の振興会ホームページで電

子媒体でも公開した。 

また、海外への情報発信に資する広報誌の発行に向け、関係

者からヒアリングを行うなど検討を行った。 

 

日本語版： 

https://www.jsps.go.jp/publications/index.html 

英語版： 

https://www.jsps.go.jp/english/publications/index.html  

 

●パンフレット等作成実績 

標題又は内容 発行時期 発行部数 

JSPS 2019-20（日本語版ブローシャ

ー） 

令和元年

9月 
3,000 部 

JSPS 2019-20（英語版ブローシャー） 
令和2年1

月 
5,000 

科研費パンフレット 2019（和文） R1年10月 1,200 部 

科研費パンフレット 2019（英文） R2 年 2 月 400 部 

ひらめき☆ときめきサイエンスリーフ

レット（A4 版） 
R1 年 6 月 16,250 部 

世界トップレベル研究拠点プログラム

パンフレット第 15 版 
R1 年 7 月 3,000 部 

世界トップレベル研究拠点プログラム

パンフレット第 15 版増刷 
R1年10月 1,500 部 

WPI10 周年記念誌（英語版）増刷 R1 年 9 月 200 部 

WPI リーフレット R2 年 1 月 3,000 部 
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スーパー・サイエンス・ハイスクール生

徒研究発表会 2019 出展用 WPI ちらし 
R1 年 8 月 500 部 

第 3 回研究大学コンソーシアムシンポ

ジウム配布用 WPI ちらし 
R1年10月 1,000 部 

第 3 回研究大学コンソーシアムシンポ

ジウム予稿集 
R1年10月 350 部 

第 12 回 HOPE ミーティング広報チラシ R1 年 6 月 11,000 部 

令和 2(2020)年度開催分 日米独・日仏

先端科学シンポジウム参加研究者募集

ちらし 

R1年10月 3,200 部 

JSPS International Fellowships for 

Research in Japan 2020 リーフレット

（和文） 

R2 年 1 月 9,000 部 

JSPS International Fellowships for 

Research in Japan 202019 リーフレッ

ト（英文） 

R2 年 1 月 20,500 部 

JSPS Summer Program 2020 R1 年 8 月 4,000 部 

Science Dialogue 2020（和文）  R2 年 1 月 600 部 

Science Dialogue 2020（英文） R2 年 1 月 1,000 部 

令和 3 年度海外特別研究員・海外特別

研究員―RRA 応募チラシ 
R2 年 2 月 2,000 部 

令和 2 年度第 1 回若手研究者海外挑戦

プログラム応募チラシ 
R1 年 7 月 13,000 部 

令和 2 年度第 2 回若手研究者海外挑戦

プログラム応募チラシ 
R1年11月 13,000 部 

令和元年度特別研究員-RPD 研究交流会

パンフレット 
R1 年 8 月 170 部 

第 16 回（令和元年度）日本学術振興会

賞パンフレット 
R2 年 1 月 300 部 

第 10 回（令和元年度）日本学術振興会 

育志賞リーフレット 
R2 年 2 月 250 部 

博士課程教育リーディングプログラム

パンフレット（和文） 
H31年4月 3,450 部 

博士課程教育リーディングプログラム

パンフレット（英文） 
H31年4月 2,000 部 

博士課程教育リーディングプログラム

成果報告書（増刷） 
R2 年 3 月 1,450 部 
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卓越大学院プログラムパンフレット

（和文） 
R2 年 1 月 2,000 部 

卓越大学院プログラムパンフレット

（英文） 
R2 年 1 月 2,000 部 

大学教育再生加速プログラム（AP）パン

フレット（増刷） 
R2 年 2 月 450 部 

令和 2 年度卓越研究員事業パンフレッ

ト【研究機関用】 
R2 年 1 月 3,000 部 

令和 2 年度卓越研究員事業リーフレッ

ト【研究者用】 
R2 年 2 月 2,000 部 

令和 2 年度卓越研究員事業公募説明会

開催案内チラシ 
R2 年 1 月 －※ 

第35回国際生物学賞授賞式パンフレッ

ト 
R1年11月 300 部 

第 35 回国際生物学賞授賞式記録 R2 年 3 月 800 部 

国際生物学賞パンフレット（和文） R1年12月 1,000 部 

国際生物学賞パンフレット（英文） R1年12月 1,000 部 

学術の国際交流リーフレット（和文） R2 年 3 月 2,000 部 

学術の国際交流リーフレット（英文） R2 年 3 月 7,500 部 

Revisiting the 26 Years of the 

Japan-India Science Council（英文） 
R2 年 3 月 200 部 

海外研究連絡センター ニューズレタ

ー 

通年（全

センター

等合計 19

号） 

－※ 

海外研究連絡センター パンフレット

（英語等） 

イベント

毎に発行 

イベント

毎に発行 

※ 電子媒体にて作成・配布 

 

●ポスター作成実績 

標題又は内容 作成時期 作成部数 

ひらめき☆ときめきサイエンスポス

ター 
R1 年 6 月 610 部 

第 12 回 HOPE ミーティングポスター R1 年 6 月 1,500 部 

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派

遣事業ポスター 
R1 年 6 月 1,000 部 

第 3 回研究大学コンソーシアムシン

ポジウムのポスター（A2） 
R1年10月 10 部 
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第 3 回研究大学コンソーシアムシン

ポジウムのチラシ（A4） 
R1年10月 500 部 

世界トップレベル研究拠点プログラ

ム 13拠点ポスター（新拠点ロゴ追加） 
H31年4月 1 部 

世界トップレベル研究拠点プログラ

ム 13 拠点ポスター（2 拠点の拠点長

交替） 

R1年10月 2 部 

令和 2(2020)年度開催分 日米独・日

仏先端科学シンポジウム参加研究者

募集ポスター 

R1年10月 2,500 部 

JSPS International Fellowships 

for Research in Japan 2020 ポスタ

ー 

R2 年 1 月 3,500 部 

令和 3 年度分海外特別研究員募集ポ

スター  
R2 年 2 月 －※1 

令和 3 年度分海外特別研究員-RRA 募

集ポスター 
R2 年 2 月 －※1 

海外研究連絡センター シンポジウ

ムポスター 

イベント

毎に発行 

イベント

毎に発行 

令和 2 年度第 1 回若手研究者海外挑

戦プログラム募集ポスター（A2 判） 
R1 年 7 月 100 部 

令和 2 年度第 1 回若手研究者海外挑

戦プログラム募集ポスター（B2 判） 
R1 年 7 月 10 部 

令和 2 年度第 2 回若手研究者海外挑

戦プログラム募集ポスター（A2 判） 
R1年11月 100 部 

令和 2 年度第 2 回若手研究者海外挑

戦プログラム募集ポスター（B2 判） 
R1年11月 10 部 

第 17 回（令和 2(2020)年度）「日本

学術振興会賞」受賞候補者推薦募集

ポスター 

R2 年 1 月 6,800 部 

第 11 回（令和 2(2020)年度）「日本

学術振興会 育志賞」受賞候補者推薦

募集ポスター 

R2 年 3 月 3,850 部 

令和 3 年度(2021 年度)採用分特別研

究員募集ポスター 
R2 年 2 月 －※2 

令和 3 年度(2021 年度)採用分特別研

究員-RPD 募集ポスター 
R2 年 2 月 －※2 

令和 2 年度卓越研究員事業ポスター

【研究者用】 
R2 年 2 月 1,000 部 
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課題設定による先導的人文学・社会

科学研究推進事業シンポジウムのポ

スター（A2） 

R2 年 1 月 10 部 

課題設定による先導的人文学・社会

科学研究推進事業シンポジウムのチ

ラシ（A4） 

R2 年 1 月 1200 部 

※1平成 26 年度分募集より各機関へのポスター郵送は廃止し、作成し

たポスター電子データをウェブサイトに掲載。 

※2電子データをホームページに掲載。 

 

   （ⅲ）メールマガ

ジンの発信 

インターネット

を活用したメール

マガジンにより、

公募案内や行事予

定等の情報提供を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■メールマガジンの発信 

・毎月およそ 23,000 名の登録者にメールマガジン「学振便

り（JSPS Monthly）」を配信した。公募情報や行事予定の紹

介に加え、科研費関連ニュース等、事業内容や公募・イベン

ト情報の周知に努め、情報発信の強化を図った。公募情報に

ついては、受け手にわかりやすいよう、目的別に整理して発

信した。 

 

・メールマガジンの登録者数（年度末）が 23,806 件と前年

度に比べ約 700 件増加した。 

 年度末登録者数：23,806 件 

 （平成 30 年度：23,114 件） 

 

●月別登録件数実績 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

23,111
件 

23,186
件 

23,503
件 

23,626
件 

22,899
件 

22,912
件 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

22,973
件 

23,092
件 

23,687
件 

23,686 
 件 

23,691
件 

23,806
件 

 

●月別記事数 

月 
ﾄﾋﾟｯ 

ｸｽ 

公募

案内 

科研費 

関連ﾆｭｰｽ 

海外

動向 

行事

予定 

お知

らせ 

4 月 3 15 1 1 1 3 

5 月 2 11 1 2 1 2 

6 月 1 8 1 5 2 1 

7 月 1 11 1 1 4 2 

8 月 1 8 1 2 1 2 

9 月 3 10 1 3 1 2 

10 月 1 5 1 4 1 3 

11 月 1 7 1 3 2 3 

12 月 1 4 1 2 2 4 

1 月 3 4 1 2 4 2 

2 月 3 5 1 41 2 3 

3 月 1 12 1 1 1 4 
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（ⅳ）ソーシャル

メディアの活用 

多様な媒体によ

る迅速な情報発信

を行うため、公募

やイベントの情報

等について、必要

に応じてソーシャ

ル・ネットワーキ

ング･サービスを

活用する。 

 

 

 

 

■ソーシャルメディアの活用 

・WPI や HOPE ミーティング事業、先端科学（FoS）シンポジ

ウム事業では、公募やイベントの情報を一元的かつ迅速に発

信するため、フェイスブック等を活用している。 

https://ja-jp.facebook.com/wpi.japan/ 

https://www.facebook.com/jspskenkyo2 

https://www.facebook.com/jspshope/ 

 

 

 

  

 

② 成果の社会

還元・普及・活用 

（ⅰ）学術システ

ム研究センター

等の調査・研究の

成果、学術情報分

析センターの分

析結果、海外研究

連絡センターの

収集情報、及び科

研費事業をはじ

め振興会が実施

する各事業にお

いて支援対象者

から提出された

実績報告書等に

ついては、知的所

有権等に配慮し

た上で、事業の企

画立案等に活用

するとともに、ホ

ームページへの

掲載や出版等に

より、研究者をは

じめ社会に積極

的に提供し、広く

社会還元を目指

② 成果の社会還

元・普及・活用 

（ⅰ）ひらめき☆

ときめきサイエン

ス 

我が国の将来を

担う児童・生徒を

主な対象として、

研究者が科研費に

よる研究につい

て、その中に含ま

れる科学の興味深

さや面白さを分か

りやすく発信する

「ひらめき☆とき

めきサイエンス～

ようこそ大学の研

究室へ～KAKENHI」

の取組を支援す

る。 

 

 

 

【成果の社会還元・普及・活用】 

■ひらめき☆ときめきサイエンス 

・「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室

へ～KAKENHI」の取組について、全国各地の 130 機関におけ

る 228 プログラムの実施を支援した。応募件数は昨年度と比

較して、3件増加した。（令和元年度：430 件（195 機関）） 

 

・平成 30 年度までは委託事業により実施していたが、令和

元年度からは委託事業ではなく、科学研究費助成事業として

実施した。 

 

・応募受付・審査業務について、新たに電子申請システムを

活用して実施し、また、令和 2年度より交付業務を電子申請

システムにより行えるよう、電子申請システムの改修などの

準備を行った。（再掲） 

 

 

 

 

 



129 
 

すとともに普及

を図る。 

  

 

   

 

■学術システム研究センターの調査・研究 

・平成 30 年度の委託契約に基づく調査研究成果として各研

究員から提出された『調査研究実績報告書』を取りまとめ、

ウェブサイトで公開した。なお、未発表の研究情報や個人情

報が含まれる場合には、公開の可否について個別に検討を行

っている。 

https://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html 

 

 

 

 

 

■海外研究連絡センターの収集情報 

・海外研究連絡センターが収集した海外の学術・高等教育動

向に関する情報を集約した「海外学術動向ポータルサイト」

において、最新のニュースやレポートを発信した。 

https://www-overseas-news.jsps.go.jp/ 

 

 

 

  

 

（ⅱ）学術研究の

進展により生じ

た卓越した研究

成果を広く一般

に公開すること

により、学術研究

の成果・普及及び

その重要性につ

いての理解促進

に努める。また、

学術と日常生活

との関わりや学

術がもつ意味に

対する理解を深

める機会を提供

する。 

 

（ⅱ）卓越研究成

果公開事業 

学術の進展によ

り生じた卓越した

研究成果をデータ

ベースにより広く

一般に公開するこ

とを目的とする

「卓越研究成果公

開事業」を実施す

る。 

 

 

 

■卓越研究成果公開事業 

・本事業に参画している学協会の研究成果をデータベース

に登録（累計データ登録件数：3,593 件）するとともに、新

たに 87 件を公開した。 

 

 

 

 

 （３）学術の社

会的連携・協力

の推進 

大学と産業界

（３）学術の社

会的連携・協力の

推進 

大学等の研究

（３）学術の社会

的連携・協力の推

進 

学界と産業界の

【評価指標】 

７－３ 大学と産業

界の研究者等による

情報交換の場として

＜主要な業務実績＞ 

【学術の社会的連携・協力の推進】 

■事業の意義・目的の再整理、新たな事業方針の決定 

本事業の問題点を洗い出し、見直しの検討を行った。本事

（３）学術の社会的連携・協力の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

（３）学術の社会的連携・協力の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業
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の研究者等によ

る情報交換等を

促進することに

より、相互のイ

ンターフェイス

機能の充実を図

る。 

 

のシーズ及び産

業界の研究のニ

ーズに応じた情

報交換、交流促進

を図るための場、

また学界と産業

界の連携による

若手研究者の人

材育成の場とし

ての産学協力研

究委員会等を、研

究者の発意に基

づいて設置する。

その際、学界と産

業界の研究者等

が協力し、平成 29

年度中に活動し

ている研究開発

専門委員会と先

導的研究開発委

員会の合計８委

員会全てを刷新

し、新たなテーマ

を設定した委員

会・研究会を８件

程度設置する。委

員会等の設置に

当たっては、学術

の社会的連携・協

力の立場から、学

界と産業界との

連携によって発

展が期待される

研究のシーズや

分野及びその推

進の方法・体制等

について検討す

る産学協力総合

研究連絡会議を

開催し、審議結果

第一線の研究者等

からのボトムアッ

プによる発意に基

づき、自由な研究

発表、情報交換を

行う場を提供し、

産学協力の橋渡し

を行う。 

平 成 31 年 度

（2019 年度）は、

以下の取組を行

い、学術の社会的

連携・協力を推進

する。 

・産学協力総合

研究連絡会議を開

催し、学界と産業

界との学術の社会

的連携・協力の推

進方策を検討す

る。 

・産学協力研究

委員会について、

運営形態の見直し

を検討すると共

に、電子化の推進

を含む委員会対応

業務の効率化を図

る。 

・産学の研究者

の要請や研究動向

に関し自由に情

報・意見交換を行

うための委員会活

動を支援する。 

 

 

新たに設置した委員

会・研究会数（Ｂ水

準：中期目標期間中

に８件程度） 

 

【目標水準の考え

方】 

７－３ 適時適切な

研究テーマの設定に

より、学界と産業界

の交流・連携を促進

する観点から、平成

29 年度中に活動し

ている研究開発専門

委員会と先導的研究

開発委員会の合計８

委員会全てを中期目

標期間中に刷新する

ことを達成水準とす

る。 

 

 

業の意義・目的を改めて再整理し、役員会での決議を経て、

各委員会へ通知した。 

また、持続可能で安定した事業運営の観点から、各年度選

定する委員会数を６程度にとどめ、活動を行う委員会を約３

０とすることを役員会で決定し、各委員会へ通知した。 

 

■産学協力総合研究連絡会議の開催 

産学協力総合研究連絡会議を 4回開催し、以下の通り新た

な事業方針に基づく委員会の選定を行った。 

① 公募の実施 

本事業で初めて公募要領を整備し、公募を実施した。 

② 厳格な審査の実施及び新たな委員会の設定 

新たに審査要項等を整備して厳格な審査を行い、６委員会

を選定した。 

また、産学協力総合研究連絡会議の選定結果を踏まえ、来

年度から産学協力委員会として設定する６委員会を決定し

た。 

 

■委員会対応業務の効率化 

業務支援システム（産学 Web システム）を導入し、会員の個

人情報の収集・管理を振興会の諸規程を踏まえた水準に高め

るとともに、個人情報の収集・管理に関する対応業務の削減

を行った。 

 

 

■国際シンポジウム開催の支援 

産学協力に資するため、テーマの重要性、事業計画の妥当

性、成果の発信と学術の国際交流の促進、援助の必要性とい

った観点で、以下の 3件の産学協力によるシンポジウムを支

援した。 

・SDGs の貢献につながる耐熱金属材料分野の国際会議 

・アジア・太平洋地域の発展に帰するワイドギャップ半導体

材料分野の国際会議 

・日本開催が初となるシンチレータの応用に関する世界最

大の国際会議 

 

 

■産学協力研究委員会の活動 

大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界のそれぞれ

の要請や研究動向について情報交換等を行い、学術の社会的

況については、下記の理由により、中期

計画通り、中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言えることから、評定

を bとする。 

【学術の社会的連携・協力の推進】 

・現状維持や前例踏襲することなく、事

業の問題点を洗い出し、見直しの検討を

行い、新たな事業方針の作成や本事業で

初めての公募を実施するなど、積極的に

改革を実行した点は高く評価できる。 

・産学 Web システムの導入は、委員会対

応業務の効率化が図られただけでなく、

委員会の自主的・自律的な管理運営を促

しつつ、情報の収集・管理の精度が高め

られたと評価できる。 

・重要かつ目的や効果が明確なテーマ

を扱うシンポジウムの支援を実施した

ほか、全 71 の産学協力研究委員会が精

力的に活動し、研究開発専門委員会にお

いては今後の発展を促すべき適切な研

究課題やニーズの高まりが予想される

先導的な研究課題について専門的な調

査審議を行うなど、着実に事業を運営し

ている。また、事業に関する情報を随時

更新し、積極的に発信している。 

【学術関係国際会議開催に係る募金事

務】 

・学術関係国際会議開催に係る募金事

務を着実に実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

評価指標である７－３については、今

年度新たに産学協力研究委員会を１件

設置した。これにより、合計５件となり、

中期目標に定められた水準（中期目標期

間中８件程度）の達成に向け順調に推移

している。 

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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を積極的に外部

に情報発信する。

また、国内外の研

究者を集めての

セミナー、シンポ

ジウムを開催す

るとともに研究

成果の刊行を通

じて、これら研究

委員会の研究成

果を発信する。 

学術関係国際

会議の開催のた

め、免税措置を受

けられない主催

者に代わり、特定

公益増進法人と

しての募金の事

務を行う。 

連携・協力の推進を図る場を設けるなど、産学協力の橋渡し

を行った。なお、令和 2 年 3 月末現在、71 委員会が活動し

ている。 

 

■研究開発専門委員会の活動 

産学協力研究による研究開発を促進するため、将来の発展

が期待される分野から選定した課題について専門的に調査

審議を行い、4委員会により計 12回の会議を開催した。 

 

 

 

 

 

■情報発信 

事業の概要 

https://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/jigyo.html 

公募の概要 

https://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/koubo.html#gaiyou 

産学研究協力委員会一覧 

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_2.html  

研究開発専門委員会・先導的研究開発委員会一覧 

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_3.html  

 

   また、学術関係国

際会議の開催のた

め、指定寄附金に

よる募金、並びに

特定公益増進法人

としての募金の事

務を行う。 

 

 【学術関係国際会議開催に係る募金事務】 

・指定寄附金による募金及び特定公益増進法人としての募

金について、令和元年年度中に新規受託した募金事務はなか

った。 

・引き続きホームページでの募金事務の受託基準、依頼方

法、申請書類、FAQ 等を掲載して、周知に努めている。 

  

  

 （４）研究公正

の推進 

助成・支援事

業の実施に当た

り、研究費の不

合理な重複及び

過度の集中の排

除並びに研究費

の不正使用、不

（４）研究公正の

推進 

助成・支援事業

のマネジメント

の一環として、不

合理な重複及び

過度の集中の排

除並びに不正使

用及び不正受給

（４）研究公正の

推進 

研究費の不合理

な重複及び過度の

集中を排除するた

め、各事業の特性

に応じ、府省共通

研究開発管理シス

テム（e-Rad）を活

【評価指標】 

７－４ 研究倫理教

育の高度化に係る支

援状況（Ｂ水準：研究

分野横断的又は研究

分野の特性に応じた

セミナー若しくは関

係機関と連携したシ

ンポジウムを毎年度

＜主要な業務実績＞ 

【研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除】 

・研究費の不合理な重複等を避けるため、府省共通研究開発

管理システム（e-Rad）を活用して、審査結果等を他の競争

的資金の配分機関に対して迅速に提供した。 

 

【研究費の不正使用及び研究活動の不正行為の防止】 

■研究機関における研究費の管理・監査や公正な研究活動の

推進に向けた体制整備 

（４）研究公正の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中期

計画通り、中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言えることから、評定

を bとする。 

・研究費の不合理な重複及び過度の集

（４）研究公正の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

引き続き、研究不正防止に向けた取組を継続

する必要がある。 
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正受給及び研究

活動の不正行為

の防止策を徹底

するとともに、

研究者の所属機

関に対し、研究

費 の 適 切 な 管

理・執行を促す。 

の防止策を強化

する。 

このため、政府

等の方針を踏ま

え、研究費の不合

理な重複及び過

度の集中を排除

するため、府省共

通研究開発管理

システムを活用

するとともに、同

システムを通じ、

審査結果を他の

競争的資金の配

分機関に対して

迅速に提供する。 

また、研究費の

不正使用、不正受

給及び研究活動

の不正行為を防

止するため、文部

科学省との適切

な役割分担の下、

各研究機関の不

正防止に対する

取組について、必

要に応じ、事業ご

とに適切な指導

を行う。 

さらに、研究機

関を対象とする

調査や利用者を

対象とするアン

ケートから抽出

したニーズを踏

まえ、研究倫理教

育教材の開発・改

修を進める。ま

た、研究機関にお

ける研究倫理教

用するとともに、

同システムを通

じ、審査結果を他

の競争的資金の配

分機関に対して迅

速に提供する。 

研究費の不正使

用、不正受給及び

研究活動の不正行

為を防止するた

め、必要に応じ、事

業毎に各研究機関

における不正防止

に対する取組の状

況等を把握し、指

導を行う。また、各

事業に参画する全

ての研究者に対し

て、事業説明会や

公募要領への記載

等の方法により、

研究費の不正使

用、不正受給及び

研究活動の不正行

為については厳格

に対応する旨周知

するともに、研究

倫理教育に関する

プログラムの履修

を徹底させる。 

公正な研究活動

を推進するため、

研究機関を対象と

する調査の結果を

踏まえた学生向け

研究倫理教育教材

を開発するととも

に、既に e ラーニ

ングとしてサービ

ス提供済みの研究

２回程度開催） 

 

【目標水準の考え

方】 

７－４ 研究機関に

おける研究倫理教育

の高度化を効果的に

支援する観点から、

研究分野横断的又は

研究分野の特性に応

じたセミナー若しく

は関係機関と連携し

たシンポジウムを毎

年度２回程度開催す

ることを達成水準と

する。 

 

 

・事業実施にあたり、「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整備等自己

評価チェックリストや「研究活動における不正行為への対応

等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェック

リストを文部科学省に提出することを研究機関に求めるこ

とにより、各研究機関における研究費の管理・監査や公正な

研究活動の推進に向けた体制整備の把握に努めた。 

 

・科研費では文部科学省と連携して実地検査（60機関）を行

い、各研究機関の科研費管理体制の実態や不正防止の取組状

況の把握に努めた。また、管理体制の改善を要する点等につ

いての検査記録を研究機関に通知し、必要に応じてフォロー

アップを行うこととした。 

 

■研究者を含む関係者の意識改革の促進 

・事業説明会等の場において、実地検査で把握した事例の周

知を通じて、研究機関の教職員に対して不正使用、研究活動

の不正行為の防止策について注意喚起、指導等を実施した。 

 

■研究者の理解の明確化 

・事業実施にあたり、研究者の意識改革の取組として、参画

する全ての研究者に研究倫理教育プログラムの履修を義務

付けた。 

 

・公募要領において、研究費の不正使用及び研究活動の不正

行為があった場合は、交付決定の取消や契約の解除、研究資

金の返還及び振興会が交付する研究資金を一定期間交付し

ないなど厳格に対応する旨を周知した。 

 

■その他 

・振興会が実施する事業に係る研究活動の不正行為及び研

究費の不正使用の告発等受付窓口を設置している。 

 

【研究公正推進事業】 

■研究倫理教育教材の開発・改修 

・人文学、社会科学から自然科学までの全ての分野に共通す

る標準的な研究倫理に関する教育教材として開発した図書

教材『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－』

（日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会

編（平成 27 年 3 月 31 日発行））をもとにした研究者向け e-

中の排除については、審査結果等を他の

競争的資金の配分機関に対して迅速に

提供し着実に実施している。 

・各研究機関における不正防止に対す

る取組の状況等については、チェックリ

ストにより研究機関における体制整備

状況を把握した。さらに、その実態や不

正防止の取組状況の把握については、科

研費において実地検査を行うことによ

り着実に実施している。また、事業実施

にあたっての研究倫理教育プログラム

の履修義務付けや不正があった場合の

厳格な対応については、事業説明会や公

募要領において周知・徹底することによ

り着実に実施している。これらの取組

は、継続して実施しているものであり、

研究費の不正使用及び研究活動の不正

行為の防止に実効性を持たせていると

評価できる。 

・研究倫理教育教材については、既存の

研究者版 e-learning 教材を改修すると

ともに、大学院生向け e-learning 教材

の開発、サービス提供を行った。また、

研究倫理セミナーを開催するとともに、

他の研究資金配分機関と共催して研究

公正シンポジウムを開催した。これら

は、公正な研究活動を推進するために有

効かつ適切な取組となっていると評価

できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、研究不正防止に向けた取組

を実施していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である７－４については、令

和元年度においては中期目標に定めら

れた水準（毎年度２回程度開催）と同程

度にセミナー及びシンポジウムを開催

し、順調に実績をあげている。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

研究公正の推進は、事業の根幹に係る重要事

項である。振興会においては、その取組を着

実に実施しており、成果を上げていると思わ

れる。 
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育の高度化を支

援する観点から、

研究分野横断的

又は研究分野の

特性に応じたセ

ミナー若しくは

関係機関と連携

したシンポジウ

ムを毎年度２回

程度開催する。 

者向け研究倫理教

育教材について、

利用者を対象とす

るアンケートから

抽出したニーズを

踏まえ、改修を進

める。また、研究分

野横断的なセミナ

ーとして、上記eラ

ーニング修了者を

対象とする反転学

習研修会を行うほ

か、国立研究開発

法人科学技術振興

機構や国立研究開

発法人日本医療研

究開発機構と連携

し、シンポジウム

を開催する。 

learning 教材『eL CoRE』（日本語版・英語版）のサービス提

供を引き続き実施するとともに、平成 30 年度に改修を行っ

た日本語版学習コンテンツに基づき、英語版学習コンテンツ

の改修を行った。 

 

・研究機関における大学院生向け研究倫理教育のニーズ調

査に基づき、平成 30 年度に開発を行った大学院生向け e-

learning 教材『eL CoRE』（日本語版）のサービス提供を令和

元年 8月から実施するとともに、英語版の開発を行い、サー

ビス提供を令和 2年 2月から実施した。 

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html 

 

・上記 e-learning 教材の更なる活用のため、研究者向け e-

learning 教材の履修者を対象とした研究倫理セミナー「研

究者倫理教育にグループワークを導入する」を東京で開催し

た。その中で、反転学習としてグループワークを導入する際

のポイントやグループワークに適した事例の作成方法を解

説するとともに、模擬グループワークの体験を行った。 

 

■研究機関における研究倫理教育の高度化に係る支援 

・上記 e-learning 教材の更なる活用のため、研究者向け e-

learning 教材の履修者を対象とした研究倫理セミナー「研

究者倫理教育にグループワークを導入する」を東京で開催

し、反転学習としてグループワークを導入する際のポイント

やグループワークに適した事例の作成方法を解説するとと

もに、模擬グループワークの体験を行った。（再掲） 

 

・科学技術振興機構及び日本医療研究開発機構との共催で、

研究公正シンポジウム「研究不正―起こさせないために、起

こってしまったら」を東京で開催した。その中で、研究不正

の防止や研究不正事案の調査を行うにあたって研究機関と

して取り組むべき事柄について提案や議論を行った。 

 

 （５）業務の点

検・評価の推進 

自己点検評価

や外部評価を実

施し、その結果

を踏まえて業務

運営の改善を図

（５）業務の点

検・評価の推進 

毎年度、自己点

検評価を実施す

るとともに、学界

や産業界などを

代表する有識者

（５）業務の点検・

評価の推進 

独立行政法人通

則法第三十二条の

規定に基づき、自

己点検評価を実施

するとともに、学

【評価指標】 

７－５ 業務の点検・

評価の実施状況（Ｂ

水準：自己点検評価

及び外部評価を毎年

度実施） 

 

＜主要な業務実績＞ 

【自己点検評価】 

■計画・評価委員会開催実績 

開催日：平成 31 年 4 月 22 日 

各部の長において、平成 30 年度における業務実績に関す

る自己点検評価資料を作成後、計画・評価委員会に提出した。 

学術システム研究センターの所長・副所長、学術情報分析

（５）業務の点検・評価の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施状

況については、下記の理由により、中期

計画通り、中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言えることから、評定

（５）業務の点検・評価の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業

務が実施されたと認められるため。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 
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る。 による外部評価

体制を整備し、管

理運営や各事業

の実施状況等に

ついて、効率及び

効果の両面から

評価を行う。ま

た、その結果につ

いては、業務運営

の改善に反映す

る。 

界及び産業界を代

表する有識者によ

り構成される外部

評価委員会を開催

し、管理運営や各

事業の実施状況等

について外部評価

を行う。 

評価の結果は、

ホームページ等に

おいて公表すると

ともに業務運営の

改善に役立てる。 

【目標水準の考え

方】 

７－５ 継続的な業

務運営の改善を図る

観点から、自己点検

評価及び外部評価を

毎年度実施すること

を達成水準とする。 

センターの所長・副所長、世界トップレベル拠点形成推進セ

ンター長、人文学・社会科学データインフラストラクチャー

構築推進センター長も委員として参画している計画・評価委

員会において、その評価資料を基に自己点検評価を実施し、

自己点検評価報告書をまとめて外部評価委員会に提出した。 

 

【外部評価】 

■外部評価委員会開催実績 

第 1回：令和元年 5月 9日 

第 2回：令和元年 6月 6日 

外部評価委員には、学会や産業界を代表する 6名の有識者

が就任した。 

外部評価委員会では、計画・評価委員会から提出された自

己点検評価報告書を基に管理運営や各事業の実施状況につ

いて総合的な評価を行った。 

 

自己点検評価・外部評価結果については、規程や自己点検

要領、評価手法、外部評価委員名簿等と共にホームページ上

に公開した。 

 

・自己点検評価・外部評価結果の公表 

https://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_30_3.pdf 

●外部評価委員 

射場 英紀 トヨタ自動車（株）電池材料技術・研
究部長 

片岡 幹雄 奈良先端科学技術大学院大学名誉教授 

巽 和行 名古屋大学名誉教授 

辻 篤子 名古屋大学特任教授 

古瀬 奈津子 お茶の水女子大学基幹研究院教授 

観山 正見 広島大学総合戦略室付特任教授 
 

を bとする。 

・自己点検評価及び外部評価をそれぞ

れ適切に実施し、評価結果はホームペー

ジで適切に公表している。自己点検評価

及び外部評価を通じて、業務の現状・課

題の把握・分析を行い、業務の改善や見

直し、効率的な実施に役立てており、適

切に PDCA サイクルを実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・業務の改善等につなげるため、引き続

き自己点検評価及び外部評価を通じて

業務の現状・課題の把握・分析に努める。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である７－５については、自

己点検評価及び外部評価を令和元年度

も実施しており、目標水準に達してい

る。 

 

 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

        

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 組織の編成及び業務運営 

２ 一般管理費等の効率化 

３ 調達等の合理化 

４ 業務システムの合理化・効率化 

当該項目の重要度、難

易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ 評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を Bとす

る。 

・組織の編成及び業務運営、一般

管理費等の効率化、調達等の合理

化、業務システムの合理化・効率

化のいずれの事項についても、計

画通り着実に実施しており、効率

的な業務運営がなされていると評

価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着

実に業務が実施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当

であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

一般管理費等の効率化における一般管

理費の削減内容・評価については範囲

及び分析方法含め検討を期待する。 
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・本年度は中期計画通り実施して

おり、業務運営の効率化に当たっ

ては、引き続き研究者等へのサー

ビス低下を招かないように配慮し

て実施する。 

GSOC センサー監視に対応する環境構築

の実施、振興会内の情報システムの一

元的な管理の推進など、着実に改善し

ていると思われる。 

 １ 組織の編成及

び業務運営 

国の定めた法

令等を遵守し、

事業に対する研

究者及び国民の

信頼性を維持し

つつ、機能的・

効率的な体制整

備や業務運営の

見直しを図り、

経費の効率的執

行を推進する。 

効果的かつ効

率的な業務運営

を実現するた

め、複数の部署

にまたがる共通

的な業務につい

て、一元的な運

営が可能な組織

体制を整備す

る。 

また、法人の

行う業務につい

ては、既存事業

の見直し等によ

り、効率化を進

める。なお、効

率化に際して

は、長期的視点

に立って推進す

べき学術研究を

担う振興会の事

業の特性に鑑み

１ 組織の編成及

び業務運営 

理事長のリーダ

ーシップにより、

中期目標を達成す

るため、組織編成

と資源配分につい

て機動的・弾力的

に運営を行い、業

務の効率化を推進

する。その際、効

果的かつ効率的な

業務運営を実現す

るため、複数の部

署にまたがる共通

的な業務につい

て、一元的な運営

が可能な組織体制

を整備する。 

また、業務の運営

に当たっては、関

連する事業を実施

している機関との

適切な連携・協力

関係を構築する。 

１ 組織の編成及び

業務運営 

理事長のリーダ

ーシップにより、

組織編成と資源配

分について機動

的・弾力的に運営

を行い、業務の効

率化を推進する。 

従来、各事業の

担当課で個別に対

応していた業務の

うち、一元的な運

営により効率化で

きる業務について

組織編成の検討を

行う 

業務の運営に当た

っては、日本学術

会議や国立研究開

発法人科学技術振

興機構、国立研究

開発法人日本医療

研究開発機構、独

立行政法人日本学

生支援機構、大学

等との連携・協力

関係を構築する。 

 ＜主要な業務実績＞ 

【組織編成】 

・複数の課で担当していた、海外の資金配分機関と共同で

実施する国際的な共同研究について、一元的な運営が可能

な実施体制を整備するため、令和元年 9月に組織改編を行

った。 

 

【他機関との連携】 

・日本学術会議からは、会長及び各分野を代表する各部会

長に評議員に就任いただき、評議員会での審議を通して業

務運営に意見を反映させる体制を整えている。 

 

・事業の実施にあたり、研究費の不合理な重複等を避ける

ため、申請内容を適切に吟味することに加え、特に、他の

ファンディングエージェンシーとは、科研費電子申請シス

テムからのデータ連携で府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）に科研費の審査結果等を迅速に提供するなどに

より連携を図った。 

また、国立情報学研究所（NII）の科学研究費助成事業

データベース（KAKEN）に科研費の採択情報や成果等を速

やかに公開し、他のファンディングエージェンシーや大学

等が科研費の情報を自由に活用できるようにしている。 

さらに、科研費では、「特別推進研究」及び「基盤研究

（S）」の審査において、研究代表者の競争的資金への応

募･採択状況の確認のための資料を e-Rad を用いて準備し

ている。加えて、それ以外の研究種目に係る審査会におい

ても、必要に応じ e-Rad を利用して、競争的資金の応募・

採択状況の確認を行っている。 

特別研究員事業においても、日本学生支援機構の奨学金

との重複受給を防止するため、採用者の情報を同機構に提

供し重複チェックを行った。 

 

・国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）とは、科研

費の「特別推進研究」及び「基盤研究（S）」について行

１ 組織の編成及び業務運営 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

・理事長のリーダーシップのもと

で、海外の資金配分機関との共同

事業について実施体制を整備する

ための組織改編を行った結果、専

門性の高い職員を重点配置できた

ことから、業務の効率化が図られ

ている。 

・国の政策を踏まえ、府省共通研

究開発管理システム（e-Rad）等を

活用して審査結果等をより迅速に

提供するほか、KAKEN に科研費の情

報を速やかに掲載するなど、関連

する事業を実施している機関等と

の適切な連携・協力を行ってい

る。 

・JST への科研費の研究進捗評価結

果等の提供や、JST 及び AMED との

シンポジウムの共催等、関係機関

との密接な連携・協力関係を構築

している。 

 

＜課題と対応＞ 

・既に構築されている他機関との

適切な連携・協力関係を今後も継

続的に維持していく。 
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事業の継続性に

十分留意する。 

さらに、他のフ

ァンディングエ

ージェンシーや

大学等の幅広い

関係機関との適

切な連携・協力

関係を構築す

る。 

った研究進捗評価、中間評価及び研究成果の検証結果を提

供するなど、支援事業に係る情報共有を進めた。また、

NII が主導している JST のデータベースと KAKEN との横断

的な検索機能の開発に協力した。 

更に、国際業務においても、JST と意見・情報交換を行

い連携を図った。 

 

・資金配分機関として公正な研究活動を推進するために、

研究公正に関するシンポジウムを JST 及び国立研究開発法

人日本医療研究開発機構（AMED）と共催した。 

 

・大学等研究機関とは各事業の説明会等における協力の他

に、大学等が主催する 4件のシンポジウム等の後援を通し

て連携を図った。 

 

        

 ２ 一般管理費等

の効率化 

効率的な運営

の追求及び業

務・経費の合理

化に努め、運営

費交付金を充当

して行う事業

は、新規に追加

されるもの、拡

充分は除外した

上で、一般管理

費（人件費、公

租公課、本部建

物借料及び特殊

経費を除く。）

に関しては、中

期目標期間中、

毎事業年度、対

前年度比３％以

上、その他の事

業費（人件費、

本部建物借料及

２ 一般管理費等

の効率化 

効率的な運営の

追求及び業務・経

費の合理化に努

め、運営費交付金

を充当して行う事

業は、新規に追加

されるもの、拡充

分は除外した上

で、一般管理費

（人件費、公租公

課、本部建物借料

及び特殊経費を除

く。）に関して

は、中期目標期間

中、毎事業年度、

対前年度比３％以

上、その他の事業

費（人件費、本部

建物借料及び特殊

経費を除く。）に

ついては、中期目

２ 一般管理費等の

効率化 

効率的な運営の

追求及び業務・経

費の合理化に努

め、運営費交付金

を充当して行う事

業は、新規に追加

されるもの、拡充

分は除外した上

で、一般管理費

（人件費、公租公

課、本部建物借料

及び特殊経費を除

く。）に関して

は、中期目標期間

中、毎事業年度、

対前年度比３％以

上、その他の事業

費（人件費、本部

建物借料及び特殊

経費を除く。）に

ついては、中期目

 

 

＜主要な業務実績＞ 

・業務の合理的かつ効率的な執行に取り組んだ結果、運営

費交付金を充当して行う事業について令和元年度において

は、一般管理費（人件費、公租・公課、及び本部建物借料

を除く。）は平成 30 年度予算に対して 4.8％の削減した

ほか、その他の事業費（人件費を除く。）は、平成 30年

度予算に対して 2.2％削減した。 

●一般管理費、その他事業費の削減状況 

（単位：千円、％） 

 30 年度予算 元年度実績 削減割合 

一般管理費 

（削減目標：3％以上） 

 

57,343 

 

54，602 

 

▲4.8 

その他事業費 

（削減目標：1％以上） 

 

25,578,475 

 

25,027,273 

 

▲2.2 

※人件費、公租・公課、及び本部建物借料を除く。 

※平成 30年度予算は、令和元年度の予算編成における予

算の組替え等を反映している。 

※決算作業中のため、数値は暫定値。 

【人件費の効率化】 

・振興会は、①学術研究の助成、②研究者の養成、③学術

に関する国際交流の推進、④大学改革の支援のための事業

２ 一般管理費等の効率化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

 

・運営費交付金を充当して行う事

業において一般管理費（人件費を

除く。）については、対前年度比

3％以上にあたる 4.8％の削減を達

成し、その他事業費（人件費を除

く。）についても、対前年度比 1％

以上にあたる 2.2％の削減を達成

し、中期計画通り着実に業務を実

施していると評価できる。 

・平成 30年度の給与水準について

分析を行った。その結果、振興会

の事業を適切に実施するために

は、高度な専門性が求められ、優
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び特殊経費を除

く。）について

は、中期目標期

間中、毎事業年

度、対前年度比

１％以上の業務

の効率化を図

る。 

なお、新規に

追加されるもの

や拡充分は翌年

度から効率化を

図るものとす

る。 

また、給与水

準については、

政府の方針を踏

まえ、国家公務

員の給与水準を

考慮して厳しく

検証を行い、適

正化に取り組む

とともに、その

検証結果や取組

状況を公表す

る。 

 

標期間中、毎事業

年度、対前年度比

１％以上の業務の

効率化を図る。 

なお、新規に追加

されるものや拡充

分は翌年度から効

率化を図るものと

する。 

さらに、毎年の

運営費交付金額の

算定に向けては、

運営費交付金債務

残高の発生状況に

も留意する。 

また、給与水準

については、政府

の方針を踏まえ、

国家公務員の給与

水準を考慮して厳

しく検証を行い、

適正化に取り組む

とともに、その検

証結果や取組状況

を公表する。 

 

 

標期間中、毎事業

年度、対前年度比

１％以上の業務の

効率化を図る。 

なお、新規に追

加されるものや拡

充分は翌年度から

効率化を図るもの

とする。 

さらに、毎年の

運営費交付金額の

算定に向けては、

運営費交付金債務

残高の発生状況に

も留意する。 

また、給与水準

については、政府

の方針を踏まえ、

国家公務員の給与

水準を考慮して厳

しく検証を行い、

適正化に取り組む

とともに、その検

証結果や取組状況

を公表する。 

を行う我が国唯一の学術振興機関であり、これらの事業を

適切かつ着実に実施するためには、高度な専門性が求めら

れる。例えば高い言語能力を有する職員や研究推進のため

の業務に高度な対応ができる博士課程修了者を採用するな

ど優秀な人材を確保していることから、学歴勘案では、国

に比べてやや高い給与水準となっている。 

・平成 30年度の人件費削減の進捗状況や給与水準の在り

方について主務大臣の検証を受けた結果、進捗状況は適正

であり、適正な水準に見直されている旨の意見を受けてお

り、検証結果はホームページで公表した。（令和元年度実

績については、令和 2年 6月 30 日までにホームページで

公表予定。） 

●ラスパイレス指数（平成 30年度実績） 

対国家公務員指数 105.8 

（参考）地域勘案 94.8 

学歴勘案 104.4 

地域・学歴勘案 94.2 

秀な人材を確保する必要があるこ

となどから、国に比べて、やや高

い給与水準となっているが、地域

差を是正した給与水準の比較では

国家公務員の水準未満となってい

ることから、給与水準は適正であ

ると評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、国家公務員の給与改

善に関する取組を踏まえ、適正な

水準の維持に努めていくことが求

められる。 

 ３ 調達等の合理

化 

引き続き「独

立行政法人にお

ける調達等合理

化の取組の推進

について」（平

成 27 年５月 25 

日総務大臣決

定）に基づく取

組を着実に実施

し、外部有識者

からなる契約監

３ 調達等の合理

化 

引き続き「独立

行政法人における

調達等合理化の取

組の推進につい

て」（平成 27年

５月 25 日総務大

臣決定）に基づ

き、毎年度調達等

合理化計画を策定

し、調達の現状と

要因の分析、重点

３ 調達等の合理化 

調達案件につい

ては原則一般競争

によるものとし、

随意契約による場

合は、透明性を高

めるためその理由

等を公表する。 

また、「独立行

政法人における調

達等合理化の取組

の推進について」

（平成 27年５月 25

 

 

３．調達等の合理化 

 調達案件については原則一般競争により行い、随意契約

の実績については、本会ホームページで理由等を公表し

た。 

「独立行政法人における調達等合理化計画の取組の推進

について」（平成 27 年 5月 25 日総務大臣決定）に基づ

き、「令和元年度独立行政法人日本学術振興会調達等合理

化計画」を策定し、令和元年 6月 21 日付けで公表した。

なお、策定にあたっては、契約監視委員会を開催し、外部

委員の意見をもとに役員会において決定した。 

監事及び外部有識者からなる契約監視委員会を 2回開催

し、前年度の契約状況の点検を行うとともに、令和元年度

調達合理化計画（案）の審議を行った。令和元年度の契約

３ 調達等の合理化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

・調達案件については原則一般競

争により行い、随意契約の実績に

ついては、本会ホームページで理
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視委員会を開催

することにより

契約状況の点検

を徹底する。 

 

的に取り組む分野

の設定、調達に関

するガバナンスの

徹底等の取組を着

実に実施すること

により、契約の公

正性、透明性を確

保するとともに、

外部有識者からな

る契約監視委員会

を開催することに

より契約状況の点

検を徹底する。 

 

日総務大臣決定）

に基づき、平成 31

年度（2019 年度）

調達等合理化計画

を策定し、調達の

現状と要因の分

析、重点的に取り

組む分野の設定、

調達に関するガバ

ナンスの徹底等の

取組を着実に実施

することにより、

公正性・透明性を

確保しつつ、自律

的かつ継続的に調

達等の合理化に取

り組む。なお、調

達等合理化計画の

策定及び自己評価

結果等について

は、監事及び外部

有識者からなる契

約監視委員会を開

催することにより

契約状況の点検を

徹底するととも

に、その審議概要

をホームページに

公開する。 

 

監視委員会の開催実績は次のとおりである。議事概要は本

会 HPで公開した。 

・第 20 回契約監視委員会：令和元年 5月 21日 

・第 21 回契約監視委員会：令和元年 6月 10日 

 「令和元年度独立行政法人日本学術振興会調達等合理化

計画」に基づき、以下の取組を実施した。 

１．重点的に取り組む分野 

（１）一者応札・応募改善に係る取組 

●実施した取組内容及び効果 

① 応札者が一者になった場合は、公告期間の延長、仕様

書の見直し等による調達のやり直しをすることがある

旨を入札説明書に明記した。一者応札の可能性もしく

は応札者なしが見込まれたもののうち 14 件について

は、応札しなかった者へのヒアリング等を踏まえて仕

様書を一部訂正したり、公告期間を延長する等、訂正

公告を公示することにより、調達のやり直しを行っ

た。その結果、2 件については複数者の応札、1 件につ

いては複数者の提案（提案した 1 者が技術審査で合格し

なかったため応札者は 1 者となった）を得た。 

② 結果的に一者応札となった件数 14件（随契事前確認

公募を実施した 12件を除いた件数）について、可能

な範囲で応札しなかった者へ理由等を聴取するととも

に、今年度調達を開始した案件については全件担当課

へのヒアリングを実施した。ヒアリングを通じて、応

札への障壁となっている要因等を担当課と情報共有す

ることにより、調達スケジュールの見直しや、仕様要

件の緩和等、次回以降の調達における改善点等を明ら

かにすることができた。 

③ その他、昨年度以前からの取組として、全ての入札公

告期間を 20 日以上で運用、全ての入札公告について

本会 HP に掲載するとともに文部科学省の運営する調

達情報サイトに掲載、全ての入札において電子メール

請求に基づく入札説明書（仕様書）の電子配信を引き

続き実施した。 

 

○令和元年度の振興会の一者応札・応募状況 

由等を公表し、計画に基づき着実

に業務を行っている。 

・「令和元年度独立行政法人日本

学術振興会調達等合理化計画」の

策定や、契約監視委員会における

契約状況の点検を行い自律的かつ

継続的に調達等の合理化に取り組

んでいる。また契約監視委員会の

審議概要についても計画通りホー

ムページで公表している。 

・「令和元年度独立行政法人日本

学術振興会調達等合理化計画」に

基づき、一者応札・応募改善、契

約方法等の見直しによる経費節減

及び業務の効率化の推進、随意契

約に関する内部統制の確立、不祥

事の発生の未然防止、適切な予定

価格の設定に関して、着実に取組

を実施した。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、公正性・透明性を確

保しつつ、自立的かつ継続的に調

達等の合理化に努めていくことが

求められる。 
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 平成 30 

 (2018) 年度 

令和元 

(2019)年度 

【一者応札数件数】 15 件（37.5％） 
26 件

（58.5％） 

うち一般競争入札

の 

結果一者応札 

8 件（2.56 億円） 
14 件 

（3.8 億円） 

うち企画競争 1 件（0.09 億円） 0 件（0 円） 

うち随契確認公募 6 件（0.35 億円） 
12 件 

（16.5 億円） 

【競争入札総数】 40 件 43 件 

 

（２）契約方法等の見直しによる経費節減及び業務の効率

化の推進 

●実施した取組内容及び効果 

① 機密文書溶解業務について包括契約の実施を検討し、

令和 2年度より毎月 2回定期的に機密文書の回収を実

施する仕様により入札を実施した。一者応札が見込ま

れたため、仕様の内容と調達日程を変更する訂正公告

を実施したが、提案者は一者のみとなり、仕様の一部

を満たさなかったことから技術審査で不合格となっ

た。そのため令和 2年度当初からの定期回収は実現で

きなかったものの、令和 2年度内に再度入札を実施す

るための仕様内容の改善点等を明らかにすることがで

きた。 

② 会議室の無線アクセスポイントの増設や有線 LAN 増設

等を行い、学術システム研究センターで開催する主任

研究委員会議及び各専門調査班会議についてペーパー

レス化を開始した。また、将来他事業でもペーパーレ

ス会議を実施する可能性を踏まえ、本会会議室フロア

のアクセスポイントの増設を行った。ペーパー代、コ

ピー代の経費削減とともに、印刷に係る業務量の減や

会議直前まで資料の修正が可能となった等、各課の業
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務効率化に貢献した。加えて、紙の資料を廃止したこ

とに伴い、センター各研究員が保管する紙の資料の保

管場所も不要となったことによりスペースの有効活用

につながった。令和 2年度に予定される本会事務室等

のレイアウト変更においては、紙資料の保管場所とし

て使用していた棚の撤去等により、研究員の大幅増員

に伴う机の配置場所を、現フロアの中で確保できる見

込みである。なお、学術システム研究センターの各種

会議で節減されたと見込まれるペーパー代、コピー代

の金額は、約 40 万円（共有ドライブに保存されてい

る令和元年度の主任研究員会議、専門調査班会議資料

データのうち、パスワード等で保護されていない資料

のみの枚数をカウントし、昨年度までの印刷部数を想

定して算出）である。加えて、世界トップレベル研究

拠点プログラム（WPI）等他事業においても、会議資

料の一部ペーパーレス化を実施した。 

③ ウェブサイトの運用・更新、コンテンツ管理業務につ

いて、委託業務の見直しを行い、来年度に入札を実施

する準備を整えた。見直しにより、業務の閑散期・繁

忙期に合わせて、繁忙期には複数人数の作業者を本会

に常駐させ、閑散期は 1名のみを常駐させる等の柔軟

な対応が可能となり、ウェブサイトの運用・更新、コ

ンテンツ管理業務を安定的に運用できるようになるこ

とが見込まれる。これにより、任期満了後の派遣職員

を補充しないこと等による将来的な人件費の節減と、

繁忙期に作業者を柔軟に増員できることによる業務の

効率化が見込まれる。 

④ その他、置き薬の契約を廃止することによる約 20万

円（平成 30 年度実績額）の経費節減や、役職員の出

張時や会議等に利用するために会内で貸出を行ってい

る携帯電話の料金プラン変更による月額基本料金

5,000 円の節減を実施した。 

 

２．調達に関するガバナンスの徹底 

（１）随意契約に関する内部統制の確立 

●実施した取組内容・効果 



142 
 

① 令和元年度における競争性のない随意契約の件数は 11

件であり、そのうち令和元年度において新たに締結し

た随意契約は 7件であった。当該 7件の締結にあたっ

ては、調達等合理化検証・検討チームにより会計規程

に照らし、その妥当性を確認した。また、昨年度から

引き続き随意契約締結している案件についても契約を

締結する都度、会計規程に該当し、妥当であることを

調達等合理化検証・検討チームで確認した。 

② 履行できる者が一者しかいないとして随意契約するものに

ついては、他に競争参加者がいないことを確認し、随意契

約の透明性を高めるための手続きである「随意契約事前

確認公募」に引き続き取り組み、12 件について実施した。

また、新たな取組として、随意契約事前確認公募の公示

公告においては、仕様書の交付を受けなくても調達案件

の概要についての情報が得られるよう、調達案件の概要

を説明する記述を含めることとした。 

③ 随意契約事前確認公募については、昨年度に試行的に開

始し、本会「契約規則」及び「調達契約に係る仕様策定委

員会等の実施に関する取扱要領」に基づき運用してきた

が、運用上の詳細な手続き等に係る「随意契約事前確認

公募実施要領」（理事長裁定）を整備した。 

以上の取組により、新たに随意契約となる案件及び昨年度か

ら引続き随意契約となる案件について、調達等合理化検証・

検討チームの点検を受けることにより適切な随意契約の運用

が図られた。また、随意契約事前確認公募を実施することによ

り、透明性、公正性の向上が図られた。 

 

（２）不祥事の発生の未然防止のための取組 

●実施した取組・効果 

① 昨年度に作成した「契約・資産管理手続きに関するマニュ

アル」を更新し、会内に周知した（令和元年 7 月）。また、

昨年度に構築した e-ラーニングについては内容を追加・

更新し、年度途中の人事異動にも対応できるよう 7 月、12

月、3 月の 3 回受講機会を設けた（昨年度の受講機会は

1 回）。令和 2 年 3 月末までに各課室等の担当者等 141

名が受講（受講率 97.9％）することにより、調達手続きに
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関する研修として活用した。昨年度より受講者、受講率と

もに増加した。 

② 会計課調達担当の非常勤職員を含む職員に対して「物品

等調達事務に従事する者の留意事項」（平成 29 年 4 月作

成）を配布し、留意事項の共有を図り、不正経理の防止に

努めた。 

③ 金券等の利用取扱基準を改正し、各課で保管している使

用見込みのない金券等を出納役に返却する規定を新たに

整備した。職員に対し、使用が見込まれない金券を長期手

許保管しないことや、施錠できる場所に保管すること等、

金券等の管理に関する意識の向上をはかることにより、不

正の発生の未然防止に努めた。 

以上の取組により、契約や資産管理等に関する職員の意識の

向上が図られた。 

 

（３）適切な予定価格の設定について 

●実施した取組内容・効果 

① 情報システムの改修に係る予定価格については、政府

調達案件 1件について外部専門家による開発コスト等

の妥当性の検証を行った。検証により、応札業者から

の提案に係る全体の開発工数、工程や作業内容及び作

成予定帳票数に照らし合わせた見積金額の単価が一般

的な水準からして適正である等、妥当性が確認でき

た。 

② 情報システム等の開発、改修、保守・運用に係る契約

については全件 CIO 補佐官による目的・使途と仕様の

審査を行い予定価格に反映させた。 

③ また、それ以外の調達案件にあっても過去の実績を参

照する他、積極的に他の独立行政法人、国立大学法人

等の納入実績を照会し、それを参考にした。 

以上の取組により、予定価格を適切に設定することができ

た。 

さらに、第四期中期目標・中期計画期間中に入れ替えが

見込まれる科研費データベース・システムについては、別

途運用している科研費電子申請システムを含めた最適化を
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図ることとしており、今年度はそれぞれのシステムを開

発・運用している 2社の業務について、現状分析を実施し

た。現状分析の結果をもって来年度以降にシステムの最適

化案の検討を依頼するためのコンサルタントへの業務委託

に係る仕様書の作成に着手した。 

 

 

●調達合理化計画に関する取組状況： 

http://www.jsps.go.jp/koukai/index5.html#id10_10 

●契約監視委員会： 

http://www.jsps.go.jp/koukai/contract_surveillance.html 

 

 ４ 業務システム

の合理化・効率

化 

ICT 等を活用

した業務システ

ム整備に取り組

む。 

 

４ 業務システム

の合理化・効率化 

情報化統括責任

者（CIO）の指揮

の下、業務プロセ

ス全般について不

断の見直しを行

い、業務・システ

ムに係る最適化の

推進、調達につい

ての精査を行う。 

効率的な業務運

営を実現するた

め、ICT 等を活用

した業務システム

整備に取り組む。 

なお、業務の効

率化、人件費の効

率化等の可能性を

検討する際、研究

者等へのサービス

低下を招かないよ

うに配慮する。 

 

４ 業務・システム

の合理化・効率化 

（１）情報インフ

ラの整備 

（ⅰ）業務システ

ムの開発・改善 

業務基盤システム

と電子申請システ

ムを含めた振興会

ネットワーク内の

通信について包括

的に監視する仕組

みを構築し、セキ

ュリティの強化を

図る。 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■情報インフラの整備 

 

◆業務システムの開発・改善 

・平成 30年 1月に稼働した業務基盤システムは、業務・

システムの最適化を維持しつつ、ネットワーク分離等によ

り情報セキュリティレベルのより高いシステムである。 

 

・令和元年度は GSOC センサー監視に対応するため、振興

会の内部及び外部ネットワークのパケット通信を集約しセ

ンサーへ連携するシステムの構築を行った。 

 

・e-Tax(国税電子申告・納税システム)や e-Gov(行政手続

きの電子申請システム)が振興会の端末から利用できるよ

うにセキュリティレベルを維持しつつ、振興会の業務基盤

システムの整備及び変更を行った。 

 

４ 業務・システムの合理化・効率

化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

・GSOC センサー監視に対応した環

境構築を実施し、中期計画通り着

実に業務を実施した。 

・e-Tax や e-Gov など ICT 等の電子

申請システムの利用環境の整備

や、情報システム管理台帳の見直

しによる一元的な情報管理の推

進、WEB 会議システムの利用環境の

整備等、業務の効率化に取り組ん

でいる。 

・学術研究の特性及び学術研究支

援の動向を踏まえつつ、専門性の

高い業務を効率的に実施し、研究

者等へのサービスの向上にもつな

がるための体制整備を図った。 

 

＜課題と対応＞ 

 

  

 

 

 

（ⅱ）情報管理シ

ステムの活用推進 

振興会内に存在

する電子データを

 

 

◆情報管理システムの活用推進 

・情報システム管理台帳を見直し、情報システムごとのロ

グ保存期間や機密情報の有無、脆弱性対応のパッチ作業の
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管理・監視する方

法について、業務

への影響なども考

慮しながら検討を

進める。 

 

頻度などセキュリティに関する項目を追加し、振興会内の

情報システムの一元的な管理を推進した。 

 

・引き続き研究者等へのサービス

低下を招かないよう配慮しつつ、

業務システムの合理化・効率化を

進めていく。 

 

 

 

 

  

 

 

 

（ⅲ）情報共有化

システムの整備 

振興会事業全般

の情報共有をより

一層推進するた

め、グループウェ

アを積極的に活用

する。また、振興

会外の関係者との

情報共有に係る時

間やコストを削減

するため、WEB 会議

システムの活用を

推進する。 

 

 

 

 

◆情報共有化システムの整備 

・振興会内で全職員が共有すべき情報については、グルー

プウェア内の掲示板及びポータルページを活用し、必要な

情報を振興会全体で共有した。 

 

・外部との会議等で WEB 会議システムの活用を促進するた

め、平成 30 年度に整備した利用環境の実運用を開始し

た。 

 

 

  

 

 

 

（２）業務運営の

配慮事項 

業務の効率化、

人件費の効率化等

の可能性を検討す

る際、研究者等へ

のサービスの低下

を招かないよう配

慮する。 

 

 

 

■業務運営の配慮事項 

・効率化を進めつつサービス低下を招かないための配慮と

して、複数の課で担当していた海外の資金配分機関との共

同事業について担当部署を一元化した。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難

易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

平成３０年

度 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由によ

り、中期計画通り、中期目標に向か

って順調に、実績を上げていると言

えることから、評定を Bとする。 

・令和元年度における当期総利益の

発生要因は、やむを得ず生じた未執

行額等。利益剰余金については、発

生要因を的確に把握。実物資産の保

有については、必要最低限。金融資

産については、管理状況、資産規模

ともに適切であり、保有目的は明

確。以上から、計画通り着実に実施

しており、効率的な業務運営がなさ

れていると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着

実に業務が実施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当

であると確認できた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・引き続き予算の効率的な執行に努

め、適切な決算処理手続きを遂行す

る。 

 

 

 寄附金等の外部

資金や自己収入の

確保、予算の効率

的な執行に努め、

事業ごとに適正な

財務管理の実現を

図る。また、毎年

の運営費交付金額

の算定に向けて

は、運営費交付金

債務残高の発生状

況にも留意する。 

Ⅲ 予算（人件費

の見積り含

む。）、収支計画

及び資金計画 

 

Ⅲ 予算、収支計

画及び資金計画 

 

 （単位：百万円） 

 平成 30 年

度 

令和元年度 

経常費用 257，517 259，558 

経常収益 257，584 259，995 

臨時損失 0 544 

臨時利益 0 551 

法人税、住民

税及び事業税 

0 0 

当期純利益 67 443 

当期総利益 153 445 

 

 令和 2年度 令和 3年度 

経常費用 － － 

経常収益 － － 

臨時損失 － － 

臨時利益 － － 

法人税、住民

税及び事業税 

－ － 

当期純利益 － － 

当期総利益 － － 

 

 令和 4年度 

経常費用 － 

１ 予算、収支計画及び資金計画 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実施

状況については、下記の理由によ

り、中期計画通り、中期目標に向か

って順調に、実績を上げていると言

えることから、評定を bとする。 

・令和元年度の当期総利益の発生要

因は、やむを得ない執行残や過年度

事業の返還金等であり、決算処理手

続きにおいて利益と整理しているも

の。このため法人運営において事業

の実施に影響を及ぼさないと認識し

ている。 

・利益剰余金についても、発生要因

を的確に把握している。 

・実物資産の保有については、必要

最低限である。 

・金融資産については、管理状況、

資産規模ともに適切であり、保有目

的も明確である。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き予算の効率的な執行に努

め、適切な決算処理手続きを遂行す

る。 
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経常収益 － 

臨時損失 － 

臨時利益 － 

法人税、住民

税及び事業税 

－ 

当期純利益 － 

当期総利益 － 

 

 

  

 

 

 

 

 

 【財務状況】 

■当期総利益 

・令和元年度は 445 百万円 

 

■当期総利益の発生要因 

・当期総利益については、やむを得ず執行できなかった

額等であり、経営努力による利益ではないため、目的積

立金の申請は行わない。 

 

 

■利益剰余金 

・令和元年度末利益剰余金は 598 百万円である。 

■繰越欠損金 

・該当なし。 

 

■溜まり金 

・精査した結果、該当なし。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 【実物資産】 

■保有状況 

実物資産の名称と内容、規模 

車両：計 5台（5カ所の海外研究連絡センターにて保

有） 

※振興会本部が所有する車両（公用車）はない。 

 

  

     【金融資産】   
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   ■保有状況 

①金融資産の名称と内容、規模 

・現金及び預金として、781 億円、有価証券（定期預

金）として、222 億円である。 

・平成 30年度までは、長期国債（2億円）を保持して

いたが、将来的な利回りを再検討した結果売却すること

となり、売却した 2億円は定期預金として保持してい

る。なお、売却益は 7百万円である。 

②保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての有用

性・有効性） 

（一般勘定） 

・国際生物学賞に要する経費は、国際生物学賞基金の運

用益等をもってまかなうとしていることから、安全かつ

効率的な運用の観点から定期預金として保有している。 

（学術研究助成業務勘定） 

・学術研究助成基金から交付する助成金の支払計画を踏

まえ、支払い時期が到来するまでの間に資金を運用し、

生じた利子（令和元年度利息の受取額：44,472 千円）

を基金に充てることにより、有効に管理している。 

・資金の保有方法については、日本学術振興会法第十八

条第 3項、他の基金にあっては同法附則第二条の二第 3

項に基づき、独立行政法人通則法第四十七条に規定する

金融機関への預金により保有しており、その管理は適切

である。 

 

■資金の運用体制の整備状況 

・基金の運用責任者は理事長であり、運用業務は総務部

長が行い、運用業務に係る事務は会計課長が行うことが

基金管理委員会規程等で定められており、適切な運用体

制を構築している。 

・監事及び外部監査人による監査を受け適性である旨の

報告を受けている。 

 

■資金の運用に関する法人の責任の分析状況 

・上記運用体制から、責任は明確になっている。 

 

■貸付金・未収金等の債権と回収の実績 

・未収金の主なものは、科学研究費補助金等の繰越しに

伴う国庫返納のため、令和元年度に補助金等の交付を受

けた大学等に対し期限を定め返還を求めた。これらにつ
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いては、令和 2年 5月 15 日までに全額の回収を終了し

た。 

 

■回収計画の有無とその内容（無い場合は、その理由） 

・科学研究費補助金等の繰越に係る、大学等から振興会

への返還額の回収については、返還の期限を定めるなど

計画的に実施した。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 【知的財産等】 

■保有の有無及びその保有の必要性の検討状況 

・該当なし 

 

■知的財産の整理等を行うことになった場合には、その

法人の取組状況／進捗状況 

・該当なし 

 

■出願に関する方針の有無 

・該当なし 

 

■出願の是非を審査する体制整備状況 

・該当なし 

 

■活用に関する方針・目標の有無 

・該当なし 

 

■知的財産の活用・管理のための組織体制の整備状況 

・該当なし 

 

■実施許諾に至っていない知的財産について、 

① 原因・理由、② 実施許諾の可能性、 

③ 維持経費等を踏まえた保有の必要性、 

④ 保有の見直しの検討・取組状況、 

⑤ 活用を推進するための取組 

・該当なし 

 

 

 

 

  Ⅳ 短期借入金の

限度額 

短期借入金の限

度額は 78億円とす

る。短期借入が想

Ⅳ 短期借入金の

限度額 

短期借入金の限

度額は 78億円とす

る。短期借入が想

 ＜主要な業務実績＞ 

令和元年度において、運営費交付金の受入に遅延は生じ

ず、短期借入金の実績はない。 

２ 短期借入金の限度額 

補助評定：－ 
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定される事態とし

ては、運営費交付

金の受入れに遅延

が生じた場合であ

る。 

定される事態とし

ては、運営費交付

金の受入れに遅延

が生じた場合であ

る。 

 

  Ⅴ 重要な財産の

処分等に関する計

画 

重要な財産を譲

渡、処分する計画

はない。 

Ⅴ 重要な財産の

処分等に関する計

画 

重要な財産等を

譲渡、処分する計

画はない。 

 

 ＜主要な業務実績＞ 

令和元年度において、重要な財産を処分する計画はな

く、実績についても該当なし。 

３ 重要な財産の処分等に関する計

画 

補助評定：－ 

 

  Ⅵ 剰余金の使途 

振興会の決算に

おいて剰余金が発

生した時は、広

報・情報提供の充

実、調査・研究の

充実、情報化の促

進に充てる。 

Ⅵ 剰余金の使途 

振興会の決算に

おいて剰余金が発

生したときは、広

報・情報提供の充

実、調査・研究の

充実、情報化の促

進に充てる。 

 

 ＜主要な業務実績＞ 

・実績なし。 

４ 剰余金の使途 

補助評定：－ 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 内部統制の充実・強化 

 ２ 情報セキュリティの確保 

 ３ 施設・設備 

 ４ 人事 

 ５ 中期目標期間を超える債務負担 

 ６ 積立金の使途 

当該項目の重要度、難

易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0185 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

平成３０年

度 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

      評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を Bとす

る。 

・内部統制の充実・強化、情報セ

キュリティの確保、 人事、 積立

金の使途のいずれの事項について

も、計画通り着実に実施してお

り、適切な業務運営がなされてい

ると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着

実に業務が実施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「B」との評価結果が妥

当であると確認できた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

情報セキュリティ対策について、不断

の見直しを行うとともに、インシデン

トが発生した場合においても迅速かつ

的確な対応がとられるよう、引き続

き、職員等を対象とした研修等を実施

いただきたい。 

 

 



153 
 

・本年度は中期計画通り実施して

おり、今後も内部統制の充実・強

化、情報セキュリティの確保、職

員の育成・充実に努め、これらの

取組を通して適切な業務運営を確

保する。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見等） 

リスクマネジメントや情報セキュリテ

ィに対しては、常に最新の対策を講じ

る必要がある。引き続き念入りに検討

した上で、取り組んでいただきたい。 

 １ 内部統制の充

実・強化 

理事長のリーダ

ーシップの下で

適切な業務運営

を図るため、規

程の整備に加

え、理事長の指

示が全役職員に

伝達される仕組

みを整備・運用

するとともに、

法令遵守（コン

プライアンス）

を徹底する。ま

た、内部統制が

適切に機能して

いるか継続的に

点検・検証し、

必要に応じて規

程及び体制の見

直しを行う。 

１ 内部統制の充

実・強化 

法令等の遵守を徹

底しつつ業務を行

い、『「独立行政

法人の業務の適正

を確保するための

体制等の整備」に

ついて』（平成 26

年 11 月 28 日総務

省行政管理局長通

知）に基づき、業

務方法書に定めた

事項を着実に運用

するとともに、理

事長のリーダーシ

ップの下で適切な

業務運営を図るた

めの規程を整備す

る。また、内部監

査等により内部統

制が適切に運用さ

れているか継続的

に点検・検証し、

必要に応じて改善

する。 

１ 内部統制の充実・

強化 

内部統制の推進に

関する職員の理解増

進のため、初任者に

対する研修を実施す

る。また、理事長の

指示が全役職員に伝

達される仕組みや、

職員から役員に必要

な情報が伝達される

仕組みを整備・運用

し、内部統制の充

実・強化を図る。 

職員の法令遵守

（コンプライアン

ス）に対する意識向

上を図るため、研修

等により役職員倫理

規定と職員行動規範

について役職員に周

知する。 

さらに、内部監

査、監事監査及び会

計監査人による法定

監査を実施すること

により、内部統制の

仕組みが適切に運用

されているか点検・

検証を行い、必要に

応じて改善する。 

 ＜主要な業務実績＞ 

【統制環境】 

・適切な業務運営を図るため、内部統制に関する規程が

整備されている。 

・平成 31年 4月 16 日に初任者研修の中で内部統制に関

する研修を実施した。 

・令和 2年 3月 3日に幹部職員等を対象としたハラスメ

ント研修を実施するとともに、役職員倫理規程、独立行

政法人日本学術振興会行動規範を内部 HP に掲載し、役職

員に周知している。 

・役職員の法令等違反行為に関する内部通報窓口、外部

通報窓口を設けている。外部通報窓口については外部 HP

で周知するなど、法令等違反行為を早期に発見・対応す

る体制を整備している。 

 

【リスクの評価と対応】 

・令和 2年 2月 3日と 3月 30 日にリスクマネジメント委

員会を開催し、業務運営上の新たなリスクの評価及び対

応について検討を行った。 

・首都直下地震対応業務継続計画及び防災マニュアルに

基づき、全役職員を対象とした防災訓練を令和 2年 2月

6日に実施し、課題の洗い出しを行った。 

・監事及び外部有識者から成る契約監視委員会を令和元

年 5月 21日と 6月 10 日に開催した。 

 

【統制活動】 

・内部統制総括責任者である理事と部長による連絡会議

を令和元年度は 2回開催し、各部所掌業務における中期

目標・計画の達成状況を報告するとともに、リスク生起

の可能性やその防止に向けた取組等について確認した。 

・内部統制推進部門の長である総務課長が各課長との面

談により各課における業務運営状況とリスクの把握に努

め、内部統制総括責任者である理事、内部統制推進責任

１ 内部統制の充実・強化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

・研修を通して内部統制に関する

職員の理解を深めるとともに、内

部通報窓口、外部通報窓口の設

置、リスクマネジメント委員会の

開催、内部統制総括責任者と部長

による連絡会議の開催等により、

業務運営上のリスクの把握と対応

を迅速に行う体制を整備、運用し

ている。 

・役員会、月曜会等の機会を通し

て理事長の指示が全役職員に伝達

される体制が整備され、効率的に

運用されている。 

・ハラスメント研修の実施に加

え、役職員倫理規程と行動規範を

役職員に周知し、法令遵守に対す

る意識向上を図った。 

・内部監査、監事監査、会計監査

人による法定監査を実施し、内部

統制の仕組みが適切に運用されて

いるか点検・検証を行ったことか

ら、中期計画通り着実に業務を実

施している。 
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者である総務部長に報告している。これにより、問題が

見つかった場合の迅速な対応が可能となる体制を整備

し、運用している。 

 

【情報と伝達】 

・理事長の職務の遂行を補佐し、業務の適正かつ円滑な

執行を図るため、理事長及び理事で構成する役員会を月

2回開催した。役員会には監事、学術システム研究セン

ター所長等及び課長級以上の幹部職員も出席し、年度計

画、予算、規程の制定、各事業の募集要項等の重要事項

について審議した。 

・役員会の資料と議事要録は内部共有フォルダに保存さ

れ、全役職員が閲覧できる。 

・毎週月曜日に役員及び課長級以上の幹部職員が集まる

会議（月曜会）を開催し、理事長から訓示を行うととも

に、予算や他機関との協議等に関する最新の情報共有と

意見交換を行った。 

・年度初め等に全役職員を対象として理事長から訓示を

行った。 

 

【モニタリング】 

・監査・研究公正室による内部監査、監事による監事監

査、会計監査人による法定監査を以下の通り行った。 

■監査・研究公正室による内部監査 

・令和元年度内部監査計画書における、内部統制の整備

及び運用状況（法令及び業務実施手順に基づき、業務執

行に係る決裁及び経費支出の承認に係る手順の確認）に

ついて監査を実施。 

■監事による監事監査 

・令和元年度監事監査計画書に基づき、業務運営、予

算・決算及び組織・人員に対して、法令等に従って適正

に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に

向け効果的かつ効率的に実施されているか等の監査を実

施。内部監査部門である監査・研究公正室及び会計監査

人と連携し、財務諸表及び決算報告等にかかる監事監査

を実施。 

■会計監査人による法定監査 

・令和元年度の会計監査人による監査計画概要書に基づ

き内部統制の有効性に係る評価を受けた。 

 

＜課題と対応＞ 

・本年度は中期計画通り実施して

おり、今後も統制環境、リスクの

評価と対応、統制活動、情報と伝

達、モニタリングをバランスよく

継続することにより、内部統制の

充実・強化を図る。 
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 ２ 情報セキュリ

ティへの対応 

「政府機関等

の情報セキュリ

ティ対策のため

の統一基準群」

を踏まえ、情報

セキュリティ・

ポリシーを適時

見直すととも

に、情報セキュ

リティ対策を推

進する。また、

サイバーセキュ

リティ戦略本部

が実施する監査

において特定さ

れる課題を解決

する。 

２ 情報セキュリ

ティの確保 

 「政府機関等の

情報セキュリティ

対策のための統一

基準群」や、サイ

バーセキュリティ

戦略本部が実施す

る監査において特

定される課題を踏

まえ、振興会の情

報セキュリティ・

ポリシーを適時見

直すとともに、研

修の実施やシステ

ム監査の実施等、

情報セキュリティ

対策を推進する。 

２ 情報セキュリティ

の確保 

政府の情報セキュ

リティ対策における

方針を踏まえ、PDCA

サイクルの構築及び

定着を図るため、情

報セキュリティ・ポ

リシーの遵守状況に

ついての評価を行う

とともに、その結果

を踏まえ、必要に応

じた改善を行う。職

員等に対して情報セ

キュリティに関する

意識を高めるため

に、情報セキュリテ

ィ研修、自己点検及

び標的型メール攻撃

訓練を実施する。 

さらに、高度化す

る情報セキュリティ

対策に対応するた

め、外部の専門家に

委託している最高情

報セキュリティ責任

者（CISO）補佐官の

助言を活用しながら

業務を進める。 

災害・事故等の非

常時に、情報システ

ムの停止を原因とし

て業務の遂行ができ

なくなることを避け

るため、情報システ

ムを早期に復旧さ

せ、継続して利用す

ることを目的とし

た、情報システム運

用継続計画に基づき

 ＜主要な業務実績＞ 

◆情報セキュリティの確保 

・令和元年度は振興会で発生した情報セキュリティイン

シデントの対策として、情報セキュリティ・ポリシーを

一部改正し、職員に周知した。また、「政府機関等の情

報セキュリティ対策のための統一基準群」と照らし合わ

せて手順書等について必要な整備・改正を行った。 

 

・振興会の保有する情報システムについて、外部の専門

業者によるセキュリティ監査（「ポリシー準拠性監査」

を含む。）を実施し、その結果をもとに対策を講じた。 

 

・職員等を対象として情報セキュリティ研修を毎月開催

するとともに、Learning Management System (LMS) によ

り常時受講も可能とした。また、新たに幹部向けの情報

セキュリティ研修を実施した。 

 

・情報セキュリティ・ポリシーの遵守状況を確認するた

め、全職員を対象とした自己点検を 10月に実施した。 

 

・情報システム・機器・役務等の調達の業務フローの見

直しを行い、調達規模に関わらず全ての情報システム等

の調達仕様については情報部門が確認、合議を行う体制

となるようルール化した。 

 

・CISO 補佐官業務については、外部の専門家に業務を委

託した。また CISO 補佐官の助言があった常時暗号化通信

等のセキュリティ対策を振興会内部のネットワークにも

実施した。 

 

・標的型メール攻撃訓練を実施するなど、振興会の情報

セキュリティ対策の強化に資する取組を行った。 

 

・情報システムの運用継続計画（BCP）について見直しを

行うとともに、BCP に基づきシステムの運用を行った。 

２ 情報セキュリティの確保 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

・昨年度に引き続き情報セキュリ

ティ・ポリシーの一部改正や手順

書等の整備など不断の見直しを着

実に行っている。特に、サプライ

チェーン・リスク対応等のため、

情報システム等の調達の業務フロ

ーの見直しを行ったことは評価で

きる。 

・情報セキュリティ研修につい

て、LMS により常時受講可能と

し、新たに幹部向け研修を実施す

るなど意識啓発に積極的に取り組

んでいる。 

 

＜課題と対応＞ 

・情報セキュリティ対策につい

て、不断の見直しを行うととも

に、引き続き職員等を対象とした

情報セキュリティ研修を開催す

る。 
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運用する。また、情

報システム運用継続

計画について、更に

実効性の高いものに

するための改善を行

う。 

振興会の保有する

個人情報及び特定個

人情報等について

は、日常の取扱いや

監査、及び漏えい等

の事案の発生又は兆

候を把握した場合の

対応に関する保護管

理体制を整備し、実

施する。 

 

 ３ 施設・設備 

施設・設備の

整備について

は、長期的視点

に立って推進す

る。 

３ 施設・設備に

関する計画 

施設・設備に関

する計画はない。 

 

３ 施設・設備に関す

る計画 

施設・設備に関す

る計画はない。 

 ＜主要な業務実績＞ 

施設・設備に関する計画はない。 

３ 施設・設備に関する計画 

補助評定：－ 

 

 

 

 ４ 人事 

職員の能力と

実績を適正かつ

厳格に評価し、

その結果を処遇

に反映させると

ともに、適材適

所の人事配置を

行うなど、職員

の能力の向上を

図る。また、振

興会の業務を継

続的かつ発展的

に遂行するた

め、中長期的な

視点で、振興会

の核となる職員

４ 人事に関する

計画 

振興会の業務を

継続的かつ発展的

に遂行するため、

中長期的な視点

で、以下の取組を

実施することによ

り振興会の核とな

る職員の育成・充

実を図る。 

① 職員の業績等

の人事評価を定期

的に実施し、その

結果を処遇、人事

配置等に適切かつ

具体的に反映する

４ 人事に関する計画 

（１）人事評定 

職員の業務等の勤

務評定を実施し、そ

の結果を処遇、人事

配置等に適切かつ具

体的に反映すること

で、人材の効果的活

用や職員の職務遂行

能力・方法の向上を

図る。 

 

（２）人事交流 

国立大学法人等と

の人事交流を行い、

質の高い人材の確

保・育成を図り、適

 ＜主要な業務実績＞ 

■人事管理方針  

我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学

術の振興を図る目的を達成するための人材を常に確保し

ていく必要がある。このため、経験値のある人材の確

保・配置及び人材の育成を振興会の環境の変化に適切に

応えつつ、計画的、効率的かつ公平・公正に実施してい

くため、令和元年度の人事管理方針を策定した。 

 

■人事評定 

・〈役員〉 

理事長が文部科学大臣の行う業績評価の結果を勘案

し、期末手当の額を 100 分の 80 以上 100 分の 110 以下の

範囲内で増減できることとしている。 

 

・〈職員〉 

４ 人事に関する計画 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

・今後の交流人事のあり方や、職

員の育成についての方策について

検討し、限られた人員で事業効果

の最大化を図れるよう体制を整備

する方針を策定した。 

・職員の勤務評定については、勤

務実績等の評価結果を職員の処遇

に適切に反映させ、勤務評定の実

 



157 
 

の育成・充実を

図る。 

ことで、人材の効

果的活用や職員の

職務遂行能力・方

法の向上を図る。 

② 大学をはじめ

学術振興に関連す

る機関との人事交

流を促進して、質

の高い人材の確

保・育成を図り、

職員の意識や能力

に応じた適切な人

事配置を行う。 

③ 限られた人員

での効率的・効果

的な業務の遂行を

実現するため、国

内及び国外研修等

を実施し、職員の

専門性を高めると

ともに、意識向上

を図る。 

切な人事配置を行

う。 

 

（３）職員の研修計

画 

職員の専門性及び

意識の向上を図るた

め、研修を実施す

る。また、資質の向

上を図るため、外部

で実施される研修に

職員を参加させる。 

主な研修： 

① 新任職員語学研

修 

② 海外の機関での

研修 

③ 情報セキュリテ

ィ研修 

④ コンプライアン

ス研修 

⑤ スキルアップ研

修 

⑥ 放送大学科目の

履修 

⑦ 会計研修 

複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定を行い、

職員の勤務実績等の評価結果を勤勉手当や人事配置等へ

具体的に反映した。また、昇給については、平成 26 年

12 月に国家公務員の給与基準を基礎とする新たな俸給表

を導入した際に、併せて平成 27 年 1 月より国家公務員の

給与支給基準に準じたものとして適正に実施し、その水

準の維持に努めている。 

 

■人事交流 

・大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たって

は、当該機関における業務経験を持つ人材を活用するこ

とが業務の効果的・効率的な運営上有益であることか

ら、国立大学法人等から 67 名を人事交流として受け入

れ、適切な人事配置を行った。 

 

・これらの者に振興会の業務を経験させることにより研

究助成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国立大学等

において業務を行うための有益なスキルを身につけさせ

る等、育成することができた。 

 

■国際学術交流研修（再掲） 

・振興会本部での 1年間の研修を経た国私立大学の職員

16 名を海外研究連絡センターで 1年間受け入れ、センタ

ー業務に従事させることにより、国際交流に関する幅広

い見識と高度な実務能力を有する大学職員の養成を図っ

た。 

 

■職員の研修計画 

・新任職員語学研修：1名が英会話等研修を受講 

・海外機関研修：1名が米国の大学等での語学研修を受

講 

・情報セキュリティ研修：52名が受講 

・コンプライアンス研修：41名が受講 

・スキルアップ研修：16名が受講 

・その他外部研修：84名が 7研修を受講 

 

効性を上げるとともに複数の評定

者が関わることで、客観的かつ公

平に実施している。 

・国立大学等における豊富な実務

経験を有する人材を確保し、その

経験を活かせる部署に配置し、業

務を効率的・効果的かつ機動的に

実施できるようにしている。 

・効率的かつ適切な業務運営のた

め、語学研修をはじめとする国内

外での研修へ職員を参加させるこ

とにより、職員の資質向上を図っ

ている。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き人事評定を反映させた

人事配置に努める等の取組をする

ことにより、職員の育成・充実を

図っていく。 

  ５ 中期目標期間

を超える債務負担 

中期目標期間を

超える債務負担に

５ 中期目標期間を超

える債務負担 

中期目標期間中の

事業を効率的に実施

 ＜主要な業務実績＞ 

・中期目標期間を超える債務負担はない。 

５ 中期目標期間を超える債務負

担 

補助評定：－ 
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ついては、事業を

効率的に実施する

ため、当該期間が

中期目標期間を超

える場合で、当該

債務負担行為の必

要性及び資金計画

への影響を勘案し

合理的と判断され

るものについて行

う。 

 

するために、次期中

期目標期間にわたっ

て債務負担を行うこ

とがある。 

 

 

  ６ 積立金の使途 

前期中期目標の

期間の最終事業年

度における積立金

残高のうち、文部

科学大臣の承認を

受けた金額につい

ては、独立行政法

人日本学術振興会

法に定める業務の

財源に充てる。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

・前中期目標期間最終年度における積立金残高

960,975,378 円のうち、今中期目標期間の業務財源とし

て繰越承認を受けた額は 87,464,077 円である。これら

は、海外研究連絡センターに係る前払費用等であり、平

成 30年度に 85,421,135 円、令和元年度に 2，019，505

円が取り崩され、令和 3年度に取崩しが完了する予定。 

６ 積立金の使途 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

令和元年度における中期計画の実

施状況については、下記の理由に

より、中期計画通り、中期目標に

向かって順調に実績を上げている

と言えることから、評定を bとす

る。 

・前期中期目標の期間の最終事業

年度における積立金残高のうち、

文部科学大臣の承認を受けた金額

については、独立行政法人日本学

術振興会法に定める業務の財源に

充てており、中期計画通り着実に

業務を実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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